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平成２４年第３回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第１号 

 

平成２４年９月５日（水曜日）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第７１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市一般会計補正予算 第２号） 

議案第７２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算 第２号） 

議案第７３号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算 第２号） 

議案第７４号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算 第２号） 

議案第７５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算 第２

号） 

議案第７６号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市一般会計補正予算 第３号） 

議案第７７号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（菊池市災害見舞金支給条例の一部を改正する条例） 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

第４ 議案第７８号 平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号） 

議案第７９号 平成２４年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第８０号 平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第８１号 平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 

議案第８２号 平成２４年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第

２号） 

議案第８３号 平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第８４号 平成２３年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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議案第８５号 平成２３年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

議案第８６号 平成２３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議案第８７号 平成２３年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議案第８８号 平成２３年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議案第８９号 平成２３年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議案第９０号 平成２３年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第９１号 平成２３年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

議案第９２号 平成２３年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

議案第９３号 平成２３年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議案第９４号 平成２３年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

議案第９５号 市道路線の認定について 

 まで一括上程・説明 

第５ 議案第９６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

上程・説明・質疑・討論・採決 

第６ 報告第１６号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

報告第１７号 継続費精算報告について 

 まで一括上程・報告・質疑 

第７ 請願第 ３号 ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行訓練に

反対する決議を求める請願 

陳情第 ３号 熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充することを求

める意見書提出に関する陳情 

 まで一括上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第７１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市一般会計補正予算 第２号） 

議案第７２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算 第

２号） 

議案第７３号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算 第

２号） 

議案第７４号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算 第２号） 

議案第７５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算 

第２号） 

議案第７６号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２４年度菊池市一般会計補正予算 第３号） 

議案第７７号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（菊池市災害見舞金支給条例の一部を改正する条例） 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第４ 議案第７８号 平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号） 

議案第７９号 平成２４年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第８０号 平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

議案第８１号 平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号） 

議案第８２号 平成２４年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算

（第２号） 

議案第８３号 平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号） 

議案第８４号 平成２３年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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議案第８５号 平成２３年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

議案第８６号 平成２３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第８７号 平成２３年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

議案第８８号 平成２３年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議案第８９号 平成２３年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議案第９０号 平成２３年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

議案第９１号 平成２３年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議案第９２号 平成２３年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

議案第９３号 平成２３年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第９４号 平成２３年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について 

議案第９５号 市道路線の認定について 

 まで一括上程・説明 

日程第５ 議案第９６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第６ 報告第１６号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

報告第１７号 継続費精算報告について 

 まで一括上程・報告・質疑 

日程第７ 請願第 ３号 ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行訓

練に反対する決議を求める請願 

陳情第 ３号 熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充すること

を求める意見書提出に関する陳情 

 まで一括上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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出席議員（２２名） 

                     １番  工 藤 圭一郎 君 

                     ２番  城   典 臣 君 

                     ３番  大 賀 慶 一 君 

                     ４番  岡 﨑 俊 裕 君 

                     ５番  水 上 彰 澄 君 

                     ６番  東   英 俊 君 

                     ７番  東   裕 人 君 

                     ８番  泉 田 栄一朗 君 

                     ９番  森   清 孝 君 

                    １０番  中    繁 君 

                    １１番  樋 口 正 博 君 

                    １２番  二ノ文 伸 元 君 

                    １３番  中 山 繁 雄 君 

                    １４番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １５番  坂 本 昭 信 君 

                    １６番  隈 部 忠 宗 君 

                    １８番  木 下 雄 二 君 

                    １９番  坂 井 正 次 君 

                    ２０番  森   隆 博 君 

                    ２１番  山 瀬 義 也 君 

                    ２２番  境   和 則 君 

                    ２３番  北 田   彰 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（１名） 

                    １７番  葛 原 勇次郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市     長     福 村 三 男 君 

             副 市 長     永 田 明 紘 君 

             総務企画部長     野 口 祐 成 君 

             市民環境部長     下 田 俊 一 君 

             健康福祉部長     宮 本 誠 一 君 

             経 済 部 長     平 野 國 臣 君 
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             建 設 部 長     松 野 浩 一 君 

          総務企画部統括審議員     西 浦 一 義 君 

             七城総合支所長     雲 田 哲 昭 君 

             旭志総合支所長     水 上 菊 也 君 

             泗水総合支所長     松 岡 千 利 君 

             財 政 課 長     小 川 秀 臣 君 

             総務課長兼選挙 
                         藤 本 辰 広 君 
           管理委員会事務局長 

             市 長 公 室 長      坂 康 雄 君 

             教 育 長     倉 原 久 義 君 

             教 育 部 長     原   誠 也 君 

           農業委員会事務局長     中 村 鉄 男 君 

             水 道 局 長     原   和 徳 君 

             代表監査委員     宮 川 貞 雄 君 

             監査事務局長     大 塚 茂 幸 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     城   主 一 君 

             議 事 課 長     宮 川 啓 子 さん 

             議事課課長補佐     德 永 裕 治 君 
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午前１０時００分 開会 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

   ただいまの出席議員は２２名です。定足数に達していますので、ただいまから平

成２４年第３回菊池市議会定例会を開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） ここで日程に先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

８月２１日、本市において熊本県北市議会連絡協議会を開催し、副知事の講演を

受けるなど、県北６市の相互の連携強化、議会運営の円滑化を図りました。 

８月２３日は、熊本県市議会議長会として県庁において知事への要望活動を行い

ました。県北地域の共通の課題であります観光ルートの開拓のために道路の新設・

改良など積極的な取り組み、関西を中心とする観光ＰＲ活動、安心・安全な農畜産

物のＰＲ、食料自給率の向上、県産農畜産物の消費拡大に積極的に取り組むことな

どを要望いたしました。 

次に、監査委員から平成２４年５月から７月分までの一般会計、特別会計並びに

企業会計に関する例月出納検査の報告があっておりますので、ご報告申し上げます。

なお、詳細につきましては、事務局に備え付けの書類によってご承諾いただきたい

と思います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山瀬義也君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は会議規則第８１条の規定により、水上彰澄君及び東英俊君を指名します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期につきましては、去る８月２９日の議会運営委員
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会におきまして、本日から９月２１日までの１７日間とすることに結論をみており

ますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２１日まで

の１７日間と決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第７１号から議案第７７号まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第３、議案第７１号から議案第７７号までの議案を

一括議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） おはようございます。本日、平成２４年第３回菊池市議会定例

会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては本会議にご出席をいただ

きまして、誠にありがとうございます。本定例会の会期につきましては、先ほどご

決定をいただきましたように、本日から９月２１日までの１７日間の日程でご審議

をお願いするものでございます。 

提案理由を申し上げます前に、まずこのたび九州を襲いました記録的な雨は、か

つて経験したことがないような集中豪雨であり、本市においても１１日からの激し

い雨によりまして、幸いにも人命に被害はありませんでしたが、家屋の倒壊や浸水、

橋梁流出、道路の崩壊、土砂崩れ、教育施設やその他公共施設にも多大な被害が発

生いたしました。私も７月１２日から１３日にかけまして市内の災害箇所を視察し

ましたが、その被害を目の当たりにして、１日も早い災害の復旧と今回の大雨によ

ります被害を受けられた皆様方に対しまして、可能な限りの支援を行いたいなと強

く感じた次第であります。現在、被災されました市民の方への見舞金の支給を進め

ておりまして、これまでに２２６名の方々に、被災されました市民の方に対しまし

て見舞金をお渡しいたしております。また、このたび菊池市への災害見舞金として

寄附も寄せられておりまして、ご寄附をいただきました皆様方の温かい善意に対し

まして、心からから感謝を申し上げますとともに、大切に取り扱いさせていただき

たいと思っております。被災をされました市民の皆様が一日も早く平常の生活に戻

られますことを心からお祈りを申し上げます。 

それでは、ただいま上程されました議案の概要につきましてご説明を申し上げま

す。 

議案第７１号から議案第７７号につきましては、地方自治法第１７９条の規定に
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基づき、７月の九州北部豪雨災害に伴い専決処分をいたしましたので報告し、承認

を求めるものでございます。内容の詳細につきましては、総務企画部長に説明をい

たさせますので、慎重審議の上、速やかにご承認をいただきますようお願いを申し

上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。 

それでは、議案第７１号から議案第７７号まで、一括してご説明を申し上げます。 

議案書の１ページをお開きください。議案第７１号からの専決処分の報告及び承

認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き専決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

２ページをお開きください。専決第１３号の専決処分書でございます。平成２４

年度菊池市一般会計補正予算（第２号）について、平成２４年７月２３日に専決処

分を行ったものでございます。 

４ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ７億５,７９６万

６,０００円を追加し、予算の総額を２４７億１,１４０万４,０００円とするもので

ございます。補正の内容といたしましては、先般の７月１２日の九州北部豪雨災害

及び落雷災害に対し、その復旧に要する費用について補正を行ったものでございま

す。内容につきましては、事項別明細書でご説明をいたしますので、１２ページを

お開きください。まず歳入でございますが、款１２分担金及び負担金の１,９７９万

８,０００円は、農地等災害復旧事業費地元分担金でございます。 

次に、款１４国庫支出金、目４衛生費国庫補助金５,７６２万５,０００円は、災

害等廃棄物処理事業費補助金でございます。目１０災害復旧費国庫補助金１,２９６

万６,０００円は、農地等災害復旧費補助金でございます。 

次に、款１７寄附金の２７万円は、九州北部豪雨災害に伴う災害見舞金でござい

ます。 

次に、款１８繰入金の６億５,５０７万７,０００円、財政調整基金繰入金でござ

います。これは今回の補正の財源として繰り入れたものでございます。 

次に、款２０諸収入５３３万円は、泗水総合支所に配備していた公用車１０台が

豪雨により浸水破損したため、市有物件災害共済金でございます。 

次に、市債の６９０万円は、災害援護資金県貸付金でございます。 

以上が歳入でございます。 

次に、１４ページをお開きください。歳出の主なものをご説明いたします。款２

総務費、目７財産管理費の２,１１８万円の補正は、主に泗水総合支所浸水被害に係
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る公用車購入費用１,７３０万円及び庁舎修繕料でございます。 

款３民生費、項５災害救助費、目１災害救助費１,２３５万円は、床上床下浸水や

家屋倒壊に係る災害見舞金及び災害援護資金貸付金でございます。 

１６ページをお開きください。款４衛生費、項１保健衛生費、目６災害対策費２

億５,７８４万１,０００円の主なものは、今回の災害に係る災害廃棄物処理委託料

でございます。 

１８ページをお願いいたします。款８消防費、目５災害対策費２,３９３万８,０

００円は、豪雨災害における住家の損傷状況や浸水、炊き出し、断水等の基準に基

づき算定した区への見舞金や災害対応要請に基づき被災した水没車両の補償金でご

ざいます。 

２０ページをお開きください。款９教育費、項５社会教育費、目４図書館費１,

７１２万４,０００円は、泗水図書館の浸水被害に係る経費で、館内フロアカーペッ

トや書架の復旧費用でございます。次に、目５文化施設費４,８０２万９,０００円

の補正は、泗水市民会館の浸水被害による電気設備関係及びホール座席取り替え等

の費用でございます。 

次に、款１０災害復旧費、項１厚生施設災害復旧費、目２衛生施設災害復旧費の

うち、修繕料の１８８万６,０００円は、旭志の北桜ヶ水・南桜ヶ水水道組合の配水

管が大規模に破損したため、応急復旧のための費用でございます。款１０災害復旧

費、項２農林水産業施設災害復旧費、目１農地等災害復旧費の１億１,３４６万８,

０００円のうち国庫災害復旧事業分は、落雷による用水機被災１カ所、堰破損２カ

所、災害復旧応急工事に係る費用３,６９５万８,０００円並びに災害復旧事業に該

当しない約９００件相当分の小災害復旧事業に係る市単独補助６,３３１万円など

でございます。 

２２ページをお願いいたします。款１０災害復旧費、項２農林水産業施設災害復

旧費、目３林業施設災害復旧費８９０万円は、菊池人吉線ほか３路線に係る応急復

旧経費でございます。款１０災害復旧費、項３公共土木施設災害復旧費、目２現年

土補助災害復旧費４,３０２万円は、高柳四季の里線ほか２６路線の国庫補助災害復

旧事業査定に向けた委託料でございます。目３単独災害復旧費１億３,６４１万４,

０００円につきましては、高柳四季の里線ほか２４９路線の応急復旧に係る重機借

り上げ及び工事材料費でございます。款１０災害復旧費、項４文教施設災害復旧費、

目１公立学校施設災害復旧費１,１８４万８,０００円は、泗水中学校管理棟の浸水

による床の張り替え、空調機器等の復旧費用でございます。目３社会体育施設災害

復旧費１,６０１万７,０００円は、七城、オムニテニスコートの冠水による全面張

り替え経費でございます。 
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２４ページをお開きください。款１０災害復旧費、項５その他公共施設公用施設

災害復旧費、目１その他公共施設災害復旧費１,２０８万５,０００円は、菊池公園、

菊池ふれあい清流公園、合志川河川公園の災害復旧に伴う設計及び崩土除去を行う

ための重機借り上げ費用でございます。 

次に、８ページにお戻りください。第２表地方債補正でございますが、今回の補

正により災害援護資金貸付事業債を６９０万円追加するもので、これにより起債限

度額は３０億１０万円とするものでございます。 

以上、議案第７１号の説明といたします。 

次に、２９ページをお開きください。議案第７２号、専決第１４号の専決処分書

でございます。平成２４年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第２号）に

ついてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいた

しましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

３２ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ５３５万６,００

０円を追加し、予算の総額を４億３,７２１万１,０００円とするものでございます。

補正の内容といたしましては、一般会計同様九州北部豪雨災害及び落雷災害に対し、

その復旧に要する費用について補正を行ったものでございます。 

内容の詳細を事項別明細書でご説明いたしますので、３６ページをお開きくださ

い。まず、歳入についてご説明をいたします。款６繰入金の５３５万６,０００円は、

一般会計繰入金でございます。これは今回の補正の財源として繰り入れるものでご

ざいます。 

歳出の主なものをご説明いたします。款１総務費、項１総務管理費、目３災害復

旧費５３５万６,０００円は、西部第２排水池施設水源迫間排水施設の遠隔装置の故

障及び法面崩壊、旭志伊坂橋橋梁添架配水管の流出に伴う応急修繕料総量調査のた

めの調査業務委託料でございます。 

以上、議案第７２号の説明といたします。 

次に、３９ページをお開きください。議案第７３号、専決第１５号の専決処分書

でございます。平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいた

しましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

４２ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１５０万円を追

加し、予算の総額を８億９,７２９万４,０００円とするものでございます。補正の

内容といたしましては、九州北部豪雨災害に対し、その復旧に要する費用について

補正を行ったものでございます。 

４６ページをお願いいたします。まず、歳入についてご説明をいたします。款５
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繰入金の１５０万円は、一般会計繰入金でございます。これは、今回の補正の財源

として繰り入れるものでございます。 

歳出の主なものをご説明いたします。款１事業費、項１事業費、目２維持管理費

１５０万円は、赤星ポンプ場が水没し、電動吐き出し弁等に不具合が生じたため復

旧する費用でございます。 

以上、議案第７３号の説明といたします。 

次に、４９ページをお開きください。議案第７４号、専決第１６号の専決処分書

でございます。平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

５２ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ４３０万円を

追加し、予算の総額を５億９,６８７万７,０００円とするものでございます。補正

の内容といたしましては、九州北部豪雨災害に対し、その復旧に要する費用につい

て補正を行ったものでございます。 

５６ページをお開きください。まず歳入についてご説明をいたします。款５繰入

金の４３０万円は、一般会計繰入金でございます。これは、今回の補正の財源とし

て繰り入れるものでございます。 

歳出の主なものをご説明いたします。款１事業費、項１事業費、目２維持管理費

４３０万円は、マンホールポンプ操作盤浸水に伴う修繕料でございます。 

以上、議案第７４号の説明といたします。 

次に、５９ページをお開きください。議案第７５号、専決第１７号の専決処分書

でございます。平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

についてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をい

たしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

６２ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ３９２万円を追

加し、予算の総額を４億２,５６５万円とするものでございます。補正の内容といた

しましては、九州北部豪雨災害に対し、その復旧に要する費用について補正を行っ

たものでございます。 

６６ページをお開きください。まず、歳入についてご説明をいたします。款５繰

入金の３９２万円は、一般会計繰入金でございます。これは今回の補正の財源とし

て繰り入れるものでございます。 

歳出の主なものをご説明いたします。款１事業費、項１事業費、目２維持管理費

３９２万円は、豪雨による浸水及び落雷によりマンホールポンプ操作盤及び圧送管

が破損したため復旧する費用でございます。 
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以上、議案第７５号の説明といたします。 

６９ページをお開きください。議案第７６号の専決処分の報告及び承認を求める

ことについてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分

をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

７０ページをお願いいたします。専決第１９号の専決処分書でございます。平成

２４年度菊池市一般会計補正予算（第３号）について、平成２４年８月１６日に専

決処分を行ったものでございます。 

７２ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ５,５０１万円

を追加し、予算の総額を２４７億６,６４１万４,０００円とするものでございます。

７月１２日の九州北部豪雨災害及び落雷災害の専決については、７月２３日で行っ

ておりますが、その後、さらに追加する必要がある復旧費用につきまして補正を行

ったものでございます。 

内容につきましては事項別明細書でご説明いたしますので、７８ページをお開き

ください。まず歳入でございますが、款１２分担金及び負担金の６６６万７,０００

円は、農地等災害復旧事業費地元負担金でございます。次に、款１８繰入金の４,

８３４万３,０００円は、財政調整基金繰入金でございます。これは今回の補正の財

源として繰り入れたものでございます。以上が歳入でございます。 

次に、８０ページをお開きください。歳出の主なものをご説明いたします。款８

消防費、項１消防費、目４防災管理費３,９７３万２,０００円は、泗水総合支所防

災無線が落雷により損傷しましたので復旧するものでございます。款１０災害復旧

費、項２農林水産業施設災害復旧費、目１農地等施設災害復旧費の６６６万８,００

０円は被災した菰原堰ほか４カ所の堰の災害復旧に係る調査委託料でございます。 

款１０災害復旧費、項４文教施設災害復旧費、目３社会体育施災害復旧費２２４

万３,０００円は、旭志体育館フロア浸水被害による調査設計費用でございます。 

以上、議案第７６号の説明といたします。 

次に、８３ページをお開きください。議案第７７号、専決処分の報告及び承認を

求めることについてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

８４ページをお願いいたします。専決第１８号の専決処分書でございます。菊池

市災害見舞金支給条例の一部を改正する条例について、平成２４年７月２３日に専

決処分を行ったものでございます。 

８５ページをご覧ください。菊池市災害見舞金支給条例の一部を次のように改正

するというものでございます。別冊の新旧対照表の１ページをお願いいたします。

下線部分が改正箇所でございます。まず、火災見舞金の全焼住家１０万円を２０万
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円へ、非住家５万円を１０万円へ、半焼住家５万円を１０万円へ、非住家２万５,

０００円を５万円へ、風水害見舞金の全壊住家１０万円を２０万円へ、非住家５万

円を１０万円へ、半壊住家５万円を１０万円へ、非住家２万５,０００円を５万円へ、

それから床上浸水住家３万円以内、床下浸水住家１万円以内を新たに設けておりま

す。また、地震見舞金、全壊住家１０万円を２０万円へ、非住家５万円を１０万円

へ、半壊住家５万円を１０万円へ、非住家２万５,０００円を５万円へと改正するも

のでございます。 

議案書の８５ページにお戻りください。附則のとおり、この条例は平成２４年７

月１１日以降に生じた天災地変または火災等の原因により被害を受けた者に支給す

る見舞金についてから適用するものでございます。 

以上、議案第７７号の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、議案の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） 議案第７７号の菊池市災害見舞金支給条例の一部を改正する

条例についてお伺いをします。 

専決処分ということでありますが、専決は法によって認められている事項ではあ

りますが、この中身を見ますと、風水害だけではなく火災等の見舞金の加算も行わ

れております。議会招集が困難であるというふうに判断をされたということであれ

ば別でありますが、一般的には条例事項の改正であれば、緊急にでも議会を招集す

るべきではないかというふうに思うんですが、庁内においてそのような協議がなさ

れたかどうか、質疑をさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。 

今回の条例の改正につきましては、今回７月１２日に発生しました豪雨災害にお

けます被害件数の多さと、今回、床上・床下浸水も新たに対象としたいというよう

なことで、庁内での協議を行って、今回の条例改正に至ったものでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） 経緯はわかりました。私がお聞きしたのは、議会を開けない

状況であったのかというところの議論がなされたのか。今回の災害に対しては、議
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会もまずは個人、そして即座に議長の招集というか、呼び掛けにより集まって、い

ろんな現地視察もしてきたわけですが、それほど議会を開くのが困難な状況であっ

たとは私は感じなかったものですから、こういう条例改正の場合は、本来は臨時で

も議会を開催するべきではなかったかというところについて議論がなかったかとい

う質疑ですので、それについてお答えいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） 今回につきましては、緊急に見舞金を支給したいとい

う考えもございまして、執行部としましては議会を執行するいとまがなかったとい

うことで判断をいたしております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

議案第７１号から議案第７７号までの７議案については、会議規則第３７条第３

項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより採決します。お諮りします。議案第７１号から議案第７７号までの７議

案については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議案第７１号から議案第７７号

までの７議案につきましては、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第７８号から議案第９５号まで一括上程・説明 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第４、議案第７８号から議案第９５号までの１８議

案を一括議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、福村三男君。 
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［登壇］ 

○市長（福村三男君） ただいま上程されました議案第７８号から議案第９５号までの

議案についてご説明申し上げます。 

議案第７８号から議案第８３号までの平成２４年度菊池市一般会計並びに各特別

会計補正予算につきましては、７月１日から１５日に掛けての九州北部豪雨災害に

よります災害復旧としまして、農地等災害復旧費としまして農業用施設や農地の復

旧工事費２億５,１７９万５,０００円、林業施設災害復旧としまして鞍岳線ほか林

道災害復旧工事４,２００万円、市道高柳四季の里線ほか２０路線の災害復旧工事に

２億８,９９３万円、菊池ふれあい清流公園ほか公園施設災害復旧工事費としまして

８,９６６万円が災害復旧に要する主なものでございます。そのほか、本年９月から

ポリオの予防接種が不活化ポリオワクチンに変更になったための費用、予防接種業

務委託料として１,１９５万６,０００円、また安定した土地利用型農業経営の確立

のため、土地利用型農業緊急支援事業費補助金として１,０８８万２,０００円、次

に地域経済活力創出事業として、地域経済活力創出事業補助金１,０１０万円、教育

関係では長期にわたり特別支援学級の確保を図るため、菊池北小学校特別支援学級

等設置工事の工事費、請負費３,７５０万円を計上しております。 

以上、一般会計の主なものでございます。 

また、介護保険事業特別会計補正予算案は、介護保険給付費準備基金積立金及び

支払い基金返納金であります。そのほか、各特別会計補正予算案を計上しておりま

す。 

次に、議案第８４号から議案第９４号までの１１議案につきましては、平成２３

年度各会計歳入歳出決算の認定について上程をさせていただいたものであります。 

最後に、議案第９５号、市道路線の認定については、市道塚原原線の一部区間を

補足する路線、塚原原２号線を市道路線として認定するために、道路法の規定に基

づきまして議会の議決をお願いするものでございます。 

以上、内容の詳細につきましては総務企画部長に説明をいたさせますので、議員

各位におかれましては慎重審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 議案第７８号から議案第９５号まで、一括して説明を

させていただきます。８７ページをお願いいたします。 

議案第７８号、平成２４年度菊池市一般会計補正予算についてでございます。開

けていただき、８８ページ、一般会計補正予算（第４号）でございます。今回の補
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正は、予算総額に９億７,２５３万９,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２５７億３,８９５万３,０００円とするものでございます。 

補正の内容のつきましては、事項別明細書で主なものをご説明いたします。９６

ページをお願いいたします。歳入でございます。款１０地方交付税、項１地方交付

税、目１地方交付税４億４,１５３万円でございますが、平成２４年度の普通交付税

の交付額の確定に伴うものでございます。 

次に、款１２分担金及び負担金、項１分担金、目１０災害復旧費分担金６,０３０

万４,０００円の内訳は、農地等災害復旧事業費地元分担金５,９９５万９,０００円

及び治山施設災害復旧事業費地元分担金３４万５,０００円で、九州北部豪雨災害に

よります災害復旧事業に係る地元分担金でございます。 

次に、款１４国庫支出金、項１国庫負担金、目１０災害復旧費国庫負担金２億５,

１９８万３,０００円は、現年度補助災害復旧費負担金１億９,３３８万３,０００

円、公園災害復旧負担金５,８６０万円で、九州北部豪雨災害によります災害復旧事

業に係る国庫負担金でございます。次に、款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

７土木費国庫補助金１億７,８２０万円の減は、予定しておりました社会資本整備総

合交付金対象事業への補助内示額による減額補正でございます。次に、目１０災害

復旧費国庫補助金１億７,７８４万２,０００円は、九州北部豪雨災害によります災

害復旧事業に係る国庫補助金でございます。 

次に、款１５県支出金、項２県補助金、目３民生費県補助金１２０万３,０００円

で主なものは、次のページになりますが聴覚障害児補聴器購入費助成事業に対する

県補助金１８万３,０００円でございます。次に、款１５県支出金、項２県補助金、

目５農林水産業費県補助金２,７０３万３,０００円で主なものは、熊本土地利用型

農業緊急支援事業補助金１,０８８万２,０００円でございます。これは、農機具や

施設等の整備を補助し、安定した土地利用型農業経営の確立と地域の活性化を図る

ための県補助金でございます。また、特用林産物施設化推進事業費補助金３０１万

４,０００円でございますが、これは林家の組織団体が特用林産物の生産のための利

用する機械の導入に対する県補助金でございます。次に、目１０災害復旧費県補助

金２５９万円は、林地崩壊防止事業費に対する県補助金でございます。 

次に、１００ページをお開きください。款２１市債、項１市債、目２総務債１億

４２１万円は、臨時財政対策債発行可能額の確定に伴い増額するものでございます。

次に、目１０災害復旧事業債１億４,３２０万円は、九州北部豪雨災害によります災

害復旧事業に係る災害復旧事業債でございます。 

次に、１０２ページをお開きください。歳出の主なものをご説明させていただき

ます。款２総務費、項１総務管理費、目８企画費２４８万円で主なものは、熊本県
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北交流拡大プロジェクトの負担金２８万６,０００円でございます。これは熊本県北

交流拡大プロジェクト実行委員会が政令指定都市誕生後の県内各地域の将来像にお

ける県北地域の将来像を実現するため、市・町が連携して事業を推進していくもの

でございます。 

次に、款３民生費、項１社会福祉費、目３障がい者福祉費１８０万６,０００円で

主なものは、聴覚障害児補聴器購入費助成事業３６万６,０００円でございまして、

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障害のある児童に対して

補聴器の購入費用の一部を助成するもものでございます。 

次に、１０４ページをお願いいたします。款４衛生費、項１保健衛生費、目２予

防費１,１９９万４,０００円で主なものは、予防接種業務委託料１,１９５万６,０

００円でございまして、予防接種実施規則の一部改正により、ポリオ予防接種が生

ポリオワクチンの経口接種から不活化ポリオワクチンの皮下注射による接種となっ

たため、予防接種業務委託料の増額をするものでございます。次に、目４環境衛生

総務費９０万４,０００円で主なものは、放射能測定器の購入費用４６万８,０００

円でございます。これは、東京電力福島原発の事故に伴い、環境放射能への市民の

意識の高まりに対し、本市においても環境放射能の測定を定期的に行うため放射能

測定器を購入するものでございます。 

１０６ページをお願いいたします。款５農林水産業費、項１農業費、目３農業振

興費１,９９１万３,０００円で主なものは、土地利用型農業緊急支援事業補助金１,

０８８万２,０００円でございます。これは、農業者戸別所得保障制度に対応した水

田地域全体の生産性向上を進め、安定した土地利用型農業経営の確立と地域の活性

化を図るためのものでございます。 

１０８ページをお開きください。款６商工費、項１商工費、目２商工業振興費１,

３６９万円で主なものは、商品券発行支援事業補助金１４５万７,０００円でござい

ます。また、地域経済活力創造事業補助金１,０１０万円でございますが、住宅の新

築やリフォーム、また店舗の新築やリフォームを実施する者に対し緊急経済対策と

して費用の一部を補助するものでございます。次に、目４観光費１９９万９,０００

円で主なものは、温泉湧出６０周年記念事業委託料３９万７,０００円でございます

が、これは平成２６年度に開催する湧出６０周年菊池温泉記念イベントの準備経費

でございます。 

次に、１１２ページをお開きください。款９教育費、項２小学校費、目１学校管

理費、設計管理業務委託料３７５万円及び工事請負費３,７５０万円の計４,１２５

万円は、菊池北小学校特別支援学級等設置工事に係る経費でございます。これは、

学校統合などにより特別支援児の増加が見込まれるため、既設の校舎に不足する特
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別支援教室の増築を行うものでございます。款９教育費、項５社会教育費、目３公

民館費１０９万２,０００円で主なものは、九州北部豪雨災害により被災した自治公

民館を管理されておられます地区への自治公民館整備補助金１００万８,０００円

でございます。 

次に、１１４ページをお開きください。款１０災害復旧費、項２農林水産業施設

災害復旧費につきましては、目１農地等災害復旧費２億６,２５９万５,０００円、

目３林業施設災害復旧費４,２００万円、目４治山施設災害復旧費３９５万４,００

０円の合計３億８５４万９,０００円で、九州北部豪雨災害によります工事請負費及

び測量設計等委託料でございます。次に、款１０災害復旧費、項３公共土木施設災

害復旧費につきましては、目２現年度補助災害復旧費２億９,４１３万円、目３単独

災害復旧費７,３２４万円の合計３億６,７３７万円で、設計管理委託料及び工事請

負費などでございます。次に、款１０災害復旧費、項５その他公共施設災害復旧費、

目１その他公共施設災害復旧費８,９６６万円は、菊池ふれあい公園等の災害復旧事

業に係る工事請負費でございます。 

９２ページにお戻りください。第２表地方債補正でございますが、今回の補正に

より限度額を災害復旧事業に１億４,３２０万円を追加し、合併特例事業１９億９,

７１０万円及び臨時財政対策債１０億４２１万円に変更するものでございます。こ

れにより起債発行限度額は総額３４億３,０９１万円となります。 

以上、議案第７８号の説明とさせていただきます。 

次に、特別会計に係る補正予算でございます。１１９ページをお願いいたします。

議案第７９号、平成２４年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）です。 

１２０ページをお開きください。今回の補正は、７,３５２万３,０００円を追加

し、予算総額を５０億１,７８５万５,０００円とするものでございます。 

次に、１２４ページをお開きください。主なものといたしまして、歳出、款５基

金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金３,７６７万８,０００

円でございます。 

以上で、議案第７９号の説明とさせていただきます。 

次に、１２７ページをお開きください。議案第８０号、菊池市公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）でございます。 

次のページをお開きください。今回の補正は、１,２１０万円を追加し、予算総額

を９億９３９万４,０００円とするものでございます。 

１３２ページをお開きください。主なものといたしまして、歳出、目１事業費の

汚水ます設置に伴う工事請負費４００万円及び目２維持管理費の野間口ポンプ場の

ポンプ交換費用４３３万９,０００円でございます。 
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以上、議案第８０号の説明とさせていただきます。 

次に、１３５ページをお願いいたします。議案第８１号、菊池市特定環境保全公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

次のページをご覧ください。今回の補正は、３００万円を追加し、予算総額を５

億９,９８７万７,０００円とするものでございます。 

次に、１４０ページをお開きください。公共ます設置見込みの増に伴う工事請負

費３００万円でございます。 

以上、議案第８１号の説明とさせていただきます。 

１４３ページをお願いいたします。議案第８２号、菊池市地域生活排水処理事業

特別会計補正予算（第２号）でございます。 

次のページをご覧ください。今回の補正は４３万５,０００円を追加し、予算総額

を１億２,２１４万４,０００円とするものでございます。 

１４８ページをお開きください。主なものとしましては、消費税の確定申告によ

る消費税４１万３,０００円でございます。 

以上、議案第８２号の説明とさせていただきます。 

次に、１５１ページをお開きください。議案第８３号、菊池市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第３号）でございます。 

次のページをご覧ください。今回の補正は、４１８万１,０００円を増額し、予算

総額を４億２,９８３万１,０００円とするものでございます。 

１５６ページをお開きください。歳出の主なものとしましては、北部浄化センタ

ーの井戸ポンプの老朽化に伴う交換修繕料など２７８万２,０００円でございます。 

以上、議案第８３号の説明とさせていただきます。 

次に、議案第８４号から議案第９３号までの決算の認定についてご説明をいたし

ます。議案書は別冊の水色のものでございます。内容の詳細につきましては、決算

審査に付しますので、概要についてご説明を申し上げます。議案第８４号、平成２

３年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第９３号、平成２３

年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１０議

案につきましては、この水色の別冊となっております。平成２３年度歳入歳出決算

書となります。この１０議案につきましては、地方自治法の規定に基づきまして、

各会計の平成２３年度歳入歳出決算について認定をお願いするものでございます。

また、議案第９４号につきましては、ただいまの平成２３年度歳入歳出決算書とは

別冊になっておりますが、黒の背表紙の薄い別冊となっております。別冊の黒い背

表紙の分でございますけれども、この平成２３年度菊池市水道事業会計決算の認定

について、地方公営企業法の規定に基づきまして、水道事業会計利益の処分及び決
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算の認定をお願いするものでございます。 

以上の議案第８４号から議案第９４号までの各会計の決算の認定に当たりまして

は、本市監査委員の詳細な審査を受け、審査意見書を付してお願いするものでござ

います。なお、資料といたしましては、別冊で各会計の決算に係る主要施策の成果

及び科目別の事業費一覧表となっております。決算審査付属資料を添付いたしてお

ります。 

以上、決算に係る議案の説明とさせていただきます。 

次に、議案書に戻っていただきまして、１５９ページをお開きいただきたいと思

います。議案第９５号、市道路線の認定についてでございます。提案理由といたし

ましては、道路法第８条第２項の規定により議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

開けていただきまして１６０ページが路線の一覧でございます。今回１路線、路

線名、塚原原２号線の一部区間を補足する路線を市道路線として認定をお願いする

ものでございます。 

以上、議案第９５号の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） 以上で議案の説明を終わります。 

次に、代表監査委員から監査報告の申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

代表監査委員宮川貞雄君。 

［登壇］ 

○代表監査委員（宮川貞雄君） 平成２３年度の決算審査の報告をさせていただきます。 

６月２７日から７月１７日におきまして、議会選出の坂本昭信監査委員とともに

審査を行いましたところ、審査に付されました一般会計・特別会計の歳入歳出決算

書、歳入歳出決算書事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、

法令に準拠して作成されており、決算計数は各関係帳簿及び証拠書類と照合しまし

た結果、いずれも符合し誤りのないものと認めます。なお、各種基金の運用状況を

示す書類の計数につきましても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており誤りのな

いものと認めます。また、審査に付されました水道事業決算報告書、その他の財務

諸表はいずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿と一致

し正確であります。さらに、決算報告書は予算の収入支出の状況を、また財務諸表

は当期の経営成績及び期末のおける財政状態を適正に処理されているものと認めま

す。 

本市の平成２３年度の決算状況を見てみますと、一般会計・特別会計の歳入は、

総計が４１０億２,３６４万２,０００円で、前年度４１６億２,７３８万１,０００
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円に比べ１.４５％減少しております。一般会計の歳入の自主財源は７２億１,６６

４万５,０００円で、前年度に比べて３.８４％増加していて、その根幹をなす市税

においては、法人市民税が減少しました以外は個人市民税、固定資産税、軽自動車

税、市たばこ税、入湯税が増加し、市税全体では前年度に比べ２.６１％増加しまし

た。一方、依存財源は１８６億１,４３４万９,０００円で、前年度に比べて地方交

付税、地方譲与税等が増加しましたものの、国庫支出金や県支出金が減少しました

ため、全体では６.８６％減少しました。将来世代の負担となる市債は、２８億３,

９４５万１,０００円で、前年度に比べ７.５０％減少しました。前年と同様に、合

併特例事業債、臨時財政対策債、辺地対策事業債が主体で、地方交付税等の基準財

政需要額に算入される事業への有利な選択となっていますが、今後においても財政

の健全性確保のために十分留意してください。 

一般会計・特別会計の歳出は、総計が３９１億４,０１５万円で、前年度４０７億

９,１６９万１,０００円に比べ４.０５％減少となりました。当年度は、菊池市総合

計画（後期基本計画）の２年目であり、「豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまち」

のもと、水と緑にあふれた「心・活き活き・爽快」なふるさとの菊池市らしいまち

づくりの実現に向け、政府の景気浮揚策の継続も加わり、各種の事業への意欲的な

展開が予算の執行状況からみて全般的に認められました。財政状況の現状認識の点

では、前年度に引き続き、制度化されています財政健全化法による議会と市民への

公表とともに、総合的な財政指標にも留意していく必要があります。普通会計の財

政指標については、財政力指数が０.４３で前年度に比べ０.０３ポイント低下とな

り財政力が若干弱まっております。また、公債費負担比率は１５.３％と前年度に比

べて１.０ポイント増加しましたが、平成２２年度の類似団体との比較では１.６ポ

イント低い状況にあります。その他の指標でも、財政構造の弾力性を示す経常収支

比率が８９.８％と前年度に比べ３.１ポイント増加しており、依然として財政の硬

直化が進んだこととなります。 

また、一般会計への地方債残高については２６７億９９４万円で、前年度に比べ

３億９,４９８万５,０００円と１.５０％増加しましたが、債務負担行為額は５６億

２,７３８万８,０００円で、前年度に比べ３億４，４５９万９,０００円で５.７７％

減少しております。 

今日の人口減少や少子高齢化の進展などの課題では、本市の推移をベースに今後

の社会経済の動向を的確に見据えるとともに、歳入歳出のバランスを基本に置きな

がら、簡素で効率的な行財政運営の推進が不可欠となっております。 

これを受けて、本市では平成２６年度を最終年度とする第２次行政改革大綱及び

実施計画に基づき、事務事業の見直しや経費削減合理化等が取り組まれ、行政の利
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便性向上や透明化を初めとし、養護老人ホームや公立保育園の民営化、職員定員の

見直し、学校規模の適正化、新公会計制度の整備や公有財産の見直し等が進められ

ており、今後も行財政攻革への取り組みにより健全な財政運営の推進を一段と切望

いたします。 

予算執行面では、収入の調定手続きや基金積み立て・取り崩しでの厳格な執行を

重ねてお願いしつつ、社会環境の変動等による変更を除き、補正予算の編成措置や

予備費の充用、科目内での予算流用等の一連の手続きは、より慎重な取り扱いを求

めます。 

さらには、合併当初から固定的な委託契約や長年における随意契約の支出は、総

合的な点検が必要です。それらを柔軟に見直し、新たな発想の下に、より市民の目

線に立った行政支出が執行されていくことを要望いたします。 

なお、豊かな自然環境に恵まれています本市の発展のための泗水地区公園整備や

隈府中央地区ポケットパーク等の各都市再生整備計画等の各種整備計画を含め、文

化的で住みたくなる社会環境の整備が一段と求められております。熊本県営工業団

地の菊池テクノパークの完成が近づく中に、本市の工業団地の空きスペースが多く

残っていますので、不況の中ではあるものの、一層の企業誘致への総力を挙げた取

り組みを求めます。 

他方、個人所得の伸び悩みもあり、市民の納税等の環境が厳しい状況において、

徴税課や関係各課による収納率が改善していることは評価できます。今後も負担の

公正性を担保する観点から、収納の確保と不納欠損処分に対する適切な対応を図り、

収納率の向上を求めます。 

これまでの自治体と違い、これからの自治体は、人、物、産業、教育、文化、風

土、歴史等の地域力を行政がいかにして市政廃展に反映できるかが鍵で、自治体間

の競争、知恵比べの時代とも言われておりまして、情報収集・情報発信を駆使し、

その情報を活用したスピード感あふれる各種施策の実施が求められております。ま

た、民間にできることは民間に任せる経営感覚も行政には問われております。その

ためには、市政を支えていく熱意ある多様な職員の専門集団づくりが欠かせません。

既に推進されている役職に応じた研修や、意識の高い職員養成の為の体系的な研修

制度のさらなる拡充、そして、地方公務員への給与低減化の厳しい方向の反面、や

る気のある職員のためにも細やかで適正な人事評価制度の具体的な推進とその評価

に応じて、支給額に差が出る信賞必罰の給与システムの採用と実施も、今後は避け

て通れないものとなっております。 

最後に、活力に満ちた地域社会の確立に向け、普段から市民・本市に必要な事業

の各種施策の検討と政策立案等の幅広い準備が励行され、事業の効率性、必要性、
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優先順位の的確な選択を行いながら、行政情報の公開、市民への説明責任の向上を

図り、健全な行財政運営を推進しつつ、本市のさらなる発展と公共の福祉向上が実

現されていくことを強く期待します。 

以上、報告に代えさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、代表監査委員の報告を終わります。 

ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０８分 

開議 午前１１時１８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第９６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第５、議案第９６号を議題とします。この案件につ

いては、地方自治法第１１７条の規定により関わる議員は除斥する必要があります

が、関係する議員はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 関係する議員なしと認めます。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） ただいま上程されました議案第９６号の人権擁護委員候補者の

推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。議案書は１６３ページ

でございます。現在、本市の区域におきまして１４人の委員さんが法務大臣の委嘱

を受け、人権擁護活動に従事をされております。その中で、七城地区の佐々龍一委

員が本年１２月３１日をもって３年間の任期が満了いたします。今回、その後任の

候補者の推薦につきまして、熊本地方法務局長より依頼がありました。推薦に当た

りましては、人権擁護委員法の規定により、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、

人権擁護について理解のある者とされております。十分検討いたしました結果、議

案第９６号、菊池市七城町砂田１１３６番地１、赤星和範氏を推薦いたすものです。

赤星和範氏におかれましては、日頃から人権に関して理解と熱意を持って人権擁護

活動に取り組んでおられるとともに、行政職に勤務された豊富な経験と、人権等に

関する知識もまた豊かであります。また、今後も積極的に人権擁護活動に取り組ん
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でいただけるものと、このように確信いたしまして推薦するものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

議案第９６号は、会議規則第３７条第３項の規定によって委員会付託を省略した

いと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより採決します。採決は、起立によって行います。 

お諮りします。議案第９６号については、原案のとおり適任とすることに賛成の

方は起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、議案第９６号は、適任とすることに決

定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第６ 報告第１６号から報告第１７号まで一括上程・報告・質疑 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第６、報告第１６号から第１７号までの２案件を一

括議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） それでは、議案書の１６５ページをお願いいたします。

報告第１６号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてご説明をいたしま

す。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１

項の規定により、平成２３年度決算に関する健全化判断比率及び資金不足比率の算

定結果につきまして、監査委員の意見に付して報告をするものでございます。 

まず、実質赤字比率につきましては、平成２３年度における普通会計の実質収支
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額が黒字でございますので、赤字比率としては算定されず、数値は表示されません。 

次に、連結実質赤字比率につきましては、普通会計に特別会計、公営企業会計を

加えた全会計が対象となりますが、連結した場合でも実質収支が黒字でございます

ので、実質赤字比率と同様数値は表示されません。 

次に、実質公債費比率ですが、これは普通会計、特別会計の公債費に加え一部事

務組合等が起こした地方債の償還に充てられた負担金等の標準財政規模に占める割

合で、資金繰りの危険度を示す指標となります。本市の実質公債費比率は１０.６％

となっておりますので、早期健全化基準２５％を下回っています。 

次に、将来負担比率ですが、土地開発公社、第３セクターを含めた指標となって

おり、将来負担すべき債務の標準財政規模に占める割合を示すもので、数値が大き

くなるほど将来に見込まれる負担が大きく、財政運営を圧迫する可能性があること

が示されます。本市の算定比率は２８.３％となっており、早期健全化判断基準３５

０％を下回っており、適正水準を確保いたしております。 

最後に、公営企業会計の資金不足比率につきましては、水道事業会計を初めとす

る６会計を対象とし、資金不足額を事業規模で割ったものです。各会計において資

金不足が発生していないため、資金不足比率についても数値は表示されません。 

以上、いずれも基準内であり、適正水準を確保いたしておりますが、今後社会経

済の動向や施設の老朽化による維持補修費の増大、合併の特例であります交付税の

優遇措置の期限切れ等を考慮した場合、大幅に悪化することも見込まれるため、今

後さらなるスリム化を図り、健全な財政運営を図っていく必要があると考えられま

す。 

以上、報告第１６号の説明とさせていただきます。 

続きまして、１６７ページをお願いいたします。報告第１７号、継続費精算報告

についてご説明申し上げます。平成２２年度から平成２３年度継続事業として実施

してまいりました老人福祉センター整備事業につきまして、継続事業が完了しまし

たので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づき報告するものでござい

ます。 

開けていただきまして、１６９ページが精算報告書でございます。左のほうから

各年度の全体計画、実績、比較となっております。全体計画の合計が４億９,４５６

万１,０００円、実績で３億９,９４３万５,９７２円、比較で当初の事業費より実績

での支出済額が９,５１２万５,０２８円少なくなっております。 

以上、報告第１７号の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 代表監査委員宮川貞雄君。 

［登壇］ 
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○代表監査委員（宮川貞雄君） 財政健全化法に基づきます審査意見を申し述べさせて

いただきます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、審査に付されました平成２３年度菊池市一般会計及び特別会計の歳入歳

出決算における財政健全化比率及び公営企業決算における資金不足比率とその算定

の基礎となる事項を記載した書類につきまして、７月２７日から８月８日におきま

して、議会選出の坂本監査委員とともに審査しました結果、いずれも適正に作成さ

れているものと認められます。 

以上、審査意見とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、報告を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第７ 請願第３号 ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行訓

練に反対する決議を求める請願 

陳情第３号 熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充すること

を求める意見書提出に関する陳情 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第７、請願第３号及び陳情第３号を議題とします。

請願第３号及び陳情第３号が今定例会までに提出されました請願・陳情であります。

その内容については、お手元に配付しているとおりです。 

以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

お知らせします。会議を来る１０日午前１０時から開き、質疑・委員会付託及び

一般質問を行います。議案に対する質疑を行う方は、事務局備え付けの様式により、

その要旨を具体的に記載し、明日６日の正午までに事務局に提出をお願いします。 

本日はこれにて散会します。 

全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１１時３０分 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第１ 質疑 

○議長（山瀬義也君） それでは日程に従いまして、日程第１、質疑を行います。 

ここで申し合わせ事項について申し上げます。質疑は一括質疑として３回までと

なっております。質疑は提出議案に対して疑義を質すものであり、一般質問と違っ

て自己の意見を述べることはできません。 

発言の通告があっておりますので質疑を許します。 

森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） おはようございます。それでは、通告しておりました点につ

いて質疑を行いたいと思います。 

議案第７８号、平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号）の款２総務費、

項の管理費です。ページ的には１０２ページから１０３ページです。目の企画費の

中に節で負担金補助及び交付金、熊本県の県北交流拡大プロジェクト負担金という

ような目的で２８万６,０００円が計上されております。これについてちょっと質疑

を行いたいと思います。菊池市は、菊池広域連合に加入しながら、福村市長が広域

連合長のときから県が計画しておりました消防の県北ブロックのほうにも参加を拒

否してまいりましたし、熊本市が政令都市ということになりまして、９月１日の熊

日にも記載がありましたように、来年度４月より県内を４エリアに分け、広域本部

設置を行うというような、県北部の広域としましては、阿蘇、菊池、鹿本、玉名振

興局を集約するというような目的の記載でありました。現状では、菊池市は菊池郡

市の一本化を推進しながらいきたいということでありますし、消防、し尿処理、介

護保険、またはごみ処理等も一緒に行っていくというような大事なときでもありま

すので、熊本県の交流を拡大するプロジェクトの負担金というこの目的がどういう

ものであるかということについてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 
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○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。森隆博議員の質疑にお答えいた

します。 

くまもと県北交流拡大プロジェクト負担金２８万６,０００円についてでござい

ますが、新聞報道によりますと県内を県央、県北、県南、天草の４つのエリアに分

けた広域本部につきましては、熊本市の政令指定都市への移行を受け、県が熊本市

を除く４４市町村の地域振興により、広域的な視点から力を入れていくために県内

部の体制を整えようとする県の組織上の問題でございます。一方、これまで本市が

広域行政として取り組んでおります菊池広域連合や菊池環境保全組合、菊池養生園

保健組合などにつきましては、本来それぞれの地方自治体が住民に身近な事務事業

等を近隣の市町と共同で連携して、効率的かつ効果的に実施しようというものでご

ざいますので、今後もそれぞれの構成自治体と連携をしながら進めてまいります。

今回の補正予算に計上いたしましたくまもと県北交流拡大プロジェクト事業につき

ましては、県が各市町村との意見交換を踏まえて、人口減少や少子高齢化、地域経

済の低迷など、県を取り巻く厳しい環境の中、九州新幹線の開業や熊本市の政令指

定都市誕生といったビッグチャンスをさらなる県政発展や各地域の活性化につなげ

るため、各地域における特色や強みを生かした取り組みの方向性などを示した将来

ビジョンを政令指定都市誕生後の県内各地域の将来像として、平成２３年１２月に

策定されたものに基づく事業でございます。熊本県では、この将来ビジョンを具体

化するために複数の市町村が連携・共同する広域的な取り組みを熊本県広域連携プ

ロジェクト推進事業としまして、平成２４年度から支援されることになりました。

このようなことで、玉名、鹿本、菊池地域振興局管内の５市６町の市町が参加し、

事業に取り組むものでございます。 

具体的な事業の進め方につきましては、くまもと県北交流拡大プロジェクト実行

委員会の５市６町で設立し、本年度は一時交通アクセス手段として、新幹線を初め

ＪＲの在来線、阿蘇熊本空港、長州港、九州自動車道インターチェンジなど多くの

交通拠点を有した地域であるため、県北地域における２次交通アクセス及び３次交

通アクセスの調査分析を行う事業となっております。今回の補正予算に計上させて

いただいておりますのは、この事業の負担金でございまして、本年度の全体事業費

７６５万５,０００円のうち事業費の３分の２の５１０万円を熊本県が広域連携プ

ロジェクト推進補助金として負担し、残りの３分の１の２５５万５,０００円を取り

組みに参加する自治体が負担するものでございます。この自治体負担金を参加５市

６町で割りますので、人口割、均等割で計算しました菊池市の負担額が２８万６,
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０００円となるものでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 大体、内容的には説明で理解できますところもありますが、

２５０万円程度が関係市町村の負担ということの説明をいただきましたが、これに

つきましては菊池振興局管内ということでありますので、菊池郡市全体であるのか、

菊池市だけの負担金になるのかだけ、再度説明をお願いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質疑にお答えいたします。 

２８万６,０００円は菊池市の負担金でございまして、菊池郡市の合志市、菊陽町、

大津町、それぞれ参加いただいて全体のものでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） おはようございます。議案第７８号、平成２４年度菊池市一般

会計補正予算（第４号）について質疑します。 

議案書の１０９ページ、款６商工費、項商工費、目商工業振興費、節１９負担金

補助及び交付金、地域経済活力創出事業補助金１,０１０万円についてお尋ねをしま

す。これは、上程の際の説明で、緊急経済対策ということでありました。この緊急

経済対策、住宅リフォーム助成の経済効果について、経済波及効果を執行部はどの

ように見積もっているのか、まず初めにお聞きします。 

それから、その経済効果があるということだと思うんですけれども、この緊急経

済対策として執行部がこの事業を効果ありと考えて打ち出しているのかどうかも含

めてお聞きします。 

次に、議案第８４号、平成２３年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について、

その決算収支についてお尋ねをします。昨年は平成２２年度の決算収支において、

平成２２年度は単年度収支、実質単年度収支ともに赤字、マイナスであることに意

味について、そしてその要因は何か伺いました。昨年の答弁では、平成２２年度の

赤字要因として、土地開発公社への基金積み立て１３億円が上げられました。今回

の平成２３年度一般会計決算では、単年度収支、実質単年度収支ともに大幅黒字に

転じています。その決算収支の意味するところの要因について、今回もわかりやす

く説明いただきたいと思います。 
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○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） おはようございます。東裕人議員の質疑にお答えします。 

議案第７８号、平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号）のうち、款６商

工費、項１商工費、目２商工業振興費の地域経済活力創出事業補助金の１,０１０万

円の経済効果につきましては、熊本県の産業連関表を使って算出をいたしておりま

す。この産業連関表は、産業部門別に増加する需要額を入力することで、生産誘発

額、総付加価値誘発額、雇用者所得誘発額、就業誘発者数及び雇用誘発者数を第２

次波及効果まで測定をするものでございます。この表から算出されました経済効果

は１億５,５００万円となっています。本事業に係る予算が１,０１０万円であるか

ら１５.３倍の費用対効果があると試算をいたしております。 

さらに、同時に上程しております市内共通商品券発行支援事業により、補助を商

品券とした場合には商業部門による生産誘発額が１,５００万円付加されますので、

今回の緊急経済対策による経済効果は総額１億７,０００万円、費用対効果１６.８

倍と見込んでおります。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 代表監査委員、宮川貞雄君。 

［登壇］ 

○代表監査委員（宮川貞雄君） お答えします。 

平成２３年度一般会計における歳入総額から歳出総額を差し引き、さらに翌年度

への繰り越しすべき財源を差し引いた実質収支と平成２２年度実質収支の差であり

ます平成２３年度の単年度収支は１０億４,１４４万８,０００円の黒字となってお

ります。また、この単年度収支に黒字要因となる財政調整基金積立金、地方債の繰

上償還額を加え、赤字要因となる財政調整基金の取り崩し額を差し引いた実質単年

度収支は１０億５,４７６万２,０００円の黒字となっております。黒字となりまし

た要因としては、歳入歳出を見たときに平成２３年度は前年度に比べ歳出が大幅に

減少したことによります。その要因としまして、歳出におきましては扶助費は２億

７,２００万円増加しておりますが、普通建設事業におきまして小・中学校耐震推進

事業がほぼ完了しましたことにより、前年度に比べ９億７,２００万円の減となり、

また平成２２年度に土地開発基金へ約１３億円積み立てておりますが、平成２３年

度においては利息分の積み立てとなっておりますので、歳出の大幅な減となってお

ります。一方、歳入におきましては約１１億円の減となっておりまして、主に経済

対策によります地域活性化交付金の減であります。したがいまして、平成２３年度

は歳入歳出ともに平成２２年度より減少しましたが、歳入の減より歳出の減が約１
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０億円多かったため、単年度収支、実質単年度収支がともに黒字となったものであ

ります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 決算についてはわかりました。再度お尋ねします。この補正予

算について、この緊急経済対策の経済効果がトータルで１６.８倍ということであり

ます。再度確認しますが、これは緊急経済対策、本市の緊急経済対策として効果あ

りと考えて打ち出されたものなのかどうか、再度お答えいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） お答えします。 

住宅産業は、すそ野の広い産業であると言われております。関連する業種も多い

ことから、この分野が活性化すると新たな需要を生み出すことも想定されます。そ

ういったことで、緊急経済対策として今回の事業については経済に与える効果はあ

るということで考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第２ 常任委員会付託 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第２、委員会付託を行います。議案第７８号から議

案第８３号まで及び議案第９５号並びに請願第３号、陳情第３号については、お手

元に配付しております議案・請願等付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会

に付託をします。各常任委員会は、付託されました案件を十分審査いただきますよ

うお願いいたします。 
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平成２４年 第３回菊池市議会定例会議案等付託表 

付託委員会 議 案 番 号 件            名 

総 務 文 教 

常任委員会 
議案第７８号 平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号） 

福 祉 厚 生 

常任委員会 

議案第７８号 

議案第７９号 

 

請願第 ３号 

 

陳情第 ３号 

 

平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号） 

平成２４年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛

行訓練に反対する決議を求める請願 

熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充す

ることを求める意見書提出に関する陳情 

経 済 建 設 

常任委員会 

議案第７８号 

議案第８０号 

 

議案第８１号 

 

議案第８２号 

 

議案第８３号 

 

議案第９５号 

平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号） 

平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号） 

平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号） 

平成２４年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補

正予算（第２号） 

平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

市道路線の認定について 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第３ 決算特別委員会の設置・決算特別委員会委員会付託 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第３、決算特別委員会の設置についてを議題としま

す。 

お諮りします。議案第８４号から議案第９４号までの１１議案につきましては、

１０人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中

の継続審査とすることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８４号から議案第９４

号につきましては、決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査

とすることに決定しました。 

ただいま設置しました決算特別委員会につきましては、委員会条例第８条第１項

の規定により、お手元に配付しております特別委員会名簿のとおり指名します。 

ここで、正副委員長互選のため、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１９分 

開議 午前１０時２０分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

委員会条例第９条第２項の規定に基づく決算特別委員会の正副委員長の互選の結

果を報告します。委員長に中山繁雄君、副委員長に二ノ文伸元君、以上です。 

 

決算特別委員会名簿 

◎決算特別委員会 １０名 

城  典臣 大賀 慶一 岡﨑 俊裕 水上 彰澄 

東  英俊 二ノ文伸元 中山 繁雄 葛原勇次郎 

坂井 正次 北田  彰 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第４ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第４、一般質問を行います。なお、ここで申し合わ

せについて申し上げます。質問の順序は通告順です。質問時間は、答弁も含めまし

て６０分以内です。通告事項以外の質問並びに関連質問はできません。質問は一問

一答で、質問事項に対して３回までとなっています。 

発言の通告があっておりますので、これより順次質問を許します。 

初めに、東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） おはようございます。日本共産党の東裕人です。一般質問を行

います。 

７月１２日に発生した九州北部豪雨災害によって亡くなられた方々に心からの哀

悼の意を表し、被災された皆さんに心からのお見舞いを申し上げます。また、私も

当日早朝、赤星、伊坂、福本など見て回りましたが、どの現場でも消防団の方々が

懸命に救援活動を行っていました。今まで経験したことのないと形容される災害の

その発生前後から今日に至るまで、救援復旧活動に従事された消防団、市役所職員

初め地域の方々、また多くのボランティアの方々に心から敬意を表し、一般質問を

行います。 

被害の状況については報道もされ、報告もあったので、私のほうからはまず初め

に被災者支援の現状、問題点について伺います。被災者支援については、被災者生

活再建支援法などにより支援は行われます。しかし、これらの制度には制限や枠も

あって、なかなか困難に直面している被災者に対応できないという事態も生じてい

ます。地方自治体としては、国に対して制度の拡充と弾力的運用を求めると同時に、

市独自の施策も当然必要であって、具体化が今求めてられています。また、災害対

策基本法第８条３項は、国及び地方公共団体は災害が発生したときは速やかに施設

の復旧と被災者の援護を図り、災害からの復興に努めなければならないとしていま

す。この被災者の援護、これについては災害救助だけでなく、被災者の生活を立て

直すための援助を含む、こういうふうに解されています。この立場に立って、本市

でも被災者の援護のための責務を果たすことが求められていると考えます。 

そこで初めに、災害から２カ月経過した今日、被災者支援の現状、問題点につい

て行政として考えていることは何ですか。このことについてお尋ねをします。特に

見舞金とか、支援制度とか、いろいろ制度がありますが、そうした支援のいろんな

制度の網から漏れている人たちがいないのかどうか、それをしっかり把握している

のかどうか、対応できているのかどうか、お答えいただきたいと思います。 
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○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） おはようございます。東議員の質問にお答えいたしま

す。 

今回の災害について、福祉関係では被災者生活再建支援法、菊池市災害見舞金支

給条例と菊池市災害弔慰金の支給に関する条例及び規則で対応しております。国で

は、被災者生活再建支援法の適用対象を一部損壊世帯や床上浸水世帯まで拡大する

よう依頼しましたが、内閣府からは制度根幹に関わる問題であり、慎重な検討が必

要であるとの回答でありました。今回、被災者生活再建支援法の対象の方１名は、

すでに申請を終了されております。そのような中、市としましては今回菊池市災害

見舞金支給条例を改正し、見舞金の増額のみではなく、新たに住家の床上・床下浸

水も見舞金の対象といたしました。今回の見舞金は、住家全壊１件、半壊１件、非

住家全壊１件、半壊１件、床上浸水８３件、床下浸水１３８件、さらに災害時にお

きます負傷入院の１件の合計２２６件、４３３万円を支給、また追加支給予定にし

ております。 

次に、床上浸水等で布団が使用できなくなった方に対して３１組の布団を配布、

その他日赤の緊急物資も配布しております。また、社会福祉協議会では７月１８日

に泗水町地域福祉センターに災害ボランティアセンターを設置、市内３０件の被災

者からの要望に対し、延べ３４９名の災害ボランティアの方々に床下の土砂の撤去

や清掃を行っていただきました。県からの義捐金につきましては、８月２２日現在

８４万円の入金があっておりますが、これについては当初報告に基づくものであり、

最終報告により入金した後、速やかに被災者の方に配布する予定にしております。

また、被災者の方の漏れがないよう８月の区長文書で各区長さんに依頼するととも

に、ホームページにも各種制度について掲載させていただき、９月号の広報におい

ても再度掲載し漏れがないよう努めております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） この問題は、当然漏れがあってはならない問題ですから、必ず

対応するように求めたいと思います。 

次に、具体的支援の問題でいくつかお尋ねをします。１点目は、住宅以外の被害

についてです。災害見舞金の支給制度や被災者生活再建支援制度、災害援護資金貸

付制度などは、その対象を住宅被害としています。しかし、現状はお店の被害や商

品の損失なども多大なものがあるというふうにお聞きしています。この問題をどう
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考えているのか、お聞かせください。 

また、商工業、観光業などへの独自の補助制度、あるいは二重ローン対策など、

緊急の施策が必要だと考えますが、どうですか。 

２点目に、自動車被害です。今日、至るところで自動車が水没をしています。こ

の我々のいる地域は公共交通機関も少なく、自動車は日常生活に欠かせないものに

なっているということは言うまでもありません。救援活動に来て被害に遭った職員、

消防団員の皆さんは公務災害対応で、また車両保険に加入している方は保険で対応

されます。では、そうしたもので措置されない被災者の自動車購入に対する補助制

度も私は被災者支援の市独自の施策として検討すべきだと考えますがどうでしょう

か。 

３点目に、市の施設の復旧の問題です。市の施設の復旧も急がれますが、今回は

泗水の図書館についてお尋ねをします。泗水図書館も大きな被害を受け、現在閉館

中でありますが、この間、指定管理者を先頭にボランティアを含めて１日も早い復

旧・開館を目指して作業をしておられます。被害のため事務室が使えない、トイレ

を事務室に改造して、今その作業に当たっておられます。またこの図書館の復旧作

業については、全国から本のふきあげも含めた復旧のためにたくさんのタオルが寄

せられました。みんな地域の文化施設、地域コミュニティの場である図書館復旧に

向けて頑張っています。地元の方々からも１日も早い開館を望む声がたくさん寄せ

られています。 

そこで伺います。図書館再開に向けて行政で努力をしていることは何でしょうか。

そして、開館はいつになるのか。 

それから、水害ですから水に濡れた書籍はもうなかなか使えない。そこで、図書

購入の予算措置はどうなっているのか。今回、いくつか上がっていましたが、それ

で足りるのかどうか。 

以上、お答えいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。 

先ほど述べましたように、福祉関係では被災者生活再建支援法、菊池市災害見舞

金支給条例と菊池市災害弔慰金の支給に関する条例及び規則で対応しております。

災害見舞金支給条例により、店舗につきましては非住家として全壊・半壊について

災害見舞金の対象としております。しかし、議員が述べられましたように、被災者

生活再建支援、災害援護貸付支援制度は、あくまで住宅を対象としておりまして、

店舗被害、商品の損失等に対しましては支援の対象になっておりません。 
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以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 東裕人議員の再質問にお答えします。 

現在、商工観光課で把握している商工業・観光業等への被害につきましては、事

業者１１０件、事業用資産の被害額１億１,０７８万２,０００円、災害後１カ月の

売上高は平均１５％の減少となっております。また、これまでのところ被災者から

の二重ローンによる経営の逼迫といった相談はあっておりません。被災された事業

者への支援といたしましては、菊池市中小企業経営安定資金融資制度による融資が

可能となっております。市の融資制度が適用されますと、信用保険料への補助も実

施できますので、利子補給と合わせて商工業並びに観光業の災害復旧支援に今後と

も努めてまいりたいと考えているところでございます。 

さらに、今回の豪雨災害が国が行いますセーフティネットの該当要件と取り扱え

るように現在要請をしているところでございます。しかし、豪雨による被災から時

が経つにつれて、風評被害により売上げが減少しているという声も聞こえておりま

すので、今後とも関係機関と連携を取りながら風評被害並びに二重ローンの実態把

握に努め、状況に応じた対応策を取ってまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） おはようございます。東裕人議員の再質問にお答えい

たします。 

自動車購入に対する補助制度についてお尋ねと思います。今回の豪雨災害では、

自動車を初め個人の財産である農地や納屋、農機具、店舗、家電製品など数多くの

被害が出ている状況でございます。自動車購入に対する補助制度につきましては、

現在のところ難しいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 先ほど東議員への答弁の中で、事業用資産の被害額につき

まして１億７８万２,０００円とお答えしました。被害額は１億１,７８２万円とい

うことで訂正をさせていただきます。どうも失礼しました。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 
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○教育部長（原 誠也君） おはようございます。教育委員会より東議員の再質問にお

答えいたします。 

まず、泗水図書館の被災状況について少し触れさせていただきますと、管内全体

に２０㎝ほどの浸水を受けまして、電気配線、図書システムサーバー、本棚、図書

等が被害を受けております。また、管外に設置しておりました室外機の分にも被害

があっております。被災当日であります７月１２日に災害に伴う閉館のお知らせを

市のホームページに掲載するとともに、閉館の張り紙を張り、市民の方にお知らせ

をしたところであります。また、被災しました７月１２日から数日間は、ただいま

議員からもご紹介をいただきましたように、指定管理者の本と人とのネット泗水や

利用者の方々、本の読み聞かせ団体や学生、近隣自治体、図書館職員など、多数の

ボランティアの方々に協力をいただきまして、床のカーペットを全てはがし、床の

清掃、消毒を行い、使用できなくなったカーペットや書架等の家具類、そして蔵書

の廃棄作業を行っております。さらに、全国から多くのタオル等を送っていただき

ましたので、書架の乾燥などに使用させていただいたところでございます。 

被災箇所につきましては、順次復旧工事を行っておりまして、現在までに本棚と

図書以外につきましては、ほぼ復旧を終了しております。今後は、現在泗水ホール

に搬入しております本棚、図書等の査定を行いまして、再利用ができないものにつ

いては、新規物品購入計画に基づき早急に整備をしてまいりたいと考えております。

特に議員がご指摘いただきました図書等につきましては約１万冊近くが被害を受け

ておりますので、廃棄しましたリストを基に、順次購入していく計画にしておりま

す。 

このまま順調に復旧計画が進めば、１０月の初旬には再開ができるものと考えて

おりまして、教育委員会としましても１日も早い再開を目指して努力しているとこ

ろでございます。利用者の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますけれども、もう

しばらくのご辛抱をお願いしたいと思います。 

なお、開館の際には、市広報紙、あるいはホームページ及び各公民館図書室を通

して市民の皆様へお知らせしたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 住宅以外の被害に対する支援の問題では、なかなか現行の制度

では、福祉部門では難しいというお話もありましたので、これについては生活再建

の名にふさわしい独自の施策をしっかり考えていただければというふうに思いま

す。 
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それから、自動車被害の問題は難しいという話もありましたが、これはやはり自

動車をなくされた方々からしたら非常に切実な問題で、これも商工とはまた別の二

重ローンという話もお聞きしていますので、研究して対応をしていただくように求

めたいと思います。 

図書館については、もう１日も早く再開できるようにお願いをしたいというふう

に思います。 

災害問題の最後ですが、災害時の対応の問題で気になる問題について伺います。

災害発生直後から災害が起こっても市長も来んだった、泗水出身の職員しか加勢に

来なかったという話も聞きました。８月には地元の区長さんから抗議と文書による

申し入れがあったという話も聞いています。また、８月の月例会では、同じような

趣旨である議員さんが質問をされていました。この問題、実際どうだったのか、お

答えいただきたいと思います。私は、災害時の対応は誤解があってはならないし、

当然誤解を与えるようなことをしてはならないと考えています。なので、事実は正

確に伝える責務が行政にもあると思います。同時に、災害時対応の総括については、

マニュアルなどに照らしてどうだったのか、何が十分で何が足りなかったのか、そ

のマニュアルそのものに不備がなかったのかどうか、それぞれ明確にすべきである

と考えています。 

そこで、災害時対応についてどのように総括をしているのか、今後どうしようと

しているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 東裕人議員の再々質問にお答えいたします。 

まず、災害発生からの対応につきまして、時系列にお答えいたします。７月１２

日の豪雨災害の状況につきましては、０時３０分に大雨洪水警報が発令され、職員

が災害待機に出動しております。１時４３分には、同じく土砂災害危険情報が発令

され、２時過ぎからは非常に雨足が強くなり、本庁から災害待機職員を増員するよ

う各総合支所に指示をしております。ただし、総合支所だけの職員では手薄でござ

いますので、本庁勤務の職員を総合支所に出動するよう派遣したところでございま

す。また同時に消防団長にも参集していただきまして、２時３０分には消防団各方

面隊へ市内全域の警戒を指示しているところでございます。このころから、旧菊池

市内におきましては浸水情報や土嚢袋を届けてほしいとの電話が相次ぎ、一時担当

課の電話回線が不足する状況にも陥っておりました。３時ごろには自主避難情報、

道路の崩壊、土砂崩れ等の情報が次々と入ってまいりまして、避難者に避難先を指

示しても道路が冠水し自動車が通行不能な状態になる地域も表れ、人命に関わる災
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害になる危険性を感じましたので、災害対策本部員を招集し、４時に災害対策本部

を設置したところでございます。この時点では、泗水総合支所とか旭志総合支所長

は、地元の災害対策で手一杯でございますので、災害対策本部に出席できるような

状況でございませんでした。それで現場の指揮を各総合支所長にお任せ、連絡を受

けるような状況でございました。このときから市内全域に防災無線による自主避難

の呼び掛けを何度も行っているところでございます。災害対策本部では、各総合支

所、関係機関、市民からの情報を収集し、ほかの市町村に先駆け市内全小・中学校

の臨時休校を決定したところでございます。また４時３０分ごろには泗水総合支所

から福本二区の避難指示や総合支所の浸水情報の連絡も受けております。このころ

に市内全域で自主避難されている地域の情報が次々と入ってまいりました。特に旭

志地域におきましては、土砂流出による公民館の浸水、市道四季の里高柳線の道路

の崩壊、水道の断水、停電などの被害状況のほか、北・南桜ヶ水の住民の方約６０

名が避難されるなどの情報が入っております。同じく旭志の伊萩区では土砂崩れに

より民家が全壊し、２名の方が生き埋めになっておられましたが、消防署や消防団、

また警察などの懸命な作業により無事救出されたところでございます。 

ほかの関係機関との連携につきましては、本市が災害対策本部を立ち上げたこと

で、県菊池地域振興局や菊池警察署からも情報収集のために本市に待機させるよう

な状況でございましたし、また国土交通省からも遅れてではございますけれども、

本市に参集され、消防団はもとより関係機関との連絡は十分に取れていたと考えて

いるところでございます。 

午前９時になりましたら２回目の災害対策本部を開催し、家屋や道路、河川等の

被害状況、避難者の状況などをまとめ、断水対策などのライフラインに関する災害

復旧について協議を行い、関係部署で調査開始をいたしました。 

先ほど申されました市長の視察状況でございますけれども、災害対策本部を設置

中ではございましたが、これ以上の被害はないものと判断し、１２日と１４日の２

日にわたり泗水地区と旭志地区の避難者のお見舞いにお伺いしたところでございま

す。 

今回の豪雨災害に対する本市の災害対策マニュアルでございますけれども、マニ

ュアルそのものには特別不備な点はなかったと思います。ただし職員がマニュアル

をどれだけ理解していたか、また緊急時にどれだけマニュアルを生かせたか、そう

いうことに問題があったじゃないかと思います。 

今回の豪雨災害に対します災害対策本部、災害待機班、現地調査班、避難指示及

び避難場所またその連絡体制など、こういうのに関しましては職員からアンケート

調査を行っております。災害対策本部会議の中で検証会議も実施しております。今
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後は、この調査結果を基に菊池市の地域防災計画や災害対策マニュアルの見直しを

行うよう、再度検証会議を行いたいと考えております。この中で本庁及び各総合支

所の防災対策機能の強化、職員の防災意識の高揚に係る研修会、総合防災訓練、防

災マップの見直し、自主防災組織の設立などについて積極的に取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） しっかり総括していただきたいと思います。 

次に、オスプレイの問題についてお尋ねをします。時間もありませんので、一言

伺います。世界一危険と言われる欠陥機オスプレイ配備と低空飛行訓練ルートでの

訓練計画問題をめぐって、今、連日のように報道されています。昨日９月９日はオ

スプレイの配備に反対する沖縄県民大会が開かれ、沖縄の本土復帰後に開かれた米

軍基地に関する県民大会では、過去最大規模となる１０万１,０００人が参加をした

と報じられていました。アメリカ政府が発表した報告書、環境レビューで明らかに

なったイエロールートと呼ばれる熊本県を通るルートは、大分県から菊池市、阿蘇

山頂、山都町、水上村を経由し宮崎に抜けるルートで、年間最大５５回を予定して

いる、このように防衛省九州防衛局は県に説明をしています。現在でも本市は米軍

機の低空飛行ルート下にあって、２０１０年５月２８日には菊池の住民によって低

空飛行をするホーメット戦闘攻撃機がビデオで撮影をされています。撮影された住

民の方は、旋回や急降下などを繰り返して、集落が攻撃目標にされているようで怖

かったと話していました。それが今回オスプレイが配備されれば、さらに早朝深夜

を問わず、高度６０ｍという低空飛行訓練の影響を市民は受けるわけです。 

そこでお尋ねします。このオスプレイの危険性については繰り返し、繰り返し報

道されていますので、ここでは述べません。今回は、イエロールートの直下の自治

体である本市がこの問題をどう認識し、どう対応しているのかについてお聞かせい

ただきたいと思います。 

また、全国知事会は７月１９日にオスプレイ配備反対の緊急決議を上げ、蒲島県

知事も７月２５日に低空飛行訓練に反対を表明しています。市民の命と安全を守る

立場から、市長も態度表明をすべきではないですか。 

以上、お尋ねをします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） このオスプレイ問題につきましては、大変マスコミが取り上げ
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ておりますように、今後の動向については常に注目をしているところであります。

既に岩国基地には１２機が搬入されておって、早ければ来月、１０月からは訓練に

入るというような情報でございます。そして、今、東議員が述べられましたように、

昨日９日には１０万人余の皆さん方が、宜野湾市民の方々を中心としてお集まりに

なられまして、日米両政府に対しまして、この配備計画の断念といいましょうか、

撤回を決議されるということでございまして、岩国市長もまさにそういった行動を

起こされております。大変危機感は大きなうねりに、国民的なうねりになってきて

いるのではないのかなというふうに思っております。たびたび事故が発生している

ようでありまして、どういった原因なのか、ただ単なる操作上のミスではないかと

いった、そんなことで言われておりますが、つい最近におきましては６日の日が確

かアメリカのノースカロライナに緊急着陸をして、黒煙を吐きながら着陸したとい

うことで、これもまた原因がどうなのかということもあります。あまりにも度重な

るこのような不時着等々があっておりますし、墜落があっております。野田総理は、

訪問先のロシアにおいて、クリントン国務大臣について、この安全性というものに

ついて非常に何といいましょうか、安全性に対する疑念というのは深まっていると

いうことを伝えたということをマスコミが報道しておりましたが、私も本当にまさ

しく門外的な思いを当時は持っておりましたが、日を追うごとに非常に危険性とい

うものを感じるようになってきているのは事実であります。本市の東部が、いわゆ

る今おっしゃいましたイエロールートということでございまして、現在九州防衛局、

県の危機管理防災課からの情報を入手しまして、阿蘇市や山都町、それから水上村

など、このイエロールート下にあります市町村と情報の交換を行いまして、先日、

県内の平和団体からも本市に対しまして訓練への反対ということを求める要請書が

届いております。今述べられました全国知事会につきましても、オスプレイの導入

は現状では受け入れがたいということを表明されて、緊急決議がなされているよう

な状況でございますし、政府は現在、４月のモロッコの事故調査を終わって６月の

フロリダでの事故調査と、それからまた今度はノースカロライナという、次々に起

こってきているんじゃないかなと思います。この既に搬入されております岩国市長

や配備予定の沖縄知事は、市民・県民の安心・安全が保証されなければ、これは断

固反対ということでございまして、私たち菊池市民はどうするのかと、市長はどう

思うんだということでありますが、本市におきましても当然のことながら安心・安

全を確実に保証されない限りは反対せざるを得ないところでもあります。今後、政

府の動向、それから九州防衛局や県などの情報を収集いたしまして、関係する市町

村と一緒になって反対に舵を切っていかなければならないというふうに考えておる

ところでございます。 
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○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） では、最後に新菊池市づくりについてお尋ねします。この新菊

池市づくりについては、６月議会で合併検証、庁舎問題、独立問題の３つの角度か

ら質問し、市長の新菊池市づくりの努力方向を伺いました。今回は、合併後８年経

った新菊池市が前に進む上でどうしても解決し、乗り越えなければならない問題、

今起こっている独立運動と称する運動を中心に、その認識、打開の方向などを伺い

ます。そして、最後に市長の政治姿勢を示していただきたいと考えています。私は

この独立なる声が聞こえ始めた昨年１２月議会において、そもそも住民を混乱状態

にさらしてしまうようなことが一体議会で可決されるのか、結局これはあり得ない

議論、現実的な課題とはなり得ない問題であると述べて、以降これまで独立運動を

正面から取り上げてきました。この間の経緯については、３月議会、６月議会で触

れましたので詳細については割愛しますが、改めてその出発点と今日の到達点を上

げてみると、１月１８日の泗水区長会において、元町長、元議員、現職議員らが参

加をされ、泗水をよくする会からも、なぜ独立なのか、ここで報告があり、その場

で区長会としてよくする会に協力することが確認をされる。そして１月２９日に独

立を実現する集会が開かれて、そこで配付された趣意書によれば、新庁舎問題を発

端に、行政への不信感が募り、将来が危惧されるので、独立のための署名運動を行

うというふうに書かれていました。その後、様々な動きがありますが、今日、独立

を求める請求書署名運動が取り組まれています。７月１０日に泗水ホールで開かれ

た会の活動報告会において、この署名を今回の９月議会に提出するとされました。

そのことは、熊日新聞で大々的に報じられました。しかし、結局、議会運営委員会

前日までとする締め切りには提出をされていない。ですから、９月議会で我々も審

議することはできない状況にあるのが今日の到達点であります。 

そこで、これまでの経過・到達を踏まえ、何が問題なのか、以下いくつか私が考

えていることを示した上で、市長の認識を伺います。１点目に、その出発点であり

ます。先に述べた１月１８日の区長会に参加されたある議員さんが、庁舎問題でだ

まされた、信頼関係はもうない、だから独立をと言っていたように、新庁舎問題、

庁舎の位置の問題が発端であることは誰の目からも明らかであり、ここから独立運

動が事実上スタートをする。そして、議会も市長も執行部もうそばかり、話を聞く

つもりもないと議論を拒み続けながら一方的に対立をあおり続ける、こうしたもの

に私は同調できません。さらに、独立の理由として配付された文書には、市長や議

会のみならず、旧菊池市民までも批判の対象として上げていますが、これは許され

るものではありません。また、私が手に入れた内部資料によれば、元町長を初め、
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地域審議会会長、元市役所幹部、現職・元職の議員、区長会長などなど、町の有力

者と言われる方々が役員として名を連ねて、こぞって行政不信や対立をあおり続け

る、これでは収拾がつかなくなりつつある今日の状況は当然です。１月２９日のよ

くする会の集会で、大学教授の方が恨み辛みではだめですよと言っていましたが、

結局半年経って憎しみや対立が増幅されただけであります。この問題、一部に今後

市民の対立や合併後統一した団体の分裂が起こっていいのかとの問いに、構わない、

あとは知ったことか、亀裂は深まるところまで深めないと、そういった声がありま

す。そうした、後は野となれというような考えであおる運動に、私は住民の将来を

託すわけにはいかないと考えています。市長はどう考えますか。 

２点目に、住民の民意についてです。合併前、合併を望まない住民もたくさんい

ました。しかし、その声を聞かず、国が進める平成の大合併を押し進めた執行部や

議会が、今度は独立を望まない住民の声を聞かずに運動を進めるのは二重の誤りだ

と思います。異論を排除し、一方的な情報で憎しみや対立をあおり立てて示された

民意も、それも確かに民意であります。しかし、その反対の声も当然民意です。先

の６月議会では、独立を望まない陳情が全会一致で採択もされました。一体これを

どうするのか。また、住民投票条例など、民意を図る物さしがない中で、分離独立

の結論だけを押しつけるやり方では、私は到底理解は得られない、なかなか難しい

と考えています。合併して８年目、新菊池市において旧泗水地域をどうよくするの

か、そのために何が必要か、前向きの議論を起こすことが、いろいろありながらも

合併を進めた旧自治体の執行部、議会の責任であると思います。その立場で、旭志

や七城の議員も活動していると聞きました。 

以上、独立の運動の問題についてまだまだありますが、市長はどう考えておられ

ます。 

それから、地域審議会の問題です。泗水地域審議会が８月２８日の審議会におい

て、審議拒否を行った、このことが熊本日日新聞で報道をされました。７月３日に

続き二度目の審議拒否という事態が起こっています。地域審議会は、旧合併特例法

第５条の４で、その役割を合併市町村の長の諮問に応じて審議し、または必要と認

める事項につき、合併市町村の長に意見を述べることとしています。二度にわたる

審議拒否は、この審議会が独立運動を契機に機能不全に陥っていることの現れであ

ると考えます。委員の皆さんも混乱しているのではないかと思います。では、市長

の諮問機関が機能不全に陥っているときに市長はどうしますか。解散するのか、委

員差し替えするのか、何なのか、事態打開の考えを示していただきたいと思います。 

それから、今後の問題についてお尋ねをします。今回のように、庁舎の位置の問

題、いろんな問題で政策選択や政策決定の問題で民意が問われた場合、憎しみや対
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立をあおるのではなく、直接民主主義の制度として保証されている住民投票などす

べきであると考えます。これは、今まで主張してきたことですが、市長はそうした

住民投票条例など制定する考えはありませんか。 

以上、お尋ねをします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 東議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

泗水をよくする会の分離独立の運動というものが始まったこと、また市が初めて

そのことを知り得ましたのは本年の１月１９日の新聞報道によるものでございまし

た。当時の新聞では、合併時に確認をした新庁舎の建設方針を市が変更したことな

どに反発をして、一緒にやっていく信頼関係がなくなったと、損なわれたと、そう

いったことを理由とされまして運動が始まったということだと思います。また１月

２９日に、その後、決起集会なるものが開催されたようでございまして、その運動

の趣意書を見てみますと、首長、市長独自の判断で一方的に庁舎の位置を現在地と

したことに対する行政への不信感が募ると、確認事項であった花房台のＤ地区から

の現庁舎の耐震リニューアル増築という形に変わっていることに対しまして、行政

への不信感が募るばかりであると報道されておりました。このことにつきましては、

最初に報道をされました１月１９日に泗水地区の区長会長さんに面談をいたしまし

て、報道の内容の確認と、それから泗水地区区長会へこのことについて説明会の申

し入れを行ったところでありますが、これはお断りをなされました。また、泗水を

よくする会の会長宅にも正副議長さんと同時に訪問いたしまして、同伴いたしまし

て、私もしたんですが、その説明を聞いていただきたいという申し入れを行いまし

た。いわゆる首長の独自判断ではなくて、提案者として提案をし、それで議会の同

意を得て方向性を決めて変更になっているということを申し上げたかった、説明を

したかったわけであります。しかしながら、私どもはということで会長が言われる

のは泗水町の独立を要望するという会ですと。今さらに新庁舎の建設問題の説明を

受けてももう意味がないということをおっしゃって、そのことを理由として議会の

正副議長と同行いたしましたけれども、執行部の申し入れも含めてお断りになった

ということでございます。このことについては、２回ほどそういったことを繰り返

させていただきました。庁舎建設については、ご承知のとおり議員全員で組織をい

たします議会審議会や、また庁舎等の検討特別委員会におきましては８回ほど都合

開催をしていただきまして、慎重に審議され、議論された結果、全会一致を持ちま

して凍結を解除して合併特例債の適用範囲内においてこれを活用して庁舎整備を行

うようにということで、私のほうに正副議長さんのほうが代表で申し入れがござい
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ました。それを受けまして、私のほうも執行部としての熟慮を重ねた上で凍結を解

除して検討することといたしたわけであります。検討を行うために、旧４市町村ご

とに設置してあります地区住民を代表する地域審議会、また区長会などへの報告と

説明を行いまして、意見などを伺ってまいったところであります。その意見などを

議会へ逐一報告をいたしまして、議員の皆様方からも意見を承ったところでござい

ます。このような経緯を経て、最終的に整備方針を判断して議会にお諮り、承認を

いただいておりますので、決して首長、市長の独自の判断により一方的に庁舎建設

を変更してしまったということではないということをご理解願うものであります。 

今後におきましては、分離分庁独立運動の状況というものを見守りながら対応し

ていきますとともに、引き続きご理解をいただくように丁寧な説明を行っていかな

ければならないと、このように考えております。 

次に、泗水地区の地域審議会の状況としましては、本年度第１回目の審議会を７

月３日に開催をいたしましたが、庁舎整備については泗水地区住民の方々の意見な

どを聞いた上でということで議題には載ってあったんですが、その議案になったと

きに、これは説明を受けないということで一時保留させていただきたいということ

で説明ができませんでした。その後に、地域審議会の会長と相談の上に、既に一月

も経過しているのでということで、この８月２８日の開催ということで説明させて

いただくこととなったわけですが、前日になって、２７日に急遽、会長ほか２名の

役員の方々がお見えになりまして、地域審議会は２８日に予定どおり開催するが、

庁舎等整備についてというものについては議題には出しませんということで、議題

としませんと、こういった申し入れがありました。その理由としては、泗水地区の

地域審議会の委員の１５名中１１名の参加があって、８月２１日に事前の勉強会の

ために参集したときの皆さん方の考えとして、合併特例債がもう５年延長されたわ

けだから、時間的に余裕があるので、花房台地から現在地に変わる理由と、本庁方

式になったときの支所の取り扱いとかといった、そんなことについて市が住民説明

会を開いて、そして意見を聞いた後でないと庁舎等の整備について泗水地区地域審

議会としては審議をしないということでございました。庁舎等整備の進め方といた

しましては、市議会へ検討内容の報告を行いまして、その後、４地区の地域審議会

や区長会への説明、それから意見聴取を経て、その意見等を市議会へ報告して議員

の皆さんの意見を伺った後に総合的に判断した結果を市議会へ提案し承認、そして

議決を経て次の段階への進めてまいったところであります。 

以上のようなことを、手順を踏みながら進めてまいった、その経緯の詳細という

ことを再度説明する必要があると考えまして、８月２８日に申し上げたところでは

ございます。 
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また、住民説明会の開催については、これまでの経緯を申し上げましたように、

現時点ではこれまでやってまいりました説明会につきまして、これ以上に現時点で

考えていないということで、それであればまたほかの地区の地域審議会、また議会

への報告内容と全く違った状況になってしまうということもあって、以上のような

ことで地域審議会の状況ではありますが、議員が言われますように、これは差し替

えだとか、あるいはまたこの地域審議会を解散するのかといったお話やに承りまし

たが、これにつきましては、今後につきましては、引き続き現在の状況で何とか皆

さん方にご理解をいただきたいと、繰り返し、繰り返し同じ言葉を申し上げており

ますが、ご理解をいただくように説明に努めながら、庁舎等の整備の基本構想・基

本計画の策定作業を進めていきたいと、このように考えております。しかし、これ

も時間的な制約がありますので、ある時期になりましたらといいますか、やはりご

理解いただけなくても進まなければいけないし、できるだけひとつご理解いただく

ように進めていきたいと思います。地域審議会は４つの地区の構成にもなっており

ますし、また区長会もありますし、もちろん当然議会の承認をいただかなければな

りませんので、いろんな状況というものを判断しながら進めていかざる得ない状況

もご理解いただきたいということを泗水地域審議会にも申し上げてきたところであ

ります。我々の意思というのを、それじゃ横に置いたまま勝手に進めていくのかと

いったご意見もありましたけれども、そうせざるを得ない状況にならないようにご

理解をいただきたいし、そうせざるを得ない状況がないとは言えないということで

ご理解いただきたいということを申し上げてきました。 

次に、住民投票条例の制定についてということの質問でありますが、一般的な条

例の制定には、一つ目には市長が提案する条例の制定、また二つ目には議員提案に

よりますもの、また三つ目としては住民による直接請求ということで３つの住民投

票条例の請求が、提案があるということ、三通りがあるということであります。私

としましては、今までの議会の中で合併してまだ間もない状況の中で、それだけ合

併の大きな思いを持って合併したのでありますので、ここでいとも簡単に住民投票

をやったんでは合併の意義が崩れてしまう。また、やっとバリアが取れてきて、お

互い菊池市民として誇りを持って頑張っていただいているということからして、全

てのあらゆる組織についても合併の難局を乗り越えて合併してきているという、そ

ういった思いの中で、今混乱を来すような住民投票は避けるべきだということをこ

れまで東議員の数次にわたります質問にもお答えしたかと思っております。今後民

意に従って判断する必要というのが出てきたならばということも申し上げたと思い

ますが、どうしてもやはりその必要性があるというような判断に立った場合には、

やっぱりその時点でやるかやらないかの判断というものを皆様方とも相談も申し上
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げまして、判断・決断をしていかなければならないということもあろうかなと思い

ます。極力住民のお互いが二つに割れていく、三つに割れていく、そういうことに

ならないようにしていかなければならないということで、最大限の努力をさせてい

ただきたいと、このように考えております。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 最後に市長にお尋ねをします。 

これまで合併当初からの市長としての責任について、私は機会あるごとに市長の

政治姿勢を問うてきました。独立問題、新庁舎問題、産廃、ＲＤＦ、経済対策、暮

らし、福祉などなど、８年経って、まだまだ問題山積しています。これらをどうし

ますか。この機会に市長が政治家としての責任をどう考えているのか、お聞きしま

す。世間一般に政治家の責任の取り方としては、責任を取って辞めるか、責任を取

って必ず解決するかであります。市長はどっちですか。奇しくも来年は市長選が戦

われます。市民の注目、関心も来年の市長選に向き始めています。市長の政治姿勢

や責任について、来年どうするか含めて、この際明言すべきだと思いますがどうで

しょうか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 市長の政治家としての責任をどう考えているのかというお尋ね

でございます。一般論としてはというお話でございましたが、私も一般論的な立場

においてお答えをさせていただきたいと思います。選挙によって選ばれた市長とい

うもの、あるいは政治家というものは、特に市長であれば市政の運営から、この市

民に委ねられて負託されたわけでありますが、選挙という手段を通して市民が求め

るような将来像、将来のまちの姿、それと同時に自らが首長として思い描くまちづ

くりというもの、そのことについて整合性というものを保ちながらも一定の方向性、

将来のあるべき姿というものを思い描き、そしてその実現のためにこの市政を担当

していくわけでありますがこれは有権者市民への公約という形でなるわけでありま

す。そして、具体的にはローカルマニフェストとして、この４年間の任期をいただ

いたならば、どのようなまちづくりを進めていきますと、目標と目的を定めながら

進めていきますということを約束するわけであります。 

そういった中で、４年間の任期内に到達できるものもあれば、また４年間の任期

で到達できないものもあります。合併新市の、特に総合計画、あるいは新市建設計

画等々に関連いたしますと、１０年間という一つの区切りの中で計画をされていま

すから、４年間の任期で到達できないものがあります。大変息の長い、そういった



 －76－

期間を必要とするものなど、首長の任期を遙かに超えるものもあって、結果を見ず

して首長の座を離れると、１期で辞めてしまった、あるいは退陣されたとかいった

事例は数多くあると思います。公約の実現そのものが、あるいはこのマニフェスト

によって有権者の指示を得たという、そのことについての約束を実行していくとい

うことが政治家の責任だろうと。その中で、今、ご指摘になりましたように大きな

話題、問題、課題というものを抱えておりますから、それについてどうするのかと

いうことだろうと思います。公約の実現には、今申し上げますように大変な時間と

労力を要し、財源を要します。そのために、着実に、具体的にマニフェストの中に

おいて財政財源の裏付けを持った事柄を約束しなければならんということでもあり

ます。計画の変更によって年数を４年でできないものは５年、１０年でできないも

のは１１年、１２年になるということも、これはあるだろうと思います。要は住民

への公約というものが最大限の首長、政治家に与えられた責任だろうと思います。

その責任を果たしていかなければならないと思っております。解散期を翌年に向か

えますが、ご指摘のとおり、独立分庁問題、新庁舎の問題、産廃の問題、ＲＤＦの

問題などなど、本当に山積する問題は、課題はたくさんございます。この課題につ

いてどう取り組んでいくかということ。そして、このことについて解決をするまで

責任を持って任期を努めなさいというご指摘かとも思いますし、またそのことの目

的が達成できないのであれば、もう投げ出して責任を取って辞めたがいいんじゃな

いかというようなお話でございまして、何かについてつまずいたときに投げ出して

辞めてよければ、本当に勝手なことでありますけれども、私の背景には、やっぱり

その思い・心を持って、そして選んでいただいた有権者の方々が多数おられると。

そして、立場が違った方々もおられたけれども、やっぱり全市民の５万有余の市民

の皆様方の思いというものを必ずいろんな諸課題は解決するというのが任期、与え

られた任期内における私の仕事であろうと思います。解決のこの問題については、

それじゃどうしていくのかといった場合に、解決の糸口というのが全く見えない状

況ではなくて、糸口が随分と見えてきたという思いでございます。議員の皆様にお

かれましても、ぜひひとつ、限られたあとの私の任期でありますが、市民の立場に

おいて、何が是か非かという立場において、大局的見知でひとつご審議をいただき

まして、また私の責任ある、長としての責任が果たせますように、ご協力とご理解

も併せてお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２２分 

開議 午後 零時５７分 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） これより一般質問をいたします。 

最初に、厳しい社会情勢における本市所管の職場実態についてお伺いをいたしま

す。ある調査では、精神疾患で長期の休みを取った地方公務員の数が１０年前の４

倍に増えているといいます。背景には、公務員に対する市民の目が厳しくなったこ

と、合併や行革による人員削減で業務量が増加、高度化したこと、異動・配置転換

が多いこと、公務員の仕事のバックボーンである公僕になじみにくい人事評価制度

の導入が進んだこと等々、労働密度の高まりやそれによる人間関係の劣化等、職場

環境が相当に変化していることは想像に難くありません。実は、今年度になって一

般職員からと管理職から数回にわたり同じ内容のご相談がありました。その内容と

いうのは、市職員の中でメンタル疾患が急増していますと。本人たちの不安や苦し

みは言うまでもないことですが、それと同時に、空白となったその部署の多忙化も

問題です。その意味で、メンタル疾患は再生産されているし、予備軍は相当数いる

と思われますと。この悪循環を根本的に断ち切らなければ、行政サービスは下がる

一方ではないかと心配ですというものでした。かねてよりそういう情報はキャッチ

していましたし、実際状況の確認もしてきましたが、改めて心ある管理職や職員一

人一人の良心や善意で解決できる問題ではないことを痛感しました。 

このような実態は、同じ地方公務員である学校現場からも報告されていますので、

答弁は市長部局、教育長部局、該当する部分を双方からお願いしたいと思います。 

まず、メンタル疾患が増加している実態が歴史的・数値的に把握されているかと

いうこと。当事者へどう働きかけをしているかということ。それと、合併の前後で

はどうであるかということ。それから、休職中の空白をどうフォローしているかと

いうこと。それから、職場復帰の体制をどう整えているかどうかということについ

て、これを１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 怒留湯議員のご質問にお答えいたします。 

職員のメンタル疾患につきましては、事前に職員個人からや所属長から相談があ

ったケース等により把握に努めているところでございます。しかしながら、それぞ

れの所属においても、突然メンタル疾患による病気休暇届が提出されることもあり、

予備軍をも含めますと十分な把握ができていないのが現状で、その対応に苦慮して
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いるところでございます。合併前における旧市町村でのメンタル疾患の状況につき

ましては、具体的な数の把握ができておりませんので、比較が難しいところでござ

いますが、昨今の公務員を取り巻く環境は、業務量の増加や職員数の削減などます

ます厳しさを増し、精神的な負担も大きくなってきていることなどから、その対象

者も増加しているものと認識しております。病気休暇者や休職者など、当事者への

対応につきましては、所属課により病状や日常生活の状況を本人に確認を行いなが

ら、総務課でも必要に応じて本人や主治医との面談を実施し、状況の把握を行って

いるところでございます。 

また、当事者の職場復帰に当たっては具体的なプログラム等は現在のところ策定

しておりませんが、状況に応じて試し出勤等を実施するなど、復帰しやすいような

配慮を行っているところでございます。 

一方、病気休暇者や休職者の発生による欠員の対応につきましては、所属課にて

その担当事務を分担し対処している状況であり、非常に苦慮しているのが現状でご

ざいます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 教育委員会からは学校の状況についてお答えいたします。 

学校現場では、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導実施要綱を制定し、

タイムカードによる労働時間の把握と長時間労働の実態について、毎月の報告書で

把握をしております。併せて、タイムレコーダーの確認だけに頼らずに、学校訪問

を初め校長ヒアリング等による聞き取りなどして実態の把握に努めているところで

ございます。５日以上の私傷病休暇取得者につきましては、教育委員会の承認が必

要となることから、教職員の健康状態の把握もその都度行っているところでありま

す。毎月の報告書では、超過勤務時間が法令で定める時間を超えた場合、また、本

人が希望した場合に産業医による医師の面談を受けるように指導しており、平成２

３年度は１名の教職員に対して面談を実施しているところであります。長期私傷病

休暇取得者について、毎月県で実施しております健康審査会において、診断書等を

基に審査され休職の決定を行っており、さらに休職中についても３カ月ごとに医師

による状況通知書の提出をいただいた上で、校長聞き取り等で休職期間の状況把握

に努めているところであります。 

また、学校現場の休職職員の補充につきましては、県の臨時採用教職員で対応を

し、職場復帰については特にメンタル疾患の場合は休職期間中に本人及び医師の診

断に併せて、県の健康審査会の決定を受けて、４週間の復職訓練を実施しており、
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復職訓練結果と主治医の診断結果から県の健康審査会において復職の決定を行って

いるところであります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） 市役所のほうでは実態の把握に非常に苦慮していると。

しかし、対象者が増加しているという認識があると。それから、欠員の補充にも苦

慮していると。非常に認識はしているけれども対応に苦慮しているという課題が示

されたと思うんですね。今、おっしゃいました認識と、その苦慮しているというこ

とについては、それはとりもなおさず課題だと思いますので、ぜひその課題を精査

して今後に生かしていただきたいということをご答弁については求めておきたいと

思います。 

学校現場については、かなりそのタイムレコーダーが入ったことによって進展を

いたしましたが、一つ課題なのは、労安体制が、形はあっても人数の制限等があっ

て、労働安全衛生委員会というのが十分機能してない状況であるということであろ

うかと思われますので、ご答弁に対してはその辺をもう一度きっちり対応していた

だくことを求めておきたいと思います。 

ここに一つのデータがあるんですね。私の聞き取りと調査によるものなんですけ

れども、これは市役所の場合ですね、本年度業務量が増えたかという問いに対して、

少し増えた、増えた、かなり増えたというのが全体の４５.８％、残業をしているか

という問いに対して、土日、毎日、週３回の残業が２２.４％、週１回時期的なもの

が２.５％、残業の内容として、業務増のためが１１.７％、通常の業務がやっぱり

できないと、時間内に。その延長が３４.１％、その他、イベント、きのうレガッタ

大会がありましたが、ああいうイベントのための準備で１９.５％、時間外は、午後

８時までが２１.５％、９時までが１３.７％、１０時まで、１０時以降というのが

４％ぐらいありますね。残業費については、なかなか請求がされてないようで、上

司承認のみの請求というのが２１％、全く請求してないというのが１０.７％、サー

ビス残業もかなりあるということのようですね。残業した日の次の日の体調につい

て問うたものに対しては、かなりきつい、それからきつい、それからたまにきつい

が合わせて５６.６％ある。これらは、メンタル疾患の予備軍を連想させる数字です

よね。もう一つですね、その数字を裏打ちするような現場の声としていろいろある

んですが、いくつかご紹介しますと、早期退職者や休職中の職員の数を考えると、

それ以上の人員を現場に確保してもらわなければ、計画以上の現場の人員の削減と

なって職場環境が悪化すると、早急な人の確保をお願いしたいというものがありま
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した。それから、人手を十分に整えていただくことによって、本来の業務が十分達

せられるようにしてほしいというのがありました。それから、人事評価の考察が行

われていないと。昇格基準に不平等を感じるというものもありました。それからも

う一つですね、上司がリーダーシップを発揮して、残業対策、それからクレーマー

対策、今、クレーマーが横断的にどこにもいらっしゃっているという、私も目撃い

たしましたが、あるときですね、クレーマーという呼び方をしていますが、大きな

声で、延々と一人の職員をかかずらわせているという状況があって、これは非常に

精神的な圧力にもなりますし、苦痛にもなりますし、そういう場合については、本

来の業務をきちんとこうしていただくような環境を整えるという意味でも、上司が

折を見て、そのクレーマー対策をしてほしいということもありましたので、これは

当然のことと思われますのでご紹介をしておきます。今、数値とか声を紹介いたし

ましたけれども、こういうデータを人事管理者においてはしっかり受け止めて、今

後のその改善に生かしていただきたいということをご答弁に対して求めておきたい

と思いますが、よろしくお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

そういう中で、依然として公務員バッシングは続いていますね。しかし、ＩＬＯ

の産業別就業者数データにおれば、そもそも我が国は公務員の数が少ない国であっ

て、先進国に比べれば最下位であるということがわかります。国際的に見れば、日

本の公務員数は少なくて、人口１,０００人当たり国際的平均としては８０人程度な

のに、日本はその半分に留まっているということ。近年、行政の無駄がマスコミ等

で取り上げられて、行政改革における職員削減が自治体の大きな課題のように叫ば

れていますけれども、国際的なデータからすると、地方公務員の数は決して多くな

いということを私たちは知るべきではないでしょうか。むしろ市民の暮らしに最も

近い地方公務員を闇雲に削減することは、つまりは行政の不足、行政の空白を来し

て、それゆえに市民が不幸になる可能性も大きいと言えないでしょうか。行政の不

足の一つのご紹介をしたいと思いますけれども、ある方がそのご家族とともに特別

養護老人ホームにご高齢のお父様を入れることを切望されておりましたが、それが

かなわずに、ある私立のホームに入居されました。ところが、ある日その方のご長

男から父の左足が大腿から鬱血して一晩のうちに真っ黒になって切断しなければな

らなくなったという電話が飛び込んできたんですね。手術は行われて、当分の間の

一命は取り留められましたけれども、帰ってくるところはそのホームしかないので、

なぜ一晩でそういうことになったのかを聞くのもためらわれました。私もご家族の

意思を尊重しながら推移を見守ったわけですけれども、本市の担当部署も私立であ

ることから慎重な姿勢を取らざるを得ずに、原因はわからずじまいにその方は先般

お亡くなりになりました。この事例から見ても、公務員の数を減らしたがいいのか、
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あるいは公務員がもっとそうした業務を自ら行ったがよいのか、つくづく考えさせ

られます。人員削減が進む中で、地方公務員の現場では何が起こっているのか、本

市の状況をさらにお聞きします。 

一つは、メンタル疾患予防の法律として、労働安全衛生法がありますね。これに

ついて、労安体制について。それから、人事評価制度について、それから機構の見

直しが行われましたが、今日の状況について。それから、産業医のつなぎについて

は、１回目のご質問でお答えをいただいたようですね。これについては結構です、

ここではね。それから、管理職経由ではなくて、職員への直接なアプローチがとて

も大事だと思うんですよね。直接聞いていただくということ。このことについては

どのように取り組まれているか。それから、セクハラ・パワハラが問題になってい

ますが、学校現場でも先般問題になりましたが、これはなかなかその微妙な問題で

当事者が声を上げられないについては、職員のその当事者の生の声を把握するため

にいろんな手法が講じられなければならないと思いますが、これについては何かご

計画がおありですか。それから、異動調書、これは自己申告と呼んでいるんですか。

自己申告については十分な配慮がなされているかどうか。以上について、これを２

回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

職員の安全及び健康の確保につきましては、保健師や職員労働組合の代表及び産

業医等で構成している衛生委員会を中心に活動を行っているところでございます。

本年度は、昨年度に引き続き職場巡視やメンタルヘルスセミナー等の実施を予定し

ており、取り組み内容をさらに充実させながら、職員の安全管理や健康管理に努め

てまいりたいと考えております。 

人事評価制度につきましては、昨年度から本格的運用を行っているところでござ

いますが、制度的に煩雑であることなどから、本年度に各部、総合支所、職員労働

組合から選任されました委員により構成する人事評価制度検討委員会を立ち上げ、

内容の見直しを進めているところでございます。 

また、併せて職員を対象とした評価スキルの研修も実施したところでございます。

この人事評価制度につきましては、様々なご意見がございますが、職員個人の能力

を高めるとともに、組織のパフォーマンス向上に必要不可欠なものでございます。 

また、上司が部下との面談を実施して意見交換等を行うことにより、職員が抱え

ている悩み等についても把握ができるものと考えておりますので、今後も改善を図

りながら、より充実した制度構築を進めてまいりたいと考えております。 
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職員個人へのアプローチにつきましては、全ての職員と直接接するということは、

お互い時間的にも厳しいものがございます。また、若手の職員からすると、総務課

へ直接相談をすることは、なかなかしづらいところがあるかと思われますので、総

務課としてもこちらの方から努めて声掛けを行うように心掛けているところでござ

います。 

一方、職員労働組合だったら相談しやすいといった意見も聞かれますので、お互

い連携して少しでも多くの声を拾い集めながら、よりよい職場環境の構築に努めて

まいりたいと考えております。 

また、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにつきましても、直接声

に出して訴えることは勇気がいることでございますので、職員からの声を拾い上げ

ることができるようアンケート調査を実施したいと考えております。 

そのほか、自己申告書につきましては、毎年職員個人から出していただいており

ます異動希望など、全ての要望を反映することは難しいところがございます。また

組織機構の見直しにつきましても同様でございますが、今後改善できる点は見直し

を進めながら、職員のモチベーションを高めることのできるような組織体制の整備

に努めてまいりたいと考えております。 

それから、先ほど課題としてご指摘をいただきました残業、時間外、休日出勤等、

それとクレーマー対策等もございますけれども、クレーマー対策等につきましても、

もう数カ月前でございますけど、庁議の中におきましていろんな、来られるは毎日

来られるというか、そういう事例もございましたので、いろんな電話でもそこでお

っしゃったこと、いろいろとちょっと攻撃的な意見もございますけれども、そうい

う部分につきましてもそれぞれの各部・各課を通してメモして記録に残してもらう

ようお願いしているところでございます。 

全てにおきましてお話がありました数字等もございましたけれども、大切なもの

はずっと変わらないと思いますので、その分は十分こちらも心掛けて努めてまいり

たいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 学校関係の労働安全体制については、法令に基づいた衛生

推進者の設置を行いまして、衛生推進者や校長を含む指導者を対象とした衛生推進

者研修を実施いたしております。先ほど申し上げましたけれども、労働安全衛生法

に基づく医師による面接指導実施要綱に基づき、面談を希望された教職員につきま

しては教育委員会で産業医との面談を実施しているところでございますけれども、
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いろいろな悩みが寄せられます。教職員が直接に教育委員会に相談される場合もご

ざいます。そういう場合には、教育長とか、あるいは教育審議員が対応していると

ころでございます。また、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントにつき

ましては、勤務条件等に関する調査を毎年実施しておりまして、相談窓口担当者に

教頭や養護教諭を任命し、相談室を保健室等に設置し取り組んでいるところであり

ます。そのほか、県においては特定社会保険労務士を外部相談者とする無料相談も

実施されております。 

最後に、教職員の異動調書ということですけれども、これにつきましては校長を

通じて教育長が管理し、できる限り異動希望に添った形で対応しているところでご

ざいます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） 双方からかなり誠実なお答えだったと思いますが、双方

に共通して言えることは、非常に不十分だけれども、改善を求めて進めていくとい

う姿勢は認められたと思いますので、一朝一夕に改善はできないと思いますが、ぜ

ひその方向を両者追求していただきたいと思います。 

役所のほうの労安体制については、体制はあるんだけれども、その労働安全委員

会というのがなかなかその回数が少ないとか、開かれる回数が少ないということで、

十分機能するに至ってないということではないかと思うんですよ。この回数をきっ

ちり保証していただくということが肝心じゃないかというふうに思います。 

それから人事評価制度については、慎重に執行機関もここは延ばしてもらいまし

たよね、慎重に取り組んでもらいましたが、いざ本格的に導入してみると、さらに

問題が明らかになったということであるようですので、今おっしゃいましたような

角度から精査を進めていただきたいということをご答弁に対しては求めておきたい

と思います。 

それから、この通告を出した後に、ある職員の方とすれ違ったときに呼び止めら

れて、メンタル疾患については非常に自分も心配していると。個人情報の保護とい

うこともあるけれども、自分としてはそういう方々に自分の経験を話したり、そう

いう人たち同士の勉強会をしたりということをぜひしたいと。セミナーを開いたり、

専門家の話を聞いたりするのも大事だけれども、そういう角度からのその交流と言

いましょうかね、その辺も必要だとおっしゃっておりましたので、ぜひ部長のご計

画の中に入れておいていただければありがたいと思います。 

ずっと述べてきましたように、地方公務員のメンタルヘルスの問題は深刻化して
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いるということについては、役所のほうも学校の方もご認識を十分していただいて

いると思います。職員数は減っているのに罹患者の数は増え続けているということ

ですよね。社会経済性生産性本部が実態アンケートを行っていますが、職場環境の

変化は明らかであって、それによればですね、一人に係る仕事量が増えて、チーム

ワークによる仕事が減り、労働者がばらばらにされてぎすぎす感が蔓延していると

分析していますね。また別の調査によると、これもここの市と重なると思うんです

けれども、特に税金の徴収窓口などは一人が受け持つケースが非常に増えたと。税

の滞納者の状況を把握しながら対応できていたものが、最近は事務的にこなさざる

を得ないので、住民との衝突が起こりやすくなったと。住民のためにまじめに働こ

うとする人ほど精神的に倒れてしまうという回答も寄せられています。本当に本市

の実態と重なると思うんですけれども、このように人員削減による影響や業務の高

度化に起因するメンタル不調、過労死、過労自死は増加の一途をたどっている現実

に照らして、地方公務員災害補償基金は、精神疾患認定基準の改定を行いましたね。

そして、精神疾患等の公務災害の認定について改正版、ほかの諸通知を出していま

す。そこで、こういった法の周知、こういう救済の方法もあるということを職員の

皆さんに周知しているのか。それによる改善救済の事例があるのか。それから、メ

ンタル疾患を予防することについては労安法などもありますけれども、職場環境も

非常に大事ですよね。今、新庁舎がデザインされていますが、職員のための休憩室

と相談室とか会議室などは用意されるのか。そのために何が必要か。職員代表と協

議する用意はあるのか。そして、私はやっぱりこれ以上見てて職員を減らせないと

いうふうに思うんですけれども、ご方針を伺って最後の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 精神疾患等の公務災害の認定につきましては、地方公

務員災害補償法に基づくもので、公務が原因で精神疾患を発症したとして公務災害

認定請求のあった事案について、要因を満たして発症した場合に該当するものでご

ざいます。また、公務災害として認められますと、療養補償や休業補償などを受け

ることができるものです。本市では、今までのところ認定請求まで至ったケースは

ございませんが、まず、そのようなことがないように、事態が発生しないように配

慮していきたいと思います。 

今後も、職員のメンタル面にも十分考慮しながら、よりよい職場環境の整備や人

事管理に努めてまいりたいと考えております。 

本市職員がメンタルヘルス疾患から病状が改善し、職場復帰できたケースにつき

ましては、具体的な数の報告は差し控えさせていただきますが、数件ございます。
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一方で長期間の休職が必要な職員やよくなったり悪くなったりを繰り返す職員がい

ることも現実でございます。職場施設の整備につきましては、現在の本庁舎では会

議室や相談室、休憩室等も十分ではないところもございますので、今後の庁舎の整

備に当たって、必要と思われるものにつきましては可能な限り設置できるよう努め

てまいりたいと考えております。 

また、実施設計段階においては、担当課職員等の意見を十分に聞きながら進めて

まいりたいと考えております。 

今後の職員数につきましては、今後の退職予定者数等を踏まえながら適正な職員

数を確保するとともに、適正な配置に努めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 県費教職員の公務災害の申請及び認定につきましては、最

終的には県の所管となりますので、ここでは答弁を差し控えさせていただきますけ

れども、ご了承いただきたいと思います。 

また職員代表との協議につきましては、定期的に年３回実施しております。その

ほかにも必要に応じまして、随時話し合いをもって改善には努めているところでご

ざいます。 

以上、お答えいたします。 

○１４番（怒留湯健蓉さん） すみません、この補償基金の制度改定などについて、周

知は、先生が知らなかったんですね。周知はどうですか。こういう方法もあるんだ

ということ。 

○教育部長（原 誠也君） 周知は全てしております。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） まずもって、教育委員会としましては、まず先生たちの健康

を確保するということは、これは直接的に子どもに関わる問題でもあります。また、

大変重要なことと認識をいたしております。先ほど部長が答弁しましたとおり、学

校現場におけますこの県費の教職員の健康状態、あるいはセクハラ、パワハラとい

ったハラスメントにつきましても、県の指導方針に従って教育委員会といたしまし

てもしっかりと対応してまいりたいと思います。 

議員ご指摘のとおり、報告書だけに頼らず、いろいろな学校訪問での場、あるい

は年数回ございます校長ヒアリング、そういうものを通しまして、教職員の思いを

受け、成果に結びつく取り組みに努めてまいりたいと考えております。しかし、な
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かなか管理職に相談できないといったような雰囲気も学校によってはあるんじゃな

いかなと思いますので、いろいろな場を利用いたしまして、管理職には先生方が自

由に、気楽に相談できるような雰囲気づくりをまず努めてほしいということを訴え

ながら、今後とも先生方の悩み等についてもしあれば、私も真摯に受け止めて、一

緒に相談して、解決に向けて取り組んでいきたいと、こういうふうに思っておりま

す。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 少子高齢化や高度情報化など、近年の社会構造が大変著しく変

化していくとともに、地方公務員を取り巻く環境が大変複雑多様化する一方でござ

います。また、それに伴う地方分権の推進、行政改革によります職員数の削減など、

地方公務員に求められる能力とか、あるいは責任というのは大変高まってきている

ところであります。そういった様々な要因によりまして、ご指摘のメンタル面の不

調を訴えて療養を必要とする職員の数というものは全国的に見ても大変増加してお

りまして、本市も例外ではないと、このように認識をいたしております。もちろん

メンタル疾患の要因全てが職場環境によるものばかりではないと思いますが、大き

な要因の一つになっていることは事実であると考えております。本市におきまして

も重要な、大変重要な問題であるとこのように認識をしておりまして、何より職員

の健康の増進を図っていくことは、事業所であります市役所の基本的な責務である

と、このように考えております。また、職員が生活する時間の多くを過ごす職場で

のストレス等の要因は、職員自らの力だけでは取り省くことが大変困難な場合が多

いことから、市が主体となってメンタルヘルス対策の推進、そして安心して働くこ

とのできるような、そういった職場環境の整備を進めていく必要があると、このよ

うに考えております。職員は一人一人が家庭においても大変大事な役割を担ってお

りますし、また市の財産でもあるわけであります。その能力をいかんなく発揮して

いただくことが市の発展につながっていくものでございます。そういった考えの下

に、今後も職員の安全はもちろんのこと、健康管理、そして心の健康づくりにも、

ぜひ積極的に取り組んで進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） 政策推進の担い手ですので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 
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次に、学校給食のセンター化に伴うリスクについて伺います。Ｏ－１５７、腸管

出血性大腸菌ですね、による児童生徒に係る食中毒事件としては、平成２年１０月

に埼玉県浦和市の私立幼稚園で起きています。これは総患者数が３１９人で、園児

が１４９人、職員３人、園児の家族１２２人、その他４５人、そのうち園児２名が

死亡しています。また平成８年７月に発生した堺市のＯ－１５７食中毒事件は、市

内小学校９２校中４２校から９,４９２名の集団発生があり、入院感者も２００名を

超え１２１名がＨＵＳ、溶血性尿毒症行群を発症して、そのうち３名の児童が死亡

しています。その後は、防疫、殺菌の技術が向上したとはいえ、今日的な私たちの

食の環境は新型のウイルス、または耐性を高めた従来のウイルスによる危機、加え

て食品中の化学物質、それから新しい食品の開発による未知の部分、また国際的な

食品流通による防疫体制の不備等々、新たな食中毒対策が今までにない高い水準で

求められています。そのような状況下、今般示された旧菊池市の学校給食のセンタ

ー化について、改めて新たな疑問と不安を禁じ得ません。学校給食が自校方式から

センター化することについては、これまでも本議会の中で、子育て中の若い同僚議

員がたびたび交代する側面、リスクが増大する側面が指摘され、見直しが求められ

てきました。また、自校方式を守ってという数回にわたる歴史的な運動を振り替え

るとき、なぜその時々の約束が考慮されず、今般の形態が最終案として出てきたの

か。その経過・過程にも疑問を禁じ得ません。 

そこで、今般の形態はどこが審議したのですか。また、学校規模適正化審議会だ

とすれは、それはなじまないのではありませんか。また、なぜ最初から最終案なの

か。まずはたたき台として示されるのが物の道理というものではありませんか。歴

史的運動における学校給食の将来像における菊池的拠点校方式の概念は、隣接する

２校規模を統合するというイメージが共有化されていたはずです。市長、教育長は

しかるべき立場で学校規模適正化審議会にそのことを伝えられたでしょうか。伝え

られなかったとすれば、学校規模適正化審議会の結論とされていますが、それはあ

なた方のお考えそのものであるという認識でいいのでしょうか。 

以上、１回目の質問です。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 学校給食業務の民間委託の検討につきまして、当初、集中

改革プラン、第１次菊池市行政改革大綱・実施計画において検討がなされ、平成２

１年２月の本部会において「菊池市学校給食業務民間委託計画（案）」の承認を得て

策定したところでございます。内容としましては、児童・生徒への影響に配慮した

十分な期間の確保、保護者との信頼関係を構築するための十分な説明・周知期間の
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確保などが必要であることから、拠点校方式の導入につきましては、平成２３年度

から先行実施することとして、平成２５年度から民間委託を実施することとします

との計画の推進スケジュールですすめる承認を得たところでございます。 

その後、外部検討委員会への諮問など計画的に進める予定でありましたけれども、

教育委員会におきましては、平成２０年６月に学校規模適正化審議会へ学校規模及

び通学区域の適正化について諮問しており、平成２１年４月の答申の中に、付帯意

見として、学校給食現場の検証を実施するよう要望されたところであります。 

そのようなことから、教育委員会としましても学校規模の適正化を具体的かつ早

急に実施した上で、適正化後の学校数・児童生徒数・給食施設の状況などを考慮し

ながら学校給食設備の整備と効率化を検討する必要があると判断し、平成２２年３

月に策定しました第二次行政改革大綱、実施計画におきまして、主要項目でありま

す学校規模の適正化の実施項目の中に「学校規模適正化基本計画を踏まえた学校給

食設備の整備と効率化を検討する」との取り組み内容を示したところであります。 

また、学校規模適正化基本計画につきましては、行政改革のひとつではあります

けれども、行政改革推進本部とは別組織である学校規模適正化基本計画策定委員会

において、教育長を委員長とする各部長級の職員によって検討し策定をしたところ

であります。 

以上のことから、「学校給食設備の整備と効率化を検討」につきましては、学校規

模適正化基本計画の下位計画と位置づけ、現状の見極めと学校給食の拠点校方式を

含む効率化についての検討をすすめてまいりました。 

当初の拠点校方式の考え方では、できる限り既存施設を使いながら余剰能力を生

かす形で試算したものでありましたけれども、その後、平成２１年３月に策定され

ました学校給食衛生基準に基づき、実際に計画したとおり実施できるかどうかにつ

いても検証を行ったところでございます。学校給食現場の検証につきましては、厨

房機器保守点検にあわせて、給食施設の現状と問題点を調査する中で、旭志小学校

と菊池北中学校の給食施設は施設も新しく、学校給食衛生管理基準で推奨している

ドライ方式が採用され、衛生的にも問題がないと確認をいたしましたけれども、他

の学校につきましては施設も老朽化しており、現在は衛生管理基準に基づくウェッ

ト方式のドライ運用で対応しているものの、集団食中毒の発生を防ぐためには、菊

池市内の全ての給食施設においてドライ方式を導入することで、より衛生的で安

全・安心な給食が提供できる「学校給食施設整備方針」として教育委員会で確認し

たところでございます。 

学校規模適正化審議会における過去の歴史的な説明等については、菊池市ＰＴＡ

連絡協議会から中学校区ごとに保護者代表が委員として選出をされており、様々な
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経緯を含めた上での審議であったと考えております。今日の諮問は教育委員会が行

うものであり、教育行政の中立性と安定性の確保の観点から、市長の考えが直接的

に反映されたものではございません。 

また、審議会において質問等があれば当然ながら説明を行うところでありますけ

れども、意図的に説明しなかったということではございませんのでご理解いただき

たいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） 長い経緯が説明されましたけれども、県については私は

存じ上げておりますから要らないわけで、結論として学校規模適正化審議会が審議

したということですよね。であるから、それはなじまないと言っているんです。学

校規模というスケールはハードであって、食育のようなメンタルはソフトですよね。

そもそもその審議に求められる本質が違います。学校給食については、今おっしゃ

ったように長い長い歴史があって、論議の途上であるにもかかわらず、この学校給

食の問題の後に発生した学校規模という後発の、そのハードの問題を審議する学校

規模適正化審議会に、この給食の問題を委ねた、預けたということですよね。何で

そういうことをしたのか。こういう姿勢をやっぱり行政の不見識というんじゃない

かと私は思います。その印象をぬぐい去ることができません。なぜ当初言われてい

た別枠の組織が立ち上げられなかったのか。その辺をもう少し詳しく話をしていた

だきたい。安易になぜ審議会に預けたかということ。それをお伺いしたいと思いま

す。学校給食については、平成２１年４月１日施行の現行法では、その目的を食に

関する正しい理解と適切な判断力を養うことと、食育を推進するということが盛り

込まれていますね。今日、学校給食にはそういう中で何が求められているんでしょ

うか。学校給食法が定める目的の中から次の項目についてお答えください。 

１つ、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、

生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うことについ

て、児童生徒は食材を見ることもなく、コンテナで運ばれてきたものを食すること

になりますが、それでこの目的が達せられると思われますか。 

２つ目、食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについての

理解を深め、勤労を重んずる態度を養うことについては、児童生徒は食材の調達、

納入の様子、調理師さんたちが実際に立ち働く姿を見ることもなく、コンテナで運

ばれてきたものを食することになりますが、それでこの目的が達せられると思われ

ますか。 
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３つ目、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めることに

ついては、伝統的な食文化とは、身土不二や地産地消の考え方に代表されるように、

身近なところで丹念に育てられた材料を使って、しかも丁寧な手づくりによるもの

です。巨大センター化は、大手の食品企業の参入を余儀なくされるということでし

た、これは委員会の答弁でしたが、それでこの目的が達せられると思われますか。

食育は五感を働かせることによって初めて可能になるとは先般の二ノ文議員の質問

でしたか、五感という言葉が使われましたが、その児童生徒はにおいをかぐことも

みなく、そのにおいによってわくわくすることもなく、コンテナで運ばれてきたも

のを食することになりますが、それでこの目的が達せられると思われますか。 

２回目の質問です。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 今、お尋ねの内容につきましては、学校給食法第２条の学

校給食の目的及び食育ができるのかとの質問であると思いますけれども、文部科学

省では学校給食のあり方や食育に関して、次のような食に関する指導の目標を設定

しているところであります。一つ目は「食の重要性、食の喜び、楽しさを理解する」、

２つ目は「心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事中とり方を理解

し、自ら管理していく能力を身につける」、３つ目としまして「正しい知識・情報に

基づいて、食品の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身につける」、４

つ目に「食物を大切にし・・・」（質問者より、そのことは知っているので、質問に

答えるようにとの声あり）。６つほどありますけれども、ご存じということでありま

すのでここでは申し上げませんけれども、そういう目標を掲げて、その達成には学

校給食を教材として活用しながら、学校教育活動全体を通じて総合的に推進するこ

とが必要があります。菊池市の小中学校では、目標を達成するために、全ての学校

に食育担当者を設置し、食育全体計画や年間指導計画の作成、食育に関する校内研

修等を実施しながら教職員の共通理解を図る具体的な実践が行われております。そ

れは共同調理場を設置している泗水地域や七城地域におきましても、現在、自校方

式で提供している菊池地域や旭志地域と変わらない食育活動ができており、今後の

拠点校方式を導入した後も、当然ながら学校給食の目的や食育に関して十分対応で

きるものと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） 途中で遮って大変申し訳なかった、時間が足りないので。
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どう言い回しを変えてもですね、この一つ一つの狙いが達成されるわけがないでし

ょう。ですよね。そういうその詭弁・強弁をするから、ますます不信感が募るんで

すよ。一体何が大事で、何を大事にしなければならないと考えていらっしゃるんで

しょうか。ただいまのご答弁では、法の目的、いくつかありますが、選んで３つか

４つかしか言いませんでしたけれども、その目的を達成できないばかりか、身土不

二や地産地消の思想も生かされず、子どもたちは十分にその思想を体得することも

なく、五感を快く刺激されることもなく、半調理品や既製品を食することを余儀な

くされ、町の納入業者はいつの間にか閉め出されるということになるのではないで

しょうか。委員会答弁ではそういうご答弁でしたよね。今後は、まさに大規模セン

ター化に伴う負の遺産が築かれていくことになるのではないでしょうか。それでも

いいのか。最後に数点の確認をし、提案を行って、市長、教育長のご答弁を最後に

求めたいと思います。 

巨大センター化については、自校方式を守ってという運動の文脈からもかなりの

抵抗があったはずです。議会にもその経過は報告されてきました。何よりも教育委

員会には、その宿題が出されていたはずです。その宿題をどうクリアされたのか、

どの時点で納得を得たと結論づけられましたか。食中毒や搬送中の事故等は、巨大

化すればするほど、そのリスクは大きくなる。この点をどう考えられているのか。

具体的なリスクマネージメントをお聞かせください。 

これまでのように、ハンバーグの手づくりは可能ですか。半調理品は増えますか、

それとも減りますか。それと食育の因果関係をどうお考えですか。現在は地元の業

者さんが身土不二、地産地消に沿って、それぞれに食材を納入されています。これ

は中小企業振興条例を引き合いに出すまでもなく、大変意味のあることです。今後、

１カ所で２,０００食をつくるセンター方式になるにしても、地元の業者さんとの取

り引きは保証されますか。それとも、大手食品産業の参入が増えて、地元の納入業

者さんは徐々に閉め出されていくことになるのですか。教育の一環と明記された義

務制の学校給食において、行政はここまで効率・コストを優先させてよいのか、甚

だ強い疑問を覚えます。とはいえ、厳しい状況下でありますので、全校にこの時期

に及んで自校方式を残せとは言いません。少子化を見越しても、例えば少なくとも

隣同士の隈府小学校と南中学校、そして近い将来には菊之池小学校菊之池保育園、

花房小学校と花房保育園、それに戸崎小学校を組み合わせるといった、それくらい

の規模が食育に適う数ではないでしょうか。法律によって保育園は園内にという法

律の縛りがありますが、これは熱意があれば学校と一緒にすることはできない道で

はないと思われます。拙速な巨大化は、学校給食がたどる道とは思えません。そも

そも大変厳しいことを申し上げて申し訳ございませんが、学校給食の自校方式堅持
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を市長は公約にされていた方です。教育長は、その市長が選任された方ですよね。

そうであれば、そのお二人の手によってそれを自ら放棄することがあっていいので

しょうか。６月議会に提案された最初の予算には本会議で５人の反対がありました。

見直しの価値は大きいと思われます。部長答弁の後、教育長、市長の所見を求めま

す。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 怒留湯議員の何が一番大事かということに対しましては、

私どもは子どもたちの命に関わる食の安全を守ることが一番大事だと思って教育委

員会としてのそれが責務であると考えております。学校給食整備計画方針につきま

しては、平成２３年１０月に議会の月例会説明後に保護者向け資料を作成しまして、

１１月１５日に開催されました「菊池市ＰＴＡ連絡協議会」において市内全校のＰ

ＴＡ会長等に説明をしたところでございます。結果、今回の方針にて配送・回収業

務の民間委託の変更はございましたけれども、基本的には変更のない七城地域と泗

水地域、菊池北中につきましては、保護者向け資料配布だけでよいとの判断をいた

だきましたので、それ以外の菊池地域と旭志地域の１２校については１１月２４日

と、それから１２月１８日までに、全ての学校で説明を行ったところであります。 

各学校の意見としては、食育、それから配送時間、献立、土曜の対応などの質問

や要望がありまして、教育委員会としましても拠点校施設に地元食材を取り入れる

ことで菊池地域全体の食育として活用することも考えたい、また、新しい施設には、

見学コースをつくるなど、食育を考慮した拠点施設として活用できるように進めた

いどお答えしたところであります。様々な意見が出されましたけれども、資料に基

づき、メリット・デメリットを真摯に説明して、衛生上の必要性と食中毒発生防止

のためには老朽化した施設の改築とドライ方式の導入の必要性が高いことと併せ

て、各学校敷地の状況から拠点校化の必要性を説明したところでございます。一部

に確かに反対の意見はありましたが、参加された方の大半はお尋ねやご要望が主で、

おおむねご理解いただけたものと考えているところであります。 

各学校においても、役員会で協議された学校やアンケートを自主的に実施され、

判断された学校もございましたけれども、全体的には方針どおり進めてよいという

ご意見をいただいておりますので、報告をさせていただきたいと思います。 

様々なリスクマネージメントについては、国でも毎年学校給食における食の安全

に関する実態調査が行われておりまして、結果については報告書も作成されており

ます。 

内容として、事故ゼロを目指した取り組みの中に専門的な視点から事故発生の状
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況や対応策、あるいは改善策なども詳細にまとめられており、各施設に反映しなが

ら学校給食衛生管理基準に基づいた施設整備を目指しているところです。 

食育につきましては先ほど申し上げましたとおりでありますが、ハンバーグやデ

ザートなどの手づくりの調理についてはできる限り行いたいとは思いますけれど

も、共同調理施設ではできない部分もございますので、減少すると思われますと。

そのことにつきましてはデメリットとして学校説明会でも説明をしているところで

あります。学校給食法における食材の負担は保護者でありまして、食材の取引業者

の選定も保護者の意見が反映されます。拠点校化後におきましては、学校関係の保

護者代表等で組織する運営委員会が選定することになりますけれども、できる限り

地元業者から納入いただきますようにお願いしたいと思います。 

今回の学校給食施設整備につきましては、効率化による費用面だけでなく、老朽

化した施設の早急な対応と学校給食衛生管理基準に基づく給食施設のドライ方式の

導入、さらには管理体制の強化を目的とすることにより、今後、市内５施設全てに

栄養職員を配置して、提供する学校給食から食中毒が発生しないための方策として

考えるところであります。 

学校給食施設整備方針につきましては、これまで必要に応じて議会やＰＴＡ等に

説明しておりまして、計画どおり進めてまいる所存でありますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） 先ほど部長が答弁しましたように、教育委員会としては何が

大事かということ、まずやっぱり衛生的で、安全で安心な食を子どもたちに提供さ

せると。そのために拠点校化ということで、先ほどから話題になっておりますけれ

ども、随分検討いたしました。敷地の問題、そして費用の問題、こういうことを考

え併せながら今回の計画に至ったということです。巨大化ということでは、そんな

に巨大なセンターではないというふうには思っております。 

以上です。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） ただいま教育部長並びに教育長が答弁したとおりでありますと

答えたいところでありますが、いささかまだ時間がありますので付け加えさせてい

ただきます。 

学校給食というのは、もうとにかく安心・安全なものを供するということが本来
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の目的だと思いますし、それが行政の責務だと、このように思っております。市全

体のこととして考えますと、限られた財源を有効的に市行政を運営していく中にお

いては大切なことでもあります。行革を大綱に示しておりますように、適正化の基

本計画を踏まえて学校給食設備の整備ということが重要なことだと認識しておりま

す。直接市長の考えは反映されてないという話でありましたが、旧来ご案内のとお

り、旧菊池市としましては自校方式を堅持するという形で進めてまいりました。し

かし合併によりまして４つの市町村がそれまでの施策と違って、施策が違って、や

はりこのセンター方式がいいよという町村もあったわけでありますから、その中で

どちらかを選択しなきゃならないといった場合に、十分に関係の諸手続きを経て、

意見を聞いた上で、この方式でいきたいということで教育委員会の話でありました

ので、私はそれを了としたところでございます。安心して食べられる給食を提供す

るための方策として、この方法が最善であるということで示されたものであるとい

うことでございますので、何とぞご理解のほどをお願い申し上げたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５８分 

開議 午後２時０７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） 皆様、こんにちは。通告に従いまして質問をさせていただき

ます。 

本年６月８日から７月２３日にかけての一連の気象現象としての梅雨前線及び台

風４号により、九州地方を中心に全国各地に甚大な被害がもたらされました。特に

７月１１日夜半から１２日早朝にかけての九州北部豪雨は、気象庁が「経験したこ

とのない大雨」と予言したように、県内では阿蘇を初め熊本市内の白川流域の氾濫

は、大変なものでありました。本市においては、幸い死者は出ませんでしたが、旭

志の四季の里周辺、また泗水町のふれあい橋周辺など、かつてない被害を受けまし

た。 

初めに、本市における道路・土木・農地の被害状況及び見舞金、また補償につい

てどのようになっているか、質問をさせていただきます。 

次に、私も経済建設委員会の皆さんと一緒に、また公明党の県会・国会議員とあ

らゆる立場で数回にわたって被害地の現場を視察させていただきました。危険箇所
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がたくさんありました。今回の大雨で新たな危険箇所になった部分、また今後危険

箇所になり得るところ等チームをつくり総点検する必要があると思いますが、危険

箇所・総点検をする考えがあるか、まず最初の質問をさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 泉田議員のご質問にお答えいたします。 

九州北部豪雨における本市の被害状況は、住家被害につきまして全壊１棟、半壊

２棟、床上浸水８３棟、床下浸水１３８棟であります。また、橋梁、河川、道路な

どの市管理の土木被害は３１３カ所、農地の被害が７６０カ所、農業施設被害が２

４０カ所などのほか、学校等の公共施設を含め総被害金額は約１６億５,７００万円

と見込んでおります。 

先ほどお尋ねの見舞金の支給に関しましては、今回の被害が甚大であることから

菊池市災害見舞金支給条例の一部改正を行い、被災を受けられました皆様へ、全壊

住家２０万円、半壊住家１０万円、床上浸水３万円、床下浸水１万円と見舞金を増

額し、総支給額４３３万円の支払いを現在進めているところでございます。 

また、今回は全消防団が出動し、河川等の危険箇所の警戒や復旧活動に従事して

いただいております。同じく各行政区におかれましても災害復旧活動を行われてお

られます。 

そこで、今回新たに菊池市九州北部豪雨災害地域見舞金支給要綱というものを新

設いたしまして、住家の全壊、半壊、浸水等のほか、炊き出し状況に応じまして１

行政区当たり最低１万円から３０万円、総支給額４１２万円の見舞金の支払いを現

在進めており、もうすぐ終わるところでございます。 

次に、危険箇所の点検でございますけれども、これに関しましては毎年、年１回、

梅雨時期を前に、河川の護岸や急傾斜地などの危険箇所につきまして、国土交通省・

県・消防団・地元区長・市担当部署におきまして、危険箇所の調査点検を行ってき

たところでございます。 

今回の豪雨災害で崩壊しました道路、河川、山林等につきましては、国・県・市

で復旧作業が進められるところでございますが、この他にも危険箇所と判断される

箇所につきましては、国・県・市のそれぞれの管理者で予防策も講じられていく予

定となっているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） 今、被害状況をお聞きしまして、またお見舞い金、また被害
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を受けられた方への対応をされているということで、できるだけ速やかな対応をお

願いしたいと思っております。 

今回の豪雨で避難所とされている場所が浸水し、避難所の役割が果たせなかった

箇所があります。私の体験ですが、私の身近な範囲ではありますが、日ごろから毎

回大雨のたびに泗水町でどこが崩れやすく浸水するのか、またどの家が床上・床下

浸水するのか、大方私なりにチェックをさせていただいております。その中の１軒

の方から７月１２日の早朝２時１８分、床上になったと、助けてほしいという電話

がありました。泗水町の村吉の区です。救助した後、市役所に電話したところ、泗

水の中央公民館に避難してくれという指示がありました。行ってみますと、既に中

央公民館周辺には、もう水がいっぱいになって入れない状態になっておりました。

仕方なく我が家に１時間ほど避難をさせ、その後、泗水総合支所に避難させました

が、そこでも１階部分が浸水するという状況になりました。本市では防災交通課が

ありますが、総合支所の場合は民生課が安全対策を含めた対応をされていると伺い

ました。私の感じたところですが、これでは民生課の負担が非常に大きいのではな

いだろうかと思っております。いざ災害があったときに、より住民や避難者に対し

て的確な対応ができるように、事前に本所と総合支所の安全対策のためのマニュア

ルづくりをつくっておくべきだと思いますが、その点、どうお考えでしょうか。 

私は前回、支所機能の充実を一般質問させていただきましたが、今回の災害を通

し、なお一層総合支所の役割の必要性が見直されるべきだと思っております。さら

に、もう一つの質問は避難所の見直しをしたほうがよいのではないかということで

す。提案ですが、泗水町には今後孔子公園の整備ができあがり、また公民館機能を

持つ地域交流センターが建つ予定です。災害の中にも地震の場合と水害の場合では

違ってくるのでは、いろいろな検討が必要だと思っておりますが、孔子公園を避難

所にした方がいいと考えますが、その点、どうお考えでしょうか。 

以上です。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） まず、本庁と総合支所の安全対策でございますけれど

も、これに関しましては菊池市地域防災計画の中で、市職員の配置基準に基づき体

制を整えております。災害対策本部の中の各総合支所の位置付けは、支所対策部の

総合支所班となっており、一つの、例えば民生課だけでなく総合支所全体で業務に

取り組むこととなっております。特に今回の豪雨では、本庁勤務の職員も総合支所

の災害待機班や現地調査班として約８０名が出動しており、本庁におきましても現

地調査の職員６８名が現地調査に出動しており、本庁業務に支障をきたしたとの職
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員アンケートの調査結果にも表れたところでございます。今後菊池市地域防災計画

や菊池市災害対策マニュアルの見直しを行いますが、職員の防災意識の高揚にも努

めてまいりたいと考えております。 

次に、本市の避難所でございますけれども、現在市内５８カ所を指定していると

ころでございます。避難所に関しましては、地震・台風・豪雨・火災等で家屋の倒

壊・喪失などの被害を受けた人、また被害を受ける恐れのある人を一時的に受け入

れ保護するために、学校等の公共施設や公民館等を指定しております。今回の九州

北部豪雨の誘導につきましては、先ほど泉田議員おっしゃいましたとおり、緊迫し

た状況の中で様々な情報が錯綜し、避難所の状況が十分に把握できなかったものと

思われます。災害から避難する場合は、災害の種類や規模によって避難所等も異な

ってまいりますので、市民の皆さんには実際の災害に応じた避難先を普段から確認

され、判断していただきますようにお願いするものであります。 

現在、今回の豪雨災害に関する対策を検証中でございますので、今後は、例えば

第２避難所の設置とか、避難経路の確認などを含めまして避難所の見直しを行い、

本年度中に作成いたします防災マップの中の生かしてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） 様々な検討をしていただき、しっかりとしたマニュアルをつ

くっていただきたいと思っております。 

最後に、防災教育の充実についてご質問させていただきます。学校では年間数時

間、防災教育の一環として避難訓練や消防署等の講話が行われていますが、今のや

り方では実際災害があったときに役立つのでしょうか。甚だ疑問であります。危惧

するところでもあります。今回は、夜半から朝方に掛けての大雨でしたが、学校で

の子どもたちの事故はありませんでした。しかし、もし早朝の通学時であったり、

昼間の勉強中であったならば、もっと被害が大きかったかもしれません。昨年６月

議会でも言わせていただきましたが、３・１１東日本大震災のとき、あの大震災の

災害で多くの方々が亡くなられた中、釜石の小中学生は９９.８％の生存率でありま

した。それはなぜか。群馬大学大学院の片田教授が平成１６年から釜石市において

児童生徒を中心に防災教育に取り組んでおられました。その教育の精神の根底には、

命を守る教育、人が死なない防災という本気の防災教育があったからだと今全国で

注目をされております。災害時に自分の命を守り、自分ができる最善を尽くして生

き延びる、そういった姿勢を育むことが防災教育では最も大切ではないでしょうか。
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菊池市では、津波の被害というのはまず考えられません。しかし、九州北部豪雨で

改めて学校のみならず市民全体への防災教育の必要性を感じました。今回のような

豪雨による川の氾濫や水害、また地震、雷、火事等、何があっても自主的に考え、

判断する力が必要ではないでしょうか。そのために日常的に教育や訓練が大切にな

ってきます。釜石市の津波防災教育で伝えてきたことは、大いに参考になると思っ

ております。それは、大いなる自然の恵みに敬意の念を持ち、行政に委ねることな

く自らの命を守ることに主体的たれ、この信念から生まれた三原則が、想定にとら

われるな、２番目のその状況下で最善を尽くせ、３番目に率先、避難者たれです。

率先避難者たれというと、何か自分さえ助かればよいというエゴイストのように判

断されやすいのですが、そうではなく、周りが逃げようかどうしようか迷っている

ときに、一人が逃げ出すとそれにつられて周りも逃げだし、結果的には多くの人が

助かるという考え方です。また、これは普段から親子の信頼関係ができていないと、

親が子どもを捜し、また子が親を捜している間に被災するという結果になってしま

うことです。深い教えがあると思います。災害とは、いつ、どこで、どのようにあ

るかわかりません。片田氏が言うことに、子どもを預かる幼稚園、保育園、学校に

求められることは、まず自分の命を守る主体的な姿勢を与えること、そして繰り返

し訓練を行うことで体で行動を覚えさせる。最後に、子どもの保護者との信頼関係

の構築、地域との連携体制の構築です。菊池市が九州北部豪雨を経験した上で、今

後防災教育の充実をどのように考えておられるか、質問します。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 現在、学校での防災教育はどのように行われているかとい

うようなお尋ねだと思いますけれども、議員がご心配されているように、ここ数年

の我が国での自然災害は、今までに経験したことがないものであります。教育委員

会としても、３・１１の東日本大震災のあとはいち早く市の学校災害対応推進計画

を見直し、想定外の災害がいつ発生してもおかしくないという考えで、本年度から

各学校で取り組んでいるところでございます。 

現状としましては、３・１１の大震災を受けて、国も学校安全の推進に関する計

画を新たに作成し、今年４月に閣議決定をしました。その内容には、議員が申され

ましたように、釜石市の子どもたちの防災意識の高さ、その実践力を教訓にし、今

までの学校における防災教育をさらに発展させた内容になっています。例を申し上

げますと、学校の立地環境や地域の実情に合った防災教育の重要性、子どもたちも

地域や大人から守られるという意識から自主的に危険回避できる力を身につける防

災教育のあり方等を示されています。学校では、平成２１年４月改正・施行された
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学校保健安全法に則り学習を進めていますけれども、その内容は安全に関する指導

として、大きく分けて、生活安全、不審者対応、交通安全、そして災害安全の４項

目です。この４項目を学習指導要領に基づいて学校の教育活動全体を通じて適切に

行っているところであります。具体的には、体育や保健体育などの各教科、特別活

動、総合的な学習の時間で事故やけが、自然災害、応急手当などについて学習して

います。しかし、昨年の東日本大震災前までは、必ずしも今のような危機感を持っ

ての学習であったかというとそうではなかったという部分もあると感じています。

本年度は、知識・理解だけに留まらず、態度・技能の習得に力を入れ、それを実践

力につなげる授業の取り組みを学校に強く指導しているところであります。７月１

２日の九州北部豪雨でも子どもたちの人的被害はなかったもの、校舎の床上浸水や

運動場の浸水等大きな打撃を受けました。市内の学校でも、山沿いの学校、近くに

川が流れている学校、登下校土砂崩れの危険性がある学校、地域の実情によって様々

です。避難訓練でも、その地域の環境によって訓練の内容は違ってきます。緊急時

に有効に機能するように訓練のあり方を見直し徹底した訓練を実施するよう校長会

でお願いしたところであります。本年度各学校・幼稚園では、危機管理マニュアル

を新たに作成しています。その中には、議員が申されましたように、子どもたちが

主体的に危険回避を実践できるような防災教育の計画として、教育委員会、学校、

幼稚園、保護者、地域との連携も盛り込まれております。子どもの命を一番に考え

た対応を示しています。 

本市も釜石市の子どもたちが実践した、想定にとらわれるな、最善を尽くせ、率

先避難者たれという避難三原則を学びつつ、児童生徒の命を守ることを最優先に考

えて、今後の防災教育を徹底して実践するよう学校と一体となって推進してまいり

ます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） それでは、健康の郷づくりについて質問をさせていただきま

す。 

本市には、他の市町村と比べ、美しい自然と温泉、新鮮でおいしい食べ物、予防

医学を推進する養生園、伝承館、ヘルスメイトさんたちの熱意、保健師さんたちの

熱心な指導等があります。環境的に見ても本市は最も健康の市を前面に出していっ

たらどうかと考えております。今まででも養生園とタイアップして四季の里を利用

した予防医学について、また森林セラピーの効果、孔子公園を活用した太極拳の推

進等、数回健康をテーマに一般質問させていただきました。健康への意識が高まっ
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ている昨今、病気などになってからではなく、なる前の予防に重点が置かれており

ます。これは、医療費の抑制という点はもとより、元気で健康的な生活を送る、長

く生きることが死ぬまで元気、これが誰でも望むことだと思います。今回は、ウォ

ーキングについて少々述べさせていただきます。ウォーキングの効果として挙げら

れるのは、一つ、お金がかからず、いつでも、どこでもできる手軽さ、二つ、運動

不足解消、三つ、生活習慣病の予防、四つ、体脂肪を燃焼させてダイエット効果、

五つ、脳の活性化、六つ、持久力が高まる、七つ、血行がよくなる、八つ、筋肉の

低下を防ぐ、九つ、骨が強くなる、十、心臓機能が高まる、十一、老若男女を問わ

ない、十二、周りの景色を楽しみながら歩くことによるストレス解消等が挙げられ、

よいことがたくさん上げられます。ウォーキングはよいことはわかっていてもなか

なか始められない人も多いですが、菊池市に最もこの環境の中で健康の里づくり、

ウォーキングをしたらどうかと考えております。まず初めに、菊池市のウォーキン

グの取り組みについてお伺いします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 市民の健康を守る上で、運動することは大変重要であると

認識をしております。 

次に、ウォーキング運動についてでありますが、以前からしますと朝から歩く人、

夕方に歩く人など、それぞれの地域でウォーキングをする人が見受けられるように

なってきていると感じております。市が主催するウォーキング事業を紹介させてい

ただきますと、そういう事業といたしましては、泗水地区において３月の桜祭り期

間中に「健康づくりウォーキング大会」を開催しております。また、そのときには

約２００名の参加があっており、また、ダム湖を市民に親しんでもらうため「ダム

フェスタ」が開催され、関連事業として「竜門ダムウォーキング」が行われていま

す。さらに七城地域では、河川敷にコスモスが植栽され、観光ＰＲの一環として「コ

スモスウォーキング」が行われています。健康推進課では、特定健診の結果等に基

づき、運動や食生活の指導を行い、メタボリックシンドローム該当者やその予備群

の減少に取り組んでおります。 

国民健康保険の保健事業では、養生園に委託して、「いきいき養生塾」を年４回開

催し、この中で、ウォーキング等の実践指導を行い、大きな効果を上げているとこ

ろであります。 

そのほかに、温水プール等を利用しました水・湯中運動教室も４グループで実施

されており、無理なく全身連動ができ、体重減少などの効果がみられております。 

以上、お答えいたします。 
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○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） 今、ご答弁いただきましたが、菊池市でもそれぞれの課が素

晴らしい取り組みをされているというのはわかります。ただ、市の体育協会、また

土木課、商工観光課、また保健事業、そういう様々な課がそれを取り組んでおられ

る。できれば、これらをつなぎ合わせて総合的にこのウォーキングを盛り上げてい

ただければと思っております。埼玉県東松山市ではウォーキングセンターをつくっ

ています。そこは、歩く人たちの中心施設としての機能を持ち、自然に対する理解

を深めるためにつくられております。展示ホール、休憩ホール、作業室、ミーティ

ングルーム、シャワー室の設備があり、ウォーキングについてのいろいろな活動を

進められております。ウォーキングを通して自然について学ぶ機会を提供し、環境

保全への理解を図る活動もされております。具体的には、河川に沿って歩くコース、

水田コース、雑木林コース、史跡・伝説を探索するコースなど、テーマを持ったコ

ースを設定しておられます。菊池市にもここに劣らない内容がたくさんあると思っ

ております。また、福岡県筑紫野市では１０年前から健康づくり事業の一つとして、

「なかなかよか健康チャレンジウォーキング」をされております。この事業は、心

理学の行動変容技法を応用しておられ、変わりたい自分になるために目標を決め、

記録、自己評価をすることで行動を変え、季節ごとのイベントに単発的に参加する

だけでなく、日常の意識、行動の持続が大事ということであります。キャッチフレ

ーズ「毎日歩こう、ポイントためよう」として、１０分歩いたら１ポイント、イベ

ントに参加したらボーナスポイントというふうに自己申告で自己管理していくとい

うことです。ちょっと１０分歩こう、ちょっと１０分歩こうというふうに、行動し

ていくことで、必ず体や心に心地よい変化があり、持続につながるというものです。

今はパソコン時代、車社会、早いことが評価されがちなところでありますが、スロ

ーな生き方の中に心の豊かさを見つけることが大事ではないでしょうか。いつも通

っている道も車の速度とバイク、自転車とは景色が変わって見えるものであります。

歩いて眺めると全く違った景色が見え、今まで気付かなかったものに気付き、菊池

市の素晴らしい感動に、心の豊かさにつながるのではないでしょうか。本市におい

ても、すでにウォーキングの取り組みを様々されていますが、さらに力を入れて、

豊かな自然と新鮮なおいしい食べ物と予防医学の養生園を生かした「健康の市、菊

池」をアピールしていっていただきたいと強く思いますが、そのことについてご質

問をさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 
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○教育部長（原 誠也君） 議員から各県・各地域の取り組みをご紹介いただきました

けれども、ご指摘のとおり、健康づくりの第一は「歩くこと」、すなわちウォーキン

グという基本は十分理解されるものであります。市民の皆様も歩くことが健康に良

いということは認識をされているものと思います。しかし、実際に歩くという行動

とまではなかなか至らない状況にあります。このため、その行動に移すまでのきっ

かけづくりを市として何らかのイベント的な事業により提供していければと思って

おり、今後、社会体育課としても、できる限りスポーツ活動の一環として、何らか

の形でウォーキングを取り入れていきたいと考えています。本市には自然に恵まれ

た地域がいっぱいあります。その中で、安全にウォーキングを楽しむ場所となると、

ある程度限定はされます。例えば、菊池渓谷は緑豊かな自然に恵まれた本当に素晴

らしい環境にありますけれども、アップダウンがあり、滑りやすかったりします。

また道路や歩道周辺では、交通事故などが発生する恐れもあります。そうした要因

を総合しますと、菊池公園多目的グラウンドや中央グラウンド、またふれあい清流

公園などが安全にウォーキングを楽しむことができる場所できないいかと思われま

す。 

今後も、あらゆる機会を通して市民への啓発を実施して、本市の自然を生かした

ウォーキングをお勧めしたり、日常生活の中で無理なく運動を続けられる方法を提

案してまいりたいと思います。食と予防医学の養生園を生かす取り組みにつきまし

ては、先ほどもお答えしましたとおり、市では養生園に委託して各健診や特定保健

指導、いきいき養生塾などを行っており、密接に連携しながら市民の健康を守る取

り組みを進めているところであります。 

健康に運動の果たす役割は非常に大きいものがあり、市民に対しても積極的に運

動の大切さを啓発・推進しておりますけれども、ウォーキング等に特化した養生園

を生かした事業というものは現時点では予定をしておりませんが、今後も引き続き

予防医学を推進している養生園とさらなる連携を深めながら保健事業の充実に努め

てまいりたいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） 前向きに考えていただいているということですが、最後に市

長にお願いしたいと思います。豊かな市をつくるためには、もちろん安全面が最重

要でございます。答弁の中にも公園の活用を生かしていくということがありますけ

れども、菊池市にはたくさんの公園があります。それをフルに生かして新しい歩道、

また新しい場所の開発をお願いしたいと思います。まずは歩きやすい歩道、楽しく
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なる歩道を目指していただきたいと考えております。例えば、私なりに考えてみま

したけれども、歩道に例えば自分が歩いたときに距離がわかるように、高速度路の

ような形で１００ｍ、１㎞、そういうようなそういうものが付いているとさらに楽

しくなるのではと思っております。また、歩きながらいろいろな人と出会い、交流

していく婚活事業を見据えたウォーキング事業等々、いろいろなことがウォーキン

グを通して考えられると思います。そういう素晴らしい豊かな菊池にしたいと思い

ますので、市長にご答弁をお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） ウォーキングについてお述べいただきましたが、要は健康を維

持するためにはどうしたらいいのかと、そういった視点からであったかなと思いま

すが、お笑いの世界的芸人でありましたチャップリンですか、チャップリンが健康

とわずかなお金があれば人間最高の幸せだといった言葉を覚えております。それが

私たちの今の現時代におきましても豊かな時代でありますが、多くの富を求めてみ

たりしてくために、かえって健康を害するというのが現実ではないのかなと。そし

て生活が豊かになっていくために、かえってまた自らの体力、気力、そういったも

のを落としてしまうということになってくると。それを自然に回帰するかのような

思いの中で、清流公園が今、今回の災害によってまだ改修されていませんでしたけ

れども、非常に多くの市民の皆様方がウォーキングを早朝から楽しまれているとい

うことであります。先ほど来答弁があっておりましたように、なかなか歩くための

スペースといいましょうか、安全性を保てるようなところというのは非常に限られ

ているということもありまして、道路のマーキングをしながら、これで５００ｍだ、

ここで１㎞だといったわけにはいかない部分があると。そういう中で、いろんな施

設の公園整備等々を含めまして、市民の皆様方がそういったウォーキングを楽しみ

ながら健康の維持増進を図っていくことができる、またふれあいが求められるとい

ったことができますように考えていきたいなというふうに思います。ご提案をいた

だきまして、誠にありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） それでは最後に、いじめ問題の取り組みについてご質問をさ

せていただきます。 

滋賀県の大津市の中学２年生いじめ自殺問題は、非常にたくさんの問題点を抱え、

話題になっております。政府は、９月２８日にいじめ自殺への対策強化を柱とする

新たな自殺総合対策大綱を決めました。いじめ問題は、隠さずに学校と教育委員会、
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家庭などが連携して迅速に対処すべきだと明記し、自殺の被害者・遺族が求めれば、

学校や教育委員会でない第三者の調査で実態を把握する必要性も指摘しています。

２００７年の大綱が見直され、新大綱では誰も自殺に追い込まれることのない社会

と位置付けました。いじめ問題をめぐって、どの子どもにも、どの学校にも起こり

えるとし、問題行動の事前防止や早期発見・解消に向けて国として持続的、中長期

的に取り組むと強調しております。いつでも不安や悩みをうち明けられる２４時間

の電話相談体制の整備も打ち出されたところであります。 

初めに、菊池市ではいじめの報告は上がっているのか、またいじめに対する取り

組みをどのようにしているのかを、その現状を質問させていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 児童生徒にとりまして、一番身近な人権の問題はいじめ問

題であります。ところが今日、議員もご心配のように、いじめが原因と思われる児

童生徒が自ら命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生をしております。児童生

徒の命を育み、人権を教え導く学校の中で、人権を冒涜するいじめ問題が発生する

ことは、絶対に許されることではありません。 

まず、いじめの現状でございますけれども、毎年文部科学省がいじめ、いわゆる

いじめ調査を行っておりますけれども、平成２２年度の調査では、小・中・高・特

別支援学校における、いじめの認知総件数は７万５,２９５件でありまして、児童生

徒１,０００人当たりでは５.６件でした。一方、熊本県は認知総件数では５,７９６

件、１,０００人当たりでは２７.６件で、数年来、認知件数で全国で最も高くなっ

ております。また、本市は、認知総件数３６２件で、１,０００人当たりでは８６.

９件で、全国の１５.５倍、県の３.１倍となっています。１,０００人当たりで最も

少ないところは宮崎県で０.９件、ちなみに大津市があります滋賀県は１.５件とな

っております。しかし、いじめの解消率は全国７９.５％、熊本県９７.２％に対し

まして、本市は１００％となっております。 

学校は、集団生活を営むところであります。人々が集まり、生活すれば、必ずあ

つれき、もめごとが生じます。したがって、いじめはどの子どもも、どこの学校で

も起こり得るものです。教育委員会としまして、１,０００人当たりのいじめ認知総

件数が高いからといって、本県や本市が、いじめが多いところだとは思っておりま

せん。むしろこの高い数字は、本市の先生方や子どもたちが、他地域より熱心に人

権教育を取り組んできた成果だと考えます。長い人権教育の積み上げの中で、自他

の人権を認めることがかなり定着し、このような実態の把握ができているのだと思

っております。認知件数が少ないということは、いじめが潜在化している可能性も
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あり、それこそが大きな問題だと考えております。 

菊池市小中学校いじめアンケートによりますと、「今の学年になっていじめられた

ことがあるか」という問いに対しまして、「ある」と回答した小・中学生は、平成２

１年度で３５３名、平成２２年度で３６２名、平成２３年度では３５０名となって

おりました。「ある」という回答数は、児童生徒数の減少との絡みがありますのでな

かなか比較はできませんが、割合的には８％台で推移をしているところであります。

昨年度、平成２３年度のいじめの内容を見てみますと、「誰からいじめられたか」に

つきましては同級生の割合が一番高く、その後、上級生、そして部活動の順となっ

ております。また、「どんないじめを受けたか」は、「冷やかされた」が最も多く、

その他「仲間はずれ」、「なぐられた」、「みんなに無視された」「自分の物をかくされ

た」、「人に笑われた」、「お金や物をとられた」、「ネット上のいじめ」、などが挙げら

れています。しかし、このようないじめは、年度末には解消をしております。 

このアンケートから見られる課題として、「いじめを見たり、聞いたことがある」

と回答したものの「だまって見ていた」、「その場を通り過ぎた」と回答した児童生

徒がいたこと。また、いじめを受けてもアンケートに回答できない子どもたちの存

在というものが考えられます。したがって、日常生活の中のいじめや差別などの人

権問題に対して、自他の人権擁護を実践しようとする意識、意欲、態度を向上させ

るとともに、実際の自分の行為に結びつける実践力や行動力を育成することが求め

られています。 

次に、いじめを許さない学校・学級づくりの取り組みでございますけれども、中

期的な取り組みと短期的な取り組みが考えられます。 

まず、中期的な取り組みとしては、児童生徒の豊かな心を培い、いじめの起きな

い学校づくりのために、全ての教育活動における人権教育の積極的な推進が挙げら

れます。そこで、今、学校では、その核となる人権学習を充実し、掃除や給食、遊

び時間や登下校に至るまで、いじめや差別を「見抜き、許さない、なくしていく」

取り組みを行っているところです。そして、学期ごとに校内人権集会を開催し、そ

の成果を先生方と児童生徒全員で確かめ合っています。また、毎年１０月にはパー

クドーム熊本で行われる、他の都道府県では例を見ない県教育委員会主催の「熊本

県人権子ども集会」に、本市から１,０００名を超す児童生徒が参加し、県内の各学

校の活動報告や意見発表を聞きながら、命や人権の大切さを学んでいます。また、

児童生徒と毎日接している教職員の人権感覚も極めて重要です。各学校とも、校内

で人権教育研修を定期的に行い、人権に対する基本的認識を身に付ける努力を行っ

ています。また、７月の市人権・同和教育研究大会等では、お互いの実践を交流し、

指導力の向上も図っております。教育委員会としましても、人権教育の研究・実践
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校を３校に指定し、その成果を全ての学校に還元する取り組みを行っているところ

です。 

さらに、安心して相談できる体制づくりも大切であり、相談室を設置し、子ども

と親の相談員、スクールカウンセラー等の活用、担任による定期的な相談活動も推

進しているところです。 

次に、短期的な取り組みといたしましては、いじめの早期発見・早期対応・早期

解決が求められます。また、いじめが一部の児童生徒、一学級の問題としないため

に、全ての学校の校務分掌において、「いじめ・不登校対策委員会」を位置付け、情

報収集、認識の共有化、対応の検討、役割分担を行うなど、学校挙げて取り組む体

制づくりを行っています。特にいじめの早期発見のためには、日誌、班ノートの記

述や日常の態度・会話を通して、いじめのサインを見逃さないことが大切です。ま

た、無記名アンケート、担任や保護者によるチェックリストによる取り組みも浸透

しつつあります。さらに、６月をいじめ根絶月間に設定し、集中的にいじめ問題に

取り組み、法務省の「子どもの人権ＳＯＳミニレター」も積極的に活用していると

ころです。 

教育委員会としましては、現在、毎月、各学校からいじめ・不登校や問題行動の

報告を求めていますが、９月からは、さらにいじめのアンケート調査を毎月実施し、

早期発見に努めることとしております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○８番（泉田栄一朗君） 今、いろいろな取り組みを紹介されましたけれども、本市で

はいじめの解消率が１００％ということですけれども、やはりこれをしっかりとア

ンテナを張りながら、それに甘んずることなくしっかりと今いろいろな取り組みを

されてアンテナを張っていただきたいと思っております。よく、いじめられる側に

も問題があるということを言う人がいます。これは、間違っていると思います。例

えばくさいからとか、汚いから、太っているから、痩せているから、はっきり物を

言わないからとかいう理由は、いくらでも挙げられます。しかし、家庭環境もある

し、いろいろな事情を抱えている子どももおります。また、内向的とか性格もあり

ます。どんな理由があろうと、いじめは絶対によくない、絶対にいけない、いじめ

は１００％いじめる側が悪いという価値観を徹底的に植え付けることが大事ではな

いでしょうか。今後子ども向け、保護者向け、教師向けにアンケートを採ることも

必要であると思います。先ほどいくつかのアンケートを採られたとは思いますが、

私なりに考えてみましたけれども、子ども向けにはいじめられたことはありますか、
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なぜだと思いますか、いじめたことはありますか、なぜですか。保護者向けには、

我が子がいじめられたらどうしますか、我が子がいじめている側ならどうしますか。

また、教師向けにはクラスでいじめがあるとわかったらどうしますか等々、いろん

な角度からアンケートを採る必要があると思います。今回の政府で出された新しい

いじめ・自殺対策大綱にあるように、隠さないということが早期発見、早期対処へ

の早道だと思います。子どもも隠さない、親も隠さない、教師も隠さない、地域も

一緒になってオープンな雰囲気をつくっていくべきだと思います。今後、どのよう

なスタンスでいじめ問題に取り組んでいくのか、方向性なり具体策なりをお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 文部科学省は、平成１９年１月に「いじめとは、児童・生

徒が一定の人間関係のあるものから心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精

神的な苦痛を感じているもの」と定義しています。それまでは、自分より弱い者に

対して一方的に身体的・精神的攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じてい

るものとしていました。今の定義は、日ごろの関係がどうか、一方的・継続的であ

るかどうか、深刻かどうかは関係なく、いじめを受けた側がいじめと感じているか

が重要であり、いじめを受けた側がどう感じているかというのが重要でありまして、

受けた側が精神的な苦痛を感じればいじめとなるとの認識に立っています。したが

って、いじめかどうかの判断は、表面的、形式的、常識的に行うのではなく、いじ

められた児童生徒の立場に立ち、いじめられた児童生徒のものさしで行わなければ

なりません。いじめ問題には、いじめは絶対に許さないという毅然とした姿勢で臨

みつつも、関係する児童生徒に対しては、教育的愛情を持って接し、解消を図らな

ければなりません。また、学校のみで背負い込むのではなく、家庭、地域、関係各

機関との連携を図る必要があります。いじめ根絶月間の設定や学校だより等による

啓発を行いながら、互いの役割と責任を自覚し、相互に補完しあい、地域ぐるみで

いじめ根絶の気運を高めたいと考えております。 

また、関係する児童生徒、保護者のプライバシーに十分に配慮しながらも、学校

運営協議会、学校評議員会等を活用し、アドバイスを求めることも肝要かと存じま

す。 

さらに、解消が困難な事案の場合には、市顧問弁護士、スクールカウンセラー、

警察ＯＢ等のメンバーからなる市スクールサポートチームに諮ることができるよう

になっております。議員のお話のとおり、政府は去る８月２８日の会議で、いじめ・

自殺への対策強化を柱とする新たな自殺総合対策大綱を決めたとマスコミで報道が
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ございました。詳細はまだわかりませんけれども、示されておりませんけれども、

今後国の施策がさらに強化されるものと思われます。取り組みの具体策については

１回目の答弁で申し上げましたので、国の方針に加えて、市の実態を踏まえ、今ま

での取り組みを修正すべき点は修正し取り組んでまいります。 

アンケートの件につきましては、学校規模にもよりますけれども、現在児童生徒

向けに１回から、児童生徒の多い学校では５、６回実施をしております。また、保

護者向けにも子どものサイン発見チェックリストを配付し、昨年度９件の事象を見

つけ解消してきたところでございます。さらに、教職員に対しては、教職員振り返

りチェックリストの活用を促し、いじめの発見に努めています。今、学校を初め教

育に携わるものはいじめによって悩み、苦しむ子どもたちをつくったり、尊い命を

奪われてはならないとの強い決意を抱いています。したがって、深刻ないじめが、

今、本市の学級・学校でも起きているのではないかという危機意識の下、校長を中

心として、学校を総体として、いじめの根絶に取り組まなければなりません。教育

委員会といたしましても、学校の取り組みをしっかりと支援していく覚悟でござい

ます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後３時００分 

開議 午後３時１２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） 皆さん、こんにちは。今回で議員となり１０回目の記念すべき

質問であります。よろしくお願いします。私は約２年３カ月前、希望に胸膨らませ

議会の中へ飛び込んでまいりました。もとより、議員全員とともに分かち合い、一

丸となり議会活動ができるものとは思ってはおりませんでしたが、議員となり１年

が過ぎたころから議会内もぎくしゃくし出し、よもやの泗水町が市から独立したい

話が持ち上がり、混乱に拍車がかかり、議員も、職員間もしっくりいかなくなって

しまったように思います。職員の皆さんも表向きは何ごともないようにされており

ますが、胸の内はどうでしょうか。この問題は、早く決着させなければならないと

思います。そこでお聞きいたしますが、全国で合併した市町村でこのような問題が

起きているところがあるのでしょうか。ほかの自治体の状況、また模範になるよう



 －109－

な自治体がないか、お尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 全国の合併市町村で本市のような分立、いわゆる分離独立運動

が起こっているかどうかということでありますが、平成のこの大合併によりまして

誕生した自治体から旧市町村が分立した事例はございません。また、合併後に本市

のように分離独立をめぐって署名運動が起こっているという自治体も把握はいたし

ておりません。ただ、合併市町村においては、どこにも大なり小なり合併後に対す

る思ったものと、考えていたものとちょっと違うよとかいったものはあるようでご

ざいまして、そういったこの反対的意見ということによります運動があっていると

いうことは聞いております。 

今後の対応といたしましては、運動の状況というのを見守りながら、繰り返しに

なりますけれども、これまでの経緯を丁寧に説明することで、皆さん方のご理解を

得るようにすることが大切ではないのかなと思います。 

職員間がしっくりいってないというようなご発言であったかなと思いますが、そ

んなふうにも受け止めてはおりません。今までのそれぞれの市町村の権勢上から、

これまでの中におきます独特のそれぞれの市町村の状況があったかなと思いますか

ら、そういうものを踏まえながら、考え方が幾分違う者同士が合併しているという

ことからすれば、相当の年数が経ってきていますので、しっくりいかなかったもの

もしっくりいきつつあるのではないかと、このように受け止めているところでござ

います。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） いずれにしましても、このままでは市民の皆様が置き去りにな

った感じがいたします。泗水町は、独立を求めるという名目で、今、町民の皆さん

から署名集めをされておりますが、この議会には提出されておりません。署名が行

われたことは事実のようですので、その上で陳情や質問などの意見を踏まえて、そ

のことを含め今後どう市政に生かしていかれるのか、泗水の皆さんの声をどのよう

に市長は捉えておられますか。またこの声をどのように市政に生かされるおつもり

か、お聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 新庁舎建設問題に端を発しまして、泗水地区におきましては泗

水をよくする会の分離独立運動が行われておりますが、新庁舎建設は大変市の重要
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な課題でもありますので、合併の当初から合併協議の確認事項に沿って取り組んで

いきますということを私は申し述べ、これまで取り組んでまいったところでありま

す。その経過につきましては、これまでもあらゆるときにご説明を申し上げてきて

おりますので省略をさせていただきますが、新庁舎建設につきましては、当初から

市議会を初めといたしまして、市民の皆様の間にも様々なご意見がありまして、意

見の統一が大変難しい状況にあったと思います。そのために、時間を掛けながらこ

の問題の解決に努めてまいったところでもございます。 

そういった中におきまして、総務省より庁舎整備に係りますところの合併特例債

の制度の変更が通知されました。その内容は、庁舎整備に当たることのできる合併

特例債の割合というものが拡大をされまして、財政的に大変有利な標準事業費の撤

廃がなされたということでございます。菊池市の合併の特例期間というものは、ご

案内のとおり１０年間、いわゆる平成２６年度末までと迫っておりましたので、市

民の代表であります皆様方、市議会に対しまして報告する必要があると考えまして、

その説明をさせていただいたところでございます。その後におきましては、これま

で説明してきたとおりでございます。これまで庁舎整備について判断するに当たり

ましては、議員の皆様方を初めとしまして地域審議会の委員さん、それから区長会

の方々に、その場面、その場面において意見を伺ってきたところでございますが、

多くの意見がございましたことはご承知のとおりでございます。そういった中で、

全員の方が同じ意見であれば問題はないわけでありますが、個々に意見が、やはり

異なった意見がそれぞれに出されていくという中であります。 

そういった中で、この何か一つに絞っていかなければならないという、非常に判

断が難しいことであると思いますが、私といたしましては、ご理解いただけるよう

に繰り返し、繰り返し説明に努めてまいって、そしてそのことが最も大事であろう

という思いでこれまで進めてまいりました。今後も泗水地区におきましては、分離

独立に賛成・反対の方がおられますので、分離独立運動というのがこの後ご理解を

いただいて終息するのかどうなのか、これまでどおりの運動をさらに続けていかれ

るのか、これまでどおり正確な経緯を引き続き私たち行政としては関係者の皆様方

にご理解をいただくべく説明に徹していきたいなと、このように考えております。 

しかし、いずれにいたしましても、午前中の東議員のご答弁にも申し上げました

ように、決断の時期というのは自ずから迫ってきているわけでありますので、一定

の説明を申し上げまして、その後については議会の皆様方にもこれまでの地域審議

会、あるいは区長会等々に対する説明の内容等についても皆様方にご説明を申し上

げまして、方向性について決断・判断をしたいとこのように思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） 今回の事態を憂う一人の議員として質問させていただきました。

せっかく合併したのだから、様々な問題が発生すれば、そのたびに対話を持つべき

と考えます。対話を求めている方も多くおられるんじゃないでしょうかね。そこで、

私は平成１７年３月２２日合併した記念の日を毎年祝うイベントを催したらどうか

と考えます。５年に一度とか１０年に一度とかではなく、「忘れまじ３・２２」。合

併したその日の重んじ、毎年毎年講演でも良し、みんな楽しく過ごすでも良し、原

点を忘れず、原点に返るべきと考えます。少なくとも新市に対し、市民の皆様、希

望や夢を持っておられたと思います。次元は違いますが、アメリカは７月４日独立

記念日を毎年毎年盛大に全国民を上げて祝うじゃないですか。あの愛国心、菊池愛

を心に、議員・市民が同じ方向を向いていけば発展的発想で素晴らしい新市建設が

できると思います。今回の災害を受け、なおさら人の痛みがわかる、思いやりがあ

る菊池市民でありたいと考えました。そのためにも全市民が仲良く暮らせるまちづ

くりをと考えていただきたいが、市長はどう思われますか、お聞きいたしたいと思

います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 合併をいたしまして早８年目を向かえております。多くの市民

の皆様方が生活に関わる行政制度など大きな変化を受けたわけでありますから、そ

の変化に順応すべく受け入れをされ、少しずつではありますけれども新しい菊池市

というものに馴染んでこられているものだと、このように考えております。また、

合併後に生まれたお子さん方も８歳になったということでございますので、新たな

菊池市の中でいきいきと市民の皆様方が生活が営まれているものだと思っておりま

す。城議員のご提案につきましては、菊池市を思うその強い気持ちから発案をされ

たものだと、このように受け止め、心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。

合併の記念式典ということにつきましては、大規模な記念式典、あるいは記念事業

というものは、やはりそれなりの何周年と、○周年というものが好ましいのではな

いかなと。例えば１０年を向かえて１０周年、あるいは２０周年、５０周年といっ

たように、節目節目の年に過去の歩みというものをお互い振り返りながら、市民と

して、そのアイデンティティを高めていくということが大事であろうと思いまして、

全く同感でございます。そういうことで、過去の歩みを振り返って未来につなげて

いくという一つの記念すべきときが３・２２、３月２２日ではどうかということの

ご提案でございます。新市の誕生日として市民の思いを一つにするきっかけとして
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は大変いいのではないかなと思いますが、既存のいろんなイベントとか等もござい

ますので、そういったものと併用できる、兼ね備えてできるものであれば、なおい

いのではないかなと。ただ、ささやかであっても３・２２がお互いの菊池市の新市

の誕生であったということを年ごとに改めて認識をするということのためには、そ

ういった記念日ということで制定していくこともいいのではないかなと思います。

取り組みについて、検討してまいりたいと考えます。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） よろしくお願いします。 

続きまして、セキュリティの問題は可決したのかということで質問いたします。

３月議会で設置が決定された地方公務員の守秘義務、情報管理に関する調査特別委

員会、いわゆる百条委員会が計９回調査審議されました。結論として、税情報漏洩

の確認に至るまでは至りませんでしたということでありました。そこで、本市の情

報管理上の問題はどのようなものか、また職員の事務や機械的な問題は一般的にど

のようなものがあるか、お聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 城議員の情報管理についてのご質問にお答えいたしま

す。 

本市では個人情報保護条例や情報セキュリティ規則に基づき情報管理を行ってお

ります。個人情報に関する研修や県と共同でパソコン研修時に情報セキュリティ研

修等を行い、職員の情報管理に関する意識向上を図っております。 

お尋ねの情報管理につきましては、一般的には情報が流出するパターンにより大

きく３つに分類することができます。一つ目は、コンピュータのネットワークを介

して流出するケースでございます。このケースは、コンピュータウイルスによりプ

ログラムを書き換え、情報を漏洩させるものや、通信回線を盗聴し情報を盗みとる

もの、また不正にコンピュータにアクセスし、情報を引き出すものなどがございま

す。２つ目には、盗難や紛失などの物理的な要因により情報が漏洩するケースでご

ざいます。ノートパソコン、ＵＳＢメモリなどの携帯可能な情報媒体や台帳などの

紙媒体の盗難や紛失により、個人情報や行政情報が漏洩するケースが挙げられます。

３つ目は、個人のモラルや情報管理の意識の低さに起因する情報の漏洩でございま

す。パスワードのメモをパソコンのそばに置いておいたり、情報の表示された画面

を放置して席を離れるなどにより情報が漏洩するケースでございます。 

このようなケースにより情報が流出する可能性があることが情報管理における問
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題点だと考えております。 

以上お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） 今、いくつかの問題点が明らかにされましたが、東委員長のほ

うからの執行部に対し指摘された点として２点上げられておりました。１点目、税

情報についての基本的な考えの問題では、担当部署、職域・職責の違いによって理

解の度合いが異なることがわかった。執行部として、さらに研究し徹底すること。

２点目、情報管理に関する事項、情報管理の問題では、業務上あり得ない処理がこ

の１年間に頻繁に起こっている事実を重視し、執行部として調査をすること。また、

総合支所における情報管理のずさんさは早急に是正すべきである。行政情報の取り

扱いについて便宜性を優先するのでなく、セキュリティをさらに強化することが求

められると指摘されております。 

そこで、１点目の職員に対する教育はどうされたのか。２点目、総合支所を初め、

セキュリティのさらなる強化策をどう取られたのか、お聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

一般的な改善策としましては、一つ目のコンピュータウイルスや盗聴、不正なア

クセスについては、既に対応する機器やシステムを導入しております。今後もウイ

ルス対策ソフトやネットワーク機器の適切な運営管理により対応を続けてまいりた

いと思います。 

２つ目の情報の盗難や紛失については、重要情報を管理している機器室の施錠管

理と個人情報が記録されている電子データ等の持ち出し禁止等の規則を遵守するよ

うに周知を図り対応いたします。 

３つ目のモラルと意識に関する部分につきましては、職員の研修を実施し、情報

管理に関する知識をさらに深め、職員一人ひとりの意識改革が必要と考えており、

個人情報に関する研修や情報セキュリティに関する研修を今後も全職員に定期的に

行っていきます。 

また職員個人間のパスワードの共有や他職員のパソコン使用などの問題につきま

しても、パスワードの定期的変更等の規則を周知して解決を図ってまいります。 

次に、地方公務員の守秘義務・情報管理に関する特別委員会の委員長報告にあり

ました指摘事項に関する対策としては、まず個人情報保護の職員研修を８月に、弁

護士の先生を講師に招き実施しており、秋には情報セキュリティの研修も予定して
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おります。また７月末には全職員に情報管理に関するセキュリティ規則の遵守の通

知を行い、職員の業務外の情報アクセスについてのアンケートやヒアリングを実施

しながら実態調査を行っているところでございます。 

今後もさらに定期的な研修と実態調査を行いながら、職員の意識改革を進めてま

いりたいと思います。 

また規則や運営に関する改善につきましては、情報セキュリティ規則や運営要

綱・設定条件の見直し、整備を行い、運用の改善を図ってまいります。 

ハード面でも、ＩＣカードを利用した操作者を明確にするシステム、離席時に情

報画面を閉じるセキュリティシステムの導入等を検討しております。市が保有する

各種名簿などのその他行政情報につきましても管理を徹底する対策を講じてまいり

たいと思います。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） 最終的には、どんなにセキュリティを強化しても職員のモラル

の問題ではないかと思います。不正をやろうと思えば、どんなことでもできるんじ

ゃないでしょうかね。この問題に対する市長のお考えを最後にお聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） ただいま総務企画部長から答弁いたしましたが、情報の管理に

つきましては、職員の意識向上が喫緊の課題であると考えております。情報セキュ

リティに関する研修をさらに充実させまして、情報管理に関する知識をさらに深め

て、職員一人ひとりの意識改革に努めてまいたいと考えます。 

また、窓口のパソコンの操作者が特定できないといった個別の問題につきまして

は、お答えしておりますように、ハード面を強化するためにＩＣカードを使った換

作者が特定できるシステム等の導入を検討して、さらに情報セキュリティの向上を

高めていきたいと、このように考えております。 

ソフト面として、課題を踏まえ情報セキュリティ規則や運営要綱の見直しを進め

まして、運用の改善を図ることによりまして、市民の皆様からの信頼を損なうこと

がないように、ハード・ソフトの両面から対策を講じてまいりたいと、このように

考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） では、災害を受けて質問をしたいと思います。今後、市は防災



 －115－

対策をどのように取り組むのかお聞きしたいと思います。 

７月１２日に九州北部豪雨が発生し、本市も旭志地区を初め泗水地区、七城地区、

菊池市の山間部が甚大な被害を受けました。改めましてお見舞い申し上げたいと思

います。幸いにも死者が出なかったのが何よりだったと思います。今回、九州北部

豪雨に対し、激甚災害の指定を受けましたので、早急な復旧・復興が望まれるとこ

ろです。先ほど泉田議員のほうから災害の検証の立場から質問されましたので、私

は大災害から命、財産を守る立場から災害に強いまちづくりについて質問したいと

思います。公明党は、今年６月に災害に強い国づくり、長引く不況を乗り越えよう

と「防災・減災・ニューディール」と銘打って、大災害から命・財産を守る税策を

打ち出しております。内容は、毎年１０兆円を１０年間、１００兆円を公共の交通

生活施設等に集中投資し、景気を刺激し、１００万人の雇用を拡大しようと打ち出

した政策であります。その中で、熊本県が管理している１５ｍ以上の橋１,２１６本、

熊本市を含んでおりますが、建築後５０年を経過する橋も急増しております。また、

森林整備・治山事業にしても整備の遅れが災害を招くと思われます。早めの修繕・

改築で災害に強いまちができ、コストダウンにもつながるのではないでしょうか。

この政策は、今国会では審議までに間に合わず成立には至らなかったようですが、

今後出てくる政策だと考えますので質問したいと思います。 

１、災害発生時に消防署との連携はうまくできたのでしょうか。聞くところによ

ると、連携がうまく機能しなかったようにお聞きいたしました。また、防災交通課

も本年度機構改革で総務部から市民環境部のほうに異動しました。防災交通課に対

し、この部署は平時にはこのような体制でもいいと思うが、大災害を受けてこのま

まの体制でいいのか。また、人員数は足りているのか。職員の増員を考えていない

のか。また、この中にもう少し力を注いでほしい、機能強化を図ってほしいと考え

ますが、いかがでしょうか。 

２点目、社会資本整備事業でインフラ等の整備をしておられるようですが、整備

が必要な箇所の点検はどのようなところ、またどれだけの箇所を把握されているの

か、お聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 城議員のご質問にお答えいたします。 

今回の豪雨災害につきましては、緊迫した状況の中で、市民の方々を初め関係機

関からの情報が一時錯綜したことは否めませんが、本市は早い時期から災害対策本

部を設置しており、県菊池地域振興局や菊池警察署、後から国土交通省からも本市

に参集され、関係機関との連携はおおむねできていたと思っております。また、消
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防団につきましては、全分団に出動要請を行い情報を収集するとともに、地域の警

戒や救助に専念するよう警戒発令を出していたところでございます。何ぶんにも市

内全域において浸水、土砂流入等の通報を受けていましたので、現場にいる消防団

との連携を中心に防災活動に取り組んでおった次第でございます。消防署への緊急

出動要請は現場から依頼しているものでございます。特に、倒壊家屋等の救助活動

につきましては、地域で警戒していました消防団と現場に入った消防署や警察など

との連携は取れていたと思います。 

防災担当部署の機能強化につきましては、各総合支所との連携等も含めまして、

現在災害対策本部の検証を行っております。これは職員アンケートを採りまして、

その意見を参考に今後検討してまいりますが、その中で強化をするとともに、消防

署等の関係機関との連携も含めて検討していきたいと考えているところでございま

す。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 治山事業についてお答えをします。 

治山事業につきましては、保安林を守り育てることによって、山崩れなどの山地

災害から住民の生命・財産を守ることや森林が持つ水源涵養機能を高めたり、さら

には緑豊かな生活環境の保全・形成等を目指している事業でございます。現在把握

しております箇所は、山地崩壊危険地区４５カ所、地すべり危険地区１カ所、崩壊

土砂流出危険地区５２カ所があり、県と合同で優先実施箇所のパトロール及び点検

を行い、治山事業の推進に努めているところでございます。ほかに事業完了箇所が

山地崩壊危険地区１２カ所、崩壊土砂流出危険地区９カ所となっております。今後、

県事業として本年度は６カ所の治山事業を実施する予定でございます。また併せま

して、今回の九州北部豪雨による５カ所の崩壊箇所についても実施する予定という

ことで聞き及んでおります。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 次に、土木事業関係について申し上げます。 

まず、土砂災害についてでございますが、毎年のように全国各地で発生しており、

私たちのくらしに大きな被害を与えております。このような災害から住民の皆さん

の生命を守るために、ソフト対策としまして、土砂災害防止法に基づき、県におき

まして、地形や地質、土地の利用状況などの調査をされ、土砂災害の恐れのある区
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域、土砂災害警戒区域等に指定されておるところでございます。これに伴いまして、

市の防災計画に掲載いたしますとともに、防災マップを作成し、円滑な警戒避難が

行われるように住民の皆さんに周知を図っているところでございます。 

また、これらのハード対策といたしましては、がけ地については急傾斜地崩壊対

策事業を、土石流危険渓流については砂防事業といたしまして県により、ただいま

経済部長が申し上げましたような防止事業が施工されているところでございます。 

次に、道路と河川が関係いたします橋梁の修繕工事について申し上げます。現在、

本市におきましては、平成２１年度から平成２５年度までの５年間におきまして、

事業計画により市道の新設改良から舗装工事、橋梁などの修繕工事を一括して整備

できます社会資本総合整備交付金事業に取り組んでおるところでございます。その

中でも、今後、維持管理修繕工事費の増大が予想されます市道の橋梁５６０橋につ

きましては、平成２１年度に全橋の目視及び詳細点検を完了しておるところでござ

います。現在は、詳細点検結果をもとに、全橋を平成２２年度から平成２５年度に

掛けまして、橋梁長寿命化の修繕計画策定を実施しておるところでございます。橋

梁の架け替えや修繕補修につきましては、社会資本整備総合交付金事業によりまし

て、平成２２年度より優先順位の高い橋梁より実施しており、平成２３年度までに

１１橋の架け替え及び修繕補修工事を完了しておるところでございます。本年度に

つきましては７橋の修繕補修工事を計画しているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） 第１点目で再質問したいと思いますけれども、防災担当部署の

機能強化は、連帯強化も含め、今後検討するということでありましたが、今だから

こそ検証し、機能強化を考えるべきと思いますので、どうお考えかをお聞きしたい

と思います。 

２点目に今後、私がさっき言いました公明党の政策はやらなければならないもの

でありますので、国会を通ってくるものと思います。全国のインフラや主要な建物

を対象に老朽化の実態を把握する防災減災総点検を実施されると思われます。本市

もぬかりなく点検され、いつ政策が国会を通ってもすぐ対応できるよう点検をして

おいたほうがよいと思います。今後、社会資本整備の老朽化をこのまま放置すれば、

維持管理費用の増大は計り知れないものになると思います。そのため、この政策の

成立のため、他の政党等の合意形成に全力を挙げて取り組んでいるところでありま

す。恐らく成立されるものと思いますので、総点検の実施をしていただきたいと、

先ほど何度も言いますが、よろしくお願いしたいと思います。 
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ここで、先ほど第１回目の答弁で、平成２３年度に１１橋の修繕補修工事を完了

し、本年度においても７橋の修繕補修工事を計画していると先ほど言われましたが、

具体的にどの場所なのかをお示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 城議員の再質問にお答えいたします。 

先ほど答弁いたしましたとおり、今回の豪雨災害につきましては、災害対策本部

の見直しを行うように職員アンケートを実施しておりますので、対策本部のメンバ

ーの中で検証中でございます。対策本部やその指揮系統の見直し、防災対策部署の

機能強化や各総合支所との連携強化も必要であると考えております。また、今回の

豪雨災害を経験し、菊池市でつくっております菊池市地域防災計画や菊池市災害対

策マニュアルの見直しを行い、職員へ周知徹底をするとともに、職員の危機管理能

力・災害発生時への対応力向上に向けた研修会や防災訓練を実施する予定としてお

ります。 

また、防災対策につきましては、市と行政区との連携も必要不可欠でございます。

本年度は、各行政区における自主防災組織の設立を急ぐとともに、防災マップを作

成し、全世帯に配布を考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 城議員の再質問にお答えいたします。 

橋梁長寿命化修繕計画によりまして、これまでに架け替えた橋梁につきましては、

第４北宮橋、第３鳳来橋、上高江上橋、永昇建１号橋の４橋でございます。また保

守・修繕いたしました橋梁につきましては、虎口橋、小川村中橋、前田橋、第二袈

裟尾橋、高宮橋、富納橋、第二高田橋の７橋になり、計１１橋が完了しているとこ

ろでございます。本年度につきましては、細永橋、市野瀬橋、伊野橋、出分橋、矢

護川橋、住吉橋、福本橋の計７橋の修繕補強工事を予定しておるところでございま

す。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○２番（城 典臣君） ありがとうございました。今回の災害で、私も現場に視察にま

いりした。すごい惨状にびっくりいたしまして、旭志では９０歳になるお年寄りか

ら山に住んでいて水害に遭うとは夢にも思わんだったと話されておりました。それ
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だけ甚大な被害だったと思います。改めて想定外などはないと、いつでも、どこで

も起こりえる災害と感じました。また、床上浸水したお宅に手伝いに行きました。

１日だけの作業でしたが、暑くて暑くて大変な作業でした。ひとり暮らしの高齢者

の方も大変な思いをされたのではないでしょうか。今後、ひとり暮らしの高齢者世

帯も増えてくるでしょう。市民の皆様の命や財産を守る対策を取るためにも、早く

点検をされるべきと考えます。そして、その際は地域の防災力の向上には女性や高

齢者、子ども、障がい者など、住民の視点も重視してもらいたいと思います。災害

が発生すれば、頼るのは行政であります。市民を守る強い決意を市長の口からお聞

きしますと、市民の皆様もこれから先、安心して暮らせると考えますが、最後に市

長の防災に対するお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 今回の豪雨災害に関しましては、旭志地域で１時間に１００㎜

を超えるゲリラ豪雨が発生をしまして、山腹崩壊した杉・槍が本当に根こそぎに流

失をしまして、橋脚や橋桁などに堆積しまして、旭志地域や泗水地域で大変大きな

被害があったことは議員もご存知のとおりであります。 

このような状況の中で、本当に尊い命が失われることがなく、人的に被害が少な

かったことは、まさに不幸中の幸いであったと思います。今回の九州北部豪雨は、

気象庁がご案内のとおり、「これまでに経験したことがない大雨」と発表しましたよ

うに、私たちにとりましても初めての経験でございました。 

そこで、現在反省すべき点は反省をしまして、今回の経験というものをどう活か

すか、災害対策本部に関して検証を行って、検討を今進めているところでございま

す。 

今後につきましては防災訓練等や研修などによりまして、市の職員の防災意識を

高めていただくと、向上を図るということとともに、住民の皆様方が自分の身は自

分で守るという自助の精神、そして住民が自分たちの地域をお互いに助け合ってい

こう、協力していこうという、今回の中でもほとんどそういった助け合いがあった

と思います。その共助の精神、さらには行政ができる限りのそういった自助、共助

に伴いまして公がやるべきことはやるということにおける公助の体制づくりが不可

欠であると思います。それぞれの行政区における自主防災組織の普及というものに

つきましては、最も菊池市は低い状況になっております。これは、この非常備消防、

すなわち消防団の組織が大変強固にあるということに委ねていたのではないかと思

いますが、今後自主防災組織の普及強化にも努めていかなければならないと、この

ようにも考えているところであります。市といたしましては、防災対策をまずは最
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優先の課題として、市民一人ひとりが本当に安心して暮らせるような安全・安心を

守るべく、万全を期していきたいと思います。 

そういった中の一つとして、防災、あるいは減災対策への取り組みを公明党が１

年間に１０兆円、１０年間で１００兆円という「減災・防災のニューディール政策」

を実現に向かって頑張っておられるということで、政権がどう変わっていくのか、

今わかりませんけれども、どの政権になろうとも、公明党の一つの力というのは、

政権与党であろうと私は推測いたしておりまして、必ず実現されると思っておりま

す。 

そういう期待感の中で、兼ねて庁議の中でこういう非常に契機が低迷して、イン

フレ状況になっておりますが、これが年末にもなれば、大変地元の経済も大きく揺

らぐであろうと。そういう中で、経済対策が打たれるという予測を立てながら、い

つ何が起こってもいいように万全の準備を整えて経済対策に応えられるような政策

を持ち出してほしいということを兼々言っているところであります。そういう意味

では、景気対策に併せまして、この減災ということについては大幅な予算の確保が

国としては出されるものだと、こういった確信の下に準備を怠ることなく進めてい

きたいとこのように考えておりますので、どうぞよろしくまたご協力のほどをお願

い申し上げます。 

○議長（山瀬義也君） 次に、中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１３番（中山繁雄君） 泉田議員、城議員が質問された後ですけれども、質問させて

いただきます。 

最初に、支所のあり方について質問いたします。先だって７月１２日の集中豪雨

において被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。私の住んでいる旭志地区に

おいては、伊萩地区の土砂崩れによる家の崩壊、伊坂地区の家屋流出、堤防の決壊、

床上・床下浸水、桜ヶ水の鉄砲水の市道の流出、民家への土砂流入、人命には関係

せず、本当によかったところであります。私も３時過ぎから公民館にて状況を見て

おりました。そのすごさは３０年前の水害を思い出させる、それ以上のものでした。

橋に立木がつかえ、水の流を堰き止め、橋の上を水が流れる状況になり、支所にい

きました。行く途中も軽の車が水で浮くような状況でありました。支所では、現在

の各集落の状況、その対応で戦争のようでありました。なぜ支所に出向いたかと申

しますと、橋を通れないので通行止めのポールを持ってきてほしいとの連絡をした

まのですが、手が足りないので取りに来てください、人員が足りませんとのことで

支所に行ったわけであります。これから本庁ができれば支所はほとんど人員が要ら

なくなるとの今までの市の方針でありました。何度か一般質問で支所は現状で残し
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てくださいと申し述べてまいりましたが、答弁はいい返事がもらえませんでした。

これから支所をどう考えておられるのか、質問いたします。 

それから、組織改革がなされましたが、この新組織でこのたびの災害に素早い対

応ができたのでしょうか。支所長、消防、区長、支所では経済建設部が同じテーブ

ルにつき対応しなければできなかったのではないでしょうか。現在は市民課で消防

を担当しております。私からすれば、この今の組織はわかりづらいところがありま

す。これからゲリラ豪雨、百年に一度と言われておりましたが、いつ起きてもおか

しくありません。これからの支所のあり方、また災害時の組織の変更の考えがある

のか、ないのか、質問いたします。 

消防団の災害時のマニュアルについて質問いたします。消防活動時において、火

事の場合、集中豪雨の場合、どこまで消防団がやるべきか、市で決めてあるのでし

ょうか。一般的には火事の場合、消火、その後の後片づけはわかります。しかし、

このたびの豪雨時、堤防が決壊しそうで土嚢を積んでくれと泣き顔での相談があり

ました。そこで区長と消防との話し合いで、消防団は区長さんに従いますとのこと

でした。水かさも増える一方でしたので、人命第一ということで、この堤防つきを

止めました。後で被害状況を見て、家が流され、これに対しての対応は正しい判断

だったと思います。土嚢をつくよりも人命の避難が一番大事ということが、この水

害でよくわかりました。また、特に思ったのが水が上がりだしたとき、家の持ち主

は水をどうにかしようと慌てて自分の判断ができないような状況になっていること

であります。いち早く消防団が避難誘導することが人命を守る第一だと思いました。

これは経験してわかったことであります。うちの地区は水上がりなんか関係ないと

の思い込みが命取りになりかねません。命に関わることでどこまで消防団でできる

か、マニュアルをつくる必要があると思いますがいかがでしょうか。また、出動時

に団員の車が水害に遭った場合、また市の職員の車の対応についてもお知らせ願い

ます。 

豪雨時の連絡網と地域防災について。１２日の豪雨のとき、桜ヶ水においては地

域的に雨量も１００㎜以上とすごく、また山間地にあるため、雨が山沿いに集中し

土砂災害が発生したものだと思います。桜ヶ水は家と家の間隔が遠く、外の防災無

線では、あの雨の中で音が聞こえなかったようであります。また一時避難した公民

館が鉄砲水に遭い、一時ビニールハウスに避難し、最終的には保育園に避難された

ようであります。 

そこで質問ですが、伊坂集落では補助金で各家庭に防災無線を付けました。現在

は補助で取り付けができなかったと思いますが、この取り付けに対して対応ができ

ないでしょうか。各集落ごとに防災の基本、それから各集落ごとに防災の基本とな
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る人員名簿、一時避難場所の確認、寝たきり老人、ひとり暮らしの連絡体制などを

含めた避難連絡網のマニュアルの作成をどう考えておられるか、質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 中山議員の今後の支所のあり方についてお答えさせて

いただきます。 

今後の総合支所の取り扱いにつきましては、基本的には本庁支所方式により組織

の統合、一元化を進めながら業務の効率化を図り、できるかぎり住民サービスの低

下を招かないような組織編成に努めてまいりたいと考えております。 

また、支所を含めた防災体制につきましては、今回の豪雨災害を踏まえた上で議

論を行うとともに、十分に検証してまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 中山議員のご質問にお答えいたします。 

７月１２日の九州北部豪雨では、１時間に１００㎜を超えるという、今までに経

験したことのない大雨となり、想定外の広範囲にわたる被害が発生いたしました。

今回の災害に対する災害対策本部の検証を現在行っておりますので、その中で今後

の防災対策及び総合支所機能の強化についても検討をしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

消防団の災害時に対する対応につきましては、安全管理マニュアルを平成２４年

２月に作成し、配付していますが、災害現場では危険要素がある中で活動しなけれ

ばなりません。安全限界ぎりぎりの線を行動限界としており、それが具体的にどこ

なのか、現場で見極めが非常に難しく、識者も団員も常に安全に対する配慮を確認

しながら任務を遂行しているところでございます。 

また、消防活動中の車の補償につきましては、消防団員につきましては消防団員

公務災害補償によって見舞金の支給がなされます。今回の豪雨災害時の車の修理に

つきましては、消防団員の車も市職員の車と区別なく補償するところでございます。 

防災無線につきましては、平成２５年から構築を始めますデジタル防災無線シス

テムの運用の中で充実を図りたいと考えております。具体的には、本庁から各戸別

の受信機へ一斉に防災情報を送信することが可能となり、また本庁と総合支所間で

双方向の通信無線のファクシミリの送受信も可能となり、緊密な連絡の有効な手段

となると考えているところでございます。 

今回のような大きな災害が発生すると、市だけの力では全地域に対応していくこ
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とは難しくなってまいります。このとき重要になってくるのが地域の力となる自主

防災組織であります。この自主防災組織が設立されれば、行政区の中の寝たきり老

人やひとり暮らしの高齢者などの、要するに災害時の要介護者でございますけれど

も、地域の協力により共助の力が有効に発揮するものでないかと思います。もちろ

ん市担当部署の避難連絡体制などが取れるものと考えておりますので、早急に自主

防災組織の設立に向けて努めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１３番（中山繁雄君） ひとり暮らしの人においては、電話で緊急連絡のシステムが

あります。これらを利用したり、各集落で防災対策が必要となると思います。ＮＨ

Ｋで高齢者での避難の仕方など放送されておりました。シーツを使って簡単に人が

運べる方法を見ておりました。こんなものを見ておりまして、今から高齢化社会、

これをぜひ菊池でも取り入れていただきたいと思います。 

それから、各集落での避難、人員の把握などについても、前からずっとマニュア

ルの作成をお願いしておりますが、これをぜひ進めていただきたいと思います。 

支所の今後については、今またいい返事がもらえませんでした。私たちも支所に

行きまして、その災害に対しまして対応を見ておりましたが、職員の中には３日も

４日も帰らず、そこに寝泊まりをしていた職員もおります。私たちも何度も電話が

来て、これはどうなっているかというお言葉、電話がかかっておりました。やはり

今の支所はぜひ残すべきだと私は思います。人命に関わったときには、責任など本

当に逃れないような状況になると思いますので、今後市では考えていただきたいと

思います。 

続きまして、経済対策について質問いたします。菊池・山鹿・玉名との経済連携

とブランド推進課における農家組織との連携体制について質問いたします。私は７

月に、菊池・山鹿・玉名市が合同で開催した福岡での商談会に参加させていただき

ました、本当に勉強になりました。その商談会の中で、ある有名なデパートの担当

者の方が、ぜひ東京でも３市合同での販売会をお願いしたいとのことでした。東京

での商売に結びつけるなら、農産物などの日本最大の消費地である東京において、

お客様のニーズをつかむことが大事なことを改めて強調されました。菊池市では平

成２２年度にブランド推進課を設置し、市場調査や東京・大阪での商談会、イベン

トの参加などの予算を確保していましたが、山鹿市・玉名市には菊池市のような柔

軟な体制ができておらず、当然予算措置もされていないとのことでした。せっかく

東京のデパートが菊池市のＰＲができる場所について提供していただけるのにもっ
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たいない話であります。 

そこで、現在の菊池市における山鹿市、玉名市との経済連携と販売会などについ

て２市に呼び掛けて実現できないかを質問いたします。 

それから、今年の８月に東京ビッグサイトで開催された商談会に参加させていた

だきました。私も本年を含め３年継続して参加しています。石の上にも三年といっ

たことわざがありますが、これは冷たい石の上でも３年座り続ければ温まってくる、

いわゆる我慢強く辛抱すれば必ず成功するという例えであります。今回の商談会で

は、皆さんもご存じの会社が、大きな食品関連の会社でありますが、ある品物につ

いて１５ｔほど製造していただけないかとのことでありました。また、栗をどれだ

けでも分けていただけないかとのこともありました。これは、私一人ではとても対

応できない条件でした。こんなケースが今後も発生してくることを考えたら、関係

各課において農家との連絡網をぜひ考えていただきたいと思いますが、農家組織と

の連携についていかがお考えですか、質問いたします。 

また、農業者が農産物の生産だけでなく、第２次産業の食品加工、第３次産業の

流通・販売にも主体的かつ総合的に関わり、第２次、第３次産業の事業者が得てい

た付加価値を農業者自体が得ることによって農業を活性化させるという６次産業化

の取り組みもとても重要であると思いますがいかがお考えか、この３点について質

問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 中山議員の質問にお答えします。 

菊池、山鹿、玉名市との経済連携につきましては、現在、山鹿市、和水町、玉名

市、熊本市北区、旧植木町でございますが、で熊本県北観光協議会を設立し、県北

の地域環境の整備と観光客誘致に向けた様々な事業を実施しているところでござい

ます。昨年度は、大阪府豊中市での観光物産展を初め、広島平和公園での観光ＰＲ

事業、ＪＲ鹿児島中央駅での旅キャンペーンなどを実施し、本年度におきましても

県外において観光物産展などを予定いたしております。また、本年７月に福岡市に

おいて山鹿市、玉名市と連携をしまして食品関連企業や福岡市の老舗百貨店などを

招き、個別商談会を開催し、参加バイヤーとの積極的な意見交換会が行われ、数件

の商談も成立しております。また、好評を得ましたので、今後とも３市で継続して

行えるように協議してまいりたいと考えているところでございます。 

さらに、ご当地商談会「きくち自慢市」は、本市独自で開催をしましたので、出

展業者数及び商品数などに課題が見えてきましたので、本年度は参加バイヤーや参

加者の意見を参考に、広域連携開催を含めて検討してまいりたいと考えております。 
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平成２２年度よりブランド推進課では、首都圏における市場調査や東京・日本橋

において物産販売イベントなどを行ってまいりました。本市農産物の首都圏におけ

る直接販売につきましては、出荷産物の生産量や生産時期、配送コストなどの課題

がありますが、本年度「菊池市地域ブランド推進協議会」におきまして、各物産館、

ＪＡ菊池の販売企画課などを含む「菊池やさい部会」を設立されましたので、その

中において、首都圏、関西圏、福岡都市圏における販路開拓について、現在協議を

進めているところでございます。山鹿市、玉名市、本市の３市合同による東京での

販売スペースの提供につきましては、県北の知名度アップに効果的なものがあると

考えられますので、首都圏での農産物等の販売会開催につきましては、今後、山鹿

市、玉名市と予算も伴うものでございますので、慎重に協議を進めてまいりたいと

考えております。 

また、農産物等の販路については、首都圏を初め情報収集に今後とも努めてまい

りたいと考えております。 

次に、８月上旬に参加しました東京での商談会におきまして、商談取引品目の生

産量確保などの課題等につきましては、今後、物流体制も含め、認定農業者連絡協

議会、また各物産館、関係団体と情報を共有し、生産体制の構築に努めてまいりた

いと考えております。 

また、ブランド推進課における農家組織との連携ということでございますが、本

年６月に本市認定農業者連絡協議会の会員６０１名を対象に、農産物の取り扱いと

物流体制の状況並びに６次産業化への関心等に関する農家意向調査を実施しており

ます。その中で、６年次産業化への関心度が高い結果が出ておりますので、本年度、

認定農業者連絡協議会を対象とした６次産業に関する講演会を現在予定していると

ころでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１３番（中山繁雄君） ８月下旬に熊本県副知事の小野副知事とお茶関係の方々とち

ょっと会合を持ちまして、そこで小野副知事が述べられましたのが、爆発する熊本

の農業、目指すべき姿、持続可能な農業の実現、経営面、資源面、環境面に続けら

れる農業、特に稼げる農業、儲かる農業、後継者が生まれる農業につなげる。農業

施設のポイントにおいては、全ての道は農に通ずる。複数にわたる部局が農を通じ

て連携すべきである。一人や単独では難しくとも、連携すれば大きなことができる。

ネットワーク形成が重要。継続。少しずつでもねばり強く、風穴を開けていく。状

況が他人の人、組織の考えを変え、変革と導く。挑戦。何が大バケするかわからな



 －126－

い。お客さんが何が気に入るか本当はわからない。農業以外の分野にも好奇心を持

ち、何でもやってみることが大事。これからは女性のパワー炸裂の時代。行政の役

割。行政は、金の分配役ではなく、変革のコーディネート役となるべきである。一

般障害になったのは行政でしたと言われないようにするという副知事の言葉であり

ます。これを踏まえて、行政、頑張っていただきたいと思います。 

畜産の固定資産税の減免について質問いたします。口蹄疫、経済の悪化による購

買の低下、それに加えアメリカの間伐によるトウモロコシの不作による飼料の高騰

など、畜産においては悪い話ばかりであります。本年で減免の措置も終わると聞い

ておりますが延長はできないでしょうか。お尋ねいたします。 

次に、今回行われる青年就農給付金の内容と市の現状をお聞きいたします。 

次に、ソーラー発電の施設の補助につきましては、本市は県トップレベルであり

ます。原発の問題により、自然エネルギーの発電が普及しております。現在、補助

対象は家庭用であります。ほかの地域の例を挙げますと、富山県では制度資金限度

が５００万円、利率は２.６％、償還期間は１５年以内。京都府では３５０万円を限

度として融資が受けられる。利率は１.７％、返却期間は１０年以内。山口県におき

ましては、新たに太陽光発電を設置する場合５００万円を限度とする融資が下りる。

融資年率は１％、償還期間は１０年以内が条件となる。中小企業向けとしては県内

に事業所を持ち、事業を６カ月以上行っている企業で、自己資金だけでは資金調達

が難しい場合に１億円を限度として融資を受けることが可能。融資利率は年１.

９％、融資期間は１,０００万円未満で５年以内、１,０００万円から５,０００万円

未満で７年以内、５,０００万円以上で１０年以内ということになっております。小

規模事業者、例を挙げると酪農家や肥育、養豚などの屋根を利用したソーラー発電

に農家の方が興味を示しておられます。電気料が、今、月に２０万円、３０万円、

これが普通だそうであります。ぜひ将来の日本のための規模の大きいソーラー発電

施設に補助ができるならと思い質問をします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） それでは、中山議員のご質問に私のほうから畜産の堆

肥化施設の固定資産税の減免についてとソーラー発電の補助について回答させてい

ただきます。 

まず、畜産の排泄物を堆肥化するための施設、いわゆる機械及び装置、いわゆる

畜産堆肥化施設の固定資産税につきましては、合併時に制定しました菊池市畜産堆

肥化施設等に係る固定資産税の減免に関する規則により、新たに課税されることと

なった年度分から５カ年分、税額の１００分の５０、２分の１でございますけれど
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も、減額することとなっております。また、平成２０年度の本規則の改正により、

平成１９年１月１日以前に取得されました施設等につきましては、平成２０年度分

から平成２４年度分までの５カ年度分を減免してきたところでございます。本市は

西日本有数の畜産地帯でございますが、生産資材や配合飼料の高騰などを要因とし

た畜産業の衰退は、本市に及ばず影響も非常に大きく、大変危惧しているところで

ございます。去る９月４日にＪＡ菊池肉用部会、酪農部会、養豚部会、肥育用育成

部会及び一貫繁殖牛部会の連名で、平成２５年度から平成２９年度までの５カ年間、

畜産の堆肥化施設等の固定資産税の全額免除について要望書の提出が上がっている

ところでございます。こうした現状を踏まえ、関係課と協議を行い、来年度以降の

経過措置に係る対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。 

続きまして、ソーラー発電の補助でございますけれども、本市の太陽光発電に関

する市単独補助におきましては、居住用住宅地が対象となっており、県内市町村に

おいても同様の制度のみとなっております。しかし、事業用太陽光発電導入時の支

援につきましては、国・県において支援制度が設けられております。経済産業省所

管の公募事業として、再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業、熊本県の公募事

業として中小企業等省エネルギー設備等モデル導入補助事業があり、３分の１以内

の補助率で支援制度が設けられております。本市につきましては、お尋ねの畜産農

家向け個人事業者への市単独補助や借入金の利子補給については現在考えておりま

せんが、先ほどの国・県の支援事業のほか、農業用施設への太陽光発電設備費用に

要する借入金につきましては、農業近代化資金の適用が認められますので活用して

いただければと考えております。なお、現在の農業近代化資金の貸付金には、県の

利息補給後、本人貸付金利が１.１％となっている状況でございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 青年就農給付金についてお答えをいたします。 

青年就農給付金は、全国で毎年２万人の新規就農者の定着を目的とした平成２４

年度からの新規事業であります。就農給付金は、準備型と経営開始型の２つに分か

れております。準備型につきましては、就農予定者が農業大学校や先進農家、先進

農業法人等でおおむね１年以上の研修を受ける場合に年間１５０万円を最長２年間

給付するものでございます。給付窓口は都道府県となっております。また、経営開

始型につきましては、経営が不安定な就農直後の支援や就農意欲の環境を図るため

に、独立自営就農者の方に対しまして年間１５０万円を最長５年間給付するもので

あり、給付窓口は市町村になっております。本市におきましては、平成２４年４月
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６日の国の要綱制定を受け、人・農地プラン作成事業と併せまして６月に市のホー

ムページに掲載、７月に広報掲載を行いながら事業の周知を図っているところでご

ざいます。さらに７月には旧市町村単位で事業説明会を実施し、８月には区長文書

回覧で事業概要の周知を再度行いながら、現在、新規就農者からのご相談を受けて

いる状況にございます。７月末現在で４６件余りのご相談があっております。今後

の予定としましては、給付要件を満たす対象者を精査しながら、給付対象者の取り

まとめを行い、来年１月の給付を目指して現在準備を進めているところでございま

す。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１３番（中山繁雄君） 先ほどのソーラー発電について答えがありましたけれども、

ソーラー発電については情報発信をしていただけたらと思います。 

青年就農給付金については、新規就農者の定着が目的であるようでありますけれ

ども、ただ１５０万円がもらえるからという思いから農業を始めるだけではなく、

農業は収入を得るまで大変な努力が必要であります。そこの地域の特徴やそこの地

域の方々とコミュニケーションを取り、新しい情報とそこの地域の情報を組み合わ

せ、そこの地域の将来のリーダーとなるような人物を育てていただきたいと思いま

す。 

先だって九州農政局、県との会議に私出席しまして、新規就農者への支援、また

人・農地プラン事業、農地貸付への踏み切り事業で、協力金やスーパーＬ資金の金

利負担の軽減などがあります。小さい集落単位ばかりでなく地域でできますと聞き、

経済部長のところへ行き情報提供のつもりで行きましたけれども、もう部長がこれ

に取り組んでいるということでありました。もうこういう事業はどんどんこれから

取り組んでいただきたいと思います。 

次の質問に入ります。今後の教育行政について質問いたします。オリンピックも

今まで以上にメダルが取れ、今、パラリンピックがあっております。あの感動が目

にまだ焼き付いております。なぜオリンピックを取り上げたかと申しますと、菊池

からオリンピック選手を出すにはどうしたらいいかと考えました。小さいころから

運動への取り組み、環境を整えることが手助けになるのではないでしょうか。私も

中学校の野球、剣道などの観戦に何度か行きました。旭志は全校生徒が少ない中、

県の大会に出場し、結果を出してまいりました。水前寺球場で野球をし、テレビ放

送される。子どもたちにとってこれはいい記念になったでしょう。しかし、これか

ら今のままどこまで部活ができるか不安であります。私たちが部活をしていたころ
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と生徒数が全然現在とは違っております。このままでは存続もままならないと思い

ます。現在、市ではクラブ設立に向け努力しておられます。このクラブと中学校、

小学校を結びつけてはいかがでしょうか。少人数で活動ができない、また教える生

徒がいないなどの問題解決には、クラブ設立に合わせて活動ができれば専門的に部

活ができ、将来のオリンピック選手の育成にもつながると思いますがいかがでしょ

うか。 

次に、災害時の子どもたちの対応について質問いたします。災害がいつ、何どき

起きるかわかりません。もし学校に登校し、勉強中に豪雨になり、家と連絡も取れ

ず、交通網が災害に遭い寸断され家に帰れなかった場合は考えておられるか、質問

いたします。 

次に、廃校問題について質問いたします。もうすぐ４校が廃校になります。その

活用方法については、地元の方々と協議中だと思います。なかなか難しい問題だと

思います。ネットで廃校利用を見てみますと、あるところはキクラゲ栽培を始めた

そうでありますが、同じようなことを始める学校がいっぱいで、現在は売り先に苦

労しているようなところもあります。そこの地域で自分たちで考えても、販売先が

見つからなければなかなかうまくいきません。それと同様で、学校利用も学校がこ

ういう状況であります。誰か学校を利用したアイデアを持った会社はありませんか

とか、ネットを利用してみてはいかがでしょうか。先だって講演で江頭さんが言わ

れたことで、ＩＴ企業はネットで仕事をするので、場所を選ばない。古民家でもで

きるとのことでした。古民家でなく学校でもいいのではないでしょうか。ぜひイン

ターネット情報を発信、また大阪事務所でも情報発信をしていただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 中山議員がおっしゃいますスポーツクラブというのは、総

合型地域スポーツクラブのことだと認識しておりますけれども、その総合型地域ス

ポーツクラブと学校の運動部活動との連携についてお答えいたしますと、まずその

総合型地域スポーツクラブの本市の現状について述べさせていただきたいと思いま

すけれども、本市におきましては体育協会の各競技団体の皆様を初め、スポーツ推

進委員の皆様方のご理解とご協力の下に、本年の３月１８日に菊池ゆったりスポー

ツクラブという名称で総合型地域スポーツクラブを設立いたしました。この総合型

スポーツクラブは、日本体育協会や県の体育協会が推進しているものでございます

けれども、だれでも、いつでも、どこでも、いつまでもをモットーに、気軽にスポ

ーツ活動や文化活動が行えるよう全国の各市町村に最低一つは設立することを目指
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して取り組まれているものでございます。クラブの運営につきましては、地域の人

たちや会員の皆様方による会費運営を基本として各活動が進められておりますけれ

ども、これは営利を目的とする組織ではなく、自主的な運営による会員制のスポー

ツクラブということから、学校の部活動とは異なり、地域の指導者や各スポーツ団

体から指導者を派遣していただくことを目指しております。菊池のゆったりスポー

ツクラブは、市民の皆様方への周知に努めておりますけれども、現段階におきまし

ては会員の増加がなかなか見込めない状況にあります。このため、日本体育協会を

通し、ｔｏｔｏの助成事業、自立支援事業、クラブマネージャー設置事業を受けな

がらクラブの運営を行っております。現在実施している教室は、誰でも参加できる

スポーツとしてのバドミントン、フラダンス、新体操、ソフトエアロビクス、弓道、

体育教育、バレー等が行われておりますけれども、今後は競技スポーツとしてサッ

カー、バレーボール、ソフトボール等も取り入れたいと考えているところでありま

す。 

そのためにも、こうした体制や取り組みを進めることで、各スポーツ団体から指

導者を派遣していただき、楽しく参加するスポーツとともに、競技力を向上させる

ためのクラブの設置も可能になるものと考えております。 

議員のおっしゃいました総合型地域スポーツクラブを育成していく上で、学校の

部活動の連携は今後本当に必要なことだと考えております。このことは、文部科学

省も推奨しておりまして、子どもたちのスポーツ環境を一層充実させるために、部

活動と連携した総合型地域スポーツクラブの充実が期待されるところであります。

多様化する子どもたちのスポーツニーズに対して、教職員に望まれるスポーツ指導

力の確保は難しく、外部指導者に頼らざるを得ない状況にもあります。しかしなが

ら、総合型地域スポーツクラブの現状としましては、先ほど申し上げましたとおり、

求められています競技スポーツのクラブ設置が思うように進んでおりませず、学校

部活動のニーズに応えることができない現状であります。今後は、社会体育、そし

て学校教育の担当課における情報交換にも努め、求められるニーズに応えられるよ

うに総合型地域スポーツクラブの推進に努力してまいる所存であります。 

それから、災害時の子どもへの対応についてでございますけれども、我が国は自

然災害が多く、特に近年は地震を初め、これまで経験のない大雨、さらには竜巻等

の被害で多くの犠牲者も出ております。皆様ご存じのとおり、本市においても昨年

の１０月５日午後１１時３３分には、本市を震源地とする震度５強の地震が発生し

ました。幸い人的な被害はなかったものの、今後はこのような想定外の災害がいつ

発生してもおかしくありません。このような現実を受けて、教育委員会では昨年度

末から学校災害対応の推進計画の見直しに着手しました。４月から県に先駆けて新
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たな学校災害対応推進計画に沿って、各学校、幼稚園で独自の災害マニュアルを作

成し、緊急時に有効に機能するようこれを活用した訓練を徹底するなど共通理解、

共通実践をお願いしているところでございます。このマニュアルは授業中はもちろ

ん、登下校中、郊外活動中や休み時間、また学校が休みの日に発生した場合など、

考えられる全ての状況下での教師、児童生徒の動きも含め対応について示しており

ます。一例を紹介しますと、本年度作成の旭志中学校のマニュアルでは、児童生徒

の安全確保という項目の中に、保護者への引き渡しという計画があり、その内容は

日ごろから保護者に対し災害時には保護者に引き渡すまで学校で保護していること

を周知徹底しておくこと。迎えに来られる状況であれば迎えに来ていただくことを

前提に依頼しておくこと。様々な状況で迎えに来られない保護者については、事前

に代理人を申し出ておくこと。これらを明記し、連絡先や引き渡し可能な方々の氏

名、避難場所等を書いた引き渡しカードを事前に作成するなど災害時に備えてあり

ます。 

大切なことは、マニュアルがマニュアルだけに終わらずに、これを活用した訓練

を今まで以上に実施し、緊急時に有効に機能させるよう各学校実践していくことで

す。７月１２日の大水害時には対策本部の中で他市町村に先駆けて午前５時には臨

時休校を決定し、各学校に連絡、児童生徒の被害を最小限にとどめる処置を講じま

した。今後も、子どもたちの命を守るため最善の対応ができるよう学校と一体とな

って進めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 中山議員の廃校についてのご質問にお答えいたします。 

４小学校の跡地利用につきましては、今後各校区の区長さん方に校区ごとの推進

体制の整備をお願いし、協議や情報の交換をしながら、それぞれの校区に合った跡

地利用の方針を検討していく予定でございます。またこれまで跡地利用について各

課の利用希望を調査しております。いくつかの活用の希望も上がってまいりました

ので、内部での検討を重ね、直接利用できるものがあるかを検証しなければならな

いと考えております。 

ご提案のインターネットを活用した廃校情報の発信や提案の募集につきまして

は、市のホームページでの公募もございますが、文部科学省による「みんなの廃校

プロジェクト」への登録なども考えることができます。この「みんなの廃校プロジ

ェクト」については、学校の情報をホームページを通して全国に紹介し、民間など

の活用希望者と利用内容をマッチングさせる文部科学省の取り組みでございます。
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このような手法も跡地利用の方針を定めていく過程において、各校区の皆様と協議

を重ね検討してまいりたいと考えております。 

また、県の大阪事務所を通しての利用指定の発信でございますが、内容によりま

しては企業にお話ができますようお願いしてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１３番（中山繁雄君） 総合型スポーツクラブにおきましては、県下で例のないクラ

ブを菊池市で設立してもらいたいと思います。 

災害について、学校の災害について説明を受けましたが、マニュアルもあり安心

いたしました。 

それから、廃校についてですが、先だって廃校が出ますということの情報を発信

しましたら、１万人規模の大学で合宿先を考えてみたいということがありましたの

で、教育長から写真をもらい、今から送りたいと思っております。これからも廃校

跡などいろいろ努力していただきたいと思います。 

終わります。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。明日も引き

続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後４時４５分 
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                    １３番  中 山 繁 雄 君 

                    １４番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １５番  坂 本 昭 信 君 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（１名） 

                    １７番  葛 原 勇次郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市     長     福 村 三 男 君 

             副 市 長     永 田 明 紘 君 

             総務企画部長     野 口 祐 成 君 

             市民環境部長     下 田 俊 一 君 

             健康福祉部長     宮 本 誠 一 君 

             経 済 部 長     平 野 國 臣 君 

             建 設 部 長     松 野 浩 一 君 

          総務企画部統括審議員     西 浦 一 義 君 

             七城総合支所長     雲 田 哲 昭 君 

             旭志総合支所長     水 上 菊 也 君 

             泗水総合支所長     松 岡 千 利 君 

             財 政 課 長     小 川 秀 臣 君 

             総務課長兼選挙 
                         藤 本 辰 広 君 
           管理委員会事務局長 

             市 長 公 室 長      坂 康 雄 君 

             教 育 委 員 長     有 田 征 二 君 

             教 育 長     倉 原 久 義 君 

             教 育 部 長     原   誠 也 君 

           農業委員会事務局長     中 村 鉄 男 君 

             水 道 局 長     原   和 徳 君 

             監査事務局長     大 塚 茂 幸 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     城   主 一 君 

             議 事 課 長     宮 川 啓 子 さん 

             議 事 課 係 長     松 原 憲 一 君 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） 日程第１、一般質問を行います。 

初めに、工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） おはようございます。議席番号１番、工藤圭一郎でございま

す。通告に沿って一般質問に入っていきます。 

まず、前回の６月議会での百条委員会委員長報告を市長がどのように捉えられた

のかお聞きします。市の職員が百条委員会での調査を受けるというのは、かなり精

神的にもつらく、その後の業務にも支障をきたす恐れがあるものと思いますけどど

うですか。市長は、それら職員のみんなのトップでありますし、責任者でもありま

す。私は市長という立場は多くの職員をまとめ、育て、伸ばし、守る、ときには叱

りながら一丸となって市全体の職務に当たらせていく、そして市民の皆さんの負託

に応えられるようにするために、しっかりとした信頼関係を市長を初め職員みんな

でつくっていくことが大事であると思っていますが、そのところがこのことで崩れ

たんじゃないかと心配していますが、どう考えておられるのか、お尋ねします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） おはようございます。先の６月議会におきまして、地方公務員

の守秘義務・情報管理に関する調査特別委員会の調査報告におきまして、次のこと

を指摘を受けております。 

まず、税情報の基本的考え方の問題では、担当部署、職域、職責の違いによって

理解の度合いが異なることがわかった。執行部として、さらに研究をし徹底するこ

とということで、共通理解を深めなさいということだったと思います。 

次に、情報管理の問題におきましては、業務上においてあり得ない処理がこの１

年間に頻繁に起こっている現実、事実を重視して、執行部としてあり得ない情報操
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作というのがあっていることについて、早急に是正すべきであると。行政情報の取

り扱いについて便宜性を優先されるのではなくて、セキュリティをさらに強化する

ことが求められる。 

以上の３点の指摘につきましては、市長として真摯に受け止め、早急に対策をと

るように指示をしておりまして、現在、改善に向けて調査を進めているところでご

ざいます。 

市職員との関係につきましては、以前から職員に対し、特に個人情報の取り扱い

に関します研修会等を行いまして、個人情報の収集、提供、また適正な利用化に努

めてまいりましたが、調査特別委員会が設置されるという事態に至りました。その

委員会で職員数名が証人尋問という形を受け尋問を受けたわけでありますが、それ

は議会特別委員会の権限下にありまして行われるものでありまして、市長としてこ

のことについて意見が言える立場ではないと、このように考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） 今の市長の答弁を聞きますとですね、なんだかちょっと他人

ごとみたいな、私が言いたいのはそうではなく、この行政のトップとして、その百

条委員会設置に対して市職員を守る立場として何か行動なり言動なりができたんじ

ゃないだろうかというところを言いたいことですし、それによって職員との信頼関

係、そういうものが成り立っていくんじゃないかなというふうに思って、そういう

質問をしたところであります。 

それでは、次に市民の皆さんの関心事でもあります菊池市市議会議員の税の滞納

の問題についてお聞きします。国民の義務でありますところの税金を納めるという

こと、そしてその使い道を厳しくチェックする議会議員という立場において、税金

の滞納などあってはならないことですし、ないと信じたいという思いであります。

しかし、市長は６月議会の一般質問の大賀議員の質問の中で、５月３１日現在にお

いて議員の滞納はないと答えられました。が、過去については答えられませんでし

た。もともと議員の滞納があったから、その情報が漏れたとか、漏れてないとか、

百条委員会で調べたんじゃないですか。情報が漏れるというのは、職員が漏らさな

くても、本人自らしゃべったり、家族が言ったり、例えば・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・があると思いますけど、市長は職員が守秘義務違反することと議

員が税金を滞納することとどちらが。 

○議長（山瀬義也君） 工藤議員は通告の範囲内でやってください。 

○１番（工藤圭一郎君） 当然通告の範囲内でしょう。ところをお尋ねして、質問とし
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ます。（「議長、おかしいよ。百条委員会をばかにしたような発言。議会の総意で作

った百条特別委員会でしょう。休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 

○議長（山瀬義也君） 暫時休憩いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時０６分 

開議 午前１０時４２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

先ほどの工藤圭一郎君の発言につきましては、後日会議録を調査し、不適切発言

等があった場合には善処したいというふうに思っております。 

ここで、議長より申し上げます。質問は通告の範囲内で行ってください。よろし

ゅうございますか。 

工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） 先ほどの質問が通告外ということでしたので、改めてお詫び

申し上げたいと思います。 

次の質問に行きたいと思います。災害時の市役所の対応についてお伺いしたいと

思います。今回の九州北部豪雨において、泗水総合支所は浸水し、旭志総合支所は

給水作業などに追われる中、本庁は通常業務だったと聞いております。職員の危機

管理意識や応援態勢が全く取れていないと思います。 

そこでお尋ねですが、７月１２日に夏休み、もしくは年休を取っていたという職

員は何名おられますか。自宅や地元の地区での災害復旧に当たっていた職員は除き

たいと思います。それを最初の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） おはようございます。それでは、工藤議員のご質問に

お答えいたします。 

７月１２日の九州北部豪雨におきましては、０時３０分に大雨洪水警報が発令さ

れましたので、本庁及び各総合支所に災害待機職員を出動させておるところでござ

います。さらに午前２時過ぎから非常に雨足が強くなり、通常の災害待機職員では

手薄でございますので増員するように本庁のほうから指示したところでございま

す。災害待機班や現地調査班は、各総合支所、本庁職員区別なく割り当てていると

ころでございます。泗水総合支所におきましても、本庁勤務の職員が災害待機班と

して出動しておりまして、当時冠水した車が９台ございますけれども、その中の６
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台が本庁勤務職員の所有の車でございます。また、桜ヶ水地区への給水活動につき

ましても、災害待機班として出動しておりました本庁職員も多く従事しているとこ

ろでございます。 

お尋ねの７月１２日に夏期休暇及び年次休暇を取っていた職員は何名いたかとい

う話でございますけれども、自宅や地元地区で災害に遭った、復旧作業等に従事し

た職員や災害時に出勤できなかった職員を除きますと７名の職員が年休等を取って

いたところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） この７名の職員は、どこから給料をもらっているかわかって

いるのかなと思いますけど、危機管理意識が非常に低い。このような職員に市は任

せられないと、私はそう思います。この職員たちは処分の対象だというふうに思い

ますけれどもいかがでしょうか。７月２０日に熊本北高から約１００名が泗水地区

に床下の泥上げなどのボランティアに来てくれました。終業式で行われていたクラ

スマッチを取りやめて、生徒自ら自主的にボランティアをしたいと願い出たそうで

す。今の若い人たちも捨てたもんじゃないなと私は思いました。頭が下がる思いで

す。この場を借りて、熊本北高校の生徒の皆さんとこのような素晴らしい生徒を指

導されている先生方にお礼を申し上げます。やはり校長先生、トップがいいとこの

ようないい人材が育つものですね。 

さて話は変わりますが、７月１４日から１６日の三連休でありましたが、菊池市

職員約５００名中７月１４日から１６日にボランティアで災害復旧に当たっていた

だいた職員は何名ほどいらっしゃったか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 工藤議員の再質問にお答えいたします。 

夏期休暇や年次休暇につきましては、職員の権利として取得が認められているも

のでありますが、今回の非常事態を鑑みますと危機管理意識が低いと思われても仕

方がないと思います。今後は緊急時の体制整備を含めまして、職員の危機管理意識

の高揚に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、７月１４日から１６日の三連休の災害活動に当たった職員につきま

しては、災害待機における出動者７３名が待機しておりました。また、災害避難所

対応業務に被災地の防疫対策及び災害ごみ対策対応業務、災害復旧業務などで約４

０名、災害ボランティア活動に関しましては正確な数字ではございませんけれども、
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約２０名の職員が参加していたのではないかと思われます。今後、菊池市地域防災

計画の中で災害ボランティアの活用計画等もございますので、職員のボランティア

意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） 今のお答えではですね、特に調査してないようなお答えです

けど、その後のこの災害に対する検証をする上で、あれだけの災害が発生して、そ

の後の復旧に対して職員が先頭に立って当たるべきだというふうに私は思います。

特に当該地区以外の職員を見てみますと、やっぱり無関心・無責任があるように思

います。やはりあれだけの災害の時に、やっぱり市長命令でも出して、みんなで復

旧に当たってくれというような命令をしてでもですね、全職員で向かうべきだった

んじゃないかと私は思いますけど、市長のお考えをお伺いして、最後の質問とした

いと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 今回の災害につきましては、言葉として、これまでにかつて経

験したことのないという言葉で表現されておりますように大変な豪雨でございまし

た。とりわけ菊池地域におきましては、泗水、旭志地域を中心といたしまして山腹

の崩壊であったり、河川の決壊であったりということで、もう本当に大変に災害が

発生いたしておりました。災害対策本部におりながら、刻一刻と入ってきます河川

の増水状況などなどを判断しながら、どういったふうにしたらいいのかということ

でいろいろと担当部長等々のご意見を聞きながら現場のほうに指示をしたつもりで

ありますが、電話線が通じない、あるいは電気が通らない、いろんなアクシデント

もたくさんありました。とりわけまた宿直を預かっている方々におかれましても、

何十本もの電話が一度にかかってきて、それを今度は内線でつなごうとしても内線

のほうもつながってこないということで、不満を、駆け足で上がってこられた姿を

思い浮かべております。今後は、やはりこの災害があることを想定に入れながら、

今あるものの中におきまして、特に機能が、コンピュータ等々動かなくなってしま

うということで、防水的なことを考えていかなきゃならないなというふうに改めて

思っております。今後、またそういった職員の機動体制をどうしたらいいのか、消

防団との連携、地域振興局との連携、あるいはまた国交省との連携、県との連携、

関係する諸機関との連携等につきましても、実際的な防災の実践上のものをやって

いかなければならないというふうに思っております。防災訓練を今回やるように、
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今年度になっておりますので、そういった中におきましても実態を把握できて、そ

してそれが実行に移されますように、今後また防災計画等々において詳細にまた精

査をして取り組んでまいりたいと、このように考えております。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） 次に、教育の問題について質問したいと思います。 

今、毎日のようにテレビ等で報道されております小学校・中学校でのいじめ問題

でありますが、このところのテレビ報道を見てみますと、いじめが起こってからの

学校の先生方、そして教育委員会の対応のまずさ、そして自分たちのところでは問

題は起こっていないというような「ことなかれ主義」みたいな考え方が私には見て

取れるような感じがしてなりません。そこで、きょうは教育委員長、お越しいただ

きましたけれども、教育委員長のお立場でこの問題についてのお考えなりをお聞か

せいただければと思って、まず１回目の質問としたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育委員長、有田征二君。 

［登壇］ 

○教育委員長（有田征二君） おはようございます。初めて答弁をさせていただきます。

７月８日に教育委員長に就任をいたしました有田征二と申します。どうぞよろしく

お願いをいたします。 

ご存じかと思いますが、最初に教育委員会制度について少し触れさせていただき

ます。教育委員会は、選挙管理委員会、農業委員会などと同じ行政委員会の一つで、

合議制の執行機関でございます。市条例によりまして６名の非常勤の委員をもって

組織をされていますが、私、教育委員長は教育委員会を代表するものとされていま

す。教育委員会の役割は、教育専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意見

を反映した教育行政を実現する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みである教

育委員の合議により、大所高所から基本方針を決定いたします。そして、その方針

の決定を受け、教育行政の専門家としての教育長が事務局を指揮監督し執行する仕

組みとなっています。 

さて、今日、滋賀県大津市を初め、全国各地での小・中・高校生のいじめ問題が、

毎日マスコミで取り上げられ、大きな社会問題、政治問題となっています。大変悲

しいことでございますが、本日の朝刊に昨年４月、八代市の中学３年生の男子生徒

がいじめを苦に自殺したことが大きく報道をされていました。将来のわが国を担う

若者たちが、このようないじめによって将来の夢や希望のみならず命までも絶たれ

るということは、誠に憂慮に耐えません。本市におけるいじめの実態につきまして

は昨日教育部長より詳細に答弁がなされておりますので、割愛をさせていただき、
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教育委員会としてのいじめに対する考え方、対処方針について申し上げます。 

ご承知のように、日本国憲法には３つの基本理念がございます。その中の一つに、

基本的人権の尊重があります。この基本的人権とは、人間が人間らしく生きていく

ために必要な中で確立をされたものであります。いじめ問題も、精神や身体の自由、

教育を受ける権利など、基本的人権の侵害に関わる問題だと考えます。将来の我が

国を担う子どもたちには、自他の人権擁護に対する意識、意欲、態度を向上させる

とともに、実際にいじめを目撃したときにいじめをやめさせるだけの行動力や実践

力が求められています。 

また、教育に関わる学校、教育委員会関係者は、「いじめは、人として絶対に許

されない行為である」との強い信念と「どの子ども、どの学校でも起こり得るもの

だ」との認識の下、学校の内外を問わず、しかも子どもの目線に立っていじめ問題

に対処すべきだというふうに考えます。今後とも、教育委員会を代表する教育委員

長として、子どもたちの命に関わるいじめ問題を１日でも早く解消し、子どもたち

が楽しく伸び伸びとした学校生活を送れるよう積極的に提言をしていきたいと思い

ます。 

さらに、菊池の教育がめざす文武両道・廉恥礼節教育の積極的な推進に努め、有

為な人材の育成を図っていく所存でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） ありがとうございました。教育委員長、これからこの菊池市

の教育を、本当に陰になり日なたになり支えていただき、子どもたちが安心して過

ごせる菊池市であってほしいと願っております。よろしくお願いしたいと思います。 

次に行きます。次に、韓国との交流についてということで質問をしたいと思いま

す。 

まず、市長に竹島はどこの領土だと思われますか。１回目の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） いきなりの質問でございまして、びっくりいたしました。島根

県の隠岐の島町でございますので、これは日本国の領土であると考えております。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） そうですか。市長は韓国に特に思い入れがあられるようです

が、正常な領土意識で安心しました。国際交流において、政治と文化、スポーツは

違うと言いますが、本市は過去に歴史問題や領土問題を理由に韓国からの訪問や中
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学生の訪韓を断られています。政治問題と交流を一緒にしているのは、毎回韓国で

あります。本市としては、今まで大人の対応をしてきたかもしれませんが、韓国の

大統領が日本の象徴である天皇陛下に謝罪しろとまで言われたからには、話は別だ

と思います。市からの訪韓の取りやめや友好事業の一時凍結をと思いますが、どう

お考えでしょうか。市長は、凍結は得意だというふうに思いますがいかがでしょう

か。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 凍結の得意な福村市長でございます。凍結をすればどうなるの

か、食事であれ、食べ物であれ、凍結をしたら凍結の間、食べられなくなってしま

います。菊池の経済も日本の経済も、あるいはまたこの地元熊本県の経済も、やっ

ぱり隣国との関係というものが良好な関係でなければ凍結された状態であっては国

益は保てないと思っております。韓国は日本海を挟んだ一番近い外国でありまして、

歴史的にも人のつながりが、またあるいは文化的、経済的にも非常に密接な関係が

あります。領土は国家の主権に関する問題でありますから、国が曖昧な態度、また

中途半端な対応はすべきではなくて、毅然とした態度を持って接することが大変重

要であると思っております。 

ただ、言われたら言い返すとか、あるいはまた殴られたら殴り返すとかいうので

は、さらに悪い方向に、悪い方向にと進んでいきます。いじめの問題、ご質問いた

だきましたけれども、いじめの現実を白日の下にさらすということがまず第一であ

ろうと思います。そこの中で、どこが論点が違うのかということで、それぞれの国

であれ、個人であれ、主張の違いというものを解決することが最も大事ではないの

かなと思います。今回の問題で全てを壊してしまうことがないように、毅然とした

態度で臨むと同時に、一時的な感情というものに流されてはいけないと思います。

これまでにもいろいろと障害がありましたけれども、やはり教科書の３年おきの見

直しであったり、口蹄疫であったり、新型インフルエンザであったりと、たびたび

このお互いの子どもたちの交流を初めといたしまして市民の交流も一時的に見送ら

ざるを得なかったこともありましたけれども、これまで本当に長きにわたりまして

泗水旧町が結ばれました金堤市との交流も続いておりますし、清原郡との交流も進

んでおります。中国・山東省泗水県との交流も続いております。このことは、もっ

とこれからも大事にしていかなければならないと思います。なお、私もこの今回の

李明博大統領の竹島上陸や、あるいはまた天皇陛下に関しますところの数々の発言

に対しましては、当初は非常に違和感を持って、何でという思いでありました。日

本と韓国の橋渡しになるということで非常に身近な大統領の存在というものを企業
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家から出られたということもあって、素晴らしい大統領が両国の関係修復してくれ

るであろうというような思いを持っておりました。ところが９月９日の朝日新聞に

おきまして、李明博大統領は９月５日に日韓関係に詳しいこの学者関係、専門家を

緊急招集いたしております。これまで、今、工藤議員が言われたように日本国、大

統領に対する発言等々がマスコミによって伝えられてきたわけでありますが、この

ことに対して緊急招集した学者・専門家の先生方からの中において、大統領の発言

自らの発言の真意が伝わっていないとしまして、歴史問題については首相が何度も

お詫びをする、いわゆる日本国の首相がこれまで何度もお詫びをしてまいりました。

そのお詫びをするよりも、日本で最も尊敬されている天皇陛下が訪韓をしていただ

いてお言葉を述べられれば、容易にこの問題については解決されるであろうと、そ

ういう意味を含めてスピーチをした思いであると述べるとともに、私は李明博大統

領は、私は日本と真の未来志向の関係をつくりたいだけだと、こういった発言が報

道されておりまして、これまでの発言のマスコミの伝える内容と全く真意が違うと

いうことで否定をされております。就任直下におきましては、シャトル外交として、

本当にお互いが気軽に行ける隣国としてのおつきあいをしましょうということを言

ってきたはずであります。 

こういったことで、これは政府の要人などの発言の真意がメディアで正しく伝わ

ることが困難であると、こういったことを示した端的な例であると言えるのかもし

れません。何かを言えば、マスコミを通じて伝わります。そしたら、何か疑惑があ

ると書かれたら、もう犯人を決めつけたみたいになってしまって、それを犯人とし

てしまう要素があります。疑惑が、疑いがあるということでありまして、先ほどの

職員の情報の云々ということにつきましても、やっぱり職員の皆さん方には大変な

迷惑なところがあると思われるかもしれませんが、やっぱり真実を明かすためには、

その場に出て自分の正しいことを正しいというふうに述べていくべきではないのか

なというふうにも思います。 

いずれにいたしましても、本市の友好都市を初めといたします韓国・中国とのこ

とにつきましては、国と違って、特に今回の韓国につきましては、また尖閣の問題

も出てまいりますので、中国との関係もぎくしゃくしてくるかもしれません。地方

自治体レベルであるからこそ、一時的な、先ほど申し上げますように感情に流され

ないで冷静な感覚、冷静な対応でお互いの信頼関係を築いていくことが私たち地方

自治体、それが地方同士の交流であろうと、このように考えておりますので、ぜひ

ひとつ議会の各位におかれましても、一時的な感情、あるいはマスコミの活字一つ

一つに踊ることなく、正常な一つの判断の下にご理解をお願いいたしたいと思いま

す。 
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ちょうど一昨々日に釜山の国際観光展に行ってまいりました。こういったときだ

から、もう行かない方がいいだろうと、いろんな疑いを持たれたり、何という考え

方だと言われるかもしれません。そういった思いがありましたけれども、だからこ

そ私は行くんだと思ってまいりました。先方の釜山の市長さん、それからまた日本

国の駐釜山総領事などなど多くの経済人等も含めましてお話をしましたけれども、

全くそのことについては遠慮なく物を言っても、それについては「馬鹿の一部がそ

んなことをやっているからですね」というようなことであって、日本に対しては大

変深い造詣を持って今後の交流を求めておられるということでございました。そう

いうことが地方自治体、そして地方に委ねられている、非常に草の根の交流という

ものが将来に大きな国交になってくるんではないかと、このように思っております

ので、どうぞご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） 市長のそのものすごく韓国に対する信頼感というのが、今言

葉で伝わってくるんですけど、私は先週その市長が韓国に行かれているというのを

新聞でも見て、ここにすぐ来たんですけど、実際心配しました。何かあるんじゃな

いかと思ってですね。菊池市のトップが向こうに行っといて、何かがあっていうこ

とが起きやしないかと思ってですね、ものすごく心配した一人であります。今の国

が考えるべき時期のときに、一地方の首長が、思いは十分わかりますけど、やっぱ

り自粛すべきではなかったのか。もう１点考えるとするならば、これだけの災害が

起こっている中で、できればその被災者にそういう部分で使えるお金を回せるんだ

ったら、本当に市民の皆さんから理解を得られることだろうし、今韓国に行くこと

が市民の皆さんに本当に理解していただけるか、そこがやっぱり私は、どうしても

市長がそこを理解してないなというふうに感じます。本当にそこまで韓国に対して

強い思い入れを持つことが本当に必要なのかなというふうに思いまして、この質問

は終わりたいと思います。 

最後に、庁舎整備についてお尋ねしたいと思います。今回の庁舎整備３案ありま

すけど、３案とも市営プールの上に建物を建てるという計画になっています。私の

記憶では、市営プールはなくなる話は一度も出てきてないなというふうに思ってお

ります。新たにつくるんであれば、まずその市営プールの計画を示すべきじゃない

かというふうに思います。そして、基本構想・基本計画についても同じではないか

なというふうに思います。庁舎の整備方針が決まらないと、やっぱりなかなかその

基本構想・基本計画がつくれないという言い訳かもしれませんが、基本構想・基本

計画、これは菊池市全体、そして市民全体に関わる方向性を示すものだというふう
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に思います。全市民にとっては、本庁舎の整備方針を優先するんではなくて、全体

の構想、全体の計画を優先しなければならないはずです。そのことを踏まえて、い

つごろこの基本構想・基本計画ができるのか。また、今の庁舎整備には一体総額い

くらかかってくるのか。当然、プールの移設費用、駐車場の整備、花房の圃場整備

地内での公共用地の土地取得など、全て含めて総額いくらかかるのか、お尋ねした

いと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 庁舎等の整備を検討するに当たりまして、市営プール敷地への

増築が多くの視点で考えた場合に、有利なことになります。そこで、３つ整備案を

お示ししておりますが、議員が言われますように配置計画は３案の中でプールを一

つの要件としているということでございます。質問の市営プールにつきましては、

昭和３７年に建設をされまして、既に５０年が経過をいたしております。いろいろ

な関連する機械等も含めまして老朽化が進んでいるということでございます。 

また、旧菊池市の新市の建設計画事業といたしまして、合併当初より整備するこ

とで計画をされていましたので、庁舎等は別事業として現在まで担当課において検

討を行ってまいりました。いわゆる庁舎を花房台につくるということで、このプー

ルのほうはプールとして別事業として現在まで進めるように担当課において検討し

たということでございます。しかしながら、議員が述べられますように、庁舎が現

本庁舎を中心として整備をするという方向になりましたので、このために庁舎等整

備基本構想・基本計画案の策定時に合わせまして、市営プールの整備方針も決定し

ていかなければならないということでございます。 

次に、基本構想・基本計画がいつごろできるのかということでございますが、当

初予定しておりました時期からいささか遅れてまいります。不測の事態、新たな検

討が必要となりましたので遅れておりますが、１２月策定を目標としております。 

次に、庁舎等整備に総額いくらかかるかとの質問でございますが、３つのこの整

備案につきましては概算事業費を先進事例の単価を参考にいたしまして算出いたし

ております。駐車場の整備につきましては、工事は外構工事の中に入っております

が、駐車台数の確保の点からいたしますと、どの案になるか、まだ１案、２案、３

案の試案の段階でありますので、現時点ではこの算定ができない状況にあります。

ただ説明いたしました額に公民館を含めますところの第２庁舎から第４庁舎の建物

につきましては、大変老朽化しているということでございますので解体しなければ

なりませんが、その解体費は含んでおりませんでしたので、その分が４,０００万円

から５,０００万円が必要となろうかということでございます。 
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以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） この庁舎整備計画は、将来本庁とできるような庁舎をつくる

計画であるはずですから、今一度、一からきちっとした計画を立てて、全市民に説

明して、それからしっかりと意見を聞くことが大事であると思います。合併特例債

の延長は決まりましたので、慌てて進めることはないんじゃないかなというふうに

思います。見ていますと、計画、今、市長はまだ３つの案の中からどの案にという

ようなお話ですけれども、今まで全員協議会、地域審議会、そのあたりの説明の中

では、大体３案ではないかというようなお話があったかに思いますけれども、その

３案を進める中で、もうそろそろ総額の事業費あたりは提示していただかないと、

どうも総額が見えないまま、それは後からですよという話では、本当にみんなの議

員さんたちが納得できるのかなというふうに私は思います。特に私は納得できませ

ん。だからなるべく早くその総額で、大体この庁舎整備、このぐらいですよ、全て

含めていますよというようなお話をしていただかないと、私たちも市民の皆さんに

対してしっかりとした説明ができませんし、市民の皆さんの理解も得られないんじ

ゃないかなと思いますけど、そこのところは再度お聞きしますけど、いかがでしょ

うか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 特例債が５年延長になったということでございまして、私たち

の菊池市は平成１７年に合併をいたしまして１０年間以内にこの新市としてのあら

ゆる計画に基づく公共施設の整備を進めていくという場合には、１０年以内に完成

すること、すなわち２６年までに完成することによって合併特例債という有利な特

例債を仰ぐことができると、そういうことで２６年を目指してやってまいりました。

ただ、この思いもよらない３・１１の大震災が発生したということによりまして、

日本のいわゆるこの経済的な行為というのか大きく東のほうに寄っていっていると

いうことで、人も物もお金も東日本のほうに費やして、１日も早い復興と復旧を目

指していかなきゃならないということでありました。 

そういったことも含めて、合併をして１０年間という中において、後半のあと５

年と、あと４年というような年数が近間ってくる中で、我々の合併した特例債を仰

いでやろうしても、なかなか資材も手に入らない、ダンプカーから重機からいろん

なやつが非常に難しい状況になっていると、資材が手に入らない状況になっている

というのはご案内のとおりであります。できるだけ東日本に集中して復興をしてほ
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しいということもありました。 

そういうことからして、東日本のご当地においては、合併した市というものは、

この１０年間、残りあとの５年間でできるのかといったら、全く庁舎そのものどこ

ろではなくて、公共施設のあらゆるものが、建物そのものが土壌の改良なり、ある

いは堤防を高めるなりしなければできないという状況にあるために、これについて

は特例で、今までの１０年間の合併特例期間というものをさらに１０年間延長する

ということで決定をされました。併せて、私たちはそのことの影響の中にあって、

１０年間というものについては、さらに私たちも被災地ではありませんけれども延

ばしてほしいという状況で全国の市長会を通じて政府に要請をしてまいりました

が、その結果、この被災地は１０年延長２０年になる。それから、被災地でない私

たちについては１０年間が１５年になって、平成３１年まで延びることができたと

いうことでございます。そのことによって、幾分のゆとりができたということをお

っしゃっているわけでありますが、これについては、やっぱり合併の目的でありま

す合併効果を１日も早く発揮するためには、本庁方式でいくということが決定をさ

れております。そして、支所については、総合支所については支所方式でいくとい

うことになって、本庁支所方式というもので進められてきているわけであります。

そういう意味で、この１年でも早くやっていかなければ、この効果が表れないとい

うことが大きな目標として取り組んでまいっているところであります。この３案に

つきましては、昨日の質問にもお答えしましたように、今議会中に何とかこの皆様

方に改めてこれまでの審議の経過等々についてご説明を申し上げながらご意見を伺

いたいな、このように考えております。私たちが５年間を急いでいるということで

ありますが、５年間延長されたんだから急ぐ必要性がどうなのかといったこのご疑

問もあるかと思いますが、計画に従ってやっているものでありまして、この計画ど

おりにいけば本当にいいわけですが、やっぱりいろんなアクシデントもないとは言

えません。そういった意味からすれば時間的余裕というのはそこそこないというふ

うに思っております。 

それから、予算面はどうなるんだということでありますが、あくまでも庁舎だけ

でいけば３１億円前後のものであろうと、そういったことで昨日の東裕人議員のご

質問の中でも３０億円以下に納めることはできないかというようなお話でございま

したが、庁舎のみであればそれで何とかいけないわけではないんじゃないかなとい

う思いはよぎります。ただこの後については、プールは別の事業でありますし、生

涯学習センターも一体化すれば庁舎と思われがちかもしれませんが、生涯学習セン

ターというのが付けてくるということでありまして、そういうことをかれこれ引っ

くるめた場合に、この総合計画・基本構想・基本計画が１２月に上がりますが、大
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体その前段ぐらいには概算の分は出てくるだろうと思っておりますが、皆様方に説

明した過程においては４７、８億円ぐらいになるんじゃないかといったことを申し

上げたかなと思っております。これからさらに煮詰めて、なるべく早い時期に皆様

方、議会のほうにご報告を申し上げたいとこのように考えておりますので、よろし

くご理解をお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） この計画を市長はやっぱり進める、早く進めたいというよう

なお話ですけど、何名の議員さんかが質問の中でも、一般質問でも言われています

ように、総合支所の機能を充実してほしいと。特にこの水害があった後に、余計に

それを実感したというような話の中で、計画が多少変更してくるんじゃないかなと

いうふうに思います。それを、いや進めていくんだということじゃなくて、やっぱ

りしっかり見直して、計画を練り直し、どうだったのか、まだ災害の検証もよくで

きてないようなきょうの質問の中でも感じました。やっぱりそこをもう一回ですね、

しっかり検証して、どういう体制で菊池市がいくのか、そこあたりをしっかり決め

てから進めるべきであるというふうに思いますけど、もう市長の答えは求めずに、

これで終わりたいというふうに思います。どうもありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、暫時休憩します。午後の会議は１時から開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２６分 

開議 午後 零時５９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○４番（岡﨑俊裕君） こんにちは。議席番号４番、岡﨑俊裕でございます。 

先の７・１２の集中豪雨によりまして被害に見舞われました市民の皆様に心から

お見舞いを申し上げます。１日も早い復旧・復興を願うものであります。 

それでは、一般質問に入ります。今回は２点通告をいたしております。１点目に、

防災意識の高揚について、２点目に学校規模適正化に伴う廃校４校と地域振興につ

いてであります。 

１点目の防災意識の高揚についてであります。今回、十数名の方が同様の質問を

通告され、先の工藤議員で５名が終了されております。私は私なりに質問をしたい

と思いますので、できるか、できないか、そうします、ありがとうございましたと
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いうような前向きなご答弁をいただければ大変うれしく思っております。簡潔にお

答えをしていただきたいと思います。先の３・１１東日本大震災、また大津波、福

島における東京電力の福島第一原子力発電所事故から１年半が経ちました。未だ行

方不明者が２,８００名ほどいらっしゃるということであります。未だに復旧・復興

のめどは立っていません。また、昨年は台風１２号による紀伊半島、三重、奈良、

和歌山各県の豪雨災害があっております。さらには、本年も関東地方における竜巻

被害があっておりますし、先の九州北部豪雨災害などなど、私たちの身の回りには

生命・財産、そして地域コミュニティまで一瞬にして奪ってしまう、無くしてしま

うような予測もつかない災害や危険が近年は特に多くなった気がいたしておりま

す。このことから、日ごろからいつ起きるとも知れない災害などに備え、一人一人

が防災意識、危機管理意識を持つことが大切であると思っております。去る９月１

日は防災の日でありました。防災とは、災害を未然に防止し、災害が発生した場合

における被害の拡大を防ぎ復興を図ること、以上のとおり、災害対策基本法第２条

で定義をいたしています。 

そこでお尋ねですが、菊池市にもハザードマップである菊池市防災マップが定め

てあります。防災などを含め自治の基本は自分たちの身、家族のことは自分たちで

守る、自助の精神であり、地域のことは古来から習慣としてもやいや手間返しなど、

地域で連帯して助け合う共助の精神であります。そして、市民の生命・財産を守り、

安全・安心な暮らしと地域コミュニティの維持・確保を図る行政、各自治体の支援

する公助であります。今回の７・１２九州北部豪雨災害等も含めて、菊池市が定め

ている菊池市防災マップは、市民と共有できているでしょうか。また、何ごとにお

いても職員の危機管理能力、災害発生時への対応力が求められますが、日ごろ実施

されている職員への防災意識の高揚等についての取り組みも併せてお答えくださ

い。 

以上、１回目の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 岡﨑議員のご質問にお答えいたします。 

大地震や豪雨などの自然現象は、人の力では止めることはできませんが、災害に

よる被害は私たちの日ごろの努力によってある程度は減らすことができると思いま

す。議員が述べられたとおり、「自分たちの命は自分たちで守る」これが防災の基

本であります。地域住民の連携に基づき、災害の発生時に住民が連携を取り、互い

の身を守るための防災活動を行っていただくことが最も効果があると思います。普

段できていないことを災害時に行うことは困難であります。平常時からの備えが一
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番であると考え、防災マップを作成し、全世帯に配布しているところでございます。

現在ございます本市の防災マップは、大雨による「土石流危険渓流箇所・土石流危

険区域・急傾斜地崩壊危険箇所・浸水想定区域」などを地図で示し、危険箇所を市

民の皆様に把握していただき、早期に避難していただくため避難場所の位置図を示

したものでございますが、併せて防災意識の高揚も目指すものでございます。 

しかし、現在の防災マップは、平成１９年度に作成しましたもので、平成２年７

月の梅雨性洪水を想定したものであり、今回のような豪雨を想定したものではなく、

想定外の区域が浸水し、避難場所が浸水するような事態になったものでございます。

今回の豪雨を教訓に、本年度は現在の防災マップを見直し、新たに防災マップを作

成し、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、自らの問題として受け止め、防災

に対する正しい知識と技術を身につけられますよう自主防災組織の設立と併せて、

普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

また、職員の防災意識の高揚でございますけれども、菊池市地域防災計画で職員

の心得として、日常の備え、災害時の備えが定められています。本市の災害対策マ

ニュアルの研修会等を行っていくとともに、本年度は総合防災訓練も行って、職員

の意識を高揚したいと考えているところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○４番（岡﨑俊裕君） 再質問に入ります。 

防災マップについては、平成１９年度版ということでございました。新たな防災

計画、防災マップというのが必要であろうと思います。早急に取り組んでいただき、

市民への周知・共通の理解をもって、また職員も同様に共通の理解を持って取り組

むことが必要ではないかと思っております。 

再質問では、本年４月１日から防災担当部署であります防災交通課が昨年までの

総務部から組織の改革によりまして市民環境部へと所管が移りました。このことに

つきましては、本年３月開催の第１回定例会において、「私としては行政組織上の

筆頭部総務部が適当であるとしてお尋ねをしたところでありますけれども、そのと

きの答弁を要約しますとこのように当時の部長はおっしゃっております。大規模な

自然災害は言うに及ばず、感染症等あらゆる災害を想定して、その災害の発生時に

市民の安全確保や災害の拡大防止に迅速に対応できるように体制の整備を考えて行

った。特に災害の被害が甚大である場合は、復興までの期間が長期化することも考

え、関係課が連携して対応できるように組織の改編を行った」という答弁でありま

した。私が考えますに、行政組織上の筆頭部というのは現在の総務企画部だろうと
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思っております。そのことが現在では市民企画部にその防災関係の重要な組織が改

編されているという状況であります。このたびの九州北部豪雨では、本市でも夜半、

早朝から家屋への浸水被害を初め、農林業、河川、道路、公共施設など様々なとこ

ろで甚大な被害の発生が予測され、実際に発生をいたしているところであります。

緊急かつ迅速な対応が求められる状況下にあったと私は推測をいたしております。 

そこでお尋ねをしますが、７・１２集中豪雨災害時において、組織改革により総

務部から市民環境部へ所管が変更された直後の大災害であります。本市の防災体制

組織は、国・県あるいは近隣の市町村、消防団、各行政区などなども含めたところ

の連携・機能等の維持確保は問題なく十分にできましたか、お尋ねをします。 

また、今回の大災害を受けて、菊池市総合防災訓練の必要性、実施の予定はあり

ますかとお尋ねをするところでしたけれども、今答弁がありましたので、この点に

ついては省略をさせていただきます。 

以上、２回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 岡﨑議員の再質問にお答えいたします。 

今回の豪雨災害につきましては、本市は早期に災害対策本部を設置しており、県

菊池地域振興局や菊池警察署、また国土交通省菊池川河川事務所からも本市に参集

させていただいており、関係機関との連携はおおむね取れていたと考えております。

消防団に対しましては、消防団長に災害対策本部に参加していただき、消防団全分

団に対し出動要請を行い、情報を収集するとともに、地域の警戒や救助に専念する

よう警戒発令をしていたところでございます。何分にも市内全域におきまして浸

水・土砂の流入等の通報が入ってまいりましたので、現場にいる消防団との連携を

中心に防災活動に取り組んだところでございます。 

このような状況の中、区長や市民の皆様から自己避難、道路の浸水、道路や林道・

農地・山林等の崩壊など、様々な情報が入ってまいり、その対応に追われていたよ

うな状況でございます。今後、災害対策全般にわたりまして検証をしていく中で、

防災マニュアルを再点検するとともに、災害対策本部を初め災害対策に係る全ての

組織が、より機能しやすい組織づくりに努めてまいりたいと考えております。本年

度は、職員の危機管理能力、災害発生時への対応力向上を目指すとともに、市民の

皆様の防災意識の高揚及び地域防災力の向上にも図ってまいりたいと考えておりま

す。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 
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［登壇］ 

○４番（岡﨑俊裕君） ただいま答弁をいただきました。おおむね取れていたというご

答弁でありました。おおむねということは、未確認な部分が多々あるというふうに

感じます。 

再質問を行いますけれども、３・１１の東日本大震災以降、自分たちの命は自分

たちで守るという機運がさらに高まってきました。菊池市でもこれまでにいろんな

ところで児童生徒の登下校時には保護者、ＰＴＡによる安全パトロールや地域みま

もり隊、あるいは民生児童員さん、認知症サポーター、区長さんたちがそれぞれの

行政区と地域・校区で暮らしの安全・安心、地域コミュニティの確保に時間を惜し

まず努められてきたところであります。先の７・１２の九州北部豪雨では、これま

でにない集中豪雨による水の脅威と恐ろしい水害を経験されています。このことに

よりまして、災害発生時に備えた危機管理意識を自ら持つことの大切さを改めて実

感させられたのではないかと思います。菊池市における自主防災組織は６組織のみ

と聞いております。熊本県内の平成２３年度の自主防災組織の組織率は全国平均が

７５.６％に対しまして県は５５.２％止まりで、都道府県別順位では４１位と、大

変低い状況であります。このため、県は平成２７年度中に組織率８０％達成の目標

を掲げ、組織率向上に向けた取り組みを行うということであります。９月１日の県

内市町村の防災体制が紙面に掲載されておりました。ご承知のように菊池市は恥ず

かしい限りですけれども、最下位であります。自主防災組織の組織については、１

４市町村が１００％と答えているわけですね。菊池市は１３％、その次多いのが山

鹿市２６.４％。組織率が３割にも達しておらず、住民の防災意識は地域によってば

らつきが大変あるということで報道を見ております。本市でも市民の生命・財産を

守り、安全・安心な暮らしを保障し、地域コミュニティの維持確保を図るためにも、

各地域・行政区に自主防災組織、ここでいう自主防災組織というのは、私の考える

のは当然小・中学校等も含めた教育機関、あるいは高齢者や独居老人、認知症など

の福祉関係の弱者、それに消防・交通等を含めた連携した総合的な防災組織を考え

ています。この立ち上げを積極的に推進するとともに、強力な行政の支援が必要で

あると思っております。支援とは、新年度には予算化をして、組織の体制づくりを

進めてもらいたいという考えであります。このことについては、最後に市長のお考

えをお聞かせいただければと思っております。 

以上、３回目の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 去る７月１２日の豪雨災害を経験いたしまして、地域におきま
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す防災活動の重要性というものを強く感じ、普段から地域での活動、連携が防災の

対策について大変重要な要素であるということを改めて認識したところでございま

す。行政区に自主防災組織が設立をされますと、市民一人一人が自分たちの身は、

地域は自分たちで守ると、そういったお互いの同士の助け合い、それが一体となる

ことで災害やそのあらゆる危機に種別に関係なく迅速に対応できる体制が構築され

るものだと考えております。本年度は自主防災組織の立ち上げを積極的に進め、最

高１０万円の補助金を交付することといたしております。ただいまご指摘ありまし

たように、非常に全国的に熊本県、本県は自主防災意識が低いと、５０％少々であ

るということでございまして、これを何とか２７年までにおいては８０％を目標と

して努力をしていくということでありますが、本市におきましても大変低い防災組

織率について目標を定めながら頑張っていかなきゃならないと思っております。今

後は、各行政区の自主防災組織がより多く結成がされますことに向けて、予算化も

もちろんでありますが、しっかり取り組んでまいりたいと、このように考えており

ます。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○４番（岡﨑俊裕君） ありがとうございました。市内１００％行政区に自主防災組織

ができることを願っています。 

次に移ります。通告の２点目でありますけれども、学校規模適正化に伴う廃校４

校と地域振興について。このことにつきましては、行財政改革の一つの項目の柱で

もあります。廃校する４校のうち龍門小学校、水源小学校、迫水小学校は平成２３

年の第２回定例会６月議会で、また河原小学校は平成２４年第１回定例会３月議会

でそれぞれ菊池市立の小・中学校設置条例の一部改正条例が本議会において上程さ

れ、可決をされています。このことを受けまして、龍門小、水源小、迫水小の３校

は菊池北小学校へ、河原小学校は隈府小学校への統合が、平成２５年４月１日と決

定をされているところであります。これら４校の統廃合につきましては、行革に定

める事項の中で学校規模適正化審議会の答申によって進められていることは承知し

ております。本年３月議会において行革大綱の進捗状況をお尋ねしましたときに、

その中の１項目であります。行政改革というのは、やっぱり市民の理解と協力、さ

らには行政、市への信頼が大変重要であるということから質問をいたした１項目で

あります。３月議会での質問を要約しますと、伝統ある学校跡地の利用については、

地域住民、保護者、卒業生などにとっては大変重要かつ大きな課題であり、当然廃

校と地域振興をセットで考えるべきであると質問をいたしております。当時総務部

長は、平成２５年度学校統合後に市長部局への所管となりますので、それまでの間
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も含め教育委員会と企画部企画振興課で関係校区の皆さんのご意見をお伺いし、先

進事例の調査や情報の共有を図りながら進めていくこととしております、このよう

に答弁をいただいております。 

そこで１回目の質問ですが、このことを踏まえて大綱が決定されています４校区

の学校跡地を含め、地域振興策について今日までどのような取り組みが実施されま

したか、お伺いをします。 

なお、先の６月定例会で東裕人議員に答弁された内容と重複するような内容は必

要ありませんので、私にだけ新しい情報をいただければと思っております。よろし

くお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 岡﨑議員のご質問にお答えいたします。 

平成２４年度で閉校となる４つの小学校の跡地利用につきましては、３月の定例

会で岡﨑議員の質問でもお答えいたしましたとおり、教育委員会と企画振興課が連

携を図りながら準備を進めているところでございます。今日までの取り組みとしま

しては、熊本市で開催されました廃校や余裕教室を活用した地域コミュニティづく

り全国サミットへの参加、全国の優良事例の情報収集を行っております。またイン

ターネットにて文部科学省のみんなの廃校プロジェクトでの学校跡地利用の先進事

例についても調査をいたしているところでございます。平成２４年度当初から教育

委員会と数回にわたり打合せ会議を実施し、各小学校の施設の維持管理や備品につ

いて情報を共有化しているところでございます。７月初めには各部長、各総合支所

長をメンバーとし、様々な企画に関して検討する企画振興検討委員会を設置し、各

小学校の概要や跡地利用のスケジュール等について検討・確認をしたところでござ

います。また、閉校後の再利用について、各課の利用規模を調査いたしました。こ

の結果につきましても、実現可能な計画に結びつけることが可能であるかの検証を

進めていきたいと考えております。 

さらに、８月中旬には各校区の地区長の皆様にお集まりいただき、地区長会議を

実施し、各小学校の概要と跡地利用の今後のスケジュールについて説明を行い、今

後の進め方について承認をいただいたところです。具体的には、今後各校区の区長

会議を開催し、跡地利用の地元推進体制の立ち上げにつなげるとともに、企画振興

検討委員会の下に関係課で組織する学校跡地利用専門部会を設け、地域の皆様と学

校跡地利用専門部会が連携して協議・検討を重ねてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 
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［登壇］ 

○４番（岡﨑俊裕君） ありがとうございました。 

２回目の質問ですけれども、この質問をするに当たっては、学校跡地の活用と値

域振興、行政主導主体でなく、住民、地域の方々が主体的に、自主的に取り組むこ

とを前提にしていただくほうが、より地域に密着した跡地の利用ができるんじゃな

いか、地域振興策が生まれてくるんじゃないかということを踏まえて、今回は質問

をしているところであります。全国には様々な事例があると思いますが、それぞれ

に地域性、諸条件等が違い、本市の４校に参考にできるかはそれぞれ疑問が残りま

すけれども、この際、地域主体、地域主導で跡地を活用し、地域振興策をさぐると

いうことを進めるためには、私は行政からも地域に担当者を張り付けてですね、一

緒になってその方策をさぐるということはできないかということを考えたわけでご

ざいます。河原小学校区は人口が現在１,４４２、世帯数で４７２ということであり

ます。水源小学校区は人口で１,０６５、世帯数で３４０、迫水小学校区は人口で１,

２４７、世帯数が４８５、龍門小学校区は人口が９８３、世帯数が３０４、これは

本年の３月３１日現在の人口と世帯数であります。この４校区と同様に小学校跡地

を利用した取り組みがあっておりますので、私の調べた範囲の一つの例を挙げたい

と思いますけれども、この取り組みをしているのは和歌山県の田辺市の上秋津地区

の事例であります。グリーンツーリズム施設として平成８年１１月にオープンをい

たしております。和歌山県田辺市といいますのは、紀伊半島の南西部に位置してお

りまして、近くに有名なのは熊野古道でありますね。ちょっと離れたところは白浜

温泉、そしてこの田辺市には弁慶ゆかりの闘鶏神社というのがあります。今、平清

盛のあれがあっておりますけれども、源平合戦にそのときの水軍がどちらにつこう

かということで、この闘鶏神社で、白と赤の闘鶏で闘わせたところ、源氏方、白の

ほうにつくということで、大変有名になった闘鶏神社であります。ここには義経の

遺品もあるということを聞いております。そういう田辺市でありますけれども、現

在、ここも合併をして、昭和の合併と今度の平成の合併が行われておりまして、１

７年の５月１日で合併をしておりまして、面積は１,０２２.７７ｋ㎡で、菊池市の

約４倍、菊池市は２７６.６６ですので４倍近くありますね。人口は８万、１.５倍

ぐらいですね、世帯数は３万５,０００、うちが１万６,０００世帯程度ですね、２.

２倍ぐらいでしょうか。この一つの地域で取り組んでいるのか、その秋津のガルデ

ンというグリーンツーリズムの施設であります。特徴がですね、行政に頼らない運

営を図るということで、自分たち出資して組織をつくられているということであり

ますし、その組織の株主は議決権を持った株主とそれ地区以外の人たちは議決権の

ない株主ということで、何しろ事業化に向けて取り組みが、合意形成が時間を掛け
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てゆっくり時間形成をされたというこの取り組みが非常にほかと違って行政主導じ

ゃなく、地域住民の地区の主体性でできているところは、非常にほかのところと違

った取り組みだろうということで上げたんですけれども、取り組みは平成３年９月

からあっておりまして、５カ年間を要してオープンにこぎ着けたところであります。

この田辺市というのは中山間・山間地域が多くて、海端の現在の田辺市の市街地が

わずかに平坦地と、あとは海ですね、そういう地形で、南高梅で有名なところです

ね、そういうところでの取り組みです。ぜひこのことも一度確認をされれば大変参

考になる事例ではないかというふうに思っております。 

そこでお尋ねをしますけれども、先ほども言いましたように、４校区にですね、

職員、地域担当制、このことについては以前に尋ねておりますし、隈部議員さんた

ちも地域担当制についてはお尋ねになっております。行政もですね、本気で地域振

興と跡地利用を図るということを示すためにも、職員を４校区に張り付けると、一

緒になってやっていきましょうと、行政のやる気を見せるのが必要じゃないかと。

そして、地域住民との協働で、時間をかけてでもじっくりと学校跡地の活用と、そ

れぞれの地域に合った地域振興策の策定に着手すべきではないかということを考え

た次第です。特に菊池市は熊本県立大学と協定を結んでおりますので、この和歌山

の事例も和歌山大学の支援をいただいてされております。ぜひ県立大学の活用を含

めてですね、地域の住民の方々と行政が一体となって跡地、地域振興策を考えるこ

とが一番いいのではないかという考えの下で質問をいたしておりますので、市のお

考えをお聞かせください。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

議員よりお話がございました和歌山県田辺市上秋津の廃校を利用した農業体験宿

泊施設秋津のガルデンを調べてみましたところ、単に学校の跡地のみを利用した取

り組みではなく、地域ぐるみでグリーンツーリズムを確立した全国でもトップクラ

スの地域振興策であることがわかりました。また、この取り組みに地元の農家の皆

様や地域内外の４８９人もの方が出資をされて、一丸となってまちづくりを成功に

導くことができた背景には、昭和３２年に上秋津の財産を上秋津の人で守るという

当時の人たちの思いで結成された愛好会から始まり、おおよそ半世紀もの長い期間

を掛けて形成されてきた村づくり、まちづくりの基本的な考え方が根ざしていたか

らのようでございます。今回の本市における学校跡地利用の進め方につきましては、

急激な社会変化に伴い、子どもたちの教育環境の改善を目的に、平成２５年４月よ

り学校の統廃合が実施されるわけですが、跡地利用の方針の検討については、今年
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度から地域の代表者の皆様と協議をしながら進めていくことにしております。今後

実際に地域との協議の詳細を詰めていくために、関係する各課で構成する学校跡地

利用専門部会に諮りながら、４校区ごとに跡地利用の方針を検討してまいりたいと

思います。 

また、地域担当職員制度は、地域と行政とのパイプ役として担当地域への情報提

供や地域づくりへの支援、調整活動を行い、地域住民の皆さんと一緒になって課題

や問題をさぐり、その解決方策を検討していく制度として考えられています。さら

に、その手法としましては、行政が半ば強制的に地域に入り込むのではなく、地域

が主体的、自主的に活動を展開することを優先して進めていき、それによって地域

の自治力を高め、継続可能な地域振興を図ることにあります。つきましては、地域

担当職員制度は市内全域に均一的な情報をもたらす制度として捉えておりますの

で、ご質問の学校規模適正化による４校区の地域振興には、それぞれの地域の多様

性を尊重し、活動を後押しするためのコミュニティ助成事業や地域づくり推進事業

によります各地区の皆様が自ら考え、自ら実践する地域づくりや人材の育成を目的

とした地域コミュニティによる市民活動の育成支援の一貫として、これまで同様地

元職員の地域参画の促進をしてまいりたいと考えています。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○４番（岡﨑俊裕君） ありがとうございました。それぞれ４学校区については、これ

まで小学校を中心としてですね、地域づくり・まちづくりが推進をされてきており

ます。それを絶やすことなく続けていけるような仕組みづくりをしていくのが行政

の役割ではないかと思うわけですね。廃校でとぎれては、もう何もなりません。で

すから、実際いうならば、これが決定した時点から行政はもう取り組みに入ってい

かなきゃならん、地域の皆さんと一緒に。跡地が出たから取り組むというのは遅い

んですよね、実際はもう決定したならば、その時点で地域の皆さんと主体的に話し

合いを進めながら、どういう取り組みが必要なのかというのをしていくことが行政

の役割だろうと私は思います。そういう意味では、今後ですね、もうちょっと時間

はありますけれども、もう来年の４月１日ですので、時間的な余裕はほとんどなく

なっているということですので、こちらからでもやっぱり地域の皆さんと話し合う

機会を多く持っていくということが一番大切ではないかと思いますので、そういう

取り組みについてできないか、最後に市長、お願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 



 －160－

○市長（福村三男君） 岡﨑議員の質問、そしてご提言に対しましてお答えになるかど

うかちょっと心配になってまいりましたけれども、まず市職員の中には日ごろから

地域の消防団活動、あるいはまたそれぞれの町内会の区の役員とか、会計などにな

っている地域の一員として活動しているものや、また市の相談員とか要望等につい

ても地域から頼られている、すなわち地区担当的な役割が必然的にこの担っている

というふうに思っております。そこで、現状をより、さらに把握をするためには、

現在の職員の行政区との関わり方、制度に対する意向調査など、職員アンケートを

現在実行・実施をしておるところであります。今現在、どういったことで地区との

関わり合い方がそれぞれの職員皆さん方があるかということを知るべきであろうと

いうことであります。なお、先ほど総務企画部長が申しましたとおりに、地区担当

職員制度というのは、少なくとも市内全域にそれぞれの地域に対します均一的な情

報の提供、そしてまた情報の提供に基づきます地元の皆さん方のお考えということ

を受け止めながら、地域振興を図ると。その中の一つとして学校跡地の利活用とい

うことになろうかと思います。地域振興を図る制度とは少し異なるのかなというふ

うに学校跡地の問題は考えます。しかし、ご質問の中にありますとおり、地域を元

気にするためには、そのためにこれまでの文化のシンボルでもあった学校というの

がなくなると。そのこれまで蓄えられました皆さん方の協働の精神というものを大

切にしていかなければなりませんし、その地域活動が、おっしゃるように途絶えな

いように継続していくためにはどうするかということであります。単なる学校の跡

地の施設の利活用だけに留まらなくて、それを基にしたお互いの地域性を高めてい

くための施策というものが必要であろうというふうに思います。地域にも、さらに

行政にも有益であるというような、そういうようなものを考えながら、議員の意見

を尊重しながら今後の地域振興への足がかりとさせていただきたいと、このように

考えております。なかなか時間的なもので切迫した状況になっているというお話で

ありますが、その中ででもよりよき方向を見いだしていきたいと考えておりますの

で、よろしくご理解のほどをお願い申し上げます。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時４４分 

開議 午後１時５３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、坂本昭信君。 

［登壇］ 
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○１５番（坂本昭信君） ７月１２日の豪雨災害におきまして、被災をされました方々

に心よりお見舞いを申し上げます。また、昼夜を問わず災害対策にご尽力いただき

ました消防団、防災交通課、泗水総合支所、旭志総合支所の支所長を初めとする職

員の方々の努力と苦労に対しまして感謝を申し上げます。 

それでは通告に従いまして質問を行います。災害の対応について伺います。想定

外の大雨で初期の対応は無理だったかもしれませんが、気象情報の収集、住民への

伝達状況、災害弱者への対応はどうだったか、それについて１回目の質問といたし

ます。私が８番目ですので、その中に６人も災害について質問を行っておられます。

具体的に、かつ明確に答弁をお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 坂本議員のご質問にお答えいたします。 

７月の九州北部豪雨時の気象情報の収集につきましては、担当課の防災交通課内

に設置しています熊本県統合型防災情報システム及び防災情報提供システムに送信

されてきます気象情報、河川水位、土砂災害情報をリアルタイムで収集しておりま

した。当時は、午前０時３０分に大雨洪水警報を受け、その後１時４３分に土砂災

害警戒情報などの情報を受信しております。２時過ぎからは土砂崩れ情報、浸水情

報、避難情報などが相次ぎました。住民の方への情報伝達につきましては、２時．

３０分過ぎから全消防団に警戒の出動要請を行い、地域の崖地や河川の警戒に当た

り、市民の皆様に注意を呼び掛けておられるところでございます。また、防災無線

でも何度も市内全域の警戒と自主避難の呼び掛けを行っております。しかし、防災

無線による放送につきましては、今回のような大雨の中では聞き取りにくいという

情報もあっております。今後はデジタル防災無線システムの運用の中で、本庁から

戸別の受信機で一斉に防災情報を送信することができるようなシステム充実を図り

たいと考えております。 

また災害時の要援護者、要するに弱者でございますけれども、の対応につきまし

ては、地元から電話連絡を受けられた時点で、それぞれに消防団及び消防署などに

おいて避難活動、救助活動が行われています。今後は自主防災組織の推進を図り、

早めに避難を呼び掛けるとともに、災害時要援護者に対し地域の協力による共助の

力を得ながら行政と連携ができるような防災体制を確立してまいりたいと考えてお

るところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 
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○１５番（坂本昭信君） それでは、２回目の質問をいたします。 

この自然災害の恐ろしさと申しますが、このたびほど痛感したことは今までかつ

てありません。現代社会において、このような自然災害が場所を問わず、どこで、

いつ何時発生するか想像もつきません。このたびの災害を教訓として検証しなけれ

ばならないと思います。やはりその検証がですね、ただその防災課の検証だけじゃ

なく、やっぱり行政おのおのの部署によってある程度検証しないと、やはり私たち

の市は中山間地で非常に急傾斜あたりも多いわけでございまして、防災マップに急

傾斜の場所とかなんとか明記してありますけれども、やはり私たちがこの前の旭志

の災害の場合ですね、そうでもない土砂が流れて道に広がっているんですよね。そ

の雨量、水の恐ろしさと申しますか、それを感じたときに、やはり全庁はやはり一

生懸命になって右から左から前から後ろからやっぱり検証しないと、それをいかに

対応できるマップをつくるかということが大事でございまして、特に人命的ですね、

人命の危険はこのたびは被害はありませんでしたけれども、やはりさっきおっしゃ

いました防災無線にしましてもそうですけれども、やはり私たちのこの前の災害で

伊坂あたりもかなり被害を受けましたけれども、伊坂部落には防災無線の受信機が

各家庭にありまして、素早く全世帯に情報を知らせることができた。これでやっぱ

り区長さんあたりもある程度ほっとしましたとおっしゃっていました。こういうこ

とを考えますと、やはり市がなんとかしなければ、行政が力出して防災無線やら何

やらば設置してやらんと、いかに情報を早く住民に伝達するか、これが一番災害を

食い止める手段だと思います。私はこの防災無線に至ってはですね、先々代の総務

部長でありました緒方部長のときからその防災無線はどやんかならんか、どやんか

ならんかと、もう今度で３回目でございます。こういうことはですね、やはり早く、

それとやはり今の防災の組織では、本所から支所に連絡し、支所から防災無線を流

すと、このようなことを、合併して、未だかつて、もう８年もなって、それ自体が

一緒なっていないということでございまして、やはり住民のその生命・財産を守る

ためにはですね、やはり行政が前もって先手先手の手を打っていかなければ、もう

あってからどぎゃんしようかぐらいのことでしたっちゃですね、恐らく被害は大き

くなるばかりだと思います。そんなようなことも思うときにですね、やはり今、防

災無線だけでございましたけれども、このたびの質問に対しましてもですね、やは

り問題も早く行政が解決しなければならない点も多々あると思いますので、私は１

回しか質問はせんと言っておりましたのでこれで終わりますけれども。 

次は、安心・安全なまちづくりに努めてもらうことは当然でございますけれども、

住宅耐震について質問いたします。自然災害に地震がありますが、東日本大震災を

初めとして、トラフ大地震とか何とか今騒がれております。このような場合、やは
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りその関東の東日本大震災も復興のめどもまだ立っていない状態でございまして、

我が菊池市でもですね、震度５強の地震があるなど予断を許さない状態であると思

います。一戸建て住宅の改修費用を補助する制度を設けている市町村の割合が熊本

県では１３％、全国平均の７３％を大きく下回っていると熊日が報じておりました。

１３％と申しますと、全国下から３位でございます。これを見たときにですね、近

隣でも山鹿市、菊陽町あたりが耐震補強補助制度があるわけでございまして、山鹿

市の場合は耐震調査で最高８万円だそうでございます。改修費用が全額の３分の２

が補助だそうでございまして、また菊陽町の場合は耐震調査で８万６,０００円、改

修費で金額の２分の１の補助だそうでございます。本市でも主要道路の両脇は耐震

診断があるそうでございますけれども、菊池市の場合のその補助費用は大体どれぐ

らいか。そういうことをお聞きしたいと思います。 

また、今度の災害で見舞金引き上げ改正がなされましたが、全壊で２０万円であ

ります。これは非常にありがたいと思います。でも２０万円見舞金をやる前にです

ね、２０万円補助して地震耐震をしておけばかなりの被害は防げると思います。例

えば２０万円で１,０００戸倒れたとしますと２億円の見舞金になります。このこと

を考えますとですね、いかにその予防が大切か、備えておけば憂いなしということ

でですね、なかなかその先手先手で防災に対しましてはですね、今まであんまりそ

の防災に対して無頓着だったと思います、行政も住民もですね。しかし今度のこの

災害を見てですね、もう本当に私は北桜ヶ水の高柳四季の里線、あそこの災害に朝

早く行ってみましたけれども、それはもうすごい水でございました。今、もう現場

を見てみますと、やはり周囲の側溝はほげてですね、かなり今度の災害の復旧にも

時間がかかるんじゃないかなと思うわけでございます。このことを思うときに、や

はりその私も、話は変わりますけれども市有林の手入れ、そういうこともやはり補

正で行いますこと、そういうことも一般質問したことございますけれども、そうい

うことを思いますときにですね、やはり昔はこんなことあんまりなかったですね。

やはり昔の私どもが小さいころとか、５、６０年前はですね、やはり水が出てもそ

んなに多くなかったし、このような立木が流れてくるようなこともなかったしです

ね、やはり今、現代人があまり環境に関心を持たないということがあるのかもしれ

ませんけれども、そのことを考えたときに、耐震も、あまり長くしゃべってもつか

えていますので早く終わりますけれども、要するに耐震補助事業、これをどうする

か、防災無線の設置を、受信設置をどうするか、このことにつきましてですね、市

長の明確な判断と実行力を期待しまして、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 
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○建設部長（松野浩一君） それでは、坂本議員のご質問にお答えいたします。 

平成７年１月に発生いたしました阪神淡路大震災以降、耐震に関します法改正を

初め、国による基本方針や目標など多く示されているところでございます。建築物

の構造耐力に関しましても、建築基準法及び建築基準法施行令で定めておられると

ころでございます。これらの法令は、随時改正されてまいりましたが、特に耐震性

に関しましては昭和５６年６月に大きく改正をされたところでございます。この基

準によりまして、建築されました建物は阪神淡路大震災以降、大きな地震でもおお

むね耐震性を有するものとされておるところでございます。しかし、一方ではその

改正前に建築された建物は阪神淡路大震災等の大きな被害を受けたのも、この耐震

性の疑問があるとされているところでございます。本市におきましても、昨年１０

月に震度５強という強い横揺れが発生いたしました。またその後、余震など市民の

皆さんも不安な日々を過ごされたことと思います。このような地震が多発する状況

の中で、国や県が示します建築物の耐震改修の促進に関します法律に基づき計画的

な耐震化を促進するため、平成２０年３月に菊池市建築物耐震改修促進計画を作成

しているところでございます。この計画では、本市の平成１９年度末時点で市内全

住宅１万５,６１７棟中昭和５６年以降に建築されました住宅は全体の４７.２％、

７,３７５棟でございます。また、５５年以前に建築されました住宅が５２.８％、

８,２４２棟でございます。そこで、本市では大規模な地震発生直後から多くの市民

の皆さんが徒歩で広域避難場所に集まり、住宅の安全確認や仮設住宅が建設される

までの間、避難生活を送ることが想定されます。広域避難場所の周辺の主要道路を

優先的に安全を確保する必要がございますことから、平成２１年３月に菊池市緊急

輸送道路沿道建築物耐震診断事業補助金交付要綱を策定いたしまして、耐震診断費

用の補助を実施しているところでございます。 

今後この補助対象地域を全市域へ広げ、耐震改修工事を補助対象とする考えはな

いかということのご質問だと思っております。現在のところ、市内の全域を対象と

するところの考えは今のところはございません。しかし、災害時に倒壊いたしまし

た住宅や建物が道路をふさぐことによるスムーズな避難・援助・消火活動の妨げと

なることなど、一層の被害の増大を防ぐ観点から、緊急輸送道路の通行確保を最優

先と考え、道路沿線の住宅に対する耐震改修工事の補助の検討をしてまいりたいと

考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 防災無線に関しましては、先ほど答弁いたしましたと
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おり、デジタル無線のシステムの運用を今検討中でございまして、平成２５年度か

ら本庁から戸別の受信、一斉に防災無線を受信することができるようなシステムを

構築したいと今検討中でございます。 

○議長（山瀬義也君） 防災無線については先程終わっていますから、止めてください。 

   坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１５番（坂本昭信君） やはりその主要道路、耐震診断はわかりますけれども、やは

りどうにかして全域に広げてもらいたいと思うわけでございます。やはりつぶれる

前につぶれないような対策も必要と思います。それは主要道路もわかります。でも

主要道路はもう要するにこの中央線あたりは家が倒れても真ん中は通れますよね。

そういうことを考えますと、その口先だけの言葉じゃないんですよ。本当に困った

ときのことを考えるとですね、一刻も早く行わんと、いつ起きるかわからんとです

から。今起きるかわからんし、起きないかもわからん。これを考えるときに、やは

りその生半可な考えでですね、そういうことで対応してもいかんと思います。です

よね。私の家も倒れるし、部長の家も倒れるかもしれんですよ。それを考えるとで

すね、やっぱりみんな、市民の方々の希望、私は代弁者ですから、ああ、こんな希

望があるんだ、これがあるんだと、そうですからやっぱりみんなの、部長も市民で

すから、予算の関係もありましょうし、いろいろあると思います。しかしながらで

すね、その私は行政としてできることはしていかにゃいかんと思います。山鹿の利

用状況を申し上げたいんですけれども、やはりこの山鹿は今、行ってから耐震診断

が２年目、改修が１年目だそうでございます。何件ございましたかと聞きました。

そしたらですね、まだ改修が１件と診断が３件だそうです。市民はそれぐらいです

よ。ですから、私は山鹿に言いました。行政として責任逃れにはなりますよね。す

るせんはその者の自由ですから。そしこしとけば、執行部側もやっていて何でせん

かい、こしこあってのになしせんかいって言い返せるでしょうが。それもしないで

座っとるから、どぎゃんしたことかと後から怒られなん。そうですよ。それは、も

う話はとびとびなりますけれども、水害のときもですね、みんなが困って、おい議

員、職員は何しよっとか、いっちょん出てこんがと、まあそぎゃんな言いなすなっ

て、職員は一生懸命この広か地域ば何人かて周りよっとだけん、そぎゃんあんたの

ところまで、かゆいところに手の届くことはできんばいたと。そこですよ。そうい

うことでですね、やはり行政でできることはすぐ対応せんと、あんまりうちなぐっ

て座って、見舞金２０万円、それで済ませてもらったっちゃ大きな間違い。それよ

りも、事故をいかに少なく減らすか、いかにするかを先に考えんと、見舞金ばやる

けんよかろう、それではいかんと思います。 
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ですから、私はそういう気持ちを持っていますので、また１２月一般質問すると

思いますけれども、それまでに判断をお願いいたします。また１２月になりますと

年納めの時期でございます。よろしくお願いします。 

それでは、環境問題について、私は先般６月の議会ですね、旭志の桜ヶ水の環境

問題について質問いたしました。その後、どうなっているか聞きたいんですけれど

も、ここに業者が地元の区長さんに改善予定計画書というのをやっているわけです

ね。その中にですね、これは２０年１月９日に区長さんあてにやってあります。そ

の中に、改善策としてにおいの原因となっている天日乾燥している腐敗した骨を２

月１０日までには全てなくし、においの原因を取り除きます、このような約束があ

っているわけですね。でも今現在、いかがかなと思っております。２、３日前、私

はその桜ヶ水へ尋ねてまいりました。においはどぎゃんですかと。もう夕方になっ

たら臭そうしておられません。ここに菊池市環境基本条例というものも持っていま

すけれども、これでも公害はどういうことかというと、ここに書いてあるわけです

よ。土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康または生活環

境に係る被害を生じることを言うと。それは有価資源か知りませんけれども、やは

りそれもこれもにおいも公害の一種ですよね。有価資源だからあんまりやかましゅ

う言われんもん、言われんでも、ここにちゃんと明記してあるんですから。行政も

もう少し、こんな覚え書、引き延ばし、引き延ばしで、これただ紙やっていつも改

善されんならば、ただ野放しと一緒ですよ。この前も水害のときも少し骨が流れた

りいろいろした事例も聞きましたし、そのことを考えますとですね、やはり住民を

守る立場からの行政はですね、やはりもう少してきぱきと動いて業者を指導してい

ただきたい、そのように思うわけでございます。その点、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 議員お尋ねの骨粉乾燥施設につきましては、よくご存

じと思いますけれども、桜ヶ水地区で民間の事業者がラーメン店などの飲食店から

買い取った豚骨を乾燥粉砕し、堆肥会社へ骨粉として販売されております。豚骨が

肥料の原料、いわゆる有価物として処理され、肥料加工事業でございますので、豚

骨を乾燥する際に悪臭が発生し、周辺住民が迷惑されているところでございます。

６月議会でも状況を報告していましたが、その後も継続して菊池保健所と連携を図

りながら現場調査や事業所への面談を通じ、指導を続けているところでございます。

このことにつきましては、８月９日の旭志区長協議会においても現状報告をいたし

たところでございます。現在、事業者側におきましても消臭剤、発酵促進剤などを
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活用しながら滞留している原料の解消を図るため、今月中には作業用ビニールハウ

ス施設を１棟増設し、製品化のスピードアップを進めたいということでございます。

市といたしましても現地の臭気分析につきまして、８月末に専門業者に委託を行っ

ておりますので、保健所立ち会いの下、検体採取を行って、現在分析中でございま

す。今後、分析結果に基づきまして、菊池保健所と連携を図りながら、関係法令に

よる対応や市の環境基本条例に定める事業者の責務として環境保全への対処に関す

る地元説明の指導と環境改善に関する指導を続けてまいりたいと考えているところ

でございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１５番（坂本昭信君） 本当に住民はもう困っとっとですよ。本当にカラスのえさ場

になったり、いろいろありますので、ハエもたくさん生まれます。そのことを考え

ますときに、非常に住民が困っていますので、よろしくお願いします。終わります。 

○議長（山瀬義也君） 次に、森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 皆さん、午後のほうで疲れておられると思いますけれども、

続けて質問に入らせていただきます。 

通告に沿いまして質問いたしますが、税の徴収と管理体制という題でありまして、

一番初めに税管理のシステム状況ということで、きのう、城議員のほうも質問され

て重複する点もあろうかと思いますが、私なりにお聞きしていきたいというふうに

思っております。 

６月の特別委員長の報告の中に、調査の到達点というようなことで３つの課題を

指摘されておりました。その中に、きのうもその内容は皆さん方もご承知と思いま

すが、やはり執行部への調査依頼もありますし、やはり総合支所における情報管理

等のずさんな体制を早急に改善、適正にやれというようなことであります。行政情

報の取り扱いにつきましては、やはりこう便宜性といいますか、都合がよいことを

優先することでなくてですね、セキュリティの評価を求めるというようなことであ

りますが、情報、税の情報、行政情報に対しまして、セキュリティの管理といいま

すのは、やはり担当部の部署、そこの管理者及び職員の最高管理者あたりがやはり

今まで徹底した指導ができていなかったのが要因ではなかろうかというふうに思う

わけであります。問題に対しましての指摘でありましたが、その後、菊池市の税管

理体制のシステム状況と実態ということでお尋ねをしたいと思います。２点目に、

延滞金の徴収と不納欠損の現状ということで、延滞金の徴収等は、全ての対象者よ
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り徴収が実施されているのか、また不納欠損に至るまでの経緯・期間につきまして

お尋ねをいたしたいと思います。 

１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員のご質問にお答えいたします。 

まず、税管理体制システムの状況でございますけれども、現在税務課、徴税課で

は窓口専用の共通電算端末と職員専用の電算端末機、卓上のパソコンでございます

けれども、がございます。この端末機を使用する場合は、共通端末機、職員専用の

端末機、どちらも職員番号とパスワードを入力すれば使えるようになっております。

共通端末機は窓口業務に対応するもので、職員専用の電算端末機は自席で管理して

おり、課税及び徴収に関する業務を行っております。端末機の管理につきましては、

職員が公務外出や会議等で離れる場合は端末機の電源を切るか、ロックをするかな

どの手段を取り、常日ごろからお互いに端末機の管理の仕方、税情報の秘密保持に

つきましては確認をしているところでございます。 

また端末機の使用履歴につきましても、電算室で確認できるシステムとなってい

るところでございます。 

今後はさらに本庁、各総合支所の税情報の管理システム体制の向上を目指して関

係課と協議を行い進めてまいりたいと考えております。 

次に、延滞金徴収と不納欠損の状況でございますけれども、延滞金は納期内に税

金を納めなかった納税者に対して本税に加算して徴収するものでございます。延滞

金の率は税法で納期限の翌日から１カ月を経過した日から納税の日までの期間、年

１４.６％加算されることとなっています。高額な滞納者は長期の滞納により延滞金

が本税額と同額あるいはそれ以上になるケースもありますので、納付が困難な状況

にございます。 

参考までに平成２３年度におきます市税・国民健康保険税合わせて１,３６３万

９,０００円の延滞金を徴収しているところでございます。不納欠損処分を行うに当

たりましては、まず個々の事案について十分な財産調査等を行い、地方税法第１５

条の７に基づき滞納処分をすることができる財産がないとき、滞納処分をすること

によって、その生活が著しく窮迫する恐れがあるとき、その他その所在及び滞納処

分をすることができる財産がともに不明であるときに差し押さえ等の滞納処分の執

行を停止することとしております。その後、状況が変わらず執行の停止が３年間継

続したときは、納入する義務が消滅し、不納欠損処分に至ります。また納税者の方々

にはいろんな生活事情があり、納付が困難という相談ケースが年々増え続けている
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のも現状でございます。まずは納税相談を基本としながら、納税者の方々が払いや

すいような状況に持っていくよう対応しているところでございます。各税の納付書

発送から法により督促状を発送しますが、とりわけ納税が滞っていて催告書に応じ

ず、納税をしていただけない場合は、財産調査を行い、預金、生命保険、給与、不

動産等の差し押さえを執行し、滞納整理を行っているのが現状でございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 今、状況についての説明をいただきまして、今後の執行部の

取り組みといいますか、を再質問させていただきたいと思います。税情報、行政情

報の管理体制の表面化といいますか、透明性が本当にこう求められてきている時期

に入ってきたというふうに感じるわけであります。平成２３年度の一般会計、特別

会計の収入未済額を合わせますとやはり２０億円を超えてきたというところであり

まして、やはりここ急激に１３億円程度だったのが２０億円近くまで来ているとい

うのも現実でありますので、やはり情報公開の透明性が今の社会に要求されてくる

んじゃなかろうかというふうに考えるわけであります。そういった中におきまして、

情報公開条例の改正といいますか、市民に不信感を抱かせない市政が求められてく

ると思います。インターネットあたりで調べてみますと、他県では政治倫理条例の

中で情報公開の開示を明らかにしている県も市もあります。私は、やはりこれから

先、透明性のある行政でなければ、まじめに税の納入に努められておられる市民の

方々の不満の声といいますか、だんだんと大きくなってくるんではなかろうかと思

うわけであります。税情報を市民に明らかにする行政でなければ、やはり収入未済

額は年々とこれは増加をたどっていきますし、どれだけ徴税課が熱意を持って努力

されても、職務を果たせるような金額ではないというふうに考えますので、やはり

行政として透明性のある菊池市を目指し、情報公開の開示の実施に向けての考えが

あるか、ないかだけをお尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 税に関する情報開示はとても税法上できませんので、

市全体的なものに関してという解釈でいたしますと、現在のところ情報開示上でも

ございますけれども、税関係に関しましてはですね、現在考えてはおりません。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 
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○２０番（森 隆博君） 考えておられないということでありますが、やはりこれから

先はですね、やはり人口の減少かと、また税の滞納の額が増えていくということも

ありますので、今後執行部としては考えていく大事なことであろうということで、

今回は一応その点までの打合せしておりませんので、それから先の要求はいたしま

せん。 

次に、２点目の質問に入らせていただきます。対策本部の儀訓ということについ

てお尋ねをいたしたいと思います。まずは、本当に７月１２日に発生しました九州

北部の集中豪雨によりまして被害に遭われた方々に１日も早い復興と心からのお見

舞いを申し上げたいと思います。今回の儀訓というこの意味合いはですね、やはり

読んで字のごとく正しい教え、礼にかなった教訓というようなことでこの言葉を使

わせていただきます。平成２３年の３月１１日に発生しました東日本の震災後、震

災地の方々の教訓といいますか、そういうことを数人の方からお聞きする中に、や

はりその震災の津波の恐ろしさを経験された方々といいますか、地域の先輩方々の

指導により、集落を高台に移転したり、そういった方向性をやってきたところは１

件の被害もなく、一人の被害者も出なかったという現実問題もあります。震災後、

１年半が経ちまして、震度５程度の余震が今でも三陸方面では頻繁に起きているよ

うな状況でもありますし、そういった地域でですね、日本のやっぱり気象状況が異

常に変わってきたというふうにお話をしました。確かに台風の発生位置も、もとも

とは赤道付近から発生しまして、沖縄を通って九州方面に入ってくるというのが今

までの傾向でありますが、今は本当に太平洋側に発生したり、太平洋側の高気圧が

弱まらないということで、ゲリラ雨も多くなってまいりましたし、特に大阪方面が

一番多いというふうな記事も載っておりましたが、やはり九州から北海道までの温

度差もなくなってきまして、やはり北陸方面で３０度を超えるという日々が多くな

ってきております。そういった地球環境の中に、やはり南極・北極の氷が異常に早

く溶けるというような減少も現れておりますし、今後国内で何が起こるかわからな

いというような恐れも感じるところであります。８月２９日に、もう内閣府が示し

ました東海沖・四国沖の南海トラフ沿いでの巨大地震が発生した場合には、死者が

３２万人というような、また津波の被害者が７割を占めるというふうな発表もあっ

ております。日本列島は４つのプレートがぶつかり合う場所にありまして、太平洋

プレートの境界線で東日本の震災が起きたわけでありますが、８・８の大地震で死

者・行方不明が１万９,０００人というところに、今回のやはり南海トラフ・フィリ

ピン海プレートの巨大地震が発生した場合には３２万人という数字が示されたこと

には、本当に信じられないような数字だというふうに思っております。私たちが住

みますこの菊池市も、別府島原布田川日奈久断層の影響でたびたび地震も起きてお
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りますし、昨年の１０月には菊池市旭志におきまして震度５強の地震も発生してお

ります。想像もできないとか、初めての出来事であるというようなことをやっぱり

語っているときではない。やはり教訓を基本に菊池市の最高司令者として、市民の

安心・安全を守る対策を示していくときではなかろうかということで質問いたしま

すけれども、７月１２日の九州北部の集中豪雨に対しまして、災害対策本部の責務

ということでお尋ねをしたいと思いますが、１点目に行政の災害地域の現状の把握

と対応、被害箇所、被害状況等の情報収集、２次災害等の認識及び確認、避難地区

のパトロール、避難場所等への見舞い、避難者への生活物資等の対応が万全であっ

たのかということ。２点目に、災害対策本部設置から解散に至った経緯であります

が、対策本部の最高指令者であられます市長のほうから設置要綱があっております

が、解散命令の指示についての期間といいますのが２日間だったということについ

て、どういう経緯でこの２日間で解散に至ったかということ。３点目が、行政区の

一律の災害見舞金の趣旨でありますが、一律１万円と、２１６万円の見舞金、市行

政区でありますが、これはやはり市民の血税でもあります。どのような目的で見ま

いであったのかと、と言いますのも、やはり被害を受けなかった地区の区長さんが

一律の見舞金の目的は何かという問い合わせを私も受けまして、私も何かどうにも

理解ができませんので、納得のいく説明を求めたいと思います。 

１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員のご質問にお答えいたします。 

災害地域の現状把握と対応につきましては、災害対策本部の指揮の下、災害対策

本部現地調査班及び土木担当部署、農政担当部署の職員におきまして、災害箇所の

現状把握に努め、生活基盤のインフラを最優先に早急な復旧対策を行ったところで

ございます。災害対策本部の設置につきましては、菊池川の数箇所の推移情報が避

難判断水位を超える状況となったので、関係者を招集し、７月１２日の午前４時に

災害対策本部を設置したところでございます。１２日は河川管理者それぞれに河川

の危険箇所に防護策等の設置の作業が行われていますし、その上１３日の気象情報

の豪雨の心配がなくなりましたので、１３日の午後６時にこれ以上の災害は発生す

る恐れがないと判断いたしまして災害対策本部を解散しておりますが、引き続き災

害待機班の職員におきましては待機を行い、土砂災害警報体制には備えていたとこ

ろでございます。 

続きまして、行政区に対する見舞金でございますけれども、これにつきましては

今回初めてでございますけれども、全消防団が出動し、河川等の危険箇所の警戒や
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住民の避難の手助け、浸水防止のための土嚢積みなどの復旧活動に従事していただ

いております。ほとんどの行政区の皆様におかれましても、同様の復旧活動が行わ

れております。今回は、これまで私たちも経験したことがない未曾有の災害でござ

いました。このようなことから、今回菊池市九州北部豪雨災害地域見舞金支給要綱

を設置し、住家の全壊・半壊・浸水等のほか、炊き出し等の状況に応じまして加算

をする状況になっておりまして、１行政区当たり最低１万円から最高３０万円、支

給総額の４１２万円の見舞金の支払いを進めているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 大体内容的にはわかりますけれども、やはり再質問させてい

ただきますが、災害対策本部の設置の規則、要綱等は、やはりこう礼にかなった教

えが基本であろうと考えるわけであります。災害時の教訓、今後の対策に対する基

本的な考えを持つときではなかろうかというふうに思うとき、２次災害も十分に考

えられたわけであります。１４日の日にもかなりの雨が降りましたし、そういった

点で１２、１３だけで解除されたということに対しまして、これが本当にこう適切

な判断であったのかというふうに思うわけであります。やはり災害地域の、災害に

遭われたところの区長さん、そういったところの集約といいますか、現地状況、ま

た被害に遭われた方々等についての認識というのも、その時点で十分に把握できて

おったのかと、それを全て把握した上で、認識した上で解散されたのかなという不

思議な点もあるわけであります。執行部の説明と被害に遭われた方々の私たちの耳

に入りますことがあまりにも食い違った説明でありますので、特に１２日、１３日

の市長の現地調査状況と被災地の住民の声は全く違って聞こえて入っております。 

そこで、１点目にどこを基準として対策本部の解散の指示を出されたのか。２点

目に、地域性によって防災対策のマニュアルというのは十分に変わってくると思い

ます。今まで数名の方々が聞かれておりますように、やはり被災地によって状況が

変わるわけでありまして、やはり以前からこうその地域におられた方々は、やはり

ある程度の水かさが増してきたり、そういった状況になりますと、やっぱり自然と

危険箇所というのはわかりますし、どういう対策を打たなければならないというの

は、やはり以前から住んでおられた方々しかわからないというふうに思うわけであ

ります。そういったところにおきまして、やはり今回、この教訓を生かさなければ、

今後また発生した場合には対応ができないというふうに思いますので、やはりその

被災の教訓を生かして、やはり地域の防災的訓練だとか、システムといったものを、

ピシッとしたものをつくり上げていかなければならないというふうに思うわけであ
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りますが、その点についての今後の対応といいますか、取り組みというのをもう少

し明確にお示しをいただきたいと思います。 

行政区一律に１万円の見舞金、行政対応の批判を感じて少しこう実施されたんじ

ゃなかろうかなというところも感じますが、この点については、その受け取った区

長さん方の判断にもう任せなければ仕方がありませんので、そこまでは再質問はい

たしませんが、１点目と２点目のこの対策本部の解散が適切であったのかというこ

とと、今後地域に合った対応をやっていくのかということを、よかったら明確にお

示しをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 防災対策本部につきましては、先ほど申し上げました

ように、危険がある程度去った、これ以上の被害はないだろうという判断で解散し

たところでございますけれども、このことに関しましては職員アンケート等を採っ

ておりまして、その中でも反省すべきじゃないかというようなことが上がってきて

おります。今後、防災対策本部の内容を検証中でございますので、その中で改善し

てまいりたいと思います。内容的には、災害対策本部災害待機班、現地班、避難指

示及び避難場所連絡体制などに関しまして、先ほど言いますように職員からアンケ

ートを採っておりますので、それを基に検証会議を今後引き続き実施してまいりま

す。 

今後、この調査結果を基に菊池市地域防災計画や災害対策マニュアルの見直しを

行うとともに検証会議を予定していきたいと考えております。 

それと、地域に合った防災マニュアルができないかということでございますけれ

ども、現在、防災マップをつくっておりまして、その中で危険箇所とか浸水想定箇

所とかもございます。そういうのも含めまして、今後本年度総合防災訓練を実施す

る予定でございますけれども、定期的に開催し、それぞれの地域に行きまして１カ

所だけじゃなくて次年度また別な地域とか、その地域に合った場所で総合的な防災

訓練を開催できないか。また防災マップにつきましても、より詳細に地域に合った

状況ではできないか、そういうものにつきまして対策本部で今度検証会議の中で検

討してまいり、改善してまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 再々質問を、よかったら簡潔に市長のほうからお聞かせいた

だきたいと思いますが、やはり本庁方式になりますと、総合支所が支所というよう
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な形で、やっぱり人材も削減されますし、今まで数名の方も、そういった心配ごと

を訴えておられました。私たちがやはり一番心配しますのは、その地域によって災

害状況が変わっておったというのも現実でありますし、そしてまた地域のその方々

が入って、やはり一緒になって訓練をし、防災的対応をやっていかないと、なかな

かそこの地域に馴染まない人がやってもですね、意味はなかろうというふうに思う

わけであります。特に新興住宅地あたりは消防団もおられませんし、そしてまたそ

ういった自主防災に向けてのメンバー等も今からつくり上げていくということであ

ればですね、そういった方向性についての考え方といいますか、方針をよかったら

簡潔にお示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 先ほど来、３点ほど質問がありまして、下田部長のほうからお

答えいたしましたが、対策本部につきましての解散の時期ということについては、

今お答えの中に申し上げしたおりましたように、この役所の中におきます職員の皆

さん方のアンケートの中にも対策本部の存在とその意義がはっきりわかっていなか

ったと。あるいは、また解散がどうして早くあったんだろうといった疑問が出てお

りまして、議員ご指摘のとおりだと思います。災害がさらに増える見込みがなくな

ったということで、あとはこの復旧復興に向かっていかなきゃならないということ

の意味を含めて、解散はもういいだろうということでやったところでありまして、

やはり少し時期が早かったということは否めないことだと私は思います。 

またこの一律１万円の見舞金の根拠は何だという話でありましたが、何かにつけ

てお世話をいただいていると、雨は全域に降っているということもありまして、水

路が傷んだりとか、あるいは道路に冠水しただとか、それぞれに大小少なからずこ

の地域がかつてない災害を受けている状況にありまして、基礎的なベースとしての

１万円であって、先ほど答えましたように、それぞれ床下がどれだけ浸水したのか、

床上はどれだけあったのか、あるいは全壊・半壊・倒壊・一部損壊、そういったも

のの状況を評価しながら、それで１万円から３０万円までという中で、ベースとし

て１万円を見舞金としてということでありまして、ほとんど２１１区に近い状況で

今配付が済んだところだと思っております。 

また、地域それぞれの各支所ごとにおきまして、防災、今回の水害の状況も大き

く違っておったと思います。最も重篤な状況は、旭志伊萩地区におきます家屋の全

壊で、当初は３名の方々が生き埋めになっているという情報がありましたが、１名

はおばあちゃんが外に出ていて難を逃れられたと。またお二人が生き埋めなったと

いうことで、大変人命に関わるような災害であったということで、そちらのほうに
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泗水を視察しておりましたが、急遽そちらに出向いたところであります。 

それぞれの地域によって、旭志地域については山腹の崩壊を初めとして、本当ら

水がいつも流れていない水無川が氾濫をするといったような状況でありましたし、

とりわけ立木による損壊というのが非常に原因になっていたと思います。また泗水

地区等におきましては、平たん地でありますので、その上流からの立木等によって

橋桁にかかり、ふれあい橋等が流出をいたしましたが、その中身中身については、

七城は七城なりに平たん地として竜門ダムのおかげもあったかと思いますが、災害

の内容が違うと。そしてまたこれはいつ地震による災害になるのかもわかりません

し、またもしかすると火災等の発生にないかもしれません。災害の種類というのが

全く変わってくる場合に、果たしてどうあるべきなのかといったことも含めながら

考えた場合には、広い２７６.６６ｋ㎡と言われる菊池市の災害というのは、種別が

大きく分かれてくるんじゃないかなと思います。そういう意味では、支所ごとのい

うよりも地域ごとにおけますところのプラン、マニュアルというものをつくってい

かなければならないというふうに思っております。河川が氾濫しているのに、橋が

渡れないのに避難場所の泗水の総合支所と言ったといって怒られたという話も聞い

ておりますが、そういう事例というのがたくさんあります。幸か不幸か、手遅れに

よって何かが生じたということは今回はなかったんではないかなと。事後の処理に

ついて、人の配置等々については手抜かりはあったと思いますが、本当に皆さん方、

住民と、それから部内外におきますボランティアのお力によって災害の復旧が進ん

できているのではないかと思います。まだあとこれから政府がどうこの対応をして

くれるかわかりませんが、激特の指定を受けておりますので、これを受けまして今

後年度末にかけていろんな事業の申請等々を進めながら復旧に向かって進めていき

たいと、このように考えております。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時５３分 

開議 午後３時０３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） それでは、通告に従いまして早速始めさせていただきたいと

思います。 

菊池市の防災対策についてお伺いをいたします。今回は、多数の議員さんから質
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問が出されていますので、的を絞って質問させていただきたいと思います。この件

につきましては、平成１５年から幾度となく質問させていただきました。昨年も６

月の定例会でいろいろと質問をさせていただきましたが、そのとき初めて平成２４

年度に総合防災訓練を実施をしますという力強い答弁をいただきました。あれから

約１年が経過をいたしましたが、実施時期や訓練の詳細についてお答えをください。 

以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） それでは、樋口議員のご質問にお答えいたします。 

本年度に計画しております菊池市総合防災訓練につきましては、時期的には１１

月、本庁に本部を設置し、隈府小学校を会場に、消防団、消防署などと連携して実

施する予定でございます。内容につきましては、まず予期せぬ災害が発生した際に

速やかに全庁的に災害対応に当たるための体制づくりを行うことを目的とした「緊

急時参集訓練」、災害が発生した場合の災害対策本部の設置について、迅速に本部

の設置と運営ができるよう訓練を行うとともに、各部からの報告、本部長の指示等

のシミュレーションを行う「菊池市災害対策本部設置訓練」、次に災害現場におけ

る指揮体制の確立、活動各隊の連携及び隊員個々の技術向上を目指した「救出救護

訓練」、災害時要援護者等を含む地域住民の避難支援体制の構築を目指すため避難

訓練を実施し、地域全体を繋げる災害時福祉ネットワークを構築することを目的と

した「災害時要援護者等避難訓練」を行う計画としております。いつ起こるかわか

らない大震災、また先月の７月１２日に発生いたしました九州北部豪雨災害では、

従来の概念には納まらない災害で様々な課題が示されました。この経験を踏まえま

して、各市、関係機関との連携の強化及び自助・共助に基づく地域の災害対策対応

能力の向上を図り、市民の防災意識の高揚に努めたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） ただいま訓練の詳細をちょっとお伺いをしたところでありま

す。私自身約１０年にわたって総合防災訓練の実施を求めてまいりました。しかし

実際の行動計画策定については、各方面との連携や相当調整事項が必要とされます

ので、また近年の地震やゲリラ豪雨、今までにない防災行政というのも発生してお

りますので、その計画策定に当たりましては、担当課の皆様には大変ご苦労があっ

たと、心より感謝を申し上げるところであります。今のお話を聞きまして、私なり

の観点で今回の総合防災訓練に対し思うところを若干述べさせていただきたいと思
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います。 

まず、先日の阿蘇・菊池方面の豪雨災害ですよね、これら大規模災害に関しまし

ては、必ずどこかで自衛隊の出動が大きな力というふうになると思います。そうで

あれば、できるだけ訓練時より八師団等の自衛隊との協力関係を深めるべく訓練の

参加を求めてはいかがというふうに思います。また、昨日も提案がありましたが、

災害対策本部内に消防庁とホットラインをつなぐ消防署員を災害対策本部に配置す

る、そのことをできれば消防関係と打ち合わせてはいかがかというふうに思います。 

また災害対策本部、各支所、学校ほか公共機関、病院や福祉施設、消防団、各方

面隊、自主防災組織、自衛隊、消防署及び菊池市内２１１区等に至る指揮命令系統

の一覧図を私はつくっていただきたいと思います。これらの件については、今回の

訓練では間に合わすことは実際無理でしょうが、先日の災害を教訓に、ぜひとも考

えていただきたいというふうに思います。 

そこで質問になりますが、今回の訓練計画は、先ほどのお話ですとエリア選定と

いう形で行われると思いますが、今後の展開をどのように考えるか、お答えをいた

だければというふうに思います。 

実は次にですね、今回の計画策定や実施に当たって、現在の防災交通課の人員は

十分かというふうにお聞きをしようと思ったんですが、きのう城議員のほうから質

問がありましてお答えも聞いておりますので、それについては答弁は結構でありま

す。しかし、私はこの際、災害対策という、庁内では正直対応が難しい業務に関し

て、自衛隊のＯＢと外部からの専門的な知識をお持ちの方を登用してはいかがとい

うふうに考えております。既に福岡市の市町村の多くは自衛隊ＯＢを、そういうポ

ジションで、正規に雇われているところもありますけど、嘱託員として雇って防災

計画をつくったり、実際の訓練で指示を仰いだりしておりますので、そこら辺は今

後も考えていただきたいというふうに思います。先日の豪雨災害も今までの記録に

もないし、記憶にもないという大災害でありますが、じゃ百年間またないかといえ

ば、そうは言い切れない部分があると思いますので、そこら辺は対応していただけ

ればというふうに思います。また、前回質問時に、私はペアリングの話をさせてい

ただいたと思うんです。どこかの市町村がだめになったときは近くの市町村で助け

合うと。そのときの計画では、私が聞いた記憶では、日田市と本市はペアリングと

いうか、協定を組んでいるというお話なんですが、今回に至りましては我々の菊池

市よりも日田市の被害のほうが大きい。両方被害を受けた自治体同士になりますの

で、そのペアリングも今や崩れていますので、次の対応も考えていただければとい

うふうに思います。要は市民を守るには本番の危機管理、機能を強化するというこ

とが求められると思いますが、執行部のお考えをお聞かせください。 
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○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 本市の防災総合訓練につきましては、本年１１月に実

施後、その結果を検証し、本市の地域や特性を生かした被害想定及び訓練内容を目

指して、より多くの方が参加できるよう訓練場所を固定せず、市内を巡回するよう

な形で定期的に開催できないかと考えているところでございます。現在、今回の豪

雨災害に対する災害対策本部を検証中でございますので、危機管理に携わる非常時

の職員体制の見直しもその中で行いたいと考えております。 

次に、危機管理における自衛隊ＯＢ等の必要性でございますけども、阪神・淡路

大震災以降、日本全国の自治体で危機管理官などの役職に自衛官ＯＢが採用される

ケースが増えているところでございます。本年６月定例会で、大賀議員のご質問に、

「現在のところ警察や消防自衛隊などの現職及びＯＢを危機管理専門家として配置

することは考えていない」と答弁しております。しかし、今回の九州北部豪雨被害

を踏まえまして他市の状況等も調査した上で、今後検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） 局所訓練の展開については、わかりました。引き続き多くの

地域を巻き込んで実施をお願いしたいと思います。 

それと、災害対策本部については、必ずしも本庁に置かなければならないという

ところではないと思います。今回のようにいろんな局所で災害が起こった場合は、

本部機能をそこに集中するというやり方も実際有事の際には行われるということを

聞きましたので、地域に見合った部分をどんどんと進めていただければというふう

に思います。 

また、最近ではシェイクアウト訓練という、自主的に参加する総合防災訓練とい

う形で、慣れてくると日にちと時間だけを決めて、それに学校や公共施設とか、そ

れぞれに参加をするというやり方もあるようですので、それもご検討いただければ

というふうに思います。 

あと先ほど市長から電話も通じないというような話もあったんですが、これも前

から言っておりましたが、衛星電話、最低個数広げて有事の際に備えるというとこ

ろも検討いただければと思います。 

人間が１０年、２０年、１００年と築き上げたものが一瞬にして無と化す、これ

が災害であると思います。その災害を最小限にとどめることは、防災・減災の意識
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が求められることであり、そのことについては自治体には相応の責任が問われると

いうことをしっかりと庁内で検討していただきたいと思います。要は、私が総合防

災訓練の話を再三させていただいているということは、きのうも話が出ましたけど、

災害対応マニュアルとか、安全対策マニュアル、その他いろんなマニュアルがある

んでしょうが、総合防災訓練を行うということは、要はこれら一つ一つの性格がぴ

っちり決まっていないと総合防災訓練は行えないということですので、これを機に

いろんな形で進めていただけばありがたいと思います。 

それでは、次に移ります。市有林の管理についてお伺いをいたします。まず１点

目、現在の間伐計画と実施状況についてお答えをいただきたいと思います。２点目、

先日の大雨による地すべり災害の多くが市有林に見られるとの話をお聞きしました

が、防災の観点から見る市有林管理のあり方をどのように考えておられるか、お答

えをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 樋口議員の質問にお答えします。 

現在、本市が保有しております市有林面積は約１,３１９ｈａで、そのうちスギ、

ヒノキの人工林が約１,０２９ｈａ、７８％を占め、残りがクヌギ及び天然林となっ

ております。市有林の管理につきましては、菊池市森林整備計画と森林施業計画に

基づき、伐採、造林、保育の時期を定め計画的に実施しているところでございます。

間伐の実績につきましては、平成２１年度におきましては１５ｈａ、事業費１,９３

０万円、平成２２年度２３ｈａ、事業費１,８０６万２,０００円、平成２３年度２

７ｈａ、事業費１,７９９万２,０００円で実施しております。また。今年度は２４

ｈａ、事業費２,０１７万８,０００円にて実施するほか、国・県事業の補助採択を

受けまして、間伐等森林整備促進対策事業によりまして、合わせて２１ｈａの間伐

を計画いたしておるところでございます。下刈りにつきましても計画的に実施して

おりまして、平成２４年度５７ｈａ、事業費８２８万８,０００円にて実施する予定

といたしております。市有林の間伐計画としましては、全体を２０年周期と捉えて

おりますので、今後１０年間で間伐が必要な面積は約５００ｈａと予測をいたして

おります。間伐の施業箇所については、森林施業計画をべースに市有林管理人会議

の情報をもとに選定いたしております。 

今後とも、国・県及び市有林管理人、森林施業者と連携をいたしまして、予算を

有効に活用し、市有林の適正な整備・維持管理に努めてまいりたいと考えておりま

ます。 

次に、防災の観点から見る市有林の管理につきましては、今回の災害では河川の
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上流地域において山腹崩壊による流出した立木が橋脚・橋桁部分に集積し、河川を

堰止したため堤防を越流し、民家や農地に多大な被害を及ぼしております。このこ

とから、市有林内の間伐計画を精査いたしまして、谷間の沢沿い等においては極力

造林を避け、間伐を重点的に実施することにより森林の有する土砂災害防止機能を

高め、山腹崩壊による立木流出を防止するよう計画をしてまいりたいと考えており

ます。また、治山事業等を国・県に要望してまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） 土砂関係、砂防ダム等は大体国・県主体の事業なんでしょう

が、市有林間伐は市の事業でありますので、先ほどのお話ですと大体年平均２０ｈ

ａぐらいですね、事業費が約２,０００万円程度になりますので、今後の予定から見

ると１０年で約１００ｈａということですから、１年平均の５０ｈａ、事業費でお

およそ年間５,０００万円等が必要になるというふうに考えていいと思うんです。さ

らに防災の観点から見れば、先ほど部長おっしゃったように重点間伐が必要である

ということでしょうから、森林そのものははだかでもだめですが、要は木が多すぎ

てもだめだと、適度な間伐が必要というところでありますから、それにしても仮に

今の年間の間伐面積の２倍ということになるわけですから、当然財政的な負担も増

加するでしょうし、またそれを、間伐を行う人の確保も必要になるというふうに思

います。さらには、間伐材の供給過多による価格の下落を避ける方法も考えなくて

はならないということで、現状では非常に難しい問題とは思います。それじゃそれ

らをクリアするにはどう対処するかという部分で、ちょっと私なりに考えたときに、

１点目に財政問題については補助金を含めて全体予算の見直しが必要になるという

ふうに思うんですが、そのことについて、執行部としてどう考えておられるかとい

うことをお伺いしたいと思います。 

２点目は、間伐の実施については現在大体菊池・玉名・鹿本の森林組合による入

札によって間伐が行われていると思います。私はできればここにですね、プラスで

菊池市に林研という組織がいくつかあると思います。この林研をできれば一つのＮ

ＰＯ法人として法人登録をして、その林研のＮＰＯ法人に間伐の入札に入っていた

だければいいのではないかなというふうにはちょっと考えます。これについては、

当然各林研グループの了承がいるでしょうし、さらには森林組合との調整も必要に

なるとは思うんですが、皆さんもご存じのとおり、森林法改正によって個人の山を

間伐するときは、ある程度の面積が必要となって団地化しないと補助金はもらえな

いというふうになっています。このやり方でいくと、多分個人で林業をやられてい
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る方というのは、なかなかその補助申請がしにくい状況になると思うので、そうで

あれば事務局やいろんなセクションの人をお持ちの森林組合に民間の森林間伐に重

きを置いていただいて、その中で、市有林については先ほど言った民間組織をＮＰ

Ｏ法人化した個人林家の方にどんどん入っていただいてやっていただかなければ、

今の形では間違いなくこの山に囲まれた菊池市なのに、林業を生業とする人々がや

っぱり減っていくと思うんです。そのときには、いざというときの対応ができない

ので、林業の育成も含めた市有林の間伐ができればなというふうに考えております。 

それについて可能かどうかお聞かせいただければと思います。３点目は間伐材の

価格の安定についてですね、先ほど述べたように需要と供給のバランスが崩れれば

市場原理によって間伐材の材が暴落をするわけですから、それでは間伐材を建材と

してじゃなくて違う用途で使うことができれば、そこら辺が抑えられるのではない

かなというふうに思います。私はそれは一般的には木質バイオマスと呼ばれる形だ

と思うんです。ただこの話をするとどうしても数億円単位の大型の木質バイオマス

の発電プラントとかという話になると思うんですが、そうではなくて、まずは一般

的にはですね、身の丈にあった行政が関与できるシステムということで、たまたま

私の知人が南関町のうから館というところの指定管理を受けています。そこで温泉

用のボイラーを実は燃油系から木質ボイラーに変えています。投資額はボイラー自

身が工事費も含めて約３,０００万円だったそうです。ただ、要は燃料代ですよね、

年間２,４００万円かかっていたのが今では３分の１の約８００万円になったそう

です。当然指定管理ですから、町から補助金もいただいたということであるんです

が、単純に考えても年間で８百何万円で済むということですから、１年間に１,６０

０万円浮けば２年間でほぼ回収ができるということですから、なかなか何でもかん

でもというわけにはいかなくて、熱交換機の問題でボイラーと暖房の同時使用とい

うのはできないらしいんですが、一度菊池市でも今の燃油系のボイラーを三セク等

で変えられるときには、試算をしてみるのもいいのではないかというふうには思い

ます。燃料もペレットは若干高いんですが、ペレットじゃなくてチップで対応がで

きて、さらにはサーモで温度管理も可能ということでありますから、なおいいんじ

ゃないかと思います。プラス、燃料をバージンにこだわらなければ、果樹農家の剪

定くず、建築の廃材、今ＲＤＦでなかなか処理ができないものをチップにして対応

することも可能になると思いますので、１回検討していただければどうかなという

ふうに思います。極端な話を言えば薪ストーブだって立派な木質のバイオマスでし

ょうから、見直す時期には来ているんじゃないかなと思います。それでも実はチッ

プ材も海外のほうが価格が安いんですが、山を守るという観点で行政が三セク等で

そういうチップを使うということになれば、私は市民の理解を得られると思います
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が、執行部としてどうお考えか、お答えをいただければと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

１点目の財政問題につきましては、限られた予算を有効に活用するため、先ほど

お答えさせていただきましたとおり、防災の観点も十分に考慮しながら、間伐等施

業箇所を選定し、造林補助金の活用を最大限受けられるよう計画してまいりたいと

考えております。また、費用負担を伴わない国・県の間伐補助事業や保安林整備事

業を積極的に要望していきたいと考えております。 

２点目に、市有林の間伐等の森林施業について、ＮＰＯ法人設立による入札参加

につきましては、ＮＰＯ法人を設立し、指名願い届を提出すれば入札に参加するこ

とが可能と考えております。 

３点目の市有林での間伐等の際に発生します間伐材や林地残材の木質バイオマス

燃料としての有効活用につきましては、現時点で第三セクターの温泉施設に木質ボ

イラーを設置し、木質バイオマス燃料を利用する計画はあっておりませんが、熊本

県におきまして平成２４年度から平成２７年度にかけて「木質バイオマス等エネル

ギー対策事業」として、県北・県央・県南にモデル地域を指定して実施されており

ます。県北におきましては、玉名市、南関町、和水町、長洲町、玉東町、県央にお

きましては熊本市、県南においては八代市、氷川町等が取り組んでおられると聞い

ております。 

園芸ハウス等への木材バイオマス加熱機導入補助、林地残材等の木質バイオマス

燃料の材料調達、製造・配送に係る経費補助及び燃焼灰の有効活用策等について検

証を含めた事業が実施されております。施設等の木質ボイラー燃料としての利用に

は、ペレット、チップの要定供給、製造運搬コストなど様々な課題が考えられます

ので、この県事業の成果や他地域での木質ボイラーの活用状況等につきまして情報

を入手しながら、本市としても検証をし、今後の林業振興、林業後継者の育成確保

に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） 先ほどの林研のＮＰＯに関しては、できれば執行部のほうで

森林組合等とも調整をして、そういう話が、あちらにやる気があるかどうかという

部分もあると思うんですが、調整していただければと思います。 

あと、木質ボイラーについては計画がないということなんですが、いつかは老朽



 －183－

化をするわけですから、それに向けて考えていただければというふうに思います。 

あと、ペレットの話も出たんですが、どうしてもペレットにするとペレットにす

るまでのちょっと投資が高くなるもんですから、当面はチップでも対応ができると

いうところから始めていけばいいのではないかと思いますので、そこのところも今

から先、執行部で十分吟味をされて考えていただければというふうに思います。 

以上、終わります。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。明日も引き

続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時３３分 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） 日程第１、一般質問を行います。 

初めに、水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） おはようございます。議席番号５番、水上彰澄です。 

このたび、７月１２日、九州北部豪雨によります災害に見舞われました皆様方に

心よりお見舞いを申し上げます。１日も早い復興を祈るものであります。 

さて、我々各常任委員会と執行部においては、いち早く現地調査を行いました。

また、我が経済建設常任委員会におきましては、再び調査をしました。高柳四季の

里線の源流はどうなっているか、鞍岳を越え矢護川に峠川、さらには河原川の源流

も調査したところであります。今までにない災害で、大崩壊をしておりました。そ

ういう中に、阿蘇地方地域だけが当初においては激甚指定を受け、菊池郡市におい

ては受けられないという話でありましたので、菊池郡市ともに指定を受けられるよ

うに執行部と議会一緒に陳情したところであります。幸いにも農地だけでなく、公

共土木においても激甚指定になりました。ほっとしているところであります。その

後の旭志の高柳四季の里線、要するに北桜ヶ水、南桜ヶ水線の道路の改修進捗状況

はどうなっておりますでしょうか。 

２つ目に、国営ダムの送配水管と県営のものと、桜ヶ水水道組合のパイプが埋設

してありましたが、当初は道路改修をして、その後、それぞれの管の破損箇所を切

って改修するということで、地元の皆さんが心配されていたけれども、先日の全員

協議会においては、管の埋設後において道路改修をするとの報告でありましたが、

その下流耕地面積が２５０から３００ｈａとお聞きしておりますが、大変困ってお

られます。１日も早い復旧・復興を願っておりますので、その工法をこの議場での

再報告をしていただきますようお願いを申し上げます。 

以上、１回目の質問といたします。 
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○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） おはようございます。それでは、水上議員の一般質問にお

答えいたします。 

今回、豪雨被害がございました北桜ヶ水の集落内から新山橋までの市道高柳四季

の里線、また南桜ヶ水公民館横の市道沓掛線や北桜ヶ水公民館付近から南桜ヶ水公

民館付近を連絡しております市道牛繋線につきましても、現在緊急的な対応の工事

を実施しており、一部規制はございますが、通行は可能となっているところでござ

います。 

今後の道路改良の進捗につきましては、国庫補助の対象となる災害につきまして

は、国に申請を行いまして、９月１８日から第３次災害査定が行われました後に早

急に復旧工事に取り掛かってまいります。ただし、市道高柳四季の里線につきまし

ては、１０月９日の第５次の災害査定となっているところでございます。 

また、国営・県営ダムの送配水管との復旧工事との調整が必要になっているとこ

ろでございます。 

また、国の補助対象とならない災害につきましても補助対象の災害の同様、早急

に市の単独で復旧工事に取り掛かりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） おはようございます。水上議員の質問にお答えします。 

７月１２日の九州北部豪雨により、市道高柳四季の里線に埋設されておりました

国営管（φ６００）約３１０ｍが被災露出し給水不能の状態となっております。こ

れは、合志５号幹線で本市旭志の約９１ｈａ、大津町の約１９５ｈａに給水してい

る幹線でございます。併せて被災しました県営管（φ２５０）につきましても、旭

志平地区の水田約１０ｈａに給水をしており、被災により現在は断水している状況

にあります。発生時からの応急措置としましては、菊池台地用水土地改革区が仮設

工事としまして３号ファームポンドからポンプで水を汲み上げ、県営管に繋ぎ平地

区への給水を行なっております。また、桜ヶ水大津町へは、別幹線の分水溝に指定

給水栓を設置し、貯水タンクを農家の方へ貸付けられ、応急的な措置が取られてい

る状況にあります。今後の復旧には高度な技術・専門的な知識を要するとともに、

被災した受益面積・受益者も２市町にまたがり、菊池市・大津町、また土地改良区

では対応できない状態でありますので、８月９日に県庁で協議をさせていただき、

同日付けで県営農地等災害復旧事業として実施していただくように菊池市・大津
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町・菊池台地用水土地改良区・旭志村土地改良区の連名にて熊本県知事に要望書を

提出し、現在県事業して測量設計調査が実施されております。復旧の方法というこ

とでございますが、国営・県営管、水道管を先に埋設を行い、その後、道路災害復

旧工事にて舗装復旧を行う工程となると思われます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） なるべく早い復旧をお願いしておきます。 

北桜ヶ水、南桜ヶ水、ともに水道組合でありますけれども、道路に水道管を埋設

するのであればですね、この際、市の簡易水道に移行するようにしたらどうかとい

うことを申し上げたいと思います。本当は水道組合から話があるのが本当かもしれ

ませんけれども、市のほうから話を持ちかけてですね、一緒に埋設ができるような

方法は取れないものか。それをお聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 水道局長、原和徳君。 

［登壇］ 

○水道局長（原 和徳君） おはようございます。水上議員のご質問にお答えします。 

今回の豪雨により被害を受けました北・南桜ヶ水地区の水道施設につきましては、

それぞれの組合所有物ではありますが、被害は甚大であり、自然災害によるもので

あることから、緊急的な措置として蛇口から水が出るまでの仮復旧工事に係る費用

を専決処分にて市の災害復旧費で対応させていただきました。 

議員ご質問の「この際、市の簡易水道に移行したらどうか」ということでござい

ますが、現在の水道事業について概略説明させていただきたいと思います。現在、

菊池市で管理運営している水道事業は、上水道事業区域として、旧菊池市の平坦部

区域と旧泗水町全域、また簡易水道事業区域として旧菊池市の水源・迫間地区、花

房地区、龍門地区、穴川地区、鳳木地区と旧旭志村の北部地区、西部地区であり、

専用水道区域として七城雇用促進住宅があります。一方で、水道法の認可を受けた

民営の簡易水道として、旧菊池市の雪野簡易水道組合、木柑子簡易水道組合と旧旭

志村の湯舟簡易水道組合、下伊萩簡易水道租合があります。また、その他の水道施

設として、給水人口５０人以上１００人以下である「飲料水供給施設」が北桜ヶ水

や南桜ヶ水水道組合を含めまして１０カ所あります。簡易水道事業等の統合につき

ましては、平成１９年６月に厚生労働省からの通知で「一つの自治体に、一つの水

道事業」という基本理念が示されました。本市としましても、この指針に基づいて

平成２８年３月末までに簡易水道事業及び飲料水供給施設を上水道へ統合するた

め、平成２１年度に簡易水道事業統合計画を策定しております。本事業における上
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水道事業への統合に向けたスケジュールとしましては、本年度末までに市営上水道

区域に隣接しております花房簡易水道事業と組合営の木柑子簡易水道事業を統合

し、その後残りの水道事業を平成２７年度末までには統合する予定です。なお、北・

南桜ヶ水水道組合に対しましては、統合に向けた説明会を既に実施しております。

今後、簡易水道事業統合計画に沿って上水道事業に統合する方向で進めてまいりた

いと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） ありがとうございました。 

次に、北・南桜ヶ水の災害による流木の流出、また、まだまだ現場に残っている

大量の倒木の撤去も考えなくてはならないかもしれません。また、災害が起こるこ

とを想定しますと、その源流において流木止めの柵をつくったらどうか、そのよう

に思います。砂防ダムは３カ所か４カ所あったと思いますけれども、その砂防ダム

において土石が溜まっておりますので、この辺をどうされるのか。 

それから、場所が変わりますけれども、旭志の楠原九ノ峰線の市道が２０ｍぐら

いにわたり全幅と高さが１０ｍ以上ではないかと思いますが、崩壊しておりますす

が、もちろん査定後でなくてはなりませんけれども、道路改修が最優先的にできな

いものかをお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

まず、今回の豪雨によりまして、合志川支流の源流の一つであります狐塚川にお

きましては、山腹の崩壊や両側の斜面の土砂の流出が発生いたしまして、流木・土

砂が橋梁集積した結果、河川の氾濫を招き、道路並びに家屋、田畑に甚大に被害を

もたらしてきたところでございます。四季の里付近の狐塚川におきましては土石流

危険渓流箇所であるため、今後の対応を県と確認いたしましたところ、北桜ヶ水と

南桜ヶ水地区の上流部に砂防ダムもしくは治山ダムで流木止めも含めまして位置や

工法を検討中であり、災害復旧の準備段階であると聞いているところでございます。

今後は、早急に事業を着手できますよう県と市が共同で事業推進をしていかなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

次に、市道楠原九ノ峰線でございます。この道路につきましては国庫補助の対象

となる規模の災害でございますので、先ほど申しましたとおり、９月１８日の災害

査定に掛けまして、その後、早急に復旧工事に取り掛かってまいりたいと考えてい
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るところでございます。今しばらくご辛抱いただきたいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） 砂防流木止め、これにおいては強力にひとつ県の方にも申し上

げてもらいたいと、そのように思います。 

２番目に、旭志体育館についてでありますが、床板の張り替えの件で質問すると

ころでございますけれども、専決処分で予算計上して報告されましたので質問がで

きないかと思いますが、中学生のバスケットほか練習ができないということで生徒

からお聞きしましたので、これもまたなるべく早く優先的に工事をしていただきた

いと。原因究明を明確にして、床板の材質等が適当であったのかどうか、調査する

必要があると思われます。いずれにせよ早急にできるかどうかをお伺いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） おはようございます。 

旭志体育館は、７月１２日に発生しました豪雨によりましてフロアが大きく破損

し、現在利用ができない状態にあります。水上議員も現地を調査されて、破損の状

態はご存じのことでございますけれども、床面が大きく波打ちまして、また通常で

は考えられないぐらいの破損の状態が激しいようでございます。原因の調査を行っ

ているところでございます。今調査の結果隣接する山林から雨水による床下浸水と、

それから屋根からの雨漏りが原因であるというようなことがわかっております。こ

のようなことから、今後この同じような豪雨に見舞われたとしましても大丈夫のよ

うな施設にするためには、体育館フロアの全面張り替えだけではなく、屋根の全面

吹き替え並びに床下への浸水防止の工事も必要となります。相当の経費と期間を要

するものと思われます。今後は、調査結果を踏まえた復旧のための実施計画を行い

まして、順次工事に取り掛かる予定であります。 

利用者の皆様方には本当に大変ご迷惑をお掛けしているところでございますけれ

ども、安全で安心な施設としてご利用できるように修復に努めてまいりたいと思い

ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） 屋根まで変えるということであるならば結構なことでございま

すが、当然立派になるほうがいいわけでありますので、時間がかかるのは仕方がな
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いかと、そのようにも思います。しかしながら、なるべく早くできるようにお願い

を申し上げておきます。 

次に、堆肥舎の減免についてをお伺いいたします。これは中山議員のほうからも

申されましたので控えるべきかと思いますけれども、堆肥舎のこの建設においては

ですね、国の環境三法により半強制的につくらされたようなものであります。９５％

以上の建設がなされました。もちろん５割補助ですが、当然５割の負担が農家に強

いられたものであります。今、大変畜産が厳しい、そのほか全般的に厳しいわけで

ありますが、そういう状況にあり、廃業もやむなしというところまできているのも

事実であります。また、郡市の２市２町の中、菊池市が一番多く堆肥舎も建ってお

ります。そういう中にありながら、ほかの１市２町においては５年から１０年の全

額減免であります。本来ならばよそより先に全額減免を打ち出さなければならない

ものであると思います。それは、当然一番この菊池市が頭数等が多く堆肥舎も建っ

ているということであります。今年度で５割減免が消えますので、１２月定例議会

までには全額減免にしていただきたいと、そのように思います。この件におきまし

ては、市町村長の特例措置でできますので、ぜひとも全額減免にしていただきたい

とそのように思っております。よろしくご答弁のほどをお願い申し上げます。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） おはようございます。水上議員のご質問にお答えいた

します。 

畜産の堆肥化施設等に係る固定資産税の減免につきましては、先般、中山議員の

ご質問にお答えしたとおりでございますが、畜産業を取り巻く現状につきましては、

議員仰せのとおり非常に厳しい状況にあると認識しているところでございます。Ｊ

Ａ菊池管内の固定資産税減免の内容ですが、先ほど議員ご質問のときに言われたと

おり合志市が５年間の全額免除、大津町及び菊陽町が１０年間の全額免除という状

況でございます。平成２４年度の減免の金額でございますけれども、合志市が６４

件の申請で減免額が３３０万２,６００円、大津町が３３件の申請に対し減免額が１

３１万１,８００円、菊陽町が１４件の申請に対し減免額８８万６００円となってい

る状況でございます。議員ご存じのとおり、本市におきましては菊池市畜産堆肥化

施設等に係る固定資産税の減免に関する規則で５年間の５０％の減免を実施してい

るところでございます。本市の場合は、平成２４年度の状況を申しますと、１７５

件の申請がございまして、減免額が７８３万８,３００円となっております。今後、

全額減免という形で試算しますと、年間で約１,５００万円、５年間にいたしますと

７,５００万円程度の税収減が見込まれるような状況になります。市のほうも本当厳
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しい財政事情がございますので、次年度以降の経過措置及び減免割合に関しまして

は、関係部署と十分協議を行い、検討してまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） 今、部長の答弁ではなかなか厳しいということでありますが、

農家も厳しい。先に申しましたように、よその市町においては１０年間全額減免と

いうことであります。ただ件数が多うございますので金額がいかにもまとめた金額

で言われましたので、これは大変かなと、そのようには思いますけれども、隣の市

町に合わせてですね、その検討するということでありますので、併せて全額減免と

いう方向にしていただきますようによろしくお願いします。本来は市長の答弁をい

ただくほうがはっきりすると思いますけれども、１２月までぐらいに決めればいい

ということでありますので、途中の様子を聞きながらですね、また１２月やり直し

たいと、そのように思います。 

それでは、四季の里旭志の件についてお伺いします。７月１２日の災害で、道路

が崩壊したためキャンセルで客が激減して大きなマイナス、赤字になっていると聞

きましたけれども、民間委託ではあるが、今までにない大災害であります。土地・

建物においては市の財産でありますから、何かの方法で支援対策はできないか、こ

れをお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 質問にお答えします。 

今回の豪雨によりまして、市道高柳四季の里線が崩壊したことで、四季の里旭志

人の幹線アクセス道路が通行不能となり、７月１２日から１９日まで８日間、休業

をやむなくされ、その間の予約もすべてキャンセルされておられます。７月２０日

からは営業を再開されておりますが、幹線アクセス道路は生活道路としての仮設道

路として仮復旧されただけで、本復旧には相当期間を要するということでございま

す。そのような状態でありますので、現在は迂回路として旭志小川からグリーンロ

ードを経て緑資源幹線林道菊池人吉線を通るコースをご利用いただいているところ

でございます。７月の施設利用者につきましては、８日間の休業や幹線アクセス道

路の通行不能などの要因によりまして、昨年７月の利用者実績６,８８１人と比較し

ますと、本年は２,９８２名と激減をいたしております。また、収益面につきまして

も３７団体から予約キャンセルがあっておりますので、概算ではありますが３４３

万４,０００円の減収が見込まれております。議員から、市で経営支援対策はできな
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いかというご質問でございますが、地方自治法第２３２条の２に、寄附・補助金等

は客観的にも公益上必要と認められるものと規定をされておりますので、災害とは

いえ、特定の会社への営業損失補填はできないものと判断をいたしておりますので、

市からの財政支援は現在のところ考えておりません。しかし今回の災害で通常どお

りの営業ができないという環境になっていることは事実と捉えておりますので、７

月１２日から市道高柳四季の里線が復旧するまでの期間につきましては、行政財産

使用料条例第４条第１項第２号の規定を準用しまして、現在免除をいたしておりま

す。仮に免除期間を来年３月３１日までと試算をしますと、行政財産使用料、１年

間でございますが１７６万５０８円のうち１２８万６,０７０円が免除される見込

みとなっております。 

今後、秋の行楽シーズンを迎えますが、四季の里旭志に多くの方が来場していた

だきますようにイベント等を利用しＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） わずかな額の支援ということでございますけれども、私はこの

四季の里が将来にわたって存続していくことを特に願っておりますので、この四季

の里が今年度で委託契約が切れるということでございますが、新契約はできますか。

募集は掛けてあったようでございますが、申し込みはあったのか。その辺をお聞き

したいと思います。 

また、今までの管理者も申し込んでいるのかどうか、この辺もお聞きしたいと思

います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

現在の四季の里旭志は、平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日まで旭野

商事有限会社に指定管理委託を行っております。今年度末で契約期間が満了となり

ますので、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間の指定管理

者を募集するために、菊池市四季の里旭志指定管理者募集要綱を定めまして、８月

１月から８月３１日までの期間で、市広報紙及びホームページで一般公募を実施し

ております。８月１６日の現地説明会では、現在の指定管理者を含む３社の参加が

ございましたが、最終的には新規事業者１社から指定管理者指定申請書が提出をさ

れているところでございます。今後のスケジュールにつきましては、指定管理候補

者選定委員会を開催し、事業計画書等の書類や申請者からのプレゼンテーションを
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行い、指定管理者としての是非を決定していくことになると考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○５番（水上彰澄君） 新規契約ができるのかということでお尋ねしますが、仮に申請

者が指定管理候補者選定委員会の判断でですね、指定管理者として不適当である場

合、あるいは１社でございますので辞退されるとか、こういうものが起きた場合に

四季の里旭志の将来、つまりは今後どのように考えられておるのかということをお

尋ねします。これは、６月の定例会だったと思いますが、共産党の東裕人議員が質

問されたことでございますけれども、私は身近におりますので余計心配をしますの

で、答えは同じになるかと思いますけれども、この辺の考えを、市長の考えをお願

い申し上げたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 四季の里旭志につきましては、地域住民の皆さん方の交流の場、

そしてまた子どもたちをはじめといたします温泉入浴をはじめとして、動物とのふ

れあいということで、情操教育といった幅広い年代にご活用をこれまでやってまい

りました。第３セクターにこの３年ほど前から民間に業務委託いたしましたけれど

も、本当に現在受託をいただいております業者の方につきましては、地元というこ

ともありまして、特に愛着をもって地元住民の期待に何とか応えたいという、そう

いう思いを強く抱きながら受託をされたものだと思っております。今回、ご本人が

応募されていませんけれども、これまでのご努力に対しまして、深甚なる敬意を表

したいと、このように思うところであります。 

このような地域の思いの詰まった施設でありますので、今後とも施設の存続に向

けては努力をしてまいりたいと思いますが、一面、過日地元地域審議会の中でのご

意見等におきましては、この民間に委託をした民間施設に対して公の資金を注入す

ると、施設整備等々やってまいっておりますものですから、そういったことを見る

必要があるのかということで、切るべきだといった、そういった強い意見も出され

ておりました。そういったことに対しまして、皆さん方のやっぱりご理解をいただ

きながらいかなければならないという思いでございますので、地元議員として、ど

うぞひとつよろしくその辺お願いをいたしたいと、このように思います。 

○議長（山瀬義也君） １０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３９分 
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開議 午前１０時４９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 皆さん、おはようございます。議席番号３番の大賀慶一でござ

います。通告に従いまして質問をさせていただきます。 

まず最初に、今回の九州北部豪雨災害について執行部の所見をお尋ねいたします。

この件に関しましては、十数名の議員の方々が多様な角度から質問されております

ので、できる限り重複しないように質問をいたしたいと思います。 

今回の豪雨では、予想もしなかった被害が、予想もしなかった地域で発生をして

おります。きょうでちょうど丸２カ月が経過したわけでございますが、被災された

地域では、未だに懸命に復旧に頑張っておられます。被災されました方々に心から

お見舞いを申し上げたいと思いますとともに、１日も早い完全な復興に向けて、我々

も全力で取り組んでいかなければなりません。 

それでは質問に入らせていただきます。１点目ですが、今回の災害時において、

本所と各総合支所や県・国、関係機関等の連携、連絡はスムーズに行われたのでし

ょうか。この件につきましては、今までにも数名の議員の方が質問されました。そ

の中で見直すところもあるが、概ね連携は取れたとの答弁でございましたので、私

に対する答弁は必要ありませんが、災害時の被災状況の把握や適切な指示を行うに

は、連絡の緊急性、正確性が極めて重要でありますので、今後十分に検証されて、

課題につきましては適切に解決されることを強く要望いたします。 

２点目に、防災無線の戸別受信機の設置についてお伺いいたします。この点につ

きましては、先日も坂本議員が述べておられました。本市の場合、現状では市民へ

の災害時の通報は防災無線がより有効でもあるわけでございますが、本市におきま

しては、旧市町村間の防災無線の一局化が統一されておりません。その上、まだア

ナログ方式でございます。国はデジタル方式への切り替えを義務づけていると伺っ

ております。私は、以前にも一般質問の中で防災無線の戸別受信機の設置を要望し

てまいりました。しかし、全戸に設置を行うには約６億円程度の経費も必要である。

また、デジタル放送への切り替えができてないということを理由に、また実現をい

たしておりません。台風や豪雨時では、現在の防災無線では家の中では全く聞き取

れません。そこで、今回の災害を機に、ぜひともデジタル方式への切り替えと防災

無線の戸別受信機の設置を早急に求める考えはないのか、改めてお伺いをいたしま

す。 
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３点目に、今回の災害時において、７月１２日の午前４時に災害本部が設置され、

翌１３日の午後６時には解散されております。私は、１４日の午後５時過ぎに市民

の方からの通報で対策本部に連絡をいたしましたところ、解散されて誰もいないと

いう返答でありました。この時点でもまだまだ被災された方々は懸命に災害の対応

に追われておられます。また、災害本部としても災害状況の完全な把握はできてい

ない状況ではなかったかと思います。基本的に災害対策本部は、その案件が一応目

処が立ってからの解散が普通だと考えておりますが、執行部はどのように考えてお

られるのでしょうか、お尋ねいたします。この件に対しまして、昨日の森隆博議員

の質問に部長は、職員へのアンケートを実施し、反省点を検証するということでご

ざいました。また、市長からも解散時についての反省も述べられておりましたので、

これに対する答弁は私は結構でございます。 

４点目に、災害待機班のあり方についてお伺いいたします。関連した質問もいく

つかありましたが、改めてお伺いをいたしたいと思います。本市においても各総合

支所を本所において梅雨時や災害時の職員の待機が行われております。そこで、現

在の班編制や人員などの状況はどのように行われておりますでしょうか。また、予

想される豪雨に対して待機班の増員や体制はどのように考えられておりますか。 

以上の点をお尋ねしまして、１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 大賀議員のご質問の２点目と４点目にお答えすればよ

うございますでしょうか。 

まず、２点目の防災行政無線でございますけれども、これに関しましては防災行

政無線のデジタル化の計画につきましては、平成２５年から構築を始める計画でご

ざいます。本市から各戸別の受信機への一斉放送も可能となりますし、本庁と支所

間での双方向の通信も可能となります。また無線のファクシミリ通信も可能となり

ますので、総合支所及び住民との連絡が密になり大変有効な手段だと思い、進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

４点目の災害待機班でございますけれども、災害待機班は、通常時から菊池市の

防災計画地域防災計画書がございまして、その中で本庁、各総合支所に災害待機班

を設置するようにしております。その人員は、本庁・総合支所、各現場、地元住民

の職員を最優先に割り振っておりまして、大体総合支所で３０人程度、２４人から

３０人程度を編制しておりまして、それと現地対策班というのがございます。現地

対策班は、災害が終わった状況を調査する、いろんな林道、農道、そういう農作物、

そういうのもございますけれども、区長さんからの申し出があって、区長さんにそ
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の事情を聞きに行ったりとかですね、現場を見たりとか、そういう災害状況を調査

する調査班というのがおります。それは本庁総合支所、たしか１５０何名おったと

思いますけれども、今回の集中豪雨に関しましても、通常例えば警戒態勢のときは

３名とか５名とかでございますけれども、今回は非常に雨足が強くなりましたので、

本庁災害対策本部のほうから各総合支所に２時半過ぎだったと思いますけれども、

災害待機班の増員をするように依頼しておりますので、そのときに泗水とか、特に

旭志とか災害待機班は現場の本庁勤務の職員でありましても、その地区の近場の職

員が駆けつけて待機していたところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 待機班の編制といいますか、それぞれに多くの職員の方が出ら

れまして、大変ご苦労なさっておりますけれども、市民の生命財産を守るという意

味でしっかり頑張っていただきたいと思います。 

再質問いたします。次に、被災者に対しての支援についてお伺いいたします。今

回の災害に対して、執行部から専決処分で見舞金の増額と、該当する災害の範囲を

広げるという見舞金制度の条例の改正が今議会に報告がありました。私は、大変結

構なことだと思っております。被災された方にとっては、支援金の増額というのは

大変ありがたいものだと思っております。最近の異常気象等から考えてみますと、

今後の豪雨や台風等の自然災害はますます増加することが予想されます。そこで、

私は災害時に被災された方を、より一層の手厚い支援を講ずる必要があるのではな

いかと思っております。災害で生活の基盤を崩壊されますと、なかなか復興するこ

とは大変なことだと思います。そのようなことを考えますとき、市民相互の扶助の

観点から、本市独自の災害見舞金なるものの創設はできないかと考えております。

先日も東裕人議員も本市独自の見舞金制度を考えてはという質問をされておりまし

た。私としましては、例えば市民１人当たり年間１００円程度を拠出いただき、そ

の上に市が５,０００万円程度を予算化していただき、数年間の積み立てをすれば、

かなりの額になると思いますので、被災された市民の方々に対しても多くの支援が

でき、より広範囲の適用ができるんじゃないかと思っております。復興支援につな

がるのは、恐らく何と言いましてもお金が大事でございますので、市長はどのよう

にお考えでしょうか。 

２点目、今回の災害で本市は国による激甚地災害の指定を受けました。そこでこ

の指定により、どのようなメリットがあるのか、またデメリットはないのか、以上

の点について詳しくお答えをいただければと思っております。 
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以上、２点について質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 大賀議員のご質問にお答えいたします。 

先ほど大賀議員おっしゃいましたとおり、東裕人議員に答弁いたしましたように、

福祉関係では被災者生活再建支援法・菊池市災害見舞金支給条例と菊池市災害弔慰

金の支給等に関する条例及び規則で対応しているところでございます。災害に対応

できるような災害基金創設という話だったと思いますけれども、これにつきまして

は生活再建支援法と本市の関係条例及び規則で今後も対応してまいりたいと現時点

で考えているところでございます。 

また、激甚災害指定につきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助

等に関する法律というのがございます。これに基づく制度で、これが指定されます

と地方公共団体が行う災害復旧事業へ特別な財政援助または財政措置が講じられ、

国庫補助率が嵩上げされることになります。このことで、本市が行います公共土木

事業に関しまして財政負担が少なくなり、農地災害につきましても所有者が負担さ

れます負担率が軽減されるメリットがございます。デメリットに関してはないと思

います。 

以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 私は、先ほど私の私案といいますか、そういうことで申し上げ

ましたけれども、本市は昨年の３・１１東日本大震災に際しまして、全国の市町村

に先駆けて５,０００万円の援助をいたしております。そういうことを考えますと、

本市で起きている災害に対して思い切った予算措置を取ることは、本当に大事なこ

とではないかと思っております。そういう面から考えますと、予算にしましても十

分できるんじゃないかというふうに思っております。ぜひ検討していただきまして、

対応をしていただきたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。私は本年の６月議会でも本市の危機管理面から

も、ぜひ本市の中に警察や自衛隊、消防等の経験者含めた危機管理室を設置する必

要があると述べてまいりました。この件に関しましては、昨日の樋口議員の質問が

あり、部長からの答弁で私の６月の議会の危機管理室の設置はしないという回答で

ありましたけれども、昨日の回答で設置を検討するという報告がありました。私は

大変結構なことだと思っております。前向きな答弁、本当にありがたく思っており

ます。今回のような大きな災害が発生しますと、対処するには現在の担当課のみで
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はなかなか無理があると思います。先ほども述べましたが、近年の異常気象を考え

てみますと、自然の災害や人的災害は大きな確率で増加するものではないかと考え

ております。 

そこで、再度確認の意味を込めまして危機管理室の設置について早急な対応の考

えはないのか、改めてお伺いをいたしたいと思います。 

次に、今回の豪雨で改めて自主防災組織を一刻も早く結成することが重要ではな

いかと痛感いたしました。この件に関しましては、昨日も岡﨑議員からも質問がな

されました。他の議員からも質問がされております。執行部からは、組織結成につ

いて取り組むとの答弁をいただきましたが、これはなかなか以前から質問がされて

おりますけれども、取り組むという返事はいただいておりますが、なかなか具体的

にいつから取り組むというような返事がなかなかなされておりません。きのうの質

問でもあっておりましたように、県下で最低の組織率でございますので、なんとか

その自主防災組織を早く立ち上げてですね、汚名を返上していただき、市民の安全・

安心に共助できたらと思っております。 

そこで、具体的にいつごろから取り組むのか、わかりましたらお教えいただきた

いと思います。 

次に、今回の災害は、河川の上流で山林の崩壊が起き、その流木が川をせき止め

たことが大きな原因でございました。そこで、上流に砂防ダムや、スリットダム、

先ほど水上議員のほうからも防護柵というようなことを言っておりましたが、スリ

ットダムの設置がより流木流出の阻止に大きな効果があると思います。たしか本市

でもですね、３、４カ所、菊池川の上流と合志川の上流に１カ所、３、４カ所はつ

くってあると思います。今後そのようなダムの設置について、国や県に強く要請し

ていくことが必要だと思います。その点について、どのようにお考えでしょうか。 

最後に、今回被災しました旭志の高柳四季の里線の復旧計画につきましては、先

ほども水上議員の質問の中で答弁がなされましたので、私としては１日も早く本復

旧の取り組みがなされることを要望いたします。 

以上、質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） それでは、大賀議員のご質問にお答えいたします。 

危機管理室の設置につきましては、先ほどおっしゃいましたとおり本年６月の定

例会で大賀議員のご質問に、「危機管理室を新たに設置することと警察や消防、自

衛隊などのＯＢを危機管理専門家として配置することは考えはないか」というお尋

ねだったと思います。そのことに関しましては、６月定例会においては考えてない
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と答弁してありますけれども、今回の九州北部豪雨被害を踏まえまして、昨日の樋

口議員のご質問に対しまして、「危機管理専門家については、今後他市の状況を調

査した上で検討したい」という形で答弁しております。議員のお考えは危機管理室

までだと思いますけれども、危機管理室に関しましては、まだ現時点では考えては

おりません。 

次に、自主防災組織でございますけれども、これを具体的にいつから率先して始

めていくか、取り組みを始めていくかというお尋ねだと思います。今月９月２０日

に泗水の総合支所で区長会がございますので、そこで自主防災組織に向けて、でき

るだけ組織していただきますように働きかけを手始めにしてまいりたいと思いま

す。今後、あらゆる区長会におきまして出向きまして、自主防災組織の必要性なり

を訴えてまいりたいと考えております。 

最後に、先ほどありました、建設部長も答弁しておりましたけれども、砂防ダム

とか流木止めでございますけれども、このことに関しましても本市と、県事業とか

国事業がございますので、積極的に働きかけてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 早めの何事も取り組みをよろしくお願いしておきます。 

次に、青少年の支援についてお伺いをいたしたいと思います。平成２１年１２月

に菊池市教育振興基本計画、いわゆる菊池スピリッツ計画が発表されております。

これは、国の教育基本法に基づいて作成されてものであります。その中の第２章で、

今後の１０年間を通じての目標すべき姿の中で、競技スポーツの振興がうたわれて

おります。内容を少しだけ述べてみますと、県大会や全国大会での本市関係選手の

活躍は、青少年をはじめ市民に大きな夢と感動を与えます。このような選手を育成

することは、市にとっても大変意義あることです。このような選手育成のために、

個人の特性や教育の特徴に応じた指導・育成を組織的・計画的に推進しますという

ふうに述べられております。これが本市の青少年に関するスポーツ振興の基本とな

り、しかも目標とすべきものだと思っております。 

そこでまず最初に、このような施策を実現するために、今日までに青少年に対す

る支援策はどのように取り組みが行われてきたのでしょうか。その具体的な内容に

ついて、まずお伺いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 



 －204－

○教育部長（原 誠也君） 菊池市内の小中学校児童生徒が各種競技大会等へ参加する

際の支援策として、大会出場に関する交通費及び宿泊費を補助することで、保護者

の負担軽減を図っております。学校教育活動内での出場や主催者、あるいは県大会、

九州大会などの大会規模の違いで補助の割合は変わってまいりますけれども、補助

金の交付を行うことで、スポーツ振興の一助になるよう支援しているところでござ

います。平成２３年度の状況といたしましては、小学校において個人関係で３０件

の６１万円、中学校におきましては学校関係で１８件の３４５万円、個人関係では

１６件の３０万円を交付しているところでございます。 

そのほか小中学校のグラブ活動を充実させ、児童生徒の健全育成及び体力向上と

文化意識の高揚を図るために、各学校に対しクラブ活動補助金も交付いたしておる

ところであります。 

また、スポーツ選手の育成を目的に、市の体育協会を通して各種大会、例えば郡

市民体育祭とか、県民体育祭とかでございますけれども、そういうのに出場するた

めの選手強化費や選手派遣費を設け、各種目協会へ交付することで競技力の向上を

図っているところであります。 

また、オリンピックをはじめ国際的なスポーツ大会、国体などの全国レベルの大

会において、菊池市を縁とする選手が活躍する姿は、市民に大きな夢と感動を与え

てくれます。特に子どもたちにとっては、スポーツに対し夢やあこがれを抱くとと

もに、自分でもやってみようと思うきっかけとなるものと考えております。 

そのようなことから、オリンピック等で活躍するアスリートを育てるためには、

ジュニア選手の発掘から一貫した指導を押し進める必要があると思っております。

このため、本市では青少年のスポーツ育成のため、ジュニアスポーツ育成ゆうり基

金を設置しまして、その中からジュニアスポーツクラブの育成並びにジュニアスポ

ーツ選手育成のための講習会や講演会等の講師謝礼の補助を行っております。昨年

度は、この基金から年間活動補助として１３件、講習会開催の補助として４件、合

計２５万円の交付を行っております。議員もご承知のことと存じますけれども、こ

のジュニアスポーツ育成ゆうり基金とは、不動裕理さんが本市に在住され、平成１

２年から同１７年までの日本女子ゴルフツアーの賞金獲得女王となり、それを機会

として数回にわたり寄附をいただき、小中学生のスポーツ選手育成のためにという

趣旨により基金としているものでございます。今後は、体育協会や関係団体と連携

し、さらにジュニアスポーツ選手の競技力向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 
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［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 本市においては、青少年に対する様々な支援事業が行われてお

るようでございます。私は、より充実した青少年の支援を行うことが非常に重要な

ことではないかと思っております。このことは、青少年の体力向上もありますし、

青少年の健全育成にも大きく効果があるものだと思っております。８月に開催され

ましたロンドンオリンピックで我が国は史上最多の３８個のメダルを獲得して、国

中が大いに盛り上がりました。今回のロンドンオリンピックには、皆様ご承知のよ

うに、本市からも陸上の１００ｍと４００ｍリレーに江里口選手とセーリングの牧

野選手の２名が出場されて、大いに本市の名声を高めて青少年に夢と希望をもたら

していただきました。今後の活躍もますます期待されております。これに続く第２、

第３のオリンピック選手や全国世界レベルの選手を輩出することは、本市の活性化

のためにも重要なことであると思います。先日、さらにまた泗水西小学校出身の古

市雅子選手がアゼルバイジャンで開催された女子レスリングの世界選手権の１６歳

から１７歳の部で二連覇を達成されました。次回のリオデジャネイロオリンピック

の７２キロ級の候補として、最も有力視されているという報道がありました。我々

も大いに期待して応援をしていきたいと思います。 

そこで、本市からこのようなアスリートをより多く輩出するために、先ほど教育

部長も申されましたけれども、あらゆる方面から支援していくというようなことの

回答でございましたが、そこで最初の質問でございますが、まず大切なのは指導者

の育成だと思います。その人材育成や支援についてはどのようにお考えでしょうか。 

また、２点目に継続的に国・世界レベルの講師を招いて、招聘して、実技指導や

研修会を開催していただけないものでしょうか。先ほど部長の答弁にもこれは含ま

れておりました。今度もまた、バレーボールのゼッターランド・ヨウコさんですか

ね、彼女を招聘して子どもたちの実技指導に努めていくということでございました。

そのほかにいろいろな方策を講じていただきたいと思いますが、その点いかがお考

えでしょうか。 

３点目に、これらのことを実施するには予算面での措置が必要であります。今申

されましたように、本市にはスポーツ振興に対する不動裕理さんからご寄附いただ

きましたゆうり基金というのがございます。大変ありがたく思う次第でございます。

また、この基金を含めた本市での独自のスポーツ振興基金というのが設立されない

だろうかと思います。本当にアスリートを育てるためには、これは経費面に相当か

かります。そういうものを考えますとですね、もっとより効果的に支援をするため

には、やはり何と言いましても資金が必要でございますので、その点について本市

で青少年のスポーツに関するスポーツ振興基金なるものは考えられないでしょう
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か。 

以上のことについてお伺いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 大賀議員の再質問にお答えいたします。 

青少年に対するこれまでの支援をさらに拡大してはというようなご提案だと思い

ますけれども、まずはスポーツ振興基金の創設がありました。これについては、現

在、全国大会等へ出場する場合に、報奨金として交付をする要綱を制定したところ

であります。議員ご指摘の青少年に対する支援としての新たな基金については現段

階では考えておりませんけれども、ただ現在、ジュニアスポーツゆうり基金という

のがあります。この交付要綱を見直して、発展的な基金として活用していくことも

可能ではないかと考えております。社会体育課では、スポーツを通じて青少年の健

全育成を図ることを目的とするスポーツ少年団を育成するため、市に登録する単位

スポーツ少年団へ登録補助を行っており、現在は、バレーボール競技と野球競技の

２競技、３団体が登録をしております。 

それから、指導者育成についてでございますけれども、小中学校では部活動が中

心となり、学校教育の一環ということから各教職員が指導者として携わっていただ

いております。また、先ほど申し上げましたジュニアスポーツゆうり基金からも指

導者育成講習会等についても補助することができますので、さらに見直しを行い、

指導者育成を図ってまいりたいと思います。 

また、学校部活動以外では、本年３月に本市で総合型地域スポーツクラブを設立

いたしました。その中で、青少年のスポーツ種目としては、幼児・小学生を対象と

した体育教室、新体操教室、バドミントン、エアロビクス、それから弓道教室等を

行っています。今後、市体育協会をはじめ、各競技団体のご理解とご協力をいただ

きながら、多くの競技スポーツを取り入れていきたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） ぜひとも青少年に関して、スポーツ面でございますが、支援を

いただいて、本市から本当に世界に通用するアスリートが出ますことを、ぜひ期待

しまして、次の再々質問に入ります。 

また予算もなかなか難しいこともわかっております。続いてお尋ねいたします。 

１点目、先に述べました市教育振興基本計画の第３章の中で、５年間に総合的か

つ計画的に取り組むべき施策、その中の②の競技スポーツの強化と指導者の育成の
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項目に、ア、競技人口の拡大と競技力の向上、イ、全国・九州・県、その他の大会

出場選手への補助、ウ、スポーツ指導者の研修及び養成と確保、また⑤のスポーツ

施設器具、備品等の整備充実ということが述べられておりますが、これらの施策の

具体的な実施状況は、達成度についてはどのように思われますか、教育長にお伺い

をいたします。 

２点目、最後に市長にお伺いいたします。県や市町村では、メダリストに対して

市民栄誉賞、県民栄誉賞などの表彰が行われるところもありますが、本市において

は世界選手権やオリンピックのメダリストのみならず、出場した選手や指導者の

方々に本市の名声を大いに高め、青少年に夢と希望を抱かせていただという点を評

価し、このような素晴らしい活躍に対して、本市独自のスポーツ功労賞等の表彰を

行う考えはないのか、最後に市長にお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） ただいまの大賀議員から菊池市教育振興基本計画、いわゆる

菊池スピリッツ計画、この達成状況ということのお尋ねと思います。これは、平成

２１年１２月に策定いたしまして、１０年計画、そして５年計画、こういうことで、

それぞれの事業を計画し、実施していくものでございます。その中に、健康で生き

がいを見つける生涯スポーツの確立、こういった目標を掲げ、具体的な方策として、

一つ目に、健康で楽しみのスポーツ振興、２つ目に、競技スポーツの振興を掲げ取

り組んでいるところでございます。特に、スポーツによって、市民に健康と生きが

いをもたらすためは、スポーツに関わる環境整備が必要であります。そのようなこ

とから、市では従来から行っていますスポーツイベントを充実させ、地域スポーツ

活動及びファミリースポーツの普及・振興に努めているところでございます。本年

３月には、総合型スポーツクラブ「菊池“ゆ”ったりスポーツクラブ」を設立いた

しまして、市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも、継続して運動・スポ

ーツができる環境整備を促進してまいります。また、県大会や全国大会等での本市

関係選手の活躍は、青少年をはじめといたしまして市民に大きな夢と感動を与えて

くれております。特に本年度も市内の小学生、中学生、非常に活躍してくれました。

特に小学校では、県代表として野球、これが全国大会、また九州大会にも出場し、

１回戦を突破しながら、そして２回戦と進んだ子どもたちがおります。また、中学

校におきましても、県代表といたしまして全国大会、そして九州大会、進みまして、

特に全国大会ではテニス、そして水泳、バドミントン、これは全国大会でそれぞれ

活躍してくれました。中でも、泗水中学校の２年生でございますけれども、女の子

が水泳の個人メドレーで、４００ｍ個人メドレーですかね、全国３位に入っており
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ます。また、２００ｍメドレーにおきましては８位だったですかね、入賞を果たし

た。そういうように、非常にここ数年、子どもたちも県代表として九州大会、全国

大会に出場してくれるような選手が出るようになりました。これもひとえにこれま

での、やっぱり小さなときから運動に親しみながら、そしてどういう方向で自分が

将来スポーツに向かっていくかという、そうした芯がきちんと培われてきているん

じゃないかなと思います。 

このような選手を育成するために、大会への出場選手には報奨金を出し、選手育

成に努めております。 

また、毎年教育委員会では外部評価委員会が開催されまして、その中で各委員よ

り事務事業の改善等の意見や提言をいただき、評価もいただいております。このよ

うなことを考えますと、総合的に、数値で表すことは非常に難しいですけれども、

教育委員会といたしましては５０％以上は達成できているんじゃないかなと、この

ように考えております。今後は、特に選手を育成するための指導者研修会等を開催

しまして、指導者を育成していく、養成していくということが必要であると考えて

おります。 

今後も市体育協会をはじめ、関係団体と連携しながら指導者の育成に努めてまい

りたいと思っております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 本年７月から８月にかけて開催をされましたロンドン五輪には、

本市出身の選手が２名ほど出場されました。お一人は陸上競技に出場されました江

里口匡史選手、もう一人はセーリング競技に出場されました牧野幸雄選手でござい

ます。二人はメダルこそ逃しましたが、大変素晴らしい活躍をされまして、市民の

誇りであり、また市民の皆様方はもとよりといたしまして、日本中の多くの皆様方

に感動と勇気を与えてくれたものだと心からお祝いを申し上げたいと思います。 

そういったことから、この表彰をしたらどうかというような大賀議員のご意見で

あろうかと思います。本市には社会文化の向上発達に関しまして、功績顕著なもの

に対し、その功績をたたえて、もって市民文化の向上発達に関する意欲の高揚を図

ることを目的とする菊池市の表彰規則もありますので、表彰基準に照らしながら、

このお二人をはじめといたしまして、関係者の表彰がどうだろうということで取り

組んでまいりたいと、このように考えております。 

また、基金をつくったらどうかというお話でありますが、部長答弁ありましたよ

うに、新しい基金は今現在は考えておりませんが、今日まで利用させていただいて
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いる、使わせていただいているジュニアスポーツゆうり基金のことにつきましては

大変精査いたしますと使い勝手がいいと。しかしながら少額であるために、もう少

し何か増額にならないのかといった声を聞いております。このことにつきましては、

基金の積み増し等ができればというふうに思っておりまして、そのことが子どもた

ちの幅広いスポーツの振興に寄与すれば、最もありがたいことだと思って検討に入

らせていただきたいと、このように存じております。 

○議長（山瀬義也君） ここで、暫時休憩します。午後の会議は１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３３分 

開議 午後 零時５７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 皆さん、こんにちは。本定例会は、豪雨災害の検証会議のよう

なふうになっておりまして、豪雨災害につきましては多くの方が質問されましたの

で、重複もあるかと思いますけれども、私なりにお尋ねをいたします。 

一つ、対策本部の設置と解散の基準について、何か定めがあるのか、お尋ねをい

たします。また、そのメンバーについてどうなっていますか、お尋ねをいたします。 

二つ目、この災害の中で一本だけ泗水町福本２区地区に午前４時３０分に避難指

示が出ております。誰が、誰を通して住民に知らせましたか。その経過についてお

尋ねをいたします。 

三つ目、床上浸水が地区の過半の住宅で起きており、市長や幹部は被災地の状況

把握のためにも現場を回るべきであったと思うけれども、いかがでありますか、お

尋ねをいたします。 

四つ目、合志川ふれあい橋の橋脚に流木が引っかかり、水位を押し上げ被害を大

きくしたと多くの人が指摘しておられます。市はこのことについてどういうふうに

考えておられるのか、最初の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員のご質問にお答えいたします。 

まず、災害対策本部の設置につきましては、菊池市地域防災計画で市長が災害が

発生する恐れ、または発生した場合に設置することが必要であると認めたときに設

置することとなっております。災害対策本部の解除につきましても同じように、菊
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池市地域防災計画に定められておりますけれども、災害発生の危険性が去ったとき

とか、被害の不拡大が確認されたときなどに解除していいとなっております。災害

対策本部の構成員でございますけれども、本部長を市長に、副本部長に副市長、部

員は、教育長、各部長、水道局長、議会事務局長、各総合支所長の１４名となって

おり、事務局に防災担当課の職員が入っております。 

避難指示発令でございますけれども、被害が発生し、市民の生命・身体が危険で

あると判断したとき、河川が警戒水位を突破し、洪水の恐れがあるとき、地すべり・

山崩れ及び土石流等による著しい危険が迫っているときなどの場合に発令を出しま

す。今回は、泗水総合支所から堤防越水情報があり、避難指示を発令したところで

ございます。 

今回の災害では、本庁・総合支所勤務職員関係なく、災害待機班、現地調査班を

総動員しております。特に旭志地域と泗水地域が被害甚大でありましたので、市内

全域被害状況把握のために各総合支所と本庁の土木担当職員、あるいは県土木など

も現地に入っているところでございます。至るところで道路の崩壊、施設損壊につ

いての報告を受け、現場状況把握の上、緊急性を判断し、早急な復興作業を指示し

ています。２次災害防止のためにも、道路封鎖等のパトロールなども行っている状

況でございます。災害対策本部長が市長でございますので、先ほど現地をいち早く

確認できないかというお尋ねだったんですけども、以前もお答えいたしましたよう

に、１２日午前と午後、泗水と旭志の総合支所、１４日も同じように１２日と１４

日の２日にわたりまして、ある程度の被害がこれ以上ないだろうという形で判断い

たしまして、市長のほうに現場お見舞いとかに携わっていただいたところでござい

ます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） ふれあい橋の件についてお答えいたします。 

ふれあい橋はご存じのとおり、熊本電鉄の鉄橋を改良いたしました橋でございま

す。橋脚数も多く、そのことを起因いたしまして、今回流木が集積いたしまして川

をふさぐことで河水が堤防を越して、地域の一帯に甚大な被害を及ぼしたものでご

ざいます。ふれあい橋の復旧により架け替えをするかどうかの判断につきましては、

河川管理施設等の構造令上の条件や地域住民の皆さんの意見をお聞きした上で検討

いたしました結果、現在残っております橋梁の撤去を行い、ふれあい橋の架け替え

はしないことといたしておるところでございます。 

また、ふれあい橋の上流の県道に架かります合志川橋も橋脚の間隔が狭く、流木
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の原因となりましたことから、県へ橋脚を減らしました流木の集積しない橋の架け

替えを要望してまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 再質問いたします。 

対策本部は１３日の１８時に解散されております。解散が早すぎるという批判は

多くの方が指摘されております。このことについても、今一度ご答弁を願いたいと

思いますし、そもそも対策本部でどんな会議がなされたか、非常に興味のあるとこ

ろであります。時間はどのくらいそれぞれ開かれておったのか、会議録等はどうな

っているのか、あればお答えを願いたいと思います。 

２つ目、避難指示の発令というのは、熊本市の白川の氾濫の場合でもラジオ等で

聞いておりますと非常に難しいと、難しい決断であると。早すぎてもいかんし、遅

れれば人命に関係すると、このような指摘が行われております。私も福本地区のこ

とにつきましては、家内の郷でもありますもんですから大体地形もわかっておりま

すし、非常にどういう方が住んでおられるかも大体承知しております。深夜に背丈

ぐらいまでの水の量、あるいは住んでおられる高齢者の方々のことを思いますと、

人的な被害がなかったのが非常によいほうの不思議な感じがするぐらいでありま

す。指示がされたということで全員無事であったということはいいことであります

けれども、その指示後、住民の方々がどうされておるのか、そういう確認等はされ

たのか、一つお尋ねをいたします。 

３つ目、翌日が金曜日でございまして、本格的な復旧は土曜・日曜というふうに

行われたわけでありますけれども、行政の支援のあり方につきまして非常にこう地

元の方々からは批判が多かったと、このように思います。見かけは非常にこう優し

いような建家として残っているわけでありますけれども、非常に床上浸水の恐ろし

さというのを肌身で感じたわけであります。そういう行政の支援が薄かったという

批判について、市としてはどのようにお考えになっているか。 

以上、３つお尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

災害対策本部の解除につきましては、１３日の気象情報で豪雨の心配はなくなり

ましたので、１３日の午後６時に、これ以上の災害が発生する恐れがないと判断し、

災害対策本部を解散しておりますが、引き続き、災害待機職員が待機し、土砂災害
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警戒体制に備えていたところでございます。 

災害対策本部における協議の内容でございますけれども、まず設置時におきまし

ては学校の休校の決断や職員の招集、気象情報や河川の状況などの把握、消防団の

巡回や警戒情報、自主避難等の状況、その他市民からの情報収集などで会議を開い

ております。２回目以降につきましては、全体的な被災状況を各関係部長から報告

を得て避難者情報や避難所状況報告、停電や断水などのライフラインの復旧対策を

最優先に協議したところでございます。 

また、被災地への慰問や災害見舞金の支援や地域の災害復興に対する支援、ある

いは災害復興活動で冠水した車両の補償等について協議もしております。 

職員の増員派遣につきましても、７月１２日の午前２時過ぎには災害待機班を増

員するように指示を出しておりますし、災害後の現地状況把握につきましても現地

調査班を総動員しているところでございます。泗水総合支所が福本二区に避難指示

を発令するころは、様々な情報が錯綜し、泗水総合支所も緊迫した状況の中であり、

避難状況の把握が十分にできていなかったのではないかとは思います。 

このような中でございましたけれども、対策本部には午前４時３０分ごろ泗水総

合支所から福本二区への避難指示と総合支所の浸水情報の連絡が入っているところ

でございます。 

翌日の１３日の行政の公助ですかね、要するに、それが薄かったのではないかな

というお尋ねだと思います。このように今申しましたように、翌日も現地調査班も

１５０名、各本庁、各総合支所に出払って現地調査班に出ておりますし、人材不足

というものもございますし、こういうことにつきましては災害対策本部の検証する

中での職員アンケートの中でも本庁職員の業務に支障をきたしたというようなアン

ケート調査もなっておりますし、１３日金曜日でなくても、例えば１５、１６日と

か土日ですかね、そういうときに関しまして、市の職員もボランティアで出た人間

もおりますけれども、今後ボランティア組織、市職員の意識改革も含めまして、ボ

ランティア組織を充実して、できるだけそういった場に率先して市の職員が出てい

くような形で体制を取りたいと考えているところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 何人もの人が最後に市長に尋ねておられますけれども、私も市

長にお尋ねをいたします。やっぱり市会議員は現場に密着しておりますもんですか

ら、いろんな批判を一身に受ける場合がございます。特に今度のように財産等、恐

らく多くの財産をなくされた方々にとりましては、非常に憤りも大きくて、議員を
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見れば何の役にも立たんと、このような叱責、お叱りを受けたわけであります。そ

の中で、言われたままに言いますと、合併前なら市長に電話して夜中でもたたき起

こすと。こぎゃんとき土曜も日曜もあるかいたと。市長は見にも来んと、このよう

なことを複数の方々が言われましてですね、今までも何人もの方がこのような意味

のことをおっしゃいました。市には市なりのその理屈があると思いますけれども、

やっぱり一方では「百年に一度の大雨」と、結果としてそのような表現も使われる

わけでありますから、特に合併して間もない時期であればあるこそ、心遣いがほし

かったと、このように思うわけであります。まず一つ目、このような声に市長はど

のように考えられるのか、お答えになるか、お尋ねをいたします。 

２つ目、何人もの同僚が指摘したことでありますけれども、今回、下田部長は一

人で答弁も頑張っておられますけれども、防災消防関係は私たちの若いころからや

っぱり総務課所管であったと、そのほうが指揮命令等も通りやすくはないかという

話は議員の間でも所管変えがあったころから出とった話であります。このことにつ

いて、どう思われておるのか、市長のお考えをお尋ねいたします。 

以上、２つお尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 今回の豪雨に対する災害対策につきましては、数名の方々から

これまで質問がありまして、同じようなお答えにならざるを得ないと思います。今

回の豪雨災害、本当にこれまでに経験したことのない大変な豪雨でございました。

そのことによりまして、この災害対策本部の機能が果たせなかったんではないか、

率直にそのことについては認めたところでございます。各この災害対策本部のあり

方をはじめといたしまして、本庁と支所のあり方は情報の共有、あるいは連携、そ

ういったものがうまくいったのかということにつきましては、先刻お答え申し上げ

ましたように、いわゆるこの市職員の皆さん方のアンケートの中におきましても連

携がうまくいっていなかったと、あるいは防災マニュアルにつきましての認識度が

低かったと、そういうことが書かれておりました。今後におきましては、今回の災

害対策を検証いたしておりますので、災害対策マニュアルの再点検ということで、

職員の意識と、それから理解を基本といたしまして研修会や総合防災訓練というも

のに努めまして、改めて防災マップの見直しも必要であろうと思います。また過日

ご答弁いたしましたけれども、やっぱり地域地域におきまして、あるいはまた災害

の種別によりまして、その防災対策というのは自ずから違ってくるところでありま

すので、そういう意味での、特に地元に明るい皆さん方、地元の皆さん方が共助の

精神をもって防災組織、自主防災組織の推進などにご理解をいただければなと、こ



 －214－

のように思っているところでもありますし、それを積極的に押し進めていかなけれ

ばならないと、このように考えております。本庁方式になれば、なお一層支所にお

ける対応の遅れが懸念されるんではないかということでございますが、この体制づ

くりにつきましては、今回の災害というものを大いなる教訓といたしまして、いち

早く対応できるような組織を最大限に構築していかなければならないと思います。

また、災害の担当課を総務企画部に置くべきじゃないかというご意見ですが、また

ご質問ですが、現在、災害対策全般について検証中でございますので、今後の災害

対策ができるだけ機能がしやすい組織づくりということをマニュアルを構築して再

点検する中で、市職員の皆さん方一人一人が自覚を持って、動きやすいようなそう

いった防災環境、災害対策環境を検討していかなければならないと思います。非常

時体制下におけます今回の対応というものは、少なくとも本所と支所というものを

区別することなく、それぞれが全体的な取り組みの中で現在の防災体制になってお

ります。防災の担当部署が市民環境部ではなくて総務企画部であっても、結果的に

は対応にはそんなに大きな変わりはなかったのではないのかなと思いますが、全体

検証をさらに深めてまいりまして、悪しきところは是正をしてまいりたいと、この

ように思いますのでご理解をお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 先の東北大震災は、職員を派遣し、防災の研修の蓄積もあった

と、このように思います。それが今回の場合どういうふうに生かされたのかと、こ

ういう検証もされるべきではないかなというふうな指摘を申し上げ、次の質問に入

ります。 

２項目目の新庁舎建設の手順についてということでお尋ねをいたします。ずっと

以前から、思いつきでは市政はできないという話は私どもの先輩の議員から何度も

聞いたことでありますし、私もそう思います。市政には計画が必要ということは、

きょうの議会でもそれぞれの部門でいくつもの計画のことを述べられておられます

のでわかりきった話ですけれども、その観点からお尋ねをいたします。今、新しい

庁舎について、その位置でありますとか、大きさでありますとかの整備の説明があ

っておりますけれども、手順としまして、そのようなことでいいのかなという思い

から質問をいたします。市の後期５カ年計画、１０カ年計画の後を受けた５カ年計

画の中では、新しい行政拠点ということが庁舎の花房台からこちらのほうに移転と

いうことで変わろうと思いますけれども、以前にも申し上げましたけれども、この

新しい行政拠点をどうするのかということは、まだお話になっておらんというふう

に思います。併せまして、今年の４月３０日、執行部の発表では県から公告されま
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した新しい都市計画の中には菊池市都市計画区域と泗水計画区域を合わせまして花

房台４３２ｈａを一つの都市計画区域にしますというふうな説明もあっておりま

す。これらのことをどのようにお考えになっておられるのか。庁舎は移転、こちら

のほうにしても、やっぱりあそこはまちづくりをされるのか、ただ単なる都市計画

の網をかぶせただけなのか、お尋ねをいたします。 

２つ目、もともと当初の計画の中には花房台に新庁舎ができたあきつきには４つ

の総合支所を支所にするというようなお話でございましたけれども、このことが当

然支所になるべきというふうな話もございますし、いや、残すべきではないかとい

うような話もあっております。これ具体的にどうなっているのか、もう決定済みな

のか、お尋ねをいたします。 

また、工藤議員のほうからも質問がございましたけれども、新庁舎の基本構想・

基本計画というのが立ってから整備云々というふうになっていくのが手順である、

道順であるというふうに思うわけでありますけれども、この辺はこの間の答弁では

１２月と、１２月には上げたいというような市長答弁でございました。その間、市

民の声をどういうふうに聞く気があられるのか、ないのか、どういうふうに思って

おられるのか不思議でなりませんのでお尋ねをいたします。インターネット等で山

鹿なり玉名あたりの話を聞いた人からまた聞きでありますけれども、丁寧な庁舎建

設計画あたりが出ていますよという話でございます。そういう点、市としてはどう

考えておられるのか、３つ目の質問といたします。どうぞひとつよろしくお願いし

ます。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 菊池市総合計画基本構想に基づきます基本計画の策定に当たり

ましては、議会の議決を経て策定することになっております。また、その計画を変

更しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならないと、このよう

になっております。このことから、後期基本計画を変更する場合、議会の議決が必

要と、このように考えております。 

次に、菊池市の総合計画、後期基本計画の行財政の効率化の中で、議員が述べら

れましたように、花房中部２期地区畑地帯総合整備事業区域内におきまして、用地

を確保するということになっておった旨の記載がなされております。この後期基本

計画に述べられております。これにつきました段階で、関係する箇所については、

いわゆる議会で提案して変更をしなければ手続上に不備が通じるということになろ

うかと思います。 

また、都市計画マスタープランでの行政の拠点についてということでございます
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が、上位計画となります菊池市の総合計画、とりわけ後期基本計画に基づきまして

位置付けたものでありまして、上位計画を変更することであれば、併せてこの後期

基本計画も変更する必要が生じてくるという考え方であります。 

次に、総合支所を支所にすることは、いつ決定・議決したのかということでござ

いますが、この件につきましては庁舎の建設場所が変更になれば、支所の取り扱い

というものも変わるのではないかと、こういったご意見であろうかと思いますが、

支所の取り扱いにつきましては、合併協議項目として新市事務所の位置の公地選定

小委員会におきまして、新市の事務所の位置という項目に先立ちまして、本庁及び

支所のあり方としての調査と審議がなされてまいりました。当時、事務所の位置方

式といたしましては、事務所の位置、方式といたしましては、本庁方式と分庁方式、

また総合支所方式と３つの案が示されたわけでありますが、その中から合併の目的

やまた効率と効果を考慮したときには、この本庁方式とすることがベストであると

されたわけであります。ただし、その際におきまして、支所については各支所のそ

れぞれの機能と役割等については住民サービスの維持と、それからまた向上及び合

併の目的や効果をこの考慮したときに、本庁方式とされておるわけですから、その

際には支所については各支所の機能役割等について住民サービスの維持向上及び合

併による効率化に配慮して、新市において調整をすると、このようになったもので

あります。合併協議のときに決定をされたということでございます。 

以上、説明いたしましたが、総合支所を支所にするということは、合併協議にお

いて確認されたものであります。また、本庁方式においては、建設場所とは関係な

く、合併の効果を発揮するための手段でありますので、取り扱いが変わるものでは

ないと、このように認識をいたしております。 

なお、支所の機能につきましては、住民サービスの急激な低下につながらないよ

うに、市民の皆さんにご迷惑がかからないように検討してまいりたいと、このよう

に思います。 

また、このようなこの１２月までに一応の基本構想計画がまとまるわけでありま

すが、そういったことになりましたときには、また改めて市民の皆様方にはあらゆ

る手段を通じながら丁寧に説明をしてまいりたいと、このように思っております。

よろしくお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 基本構想・基本計画、これは市の基本計画・基本構想につきま

しては、先輩議員たちの頑張りで議決事件にしよういうようなことで議会の同意が

ないできませんよというような条例をつくった覚えがございます。ですから、今市
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長が言われましたように、変更するときも一つ同意がいるとおっしゃったのは、そ

のとおりだと思いますが、一方が、相手一方に、あっちが新しい拠点であったとす

るならば、こっちは古い行政拠点というわけにはまいりませんから、何か名前を付

けにゃいかんと思いますけれども、こっちのことばかりで、あっちはそのままにし

ていいですかというのが私の質問でございますので、ひとつ事務方等ではおざなり

にしないで、やっぱりその辺はきっちり埋めていきませんと、何のためにつくった

計画かわかりませんので、そのことは指摘しておきたいと思います。 

次の質問でありますけれども、基本構想・基本計画が１２月に上がるということ

でありますけれども、先の古い新庁舎建設の基本計画というのもあったわけであり

ますけれども、その中で活用できる部分は活用したいというような以前に答弁もあ

っとったと思います。 

そこで、それはもう全く紙くずにしてしまうのか、それともプールの話もありま

すし、生涯学習センターのこともありますけれども、なにがしかの役に立ててされ

るのか。その辺のところをお尋ねしたいと思います。といいますのが、まだ基本計

画ができる前に話はどんどん進んどるわけでありますから、できた後、計画をそれ

に合わせるのか。ちぐはぐなことになりませんように、計画があってから整備とい

うのが手順でありますから、いかが考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） ご案内のとおり、東日本大震災の影響によりまして、この新庁

舎問題につきましても合併特例債というものが合併後１０年という特例になってお

ることはご案内のとおりであります。私たちの菊池市においては、平成１７年に合

併をいたしておりますので、平成２６年度までの合併特例債ということになります

が、そのことが特に東日本大震災によりまして、震災地域の合併都市というものは、

改めて都市計画等の見直しをやっていかなければならない、土地利用計画の見直し

をやっていかなければならない。そして、いろんな福祉も初めとする除染地域等々

を含めておりますし、また津波の高さもそれぞれの地域によって海抜０ｍもあれば、

海抜がまた高いところがある。そういうようなこともあって、公共的な施設整備と

いうのが合併に必要な、効果を１年でも早く表さなければならないと言いながらも、

こういった震災によって年度を越えていかなければならない。それによって合併特

例債の期限が切れてしまうということになりますので、ぜひひとつ合併特例債の延

長をお願いしたいということで、全国の各合併市はそろって国に対する陳情をやっ

てまいりした。そういった効果的なものとして、被災地につきましては１０年が２

０年になり、また震災の間接的な影響になっております全国のそれぞれの都市、合
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併市におきましては５年間の延長というふうになったわけであります。 

そういった中で、菊池市がこれまでの合併当時の確認事項であります花房台畑地

帯総合整備事業の中における不換地によって、それを非農用地として私たちは庁舎

建設の計画をプランとして立てておったというわけですが、繰り返しになりますが、

結論的には畑総事業の同意がなかなか取れないということもあって、期間が過ぎて

しまうということもあって、合併特例債の期限というものを１０年とした場合にお

いては、明らかにそれを越えてしまうと。さらに５年間延長はいたしましたけれど

も、やっぱりこれをもちましても、今の庁舎とそれに附帯するものを考えていった

場合には、それを遙かに超えてしまう可能性があるということで、１年でもこれを

早く取り組まなきゃならないということでありました。ですから、これにつきまし

ては、市民の皆様方に、より具体的に説明をという思いで、インターネットを通じ

たり、あるいはまたこのそれぞれの広報を何度にもわたって発刊をいたしましたけ

れども、このかえって売名的な行為ではないかと言われるくらいにやってみました。

そのことによって、大方の方々の、住民の方々はそういった経過をご理解をいただ

いているものだと思っておりますが、一部におきましては、やはりこの約束を守っ

ていないというようなことであって、守っていないのではなくて守れなかったとい

う、守れないときに守れる方法を、法的な根拠を示しながらご指摘をお願いしたい

ということを、横着な物言いをしてきたこともありましたが、そういうことで方向

性が変わらざるを得なくなってきたということを改めてご理解をいただきながら、

それではどういう方向にするかということについて説明を、住民説明をやりなさい

という声もございますが、それぞれこの期間の定められた中におきまして、基本構

想・基本計画というのが一応の方向性というのが見えなければ住民に対する説明も

できないと、どうなるかわかりせん、１案、２案、３案ですという説明では前に進

むことができないので、議会のほうにご説明もしておりますとおり、１案、２案、

３案の中で方向性を決めていただきまして、そしてそのことを住民に懇切丁寧にご

理解とご協力をいただくよう説明をしてまいりたいと、こういうことが今の現状の

段階であるということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 最後に、支所のことについてお尋ねをいたします。今となって

は懐かしい言葉でありますけれども、集中改革プランというのが、私が議員になっ

たころつくられておりました。なるほどよくできておりまして、今になって振り返

ってみますと、保育園、学校、それぞれ計画を立てられまして、若干遅れたものも

もちろんありますけれども、それなりに進んでまいっております。その中で、その
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集中改革プランの前書きに福村市長の「はじめに」という言葉が載っているわけで

ございます。キーワードは、鉄は熱い打ちに打てと、合併して長くなる前にこうい

うことをしたいというようなことで市長の言葉が載っております。そこで、支所を

どうするかということだけ拾い上げてみますとですね、平成１７年に４支所１６課

４５係があったと。それを新庁舎が建ちまして、平成２１年には支所長は置きませ

んと、０支所、支所長はない、４課８係にしますと、こういう計画であります。と

いうことは、花房台に庁舎が建ちまして、今あります支所は全部支所になって、支

所長は置きませんと、課長が４人ですと、係長が８人ですから、簡単に言いますと

４課２係と、それが４つで、全体で１課２係と、各支所１課２係と、こういうふう

になっとったわけであります。これが再生プランでなったわけで、窓口対応、そう

いう事務だけをやりますというイメージであったろうと思います。そして、その下

のコメントとしましてですね、組織・機構の見直しを行うことにより、住民ニーズ

の迅速な対応、スピーディな行政内意思決定、効率的な行財政運営などが図られ、

市民サービスの向上が期待できますと、このようなコメントが付いておったわけで

あります。ですから、市民負担を減らすためには一つの方策であるということは、

これは認めざるを得ませんけれども、今回のような、例えば１課２係、７、８名の

支所であったならば、今回のような水害があった場合、想定しますと、非常にこれ

は大ごとになっちゃおらんだったかなと、このように思うわけであります。ですか

ら、７月の災害をダブらせ考えますと、結論としまして、あまりにもこう住民を置

き去りにした行政サイドの都合といいますか、思い込みが強すぎると。ひとつここ

はこの機会に支所のあり方というのも、何が行政としての仕事であるのかというこ

とをもうひとつ踏み込んで、もちろん財政の健全化は至上命題ではありましょうけ

れども、これで人の命が失われるようなことにつながりますと大変なことになりま

すもんですから、あり方について根本的な検討が必要であると、このように思いま

すが、市長、いかがお考えですか、お尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） やはり市民の皆様方の安心と安全ということがまず大優先的な

課題であることは言を待ちません。そういう意味で、お金に換えがたい命というも

のを私たちはどう守っていかなければならないか。しかしながら現実問題として、

経済なくして実働はできないということもあります。そのよく言われますように費

用対効果というのを議会の中でお使いいただきまして、その費用対効果をどう表し

ていくかというのが行政の責務で、限られた財源を有効的に使わなければならない。

そういうことから、非常に厳しい現実問題として職員定数が削減をされる。また、



 －220－

皆様方議員のほうにおかれましても、最近においては議員定数をよその市と比較し

て定数減をするべきではないかといった言葉もときどき聞かせていただいておりま

すが、何かにつけて右肩上がりの経済が本当に逆になっていくと、インフレが深刻

化してきているという中において、やっぱりこの何に言っても福祉と税の一体改革

と、社会保障と一体改革と言われますように、社会保障というものをなくしてこの

暮らしというのはあり得ないわけですから、それを最優先にしていかなければなら

ない。そのために財源はどう確保するかというもので、あらゆる手法が企業誘致を

はじめとしてあると思います。しかし一面においては大変厳しい経済環境の中だか

ら、先ほども質問であっていましたように、やっぱりこの減税を農業についてはや

ってくれと、固定資産税の全面１００％減税だというお言葉、これももっともなこ

とであって、再生していただかなければなりません。あらゆる選択肢がある中で、

今後検討していかなければならないことだと思いますが、そういう安全性というこ

とからして、支所がどうあるべきであるかということを、さらにまた検証していく、

これまでの方法としては、今おっしゃっていたように１課２係というところで、い

わゆる窓口業務だけが残るというのがこれまで議会を含めて、そして皆様方との合

併協議の合意である。その合意を守っていこうとして、その組織機構というのを見

直してやってきたということでありますが、こういった災害を一つのきっかけとし

て、見直すべきところは見直していかなければならないなというふうには思ってお

るところであります。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 次の農業振興に入ります。 

まず、青年就農給付金ということについてお尋ねをいたします。中山議員への答

弁もございましたので、少しだけ尋ねたいと思います。 

まず一つ、この給付金は、就農のために、例えば後継者等が農業大学校や、ある

いは先進法人、会社等へ研修に行く場合もあるわけでありますけれども、そのよう

な場合も受給できますか、どうですか、お尋ねをいたします。 

２つ目、農地災害復旧と、これも一つ農業振興という立場からお尋ねをいたしま

す。いろいろ農地災害、目につくわけでありますけれども、個別具体的にしっかり

見てみますと、それぞれ状況が違うわけであります。市道や水路の法面崩壊のため

による農地の災害、あるいは農道の法面が崩れて農地が被害を受けている場合、あ

るいは私有の農地そのものが崩落して、ほかの人に迷惑を掛けとる場合、いろいろ

素人目にも状況が違うことがわかるわけでありますけれども、このような場合、ど

のような手立てで復旧支援をされるのか、ひとつお尋ねをいたしたいと思います。 
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１回目の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 森清孝議員の質問にお答えします。 

青年就農給付金につきましては、独立・自営就農者に対しまして年間１５０万円

を最長５年間給付できる経営開始型と、独立・自営就農を目指して研修を受ける就

農予定者に対しまして年間１５０万円を最長２年間給付できる準備型がございま

す。準備型につきましては、県が給付窓口となっており、独立・自営就農前に農業

大学校や先進農家、また先進農業法人など、県が認める研修機関において、概ね１

年以上の研修を受けた場合に年間１５０万円を最長２年間給付できるものとなって

おります。平成２４年８月時点で県立農業大学校をはじめ、県内では８つの機関が

県の認定を受けており、研修生に対する給付に向けて準備が進められているところ

でございます。 

次に、農地及び農業施設災害復旧事業につきましては、復旧にかかる工事費が４

０万円以上の災害につきましては国庫災害復旧事業として、また４０万円以下の災

害工事につきましては市単独の小災害復旧事業として復旧することで現在取り組ん

でおります。国庫災害事業の基本的な補助率につきましては、農地の場合が国が５

０％、市が１０％、個人負担が４０％となっており、また、農道・水路等の農業用

施設の場合は国が６５％、市が１５％、地元が２０％となっております。農地及び

農業用施設の復旧費用につきましては、原則被害を受けられた方の復旧となります。

河川からの土砂流入につきましても、同様に田畑の所有者で処理していただくこと

になっております。また、小災害復旧事業に該当する農道や水路の農業用施設から

の崩壊につきましては、農道・水路の管理者で崩土処理・施設の復旧を行っていた

だくことになっております。この場合は見積り額５万円以上４０万円以下が補助対

象経費となり、２分の１の補助で、補助限度額が２０万円となっております。農地

の崩壊につきましても、崩壊元である農地の所有者の方で崩土除去をしていただき、

この場合も見積もり額が５万円以上１０万円以下が補助対象経費となり、３分の１

の補助で、補助限度額は３万３,３００円となっております。 

なお、国庫災害につきましても、小災害につきましでも個人の負担が伴ってまい

りますので、現地で当事者の方と十分に相談をしながら現在取り組んでいるところ

でございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 
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○９番（森 清孝君） 就農給付金についてでありますけれども、今、現実的な関心を

寄せているのは、いわゆる農業後継者といいますか、跡取り、こういう人たちであ

ろうというふうに思います。でありますが、親元就農についてはなかなか受給する

ことが難しいという話も聞いております。私たちの現実問題としては、そういう人

にぜひ助け船といいますか、やってほしい。これが本当に親元就農ではだめなのか

どうか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 

２つ目、農地災害でありますけれども、本格復旧は、収穫、水田なら稲の収穫が

終わった後始まると思いますけれども、地主さんはもとより、区の世話役さん等に

つきましては、どういう段取りでその作業をやるか、被災された人たちの平等にせ

にゃいかんとか、なるべく負担を少なのうせにゃいかんとか、いろいろなことを考

えられて、区長さんたちは頭を悩まされております。営農意欲がしぼまないように、

段取りの指導、あるいは復旧支援等も望みたいと思いますけれども、どのように考

えているのか、２回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えいたします。 

青年就農給付金に関しましては、７月末現在で４６件余りの相談をいただいてお

ります。その内約６割近くが現在、親と一緒に農業経営を行っている後継者からの

相談ということになっております。しかし、この就農給付金は、農業経営を開始す

るに当たり、農地や機械などを工夫しなければならない経営リスクを負っている新

規就農者を資金面で支援することが目的として始められた事業でありますので、親

の経営基盤のもとに就農する後継者につきましては、原則給付対象とはなっており

ません。ただし、現在は親元就農の場合でも、これから親の経営から独立した部門

経営を行う場合や、親の経営に従事してから５年以内に経営を継承する場合などは、

独立・自営就農者として判断することができ、例外的に給付対象ともなっておりま

す。また、国の就農給付金とは別になりますが、本市では単独事業として親元就農

も含め、次代の農業を担う農業者が専業農家として就農する場合には１人当たり３

０万円を新規農業就業奨励金として現在交付をいたしております。したがいまして、

親元就農者に関しましては、国の定めた給付要件などとの整合性を図りながら、新

規農業就業奨励金での援助も含めて、これから独立・自営就農していく新規就農者

を積極的に支援してまいりたいと考えております。 

次に、農地災害復旧支援につきましては、農業情勢が大変厳しい中、今回の豪雨

災害で農地や農業用施設を被災されました農家の方にとっては、復旧経費は大変な

負担になるものと認識をいたしております。災害箇所につきましては、区長さんか
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らの報告に基づき現地調査を行ってきたところでございます。今後の災害復旧につ

きましては、４０万円以上の国庫災害復旧工事として申請されております農地４１

件、農業用施設３２件につきましては、市で測量設計を行い、１０月末には国の災

害査定を受け、その後、工事に着手する予定となっております。 

申請者の分担金につきましては、工事が完了し、事業費が確定した後に精算し、

徴収ことになると思います。 

小災害復旧事業につきましては、個人及び団体からの申請に基づき、申請者側で

復旧工事に着手していただくことになっております。その後、工事完了の確認検査

を行い、領収証を確認の上、補助金等を交付することになると思います。本年度は

特に被害箇所が多かったということで、まだ相談や申請をされていない方もおられ

ることも考えられますので、受付期間を延長し、本年度末まで復旧が完了しますよ

うに対応をいたしているところでございます。 

また、併せまして農業用施設災害への原材料支給につきましては、文書において

各行政区に周知を行い、できる限り復旧支援に努めているところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 今回の補正では、小災害復旧予算としまして９００件、６,３０

０万円ほど上程されておりますけれども、ひとつ実のある復興支援のほうに努めて

いただきたいと、このように思います。 

最後に市長に青年就農者給付金のことについてお尋ねをいたします。ブランド推

進課もつくられ、農業にはひときわ思い入れが強い福村市長でありますけれども、

今お聞きのとおり、この後継者につきましては給付金の受給が困難な局面もあるよ

うな予想がされるわけであります。ひとつその辺のところを市としましても前向き

に対応されるべきであると、このように思いますけれども、市長のお考えをお聞き

したいと、このように思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 高齢化の進展や後継者不足などによりまして、農家の戸数や農

業就業人口が減少の傾向にある中に、全国で毎年２万人の新規就農者が定着を目的

としまして青年就農給付金が本年度より始まったということでございます。本市に

おきましても、次代を担う農業者が専業農家として積極的に就農・定着をされまし

て、実践力旺盛な農業後継者の育成を図ることを目的といたしまして、本市独特の

事業として、この単独事業として、新規農業就業奨励金を交付しております。また、
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本市総合計画の後期基本計画の中におきましても、多様な担い手の育成ということ

を施策の一つとして掲げておりますので、国の政策、あるいはまた県の施策と併せ

まして農業後継者のこの就農促進、他産業からの新規参入者の支援につきましては、

しっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えます。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 最後に、ＲＤＦのことにつきましてお尋ねをいたします。新聞

報道によりますと、再契約をせずと、更新せずというような報道がございました。

市としては環境保全組合へごみを持っていきたいという考えはもちろんわかるわけ

でありますけれども、産廃問題等でしこりのある組合側との協議はなされておるの

か、いないのか、交渉の進み具合はいかがなのか、その上でのこういうふうな熊日

記載であったのかということをお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員のＲＤＦ処理についてお答えいたします。 

エコヴィレッジ旭で製造されておりますＲＤＦは、大牟田リサイクル発電所にお

いて燃料として処理されていますが、処理委託の期間が平成２９年度までとなって

おります。現在、平成３０年度以降のＲＤＦの処理については、福岡県大牟田リサ

イクル発電所厚生組合等で協議をしておりますが、７月２０日の月例会でご報告し

ましたとおり、本市としましては平成２９年度の契約期間終了後は契約を更新しな

い方針で協議に臨むところでございます。このことにつきましては８月１０日にエ

コヴィレッジ旭周辺の住民で構成されています菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施

設環境保全対策委員会においても同じ内容で説明しております。 

また新聞報道でありました契約終了後のごみ処理につきましては、現在本市がご

み処理の広域化を目指し、菊池環境保全組合に市全域が加入できますよう要望をし

続けているところでございます。現在、組合では新環境工場建設計画に基づき、そ

の建設予定地の選出及び導入機種等の選定を行っているところでございますが、去

る５月の月例会で報告させていただきましたように、いずれも決定してはおりませ

ん。将来の菊池市全域加入については、組合においても重要課題として協議時期を

今現在協議されておりますが、新環境向上建設計画の進捗状況に大きく影響される

ことから、慎重に進められているものと思います。 

また併せて、本市の産廃問題の解決状況も考慮されていると思います。確認訴訟

の状況も見据え、協議されるものと思います。確認訴訟の状況につきましては、改

めて議会のほうにご報告させていただきたいと思います。 
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しかしながら本市においてはＲＤＦ処理の更新問題や将来のごみ処理などを策定

する上では、本市全域が組合に加入することが最重要と考えており、早急に協議さ

れるよう要望し続けているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） ありがとうございました。これで質問を終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５７分 

開議 午後２時０８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１６番（隈部忠宗君） 午後からの質問でございますけれども、よろしくお願いいた

します。１６番、隈部でございます。 

まず、去る７月１２日の九州北部豪雨災害で被災されました皆様方に心よりお見

舞いを申し上げます。１日も早い復旧をお祈り申し上げます。また、いち早く災害

現場に駆けつけていただいた消防団をはじめ、市災害対策本部で設置されました関

係者の方々、被災地で活動されたボランティアの皆様方にお礼を申し上げます。イ

ンフラの整備はもちろんでございますが、図書館、また特に文化祭を控え泗水市民

ホールについては、早急な復旧をお願いいたします。 

それでは、先般通告いたしました農業の活性化について３点、２番目に地域の活

性化について２点質問をいたします。 

まず、本市の農業の活性化につきましては、いつも言われておりますけれども本

市の基幹産業は農業であります。農業を取り巻く環境は、非常に厳しくなっていま

す。そういう中で、行政として本市の農業の課題をどう捉え、指導されるか、お伺

いをいたします。特に今回は国・県の施策の活用、後継者の育成、６次産業化の取

り組みについて質問をしたいと思います。 

まず、国・県の施策の活用が大切であると思いますが、６月議会の一般質問の中

で、集落営農、農地・水保全管理支払交付金事業、農業用排水等長寿命化のための

補修更新の取り組み支援事業、中山間地地域等直接支払制度、担い手空白地域解消

支援事業等について取り組まれているということでございますが、市はどのように
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関与され、指導されているか。また、今後どのような事業に取り組まれるか、伺い

ます。 

２番目に、後継者の育成であります。８月２０日の熊日新聞によりますと、２０

１０年から２０１１年度の熊本県の農業動向年表を見ますと、新規就農者数は２０

０８年度を底に回復基調、Ｕターン就農者が２年連続で１５０人程度に上り、２５

歳以下の青年農業者も増えている。農業法人などに就職して農業を始める人も伸び

が予想され、農業の将来に期待する人が増えつつあるということが載っておりまし

た。本市の新規学卒者の就農者、Ｕターンの就農者、定年退職の就農者の状況につ

いてお伺いをいたします。 

３番目に６次産業の取り組みでございますが、６次産業化の取り組みの状況につ

いて、６月議会でお聞きをいたしました。そこで、先般行われましたアンケートの

調査の結果についてお伺いをいたします。６次産業化の取り組みにつきましては、

情報の収集、先進地の取り組み、講演会の開催等、農業者への取り組みについて指

導・助言が必要と思いますが、今後どう指導されるか、お伺いをいたします。 

次に、九州北部豪雨災害の被害と復旧状況についてお伺いをいたします。これに

つきましては、既に１２名の議員の皆さんが質問をされて重複すると思いますけれ

ども、農業関係豪雨災害の被害状況と復旧状況についてお伺いをいたします。 

３番目に、本市の農業の活性化・発展は行政、農業団体、農業者が一体となって

連携・協調していくことが望ましいと思います。ＪＡ菊池では、第８次地域農業振

興計画が総会で承認をされましたが、行政は関与されたかどうか、お伺いをいたし

ます。 

以上、第１回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 隈部議員の質問にお答えします。 

集落営農組織に対しましては、本市担い手育成総合支援協議会主催で開催してお

ります税務、会計、経営管理、法人化手続き、労務管理等についての農業経営コン

サルタントによる経営相談会を紹介し、周知を図っているところであります。その

他、県担い手育成総合支援協議会主催による法人化相談会や農業法人化パワーアッ

プ講座、各種補助事業につきましても、経営相談会と同様に周知・助言等を行って

いるところでございます。 

次に、農地・水保全管理支払交付金事業の共同活動支援及び向上活動支援、中山

間地域等直接支払制度につきましては、国庫及び県補助と合わせ市からも事業費の

４分の１を補助しているところでございます。併せて、事業ごとに定められました
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実施要綱等に沿って、現地調査や事務手続きなどについての指導や助言を行ってお

ります。 

次に、担い手空白地域解消支援事業につきましては、昨年度において作成しまし

た集落ビジョン等を基に、担い手の受け皿となる機械利用組合等の地域営農組織の

設立や集落営農組織設立を目指す活動に対しまして、県、市、ＪＡが一体となり支

援、推進をいたしているところでございます。今後とも、本市農林業の振興を図る

上で、農家所得の向上を図ることが最重要課題であることを踏まえ、総合計画後期

基本計画に掲げた主要施策であります特性を生かした魅力ある農林業の振興及び計

画的な土地利用の推進の実現に向け、その主要施策ごとに様々な施策を設定し、推

進してまいりたいと考えております。 

また、事業推進に当たりましては、地域の立地条件や緊急性及びその事業継続の

必要性を十分考慮しながら、積極的に取り組み、農業振興を図ってまいりたいと考

えております。 

本市において新規就農奨励金の交付を行った後継者等の就農状況につきまして

は、平成２１年度から平成２３年度までの３年間において、高校、大学等の学卒者

が９名、Ｕターン者が２３名となっております。新規就農奨励金の交付対象外であ

る４０歳以上の就農状況につきましては、定年等の退職者で４名という状況となっ

ております。 

次に、本年６月に本市認定農業者連絡協議会の会員６０１名を対象としまして、

菊池ブランドづくりアンケート調査を実施いたしております。調査項目につきまし

ては、栽培作物の販売高、主な出荷経路、ブランドと呼べる農畜産物、６次産業化

への関心等、１２項目に対しての意向調査を実施し、１８７名の認定農業者の方か

ら回答が上がっております。そのうち６次産業化の調査項目としまして、「６次産業

化への興味」という項目では、９６名の方から回答をいただき、うち８４名の方が

「取り組み済み」「興味あり」「少しあり」と回答をされております。 

また、６次産業化の講演会への興味という項目では９０名の方が回答され、７３

名の方が「関心あり」「少しあり」と回答をされております。６次産業化の取り組み

につきましては、農業者などの１次産業従事者が加工及び流通・販売などの第２次・

第３次産業で得ていた付加価値を農業者自身が得ることによって農業を活性化させ

ようというものでありますので、本年度、関係団体と連携をしまして６次産業化の

講演会を実施したいと計画をいたしております。 

次に、今回の集中豪雨災害で把握しております農業関係の被害状況につきまして

は、堰の被害が７件、そのうちラバー堰が４件、落雷による揚水機故障が１件、農

地災害が７６０件、農業用施設災害が２４０件となっております。特に被災が大き
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かった災害は、市道高柳四季の里線に埋設されております国営管約３１０ｍが被災

露出し、給水不能の状態という状態になっております。これは合志５号線で、本市

旭志の約９１ｈａ、大津町の約１９５ｈａに送水している幹線であります。また、

併せて被災した県営管につきましても、旭志平地区の水田約１０ｈａに給水をして

おり、被災により現在は断水している状況にあります。発生時からの応急措置とし

ましては、菊池台地用水土地改良区が仮設工事としまして３号ファームポンドから

ポンプで汲み上げ、県営管に繋ぎ、平地区へ現在給水を行なっております。また、

桜ヶ水大津町へは、別幹線の分水工に指定給水栓を設置され、貯水タンクを農家の

方へ貸し付けられ、応急措置がとられております。 

今後の復旧につきましては高度な技術・専門的な知織を要するとともに、被災し

た受益面積・受益者も２市町にまたがり、菊池市・大津町または土地改良区では対

応できませんので、８月９日に県庁で協義させていただき、同日付けで県営農地等

災害復旧事業として実施していただくよう、菊池市・大津町・菊池台地用水土地改

良区・旭志村土地改良区の連名にて熊本県知事に要望書を提出し、現在県事業とし

て測量設計が実施をされているところであります。なお、ラバー堰２件、揚水機１

件につきましては、国庫災害として農政局の承諾をいただき、既に工事に着手いた

しておるところでございます。 

農地及び農業用施設災害の復旧につきましては、国庫災害復旧と市単独の小災害

復旧事業により復旧工事を行ってまいります。国庫災害復旧事業による農地の場合

は、個人の基本負担が４０％、農道・水路等の農業用施設は、地元の基本負担が２

０％となっております。また、国庫災害に該当しない小災害復旧事業につきまして

は、市単独の補助として、菊池市農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金交付要

綱第４条により、農地につきましては１カ所の工事費が５万円以上１０万円以下が

補助対象経費で３分の１の補助で、補助限度額が３万３,３００円となっておりま

す。農道・水路等の農業用施設については、１カ所の工事費が５万円以上４０万円

以下が補助対象経費で２分の１の補助で、補助限度額２０万円となっております。

現在、個人及び団体から申請受付を行っている途中であります。 

次に、第８次地域農業振興計画につきましては、ＪＡ菊池において策定された計

画であります。菊池地域の農業にとりまして重要な目標が定められた計画と認識し

ておりますので、農業者所得の向上、さらには地域農業の振興につながるものであ

ると期待をいたしているところであります。したがいまして、本市としましても、

引き続きＪＡ菊池との連携を図りながら、本市農業の発展のために積極的に各施策

に取り組んでまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。 
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○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１６番（隈部忠宗君） 再質問をいたします。 

ただいま県・国の施策について本市がどう関与しているかについてお伺いをいた

しましたが、この５つの事業の成果についてお伺いをいたします。 

２番目に、後継者の育成につきましては、高度の経営、技術、情報の収集が必要

と思われます。後継者の研修・指導はどのように行うか、お伺いをいたします。先

日行われました集落営農リーダー研修には、本市から何名の参加があったか、お伺

いをいたします。また、認定農業者の総会は、各支部ごとに行われておりますが、

参加の状況について伺います。 

豪雨災害の中で、遊水地帯と言われているところは本市では何カ所あるか伺いま

す。特に七城の高田、梶迫を中心として１００ｈａの浸水被害がありました。今年

度ばかりでなくて常襲地帯となっておりますが、対策についてお伺いいたします。 

３番目の農業団体との連携でありますけれども、今後農業団体とどのように連携

協調されていくか、お伺いをいたします。 

以上、再質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

集落営農組織におきましては、米・麦・大豆等の生産及び出荷が主な取り組みで

ございますが、新たに飼料用米や米粉用米等の新規需要米の生産に取り組んでおら

れる組織もあり、国・県の補助事業を活用して大型機械を導入されるなど、共同利

用によりさらに農作業の効率化を図っておられる状況にあります。農地・水保全管

理支払交付金事業の共同活動支援につきましては、平成２３年度におきましては７

９組織が活動面積２,５３１ｈａの農地や農業用水等の資源管理に取り組まれてお

り、事業費９,４７７万６,０４０円を国が２分１、県が４分の１、市が４分の１の

割合でそれぞれ負担をいたしております。本年度も、６９組織が活動面積２,２３４

ｈａに取り組まれており、事業費は６,３１５万６,５７０円となっており、４分の

１を本市において負担をすることにいたしております。 

また、農地・水保全管理支払交付金事業の向上活動支援につきましては、平成２

３年度におきましては１８組織が水路の補修や再布設で１,４０１ｍ、農道の補修や

再舗装等で５２９ｍ、用水確保のためのパイプ等補修５９カ所など、農業用施設の

長寿命化に取り組まれ、事業費２,７２０万２,４５８円で、国が２分の１、県が４

分の１、市が４分の１の割合でそれぞれ補助をいたしております。本年度も３１組
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織が水路や農道等農業用施設の長寿命化に取り組まれているところであり、事業費

３,９４４万２００円となっており、４分の１を本市で負担するところでございま

す。中山間地域等直接支払制度事業につきましては、平成２３年度におきましては、

８６の集落協定が対象面積１,４３１ｈａの農地荒廃防止や維持活動に取り組まれ、

交付額は２億９９２万４,３５８円で、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１

の割合で、それぞれ補助をいたしております。本年度も８６の集落協定において対

象面積として１,４２９ｈａ、交付額２億８８１万１,４３１円となっており、４分

の１を本市にて補助するところでございます。 

担い手空白地域解消支援事業につきましては、平成２３年度から２５年度まで３

カ年の事業であり、伊野集落、柿木平集落、袈裟尾集落の３集落におきまして、話

し合い活動を行う座談会やアンケート調査、先進地視察が実施されており、各年度

末には全ての集落ビジョンが作成をされているところでございます。 

次に、本市における後継者の研修等につきましては、就農希望者がまずは就農に

必要な技術・ノウハウを習得できるように、きらり水源村やファームきくちでの研

修を推奨しているところでございます。その他に、体験型の研修や短期・長期の座

学及び実務研修を受講できる県内の研修機関の紹介を行っているところでございま

す。認定農業者の本年度における各支部の総会への参加につきましては、菊池地区

におきましては１５名、七城地区におきましては１４名、旭志地区２８名、泗水地

区５４名と大変少ない状況になっておりますので、今後、積極的な参加を呼びかけ

るとともに参加しやすい状況づくりを行う等、工夫に努めてまいりたいと考えてお

ります。また、９月６日に県担い手育成総合支援協議会の主催で開催されました、

第１回地域を引っ張るリーダー育成セミナーの公募講座につきましては、本市から

も地域営農組織の設立を目指す地域の代表者や市・ＪＡから合わせて１５名が参加

をいたしております。 

次に、農政関係で把握しております本市における遊水地につきましては、小規模

な地域を除きまして、菊池市村田地区・七城町の加恵、高島、高田、梶迫、菰入地

区の６カ所となっております。高田・梶迫地区の遊水対策につきましては、両地区

とも地理的条件としまして地域全体が天井川になっており、堤防で保護された地域

でございます。以前から様々な工法について検討がなされた経緯があることは認識

をいたしておりますが、梶迫地区におきまして排水機場を設置した場合、当地域の

受益面積２２ｈａに対しまして事業費５１億円という試算結果が出ております。加

恵・高島地区の排水機場２カ所の事業費約７億４,０００万円を大幅に上回る高額な

事業費となっており、補助事業の採択要件、また費用対効果等により断念された経

緯がございます。また高田地区も含め湛水防除の事業化には補助事業の採択要件を
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含め大変厳しいものがあると考えているところでございます。 

次に、農林畜産業関係の各事業の推進につきましては、農家はもちろんのこと、

ＪＡ、酪農業協同組合、畜産農業協同組合等の農業団体との連携なくしては推進で

きないものと認識をいたしているところであり、実際に共同で取り組んでいる事業

も多々ありますので、今後とも情報の共有、情報交換に努めながら、しっかりと連

携してまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１６番（隈部忠宗君） 再々質問をいたします。 

湛水防除については、費用対効果の面からなかなか難しいということですが、今

後国や県の補助事業と見合わせながら検討していただきたいと思います。 

今年度からの新事業であります人・農地プランは、集落地域の話し合いが基本と

なっております。行政、農業団体、農業委員会、総力を上げて対応してほしいと思

います。 

市長に再質問をいたします。本市において、５年後、１０年後の農業を想定した

場合、少子高齢化の中で担い手空白地域が多くなるのではないかと懸念をいたしま

す。その対策をどう考えておられるか。また、稼げる農業につきまして、市長の所

信をお伺いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 隈部議員のご質問にお答えいたしたいと思います。今、ご質問、

中身につきまして、特に人・農地プランが本年度よりスタートしたということを受

けましてのご質問でございますが、地域的なまとまりを持つ農業集落、あるいは地

域のエリアというものが皆さん方が大変高齢化していると。そして、そのために農

業の後継者不足をきたしている。それが結果的には大変な耕作放棄地をきたしてい

るということで、農地の集積方法など、人と農地の問題について話し合いをしなが

ら、５年後、そして１０年後に地域の未来設計図を作成するという、そういったも

のが人・農地プランということでございます。稼げる農業につきましては、農林畜

産業を取り巻く厳しい状況が続いております中におきまして、農家所得の向上を図

ることが最重要課題であると、このように認識しておりますので、総合計画、後期

基本計画に掲げました主要な施策であります特性を生かした魅力ある農林業の振興

及び計画的な土地利用の推進の実現に向けまして、その主要な政策ごとに、様々な

施策を設定して推進しているところでございます。今後とも現場主義に徹しまして、
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本市の特産品が高く評価されまして、付加価値を付けて生産者が豊かに暮らせるま

ちを目指して、基本計画に掲げました、それぞれ施策の実現に向けまして農業関係

団体の皆さん方と十分連携を図りながら、しっかりと取り組みを進めてまいりたい

と、このように考えております。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１６番（隈部忠宗君） ぜひ生産者が豊かに暮らせるまちを目指して、基本計画に掲

げた各施策の実現に取り組んでほしいと思います。 

次に、地域の活性化について、地域福祉の面から質問をいたしたいと思います。

地域福祉につきましては、６月議会でお聞きをいたしましたが、本年度の実績をお

伺いしたいと思います。また、旧菊池市と旭志・泗水・七城の取り組みは違ってい

るようでございますけれども、その状況についてお伺いをいたします。 

２番目に、社会福祉協議会と市の関わりについてお伺いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。 

６月議会でもお答えいたしましたように、菊池地区におきましては以前から社会

福祉協議会を１１地区に分けまして、それぞれ地区社会福祉協議会として地域住民

の福祉の向上のために様々な取り組みを行ってきました。合併後、平成２０年度に

おいて、泗水・七城・旭志地区においても、地域住民による座談会を開催し、その

中で各地区に２から３のモデル地区を選定していただき、ワークショップを開催し、

地区での問題点などの話し合いを行い、その解決策を探る会議を重ねたり、サロン

を立ち上げて地域住民の交流の場として、平成２３年度までに２０地区のモデル事

業を展開し、現在も継続して活動していただいております。平成２４年度は新たに

泗水地区が朝日団地・富・桜山７区・上住吉区の４地区、七城地区が荒牧・打越区

の２地区の合計６地区でモデル事業を立ち上げております。現在、それぞれに座談

会を開催し、計画を作成する段階までいっており、年度内において具体的な活動内

容が明らかにされてくると思われます。また、菊池地区につきましては、各地区社

協とも総会等は終了し、継続して特色ある地域福祉活動を実践しております。これ

により、住民同士の支え合いや助け合いの意識が浸透していけばと考えますし、こ

れを継続して実践し、地域活性化の一因となるよう期待しております。 

社会福祉協議会に対しましては、市として様々な補助事業や委託事業をお願いし、

住民福祉の向上のため、日々活動していただいております。福祉課では、福祉の向

上を具現化するために、合併前の平成１５年度に旧菊池市において地域福祉計画、
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翌年、社会福祉協議会ではその計画を実行に移す地域福祉活動計画を作成し、様々

な活動を行ってきました。平成２５年度には３度目の計画見直しになりますが、地

域福祉計画と活動計画を同じ年に作成するよう準備を進めており、２つの計画を同

時進行することにより、より具体的に福祉関係事業を協同して進めることができる

と思います。 

また、今回の災害では、社会福祉協議会が泗水町地域福祉センターに災害ボラン

ティアセンターを開設し、市内の被災者からの３０件のボランティア要望に対し、

延べ３４９名のボランティアが被災した家に出向き、廃土などの撤去作業を行いま

した。 

このように、社会福祉協議会は目に見える部分だけではなく、それ以外のところ

でも活発な活動を行い、福祉の向上に寄与しております。行政と社会福祉協議会は、

車の両輪として、お互いに関わり合いを持ちながら、様々な事業を進めていかなけ

ればならないと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１６番（隈部忠宗君） 地域福祉については、本年度の実績をお聞きすることができ

ました。住民同士の支え合いや助け合いの福祉の意識が浸透していき、地域活性化

につながることを期待申し上げます。 

また、社会福祉協議会と市の関わりについては、現在社会福祉協議会には１６６

名の方が正職員、嘱託、臨時、パート、ヘルパーとして働いておられるそうですけ

れども、行政と社会福祉協議会は、部長おっしゃいましたように、車の両輪として

お互いに関わり合いを持ちながら様々な事業の展開を進めてほしいと思います。 

それでは、地域福祉の今後の進め方と社会福祉協議会の今後の進め方についてお

伺いをいたしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。 

地域福祉の今後の進め方につきましては、社会福祉協議会と協力しながら、福祉

に対する住民の方の意識を変えるワークショップなどの活動を積極的に進めてまい

ります。そのためには様々な方策を打ち出し、住民同士がお互いに助け合い、見守

り合いながら地域の福祉向上のために、自ら進んで働きかけられるような環境づく

りを進めていく必要があります。そして、行政に頼るのではなく、住民自らの手で

地域づくりに取り組むことが地域の活性化につながるものと考えております。 
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また、先ほど述べましたように、社会福祉協議会は市として様々な事業をお願い

しているところですが、今後法改正等により、さらに社会福祉協議会に委託し事業

を進めることも考えられます。さらに、災害ボランティアセンターをはじめ、現在

社会福祉協議会として独自事業を行っておりますが、少子高齢化時代に対応する新

たな施策の実行が求められると思います。今後ともお互いに連携を取り、協力しな

がら事業を進めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１６番（隈部忠宗君） ありがとうございました。社会福祉協議会が活躍されている

例を一つ挙げながら、今後の活性化に社会福祉協議会という役割が大変大きいとい

うことをご紹介したいと思います。この部落は、２４戸の小さな部落でありまして、

高齢化率が３５％、本市の高齢化率が２７.４％ですから、それを大きく上回ってい

る集落であります。地域福祉のモデル事業に手を挙げておられる部落でございます。

第１回、第２回のワークショップが行われたそうでありますけれども、部落の男女

がこのように真剣に話し合いをしたことは今までかつてなかったそうでございます。

いろいろな意見が出されたそうでございますけれども、大変部落の方々は喜んでお

られました。高齢者の見守りをどうするかとか、男の料理教室を開いてみたいとか、

初めての夏祭りを開催してみようかとか、そういう意見が出されたそうでございま

す。またその中には、６つの班に分けてワークショップを行われたそうですけれど

も、本当にこの地域に嫁いできてよかったというグループもできたと聞いておりま

す。その中で、社会福祉協議会の皆さん方が、夜遅くまでその話し合いに参加した

り、夏祭りに参加したりというお話を聞いて、本当にほのぼのとした気持ちになり

ました。私は、地域の活性化は職員の地域担当制だけかと思っておりましたけれど

も、社会福祉協議会の活動こそ、地域活性化の一つになるのではないかと意を強く

したわけでございます。地域活性化の中で、社会福祉協議会の役割は非常に大きい

と思います。行政と社会福祉協議会が一体となって地域の福祉を推進することは、

地域の活性化につながるのではないかと思います。市長の所信をお伺いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 社会福祉協議会と行政が関わり合いをどう保っていくのかとい

うことでご指摘でございまして、とりわけ社会福祉協議会の社会的に果たす役割と

いうことを高く評価していただいているものだと受け止めまして、心からお礼を申

し上げます。ご承知のとおり、私も今年の５月まで社会福祉協議会の会長を仰せつ
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かっておりましたので、その果たす役割についてはいささか承知をしているところ

であります。例えば健康福祉まつりをやっていただいたり、非常に必要になってお

ります認知症サポーターの養成であったりとか、様々な事業も起こしていただいて

おります。社会福祉協議会は、民生員あるいはまた児童委員協議会の事務局も務め

ておりますし、またご案内のとおり老人福祉センター、泗水町の地域福祉センター

の指定管理をはじめといたしまして、事業の受託というのが数多くあります。これ

は本当にこれから社会福祉協議会の事業というのは、際限なく広がりをもってくる

は、スタッフは本当に準備ができるのかと、今お話がありましたように１７０名前

後の職員がおられますけれども、常勤でない非常勤の方々がたくさんおられまして、

大変職員の皆さん方にはご苦労を掛けているところであります。市の業務の一端を

担っていると言ってもいいのではないかと思いますが、そういった意味で、今後も

行政と社会福祉協議会が一体となりまして、地域福祉の推進に向けまして連携をさ

らに深めて押し進めてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時５１分 

開議 午後３時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１２番（二ノ文伸元君） 本日、最後となりました。お疲れとは思いますけれども、

最後までおつきあいよろしくお願いします。 

それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

昨年６月、これまでスポーツを規定する法律であったスポーツ振興法に代わりス

ポーツ基本法が制定されました。従来のスポーツ振興法は昭和３６年に、その３年

後に開催が決まっていた東京オリンピックを見据えて制定されたものでした。現に

このオリンピックを契機にスポーツの普及が日本再建の気力と体力の高揚に役立っ

てきたこと、また若者を中心に国民一般へ広く普及させ、健康と体力を飛躍的向上

させ、我が国スポーツの技術を国際的に、より高い水準に向上させてきた法律であ

ることは皆さんもご存じのとおりであります。しかし、この法律も時代の流れとと

もに現在のスポーツのあり方にそぐわない部分も出てきたため、新たにスポーツ基

本法が制定されたものです。基本的なものはスポーツ振興法もスポーツ基本法もよ

く似たものになっています。しかし、大きな違いが２点ほどあります。一つは、ス
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ポーツ振興法には職業スポーツ、いわゆるプロスポーツのことは除外されていまし

た。そしてもう一つが、障がい者スポーツであります。先日までイギリスのロンド

ンで開催されていたパラリンピックは、国民にとって期待や関心の高いものになっ

ております。この２つの事柄は、スポーツ振興法のときにはありませんでしたが、

スポーツ基本法へ改正され、うたい込まれております。 

このように、名称とともに役割も時代に即した法律になっているものと考えられ

ます。この法律改正と同時に、全国に５万３,０００人配置されていた体育指導委員

もスポーツ推進委員へと名称変更がなされました。当然、果たすべき役割も変わっ

てくるものと考えられます。 

そこで質問ですが、体育指導委員とスポーツ推進委員の果たすべき役割の違いに

ついてご説明をお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 二ノ文議員のご質問にお答えいたします。 

体育指導委員制度は、ただいま二ノ文議員のほうからご紹介をいただきましたよ

うに、昭和３６年のスポーツ振興法によって、設置することが義務づけられていま

したけれども、地方分権一括法によりましてスポーツ振興法が一部改正されまして、

平成１１年には市町村教育委員会からの委嘱制に変更になりました。また、平成２

３年制定のスポーツ基本法により、その名称が体育指導委員から、今おっしゃいま

したようにスポーツ推進委員へと変更がなされまして、これまでのスポーツ振興法

が約５０年ぶりに全面改正されたところであります。役割も当初の住民に対するス

ポーツ実技指導やスポーツに関する指導助言がスポーツを取り巻く社会の変化を受

け、市町村のスポーツ振興事業への参画、そして推進、スポーツ振興に関する地域

住民と行政のコーディネーター役が追加されたところであります。 

今後は、地域住民のスポーツ活動に対するニーズの多様化、高度化に伴い、有資

格者の優先的な任命や女性スポーツ推進委員の積極的な登用も図る必要があると考

えているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１２番（二ノ文伸元君） 詳しいご説明ありがとうございます。 

それでは、再質問いたします。現在、本市ではスポーツ推進委員が中心となり、

総合型地域スポーツクラブ「菊池“ゆ”ったりスポーツクラブ」が設立され、企画

運営がなされております。私は名称をまだ体育指導委員のときにこの総合型地域ク
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ラブについては何度か質問をしてまいりましたが、スポーツ推進委員と名称が変更

がなされてからは初めてのことだと記憶しております。今の答弁で違いについて、

るる説明がありましたが、体育指導委員のときとスポーツ推進委員のときでは、総

合型地域スポーツクラブへの関わり方が違ってくるものだと考えられますがいかが

でしょう。その違いについてご説明をいただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 二ノ文議員の再質問にお答えいたします。 

総合型地域スポーツクラブの関わりについてお答えしたいと思います。ご承知の

とおり、この総合型地域スポーツクラブの育成については、平成１２年度に策定さ

れましたスポーツ振興基本法の中で生涯スポーツ社会の実現に向けた地域における

スポーツ環境整備のための重点施策として取り組まれ、平成２２年度までに全国の

各市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成するという目標が掲

げられたものであります。そうした背景から、本市では平成２２年度から２カ年間

にわたり設立に向けた準備委員会を組織しまして、当時の体育指導委員の皆様方の

ご理解とご協力により、本年３月１８日に、今、議員からご紹介ありました「菊池

“ゆ”ったりスポーツクラブ」として組織されたものであります。スポーツ推進委

員の皆様方は、市からスポーツ推進委員として委嘱状を交付させていただき、その

職務として住民のスポーツ活動の促進、スポーツ団体などが行うスポーツ行事に協

力し、市民一般に対しスポーツについての理解を深め、市民のスポーツ推進のため

指導助言を行うとなっております。 

総合型地域スポーツクラブにつきましても、市民全体を対象とした、これは中山

議員あるいは大賀議員の質問にも答弁させていただきましたけれども、誰でも、い

つでも、どこでも、いつまでも、気軽にできるスポーツクラブであります。今後は

スポーツ推進委員の皆様方をはじめ、市の体育協会や各種目協会の皆様方、また学

校の先生方等も多数参加をしていただき、地域の根ざしたスポーツクラブを目指し

ていかなければなりません。そうしたことから、今後とも総合型地域スポーツクラ

ブの運営については、スポーツ推進委員の皆様方にもご理解とご協力をいただきな

がら関わっていただきたいと思っております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１２番（二ノ文伸元君） 再々質問いたします。 
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この「“ゆ”ったりスポーツ」に感じるといいますか、スポーツ推進委員の中にも

いろいろ温度差があるように感じております。もっと関わりについて、個々に説明

をする必要があるのではないかなというふうに、今、ここ何年か携わってきてその

ように感じておりますので、その説明をやはりやっていかなければいけないのかな

というふうにも感じております。スポーツ基本法第３２条に、「市町村の教育委員会

は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望

があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行う

のに必要な熱意と能力を有するものの中からスポーツ推進委員を委嘱するものとす

る。スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会

規則の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並

びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行

うものとする。スポーツ推進委員は非常勤とする」とあります。そこで再々質問で

すが、スポーツ推進委員の“ゆ”ったりスポーツクラブへの協力と理解、また関わ

りの強化を図るため、どのようなことをお考えになっておりますか、お伺いをいた

します。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 二ノ文議員の再々質問にお答えいたします。 

今、二ノ文議員のほうからスポーツ推進委員さんの中にも温度差があるというよ

うなことをおっしゃいまして、関わり合いについて個々にもう少し説明する必要が

あるということでございましたので、個々に説明しながら、丁寧な説明とご理解を

するようこれからまた努力していきたいと考えております。 

総合型地域スポーツクラブの現状についてでございますけれども、４月から毎月

のプログラムによりまして、バドミントン、フラダンス、新体操、ソフトエアロビ

クス、弓道、バレー、体育教室、レクリエーション等が実施されております。これ

は、先にも何度か答弁の中でも申し上げたところでございます。現在、クラブの会

員数は６０名程度でございまして、目標としていた会員数の半分程度しか集まって

いないところであります。もちろん、毎月の広報紙や各体育施設や各学校へのチラ

シは配付を行っておりますけれども、まだまだ市民の方のご理解、承知してない現

状というのがあるようでございます。そうしたことから、議員がおっしゃいました

ように、今、ホームページとか、あるいはホームページ等の周知、あるいは広報紙

等も取り入れながら周知に努めるように進めてまいりたいと思っているところであ

ります。また、１０月にはスポーツクラブフェスタと題しまして大会イベントの計

画もいたしております。本クラブの目標であります、１回目の答弁でも申し上げま
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したように、誰でも、いつでも、どこでも、いつまでもという、気軽にスポーツ活

動ができる環境の整備を図るために、また「菊池が元気、人も元気、つくろう心と

体の健康を」という合い言葉で進めてまいりたいと思っております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１２番（二ノ文伸元君） 次の質問に移ります。 

庁舎整備の中で、今回は生涯学習センターについて質問をいたします。生涯学習

センターとは、どのような施設なのか。２点目、管理体制はどのようになるのか。

３点目、予定されている位置は市営プール跡になるようですが、プールの位置と建

設時期と規模はどのようにお考えになっておりますか。 

以上、３点について質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） 生涯学習センターの基本的な目的は、市民の学びの場の提

供です。生涯にわたって継続的に学習できる施設であり、市民の学習に関する情報

を提供し、各種のイベント等を行うことにより、市民の学習意欲を高めていく施設

であり、併せて交流の場としての機能も重視した施設だと考えております。生涯学

習センターは庁舎等整備基本構想・基本計画において検討の段階でありますけれど

も、この考えに沿って幼児から大人まで生涯にわたり学習する機会を支援する機能

を充実させた施設として建設する必要があると考えております。特に市民の皆様に

直接学習の場を提供する公民館や図書館につきましては、これまで以上に学習環境

や業務態勢を整え、さらなる各種イベントや企画を図り、市民の皆様方が利用しや

すい施設にしなければならないと考えているところであります。また、これまで述

べましたとおり、生涯学習センター建設の目的の一つは、多くの市民に集いの場を

提供することですが、さらにはお互い学んだことを地域社会のために生かせるよう

な人材の育成を図ることでもあります。そのために、建設する施設には多くの方が

気軽に利用できる談話スペースや会議室をできるだけ確保する必要もあるかと思い

ます。 

それから、生涯学習センターの管理体制についてでございますけれども、職員が

業務を行う執務部分については、本市教育委員会が管理することとなるとと思いま

すけれども、図書館につきましては、菊池市文化会館や泗水ホール、あるいは泗水

図書館と同じく指定管理で行うかどうかについて、今後検討する必要があると考え

ております。 
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また、プールの予定されている場所、位置等でございますけれども、これにつき

ましては工藤議員にも答弁させていただきましたけれども、基本計画案の策定時期

に合わせて整備方針も決定してまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１２番（二ノ文伸元君） 答弁を聞きますと、相当使い勝手のいい便利な施設のよう

です。体もすっきり、心もリフレッシュ、市民が楽しく愉快に集える、そんなスペ

ースになるようしっかり計画をしていただきたいと思います。 

管理体制については、指定管理者も将来はあるというような、あるかもしれない

ということですかね、そういうことだろうと思います。 

プールについてですが、今の答弁では、まだ全く白紙というような形に聞こえた

んですが、市民からですね、プールはもうなくなるとだろうというようなことをよ

く聞くわけです。水泳協会としてはですね、毎年６月から９月の半ばまで３カ月半、

週２回で、そこの市営プールで３０年間続けております。そういうプールがなくな

るという噂がもう市民の間で広がって、先生、来年プールなくなるのというような

ことを子どもからも聞くわけですね。私は、来年はもう恐らく建て替えに入るのか

なと、改築に入るのかなというふうに思っていましたけれども、何かしら最近、来

年もまだあっとかなと。もちろん１２年後の県体は、恐らくこのプールは使用はさ

れないと思いますけれども、やはりですね、この基本計画ですか、こういうものは

もうやるということが決まったわけですから、合併特例債が５年間延長になったか

らといってですね、くずくずしていて、私たちも市民に説明がつきません。そうい

う観点からですね、１日も早く、いつごろかとか、希望、そういうのはぜひ早く示

していただきたいと思います。 

ちなみにですね、私の要望を言えば、もういつごろというのは、もうすぐやって

いただきたいんですが、位置はですね、やはりこの庁舎周辺が学校教育施設も揃っ

ております。それから、ずっとこう指導していきますとですね、子どもたちがやっ

ぱり集えるのは教育機関の多いこの周辺だというふうに思っております。せっかく

生涯学習センターができるわけですから、その１階に２５ｍプールを入れて、その

外に５０ｍプールをつくって、それはちょっと大げさですけれどとも、去年県体が

行われたときにですね、教育長はご覧になったと思います、水俣のプール、あそこ

は非常に使い勝手がよかったわけですよね。あれを生涯学習のセンターの中に入れ

ていただければ、子どもたちの指導にも適しているというふうに思います。ぴしっ

とですね、２５ｍ公認プールをとっていただきながら、それと大会を誘致されるわ
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けですよ。５０ｍがなくても県体を誘致したときに、そのプールで行われるわけで

すよ。できれば５０ｍはほしいです。しかし５０ｍの室内といいますと、莫大なお

金がかかるわけですから、熊本市ぐらいの自治体であればアクアドームですかね、

あそこぐらいの規模がほしいと言いたいところですけれども。もちろん南中のプー

ルがありますけれども、あれは公認ではありません。あくまでも学校の教育機関で

ありますから、その他にはあまり適していないということが考えられます。５０ｍ

はですね、今現在大体人吉、八代、熊本アクアドーム、荒尾、玉名、山鹿、菊池、

阿蘇のアゼリア、これは阿蘇のアゼリアは恐らく公認ではないと思います。県の水

泳協会の方に聞けばですね、やはり菊池にも５０ｍがほしいということをおっしゃ

います。現在ですね、県営のプールがありません。熊本のアクアドーム、あれは市

営プールです。昔、県内の城内プールがあったんですが、ぜひですね、県営プール

をこの菊池に誘致していただけるようなお話をしていただければなというふうに思

います。場所は、花房台でもいいんじゃないですかね。私は私なりにそういう構想

を持っておりますが、教育長のご見解をぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） ただいまの二ノ文議員のいろいろな考え、大変参考になりま

す。私も市営プールができたときにですね、あそこで菊池市の子どもたち、それか

ら水泳協会の方々が一生懸命子どもたちに教えている姿、非常に感謝しております。

しかし、今現在取り組んでおりますこの新庁舎問題に関連しまして、生涯学習セン

ターのほうも中央公民館の跡のほうということで、今現在、いろいろ検討がなされ

ておりますけれども、そこに生涯学習センターをつくったときに、果たしてどれだ

けプールができるかということも非常に問題になっているところなんです。またそ

のほかに、例えばこの庁舎周辺にそういうところが取れるようなところがあればで

すね、できるだけ庁舎の周辺にでも持っていけたらいいなというような希望は持っ

ておりますけれども、まだ敷地の問題、それから学習センターとの面積等の絡み合

い等もございますので、これからどういうふうにつくっていくか、また今後さらに

検討のほうを進めてまいりたいというふうに思っておるところです。 

また、県の誘致あたりにもですね、県が今どういう考えを持っているのか、また

県の考えも聞かなくちゃなりませんけれども、そういうとこと、また連携を図りな

がら考えてみたいと思っております。 

○議長（山瀬義也君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１２番（二ノ文伸元君） プールというのはですね、水に親しむところではあります
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けれども、いろんなスポーツに水泳は適していると思います。先ほど大賀議員さん

のほうから、オリンピックとかそういう話も出ました。スポーツに力を入れるべき

だと、そういうように私には聞こえましたけれども、ぜひですね、いいプールをつ

くっていただきたい。そのためにはですね、やはりプールのことについて詳しい方

にご相談をしながらやっていただきたいというふうに思います。もちろん私だけで

はありません。私よりも詳しい方はいっぱいいらっしゃいます。 

以前にですね、南中のプールに上のトレーニング施設ですかね、あそこを併合し

たらどうかという意見を言わせていただいたときに、検討をするようなことを教育

長がおっしゃられたことを覚えておりますけれども、その後全然悲しいことかな、

進んでいないような気がしております。やはり、どうせやるならですね、北海道の

帯広ですかね、あそこに５０ｍプールはもちろん、室内でばんとしたものがありま

す。それから４００ｍのトラック道かなんかリンクなんですね。そしてオリンピッ

クに選手が何名も育っております。それを、そのスケートの会場にずっとこう一人

一人貼り出してあるわけですね。そこはどういう取り組みかといいますと、施設も

さることながら、スポーツ宣言都市というのをやっておられます。自治体としては

ちょっと菊池のほうが小さいと思うんですけれども、やはりそういう気概を持って、

本当にハード面から、ソフト面から、いろんな手段をつくって、大賀さんだってあ

あやっておっしゃいます。樋口議員だって、スポーツのことには一生懸命なんです。

私も一生懸命こうやってやっております。皆さん、本当に一生懸命やっておられる

と思いますけれども、それをしっかり頭の中に入れていただきながら、この生涯学

習センターを活用しながら、ぜひスポーツのほうにも力を入れていただきたいとい

うふうなお願いをしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。明日も引き

続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時２８分 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） 日程第１、一般質問を行います。 

初めに、東英俊君。 

［登壇］ 

○６番（東 英俊君） おはようございます。無所属の東英俊です。 

通告に従いまして一般質問に入らせていただきたいと思います。今回は、通告を

しておりました３点について、執行部の見解をお聞きしたいと思います。 

まず、本市の活性化についてですが、私はこれまで本市の活性化についての第一

優先課題はマクロ的な観点から、文教菊池の再興と教育振興を提案してきました。

まずはこの菊池市にある菊池高校を市の教育委員会主導で県の教育委員会に働きか

けて、進学校と呼べる高校に戻していく、いわゆる復興と再興計画及び中高一貫に

よる優秀な生徒の市外への流出防止を提唱してきました。また、山積課題の早期解

決のために、副市長の２人態勢や行政内部の執行機関に成長戦略室を設けてはどう

か、菊池市独自のアクションプランの作成、政策立案及び議会の対応をやるべきで

はないのかなど、一般質問において執行部に提案をしてきたところであります。 

今回は、そこの点から細部、いわゆる枝葉の部分に移りまして、市が抱えている

様々な条例と市の活性化との関連性の視点で、政策提案をしたいと思っております。 

とりわけ今回は、その題材と最もなり得る平成２０年３月議会、今から４年半前

でございますが、議員提出においてできた菊池市中小企業振興基本条例を取り上げ

てお伺いをしたいと思います。 

このことについては、今まで多くの議員さんたちが次のような趣旨で質問をされ

てきておられます。条例の中身の主な施策や取り組み状況、条例の検証と実効性及

び市内業者の入札への影響等々であります。私が今回、あえてこの条例を取り上げ、

執行部にお尋ねするのかの理由を述べますと、第１に条例制定後４年以上経過して

いること、第２に従来の工業、工場、企業誘致は困難さを増しており、地域経済を
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底支えしてきた公共投資も財政悪化でこれまでの水準は維持ができていない。そん

な中、最後の頼みの綱と考えられるのが、地域内発型の中小企業であり、内発型の

新事業創出・振興であるのではないか。第３にこの菊池市において進んでおる少子

高齢化、これによるところの財政収入の減少、加えて郊外大型店舗進出による地域

産業の空洞化懸念というところでございます。 

それを踏まえてまず、この中小企業振興基本条例の本市商工産業振興における効

果と問題点についてお聞きをしたいと思います。 

次に、平成２２年３月に策定された第２次行政改革大綱についてでありますが、

言わずと知れた本市の最上位計画である菊池市総合計画基本構想に掲げた行財政の

効率化を具現化するために、本市の行財政改革の理念と方向性を定めたものであり

ます。ここで私がお聞きしたいのは、第２次行革のこれまでの成果はもちろんのこ

と、本題はこれまでの、またこれからの社会情勢を鑑み、５年の計画の残り２年間

の進む方向性を当局はどのように考えているのか、という点についてでございます。 

以前、第１次行革の成果として執行部は組織機構の見直し及び約１００名弱の職

員削減により、歳出削減額はトータルで１０億３,０００万円できた。自主財源の確

保が大きな課題であったと答弁をしておられます。じゃあそこで、仮に今後もし、

第３次行革があるとするならば、これからの２年間は予定どおりの進捗、プラスそ

れに向けての準備期間とするのが妥当だと考えますがどうですか。いま一度合併後

の菊池市をあらゆる角度から検証し、精査をし、これからの新時代に向けての扉を

開くために今後どのような改革が必要とお考えか、以上お答えを願います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） おはようございます。東英俊議員の質問にお答えします。 

活力ある地域社会を実現するため、中小企業者と市そして市民が一体となって中

小企業の振興を図るための考え方を示したものが、中小企業振興基本条例でござい

ます。市におきましても、中小企業の役割の重要性に鑑み、施策を講じているとこ

ろでございます。まず、基本条例第４条第２項の市の発注する工事や委託、物品の

購入につきましては、昨年度の工事・委託の落札率はそれぞれ９６.７％、７７.５％、

発注件数は工事２２０件中２０５件、委託で１４２件中６６件が市内業者で受注を

されております。また、物品におきましても２０９件中１８５件が市内業者で受注

をされておられます。地元発注の促進につきましては、地元で受けることができる

業種につきましては、この実績から効果があっていると考えております。しかし、

工事等における落札率の高止まりは一つの問題点として受けとめておりますので、

行政が目指す最小の経費で最大の効果を発揮するため、現在行っております入札制
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度の改革と基本条例の関係を見据えて対応していきたいと考えております。 

次に、条例第４条基本的施策の中で中小企業の経営の安定を図るための融資及び

補助制度の取り組みにつきましてお答えをいたします。中小企業の資金調達の円滑

化に関する施策としましては、中小企業経営安定資金融資制度、小規模事業振興資

金融資制度、中小企業小口資金保証制度、中小企業無担保無保証人融資制度など独

自の制度を設け、当面の事業継続に必要な資金等の確保に困窮されております中小

企業に対しまして、市と地域の金融機関が連携して融資を行っております。また、

補助制度としましては、中小企業近代化等資金利子補給制度、中小企業信用保証料

補助金により中小企業の経営基盤の安定と強化に取り組んでいるところでございま

す。実績としましては、市独自の融資制度はこれまで１１件の利用、補助制度につ

きましては利子補給制度の実績が合計１,７９８件、補給額が３,６１９万円となっ

ております。利子補給を受けられました中小企業の約８割が運転資金の融資を受け

られており、大変厳しい経済状況下での経営が伺われております。信用保証料補助

金につきましては合計１１件、補助額１０７万９,０００円となっております。 

また、昨今の経済情勢から補助制度につきましては、平成２１年度から緊急経済

対策を講じているところでございます。利子補給制度につきましては、経営の近代

化を図るための設備投資への融資制度の場合、補助率を３０％から５０％に引き上

げております。信用保証料補助金につきましては、補助率３分の１から信用保証料

全額へと引き上げております。こうした施策により、中小企業の振興を図ってきた

ところでございます。問題点といたしましては、平成２０年の世界金融危機を受け

まして、国のセーフティネット制度が拡充されたことにより、市の融資制度が余り

活用されていないことが挙げられます。これはセーフティネットを利用した場合の

保証割合が１００％であるため、金融機関の利用がセーフティネットに偏ってしま

うことが原因の一つと考えております。このため、昨年から金融機関の融資担当者

を集め、メリットとデメリットを示しながら市の融資制度の理解とご協力をお願い

をしているところでございます。今後も社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、関係

機関と連携をとり、市としましての責務を果たすべく努めてまいりたいと考えてお

ります。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。第１次行政改革の成果につきま

しては、平成１７年から２１年度までの５年間を精査し、議会へ報告をいたしたと

ころでございます。同様に、第２次につきましても、平成２６年度の終了を受け、



 －250－

５年間を精査し、報告をさせていただきます。また、第２次行政改革大綱の成果で

すが、議会にお示しした項目の実現に一定のめどがつき、残りの実現に努力をして

いるところでございます。さらに進捗状況ですが、実施計画を毎年度上半期と下半

期に調査し、状況の変化に対応すべく調整し、ホームページで公表いたしていると

ころでございます。行革大綱の残り２年間の方向性については、第２次行政改革大

綱は、第１次を検証し、コストや人員削減といった量的な改革の一定の成果に市民

視点の行政サービスの向上を加え、質的な行政改革を行うこととしています。また、

行政改革の真の目的を単なる経費や人員の削減による単年度の財政収支の改善では

なく、市民と市職員と民間事業者が共同で長期的な視点に立ち、市民サービスの低

下や後世の市民への負担を残さないような行財政システムを構築することと考えて

います。特に、合併後の１０年間は普通交付税の財政支援措置による優遇措置があ

りますが、合併後１１年目から５年をかけて段階的に縮減され、その額が平成３２

年度には一本算定となります。平成２４年度においてその差は約１９億円となって

おります。 

また、未曽有の被害をもたらした東日本大震災の復興と低迷する経済状況による

雇用の悪化により、国の補助金や市税収入の落ち込みが想定される中で、扶助費な

どの義務的な経費の増加が予想されることから、今後厳しい財政運営を強いられる

ことを大きな課題として捉えています。 

このような社会経済情勢の大きな変化にも行政サービスの低下を招くことがない

ように第２次行政改革大綱実施機関である平成２６年度までは、大綱及び実施計画

でお示ししております改革項目を粛々と進め、税収減や交付税削減等に耐え得る財

政基盤を整備し、確立していきたいと考えています。 

次に、新時代の菊池市をつくるために、仮に第３次行革大綱をつくるとしたらど

う考えているかというご質問ですが、消費税増税や雇用環境の悪化が市民生活に及

ぼす影響や第２次行革大綱を検証し、新たな行革大綱の必要性の是非を市民、学識

経験者等による議論を進めていく必要があると考えております。いずれにいたしま

しても、行政改革は継続的な取り組みが必要であり、住民サービスを低下させない

ことや後世に負担を残さないような行財政システムの構築を第一義に進めていきた

いと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

○６番（東 英俊君） まず、経済部長の答弁の中で、まず問題点という形で落札率の

高止まり、それと入札制度の改革はやっていかなきゃいかんというような形を答弁

されました。この落札率の高止まりとですね、入札制度の改革というものは、先ほ
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ど私が話しましたとおり多くの議員さんたちがこの中小企業振興基本条例をお聞き

された中で、毎回答えられておる内容でございます。要するに、この条例そのもの

を市の活性化にどのようにつなげていくかというところを、もう少し本来なら真剣

に取り組んでおけば、このような問題点っていうのは少しは解消はできているので

はないかなというふうに考えておるところでございます。資金調達の円滑化、また

運転資金としての融資が８割であるというようなことで、要するにこの本市内にお

いての企業の経営状況というのは非常に悪いんであるというのも伺えます。 

また、行革のほうの総務企画部長の答弁によりますと、今後の改革として質的な

部分、いわゆるソフト面の改革に努め、さらに後世に負担を残さないための改革と

いう形で考えておるというところをとどめて次の再質問に移りたいと思っておりま

す。 

このような条例そのものの制定によって、当該事業者に対して菊池市が果たす役

割と姿勢及び責任っていうものは明確になっております。本来なら、公の宣言とし

て、本市の商工中小業者を励まして、施行後４年以上経過していることや実効性の

観点から、もう既に優位なものになっていなくてはならないはずではないのかと考

えております。 

本市において、制定された条例と行革との合わせ技で考えれば、今後の行革を執

行部は、更なる先ほど答弁のあった行政市民サービスの向上に特化した形で進める

予定であるとされておりますが、こちらからの提案をつけ加えると、議員提出の条

例であっても執行部提出の条例であっても実効性の観点また、実効性の求められる

という条例そういうものの取り扱いにおいては、社会情勢を鑑み、それを取り戻し

ていくために少なくとも４年に１度の検証、見直し規定などを入れるのが必要では

ないのかというふうに考えております。 

議会のたびによく目にし、審議している条例改正を考えてみればわかりやすいと

思いますが、ほとんどその提案理由っていうものが地方自治法の一部改正により、

関係条例の改正が生じたためとあります。時代に応じた制度の変化が生じた場合、

その都度国の法律も変わっています。でありますから、時代に合ったそしてこの菊

池市に合った条例につくり上げていく、いわゆる育てていくという観点を取り入れ

ることが重要だというふうに考えておりますが、この点について市長の見解をお聞

きしたいと思っております。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） おはようございます。東議員のご質問にお答えをいたしたいと

思います。条例につきましては、憲法の第９４条に地方公共団体は、その財産を管
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理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定する

ことができると、このように規定をされております。地方公共団体がその権限に属

する事務に関しまして、法令の範囲内で議会の議決を経て制定する自治立法という

ものでもあります。なお、条例の性質としましては、住民の権利義務に規制を加え

る、いわば法規的性質を有するものと、それから地方公共団体の組織、財務などの

内部管理的事務について規制するもの、さらには住民の負担の根拠を規定するもの、

公の施設の設置管理について規定するもの、そのほか行政の内容について定めるも

のとこのようになっております。 

例えば、菊池市におきましては、子ども医療費の助成に関しますところの条例と

いうものがございますが、医療費助成の対象を平成１９年には小学校の就学前の者

を小学校３年生までに引き上げました。条例改正、そしてまた平成２１年には小学

校６年生まで引き上げ、さらには平成２３年度には一部負担を伴いますが、中学校

の３年生まで対象者を広げると、こういった条例の改正を適時やらせていただいて

まいりました。このように現在も、各条例について必要に応じて条例改正を行って

おります。条例は予算と同様に、政策を実現するための手段として最も重要な実効

性のあるものであると考えております。４年おきというまでもなく、必要に応じて

なるべく条例がいつも点検をしながら変えるべきものは変えていかなければならな

いと思います。 

東議員がおっしゃるように、検証見直し規定を入れるまでもなく、政策を実現す

る上におきましての社会情勢を読み取りながら、時代の変化に応じた条例の改正と

いうことについては今後とも取り組んでまいりたいと、このように存じます。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○６番（東 英俊君） 市長、今その都度、条例の改正を行っておるというふうな形で

言われておりますが、やはり実効性のですね、ある形に条例を変えていくっていう

ところができた部分の改正そのものをやっておるというふうに言われるというとこ

ろは、少しは疑問の残るところではございますが、やはり市としても我々議会とし

てもですね、国の動向そして政局、社会情勢が以前にもまして速いスピードで変化

している以上、地方自治体も地方議員も変化に対応していかなくてはならないわけ

であります。守らなければならない普遍の法則は念頭に置きながら、議会のほうも

今後やらなければならないであろう政治倫理条例の改正とか、議会の改革なども課

題も見えているところであります。 

次の質問に移ります。消費税増税についてでございます。国は、社会保障と税の

一体改革で、社会保障財源としての消費税増税が決まりました。まずは、２０１４
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年に消費税が５％から８％になり、その後景気弾力条項を織り込んだ形で２０１６

年に税率１０％になることが示されております。 

ここで、民間シンクタンクが試算した１例を示しておきますと、４０代夫婦で片

方が働いており小学生の子どもが２人いる家庭で、２０１６年の時点で年収が３０

０万円の家族においては年間負担額が１０万６,７００円、５００万円の年収の家族

では１６万７,０００円、８００万円の年収では２４万９,２００円というような試

算が出されております。この年間負担の金額は、あくまでも消費税に限った話で、

家計側にとってみれば景気低迷で給料が増えない中、ほかの負担が目白押しの状態

であり、ここでほかの負担、いわゆる年少扶養控除の廃止、子ども手当の縮小、来

年以降から始まるであろう復興増税などのそういったいろいろな条件を加味して試

算すると、今申し上げました年収３００万円の家庭で２４万９,６００円、５００万

円の年収の家庭で３２万８,９００円、８００万円の年収の家庭で４３万１,２００

円、ほぼ倍に膨れ上がるという試算が出されております。これだけの負担が増える

ことによって、個人消費や景気全体への影響が懸念されると考えるのは当然のこと

であります。 

さらに地方経済に及ぼすであろう国の動向においては、ＴＰＰの参加の是非の問

題、エネルギーの問題、そして何より本来ならば今回の一体改革で答を出すはずで

あった社会保障改革などの具体的な中身がまだ不透明のままであること。第１段階

の消費税率８％引き上げまで１年半でございます。 

これらを踏まえて、お聞きしたいと思いますが、本市における次の４分野、税収、

財政、観光、農業に対する影響と対策について、執行部の見解をお聞きしたいと思

います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 東議員の消費税増税についてのご質問にお答えいたし

ます。消費税を導入した平成元年を含め、過去の消費税増税では同時に所得税の減

税などを行うことにより、重税感を緩和しておりました。今回は、そうした減税を

伴わない純粋な増税であります。市税について申し上げますと、本年度より子育て

世帯の負担軽減策であった住民税の年少扶養控除も廃止されており、今後も緊急に

地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源の確保のため、個人の市民

税の均等割額の増額も控えている現状であり、さらに住民負担は重くなると考えて

おります。 

消費税における国と地方の配分は、現行では５％の消費税のうち１％が地方消費

税として配分され、地方交付税の原資として１.１８％、合わせて２.１８％が地方
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の配分となっております。税率が１０％の消費税となった場合は、地方消費税が２.

２％、地方交付税の原資として１.５２％の合わせて３.７２％が地方に配分される

こととなります。地方消費税については増額となるものの、交付税についてはその

原資として配分されるため、交付税総額の確保、基準財政需要額算定の変更などの

要件に加え、地方消費税が基準財政収入額として参入されるため、その影響につい

ては不透明な状況でございます。 

このように、歳入面においては、財源がどれだけ措置されるかわからない状況で

ある中で、歳出面では消費税率引き上げ相当分が増額となるため確実に事業経費が

上昇するとともに、将来にわたり増税前の駆け込み需要の反動や社会保険料や電気

料金等の負担増なども想定され、個人消費の落ち込みに加え、平成２７年度から普

通交付税優遇措置の段階的縮減から一本算定への移行も考慮すれば、さらなる行財

政改革等による節減・合理化に努める必要があると考えます。 

次に、商工観光分野における影響につきましては、近年における社会情勢の変動

により観光客の減少が続いており、旅館を初めとする観光産業を取り巻く状況は大

変厳しい情勢となっております。このような状況の中、平成２６年度からの消費税

の増税は、観光の基幹産業である旅館・ホテルにおいては光熱水費や原材料費など

の上昇により利益率が圧迫され、経営に影響が出ることが予想されます。 

また、観光客につきましても、旅行、レジャー等に伴う交通費や飲食費、お土産

代等の増税分は消費者の負担となるため、旅行や買い物などを控える恐れがあるた

め観光分野にも影響が及ぶものと危惧されています。 

しかしながら、旅行につきましても、遠方を近場にするなどの変化も考えられま

すので 観光客の動向を見ながら、観光協会、旅館組合と連携してより魅力的な観光

プランの開発を行い、福岡を中心とした九州各県へのＰＲを強化して観光客誘致に

努めてまいります。 

また、農林畜産業分野への影響につきましては、近年における異常気象の頻発、

食品に関する不祥事や事件などが後を絶たず、食への信頼が損なわれるなど様々な

問題が農業に大きく影響しており、さらには農林畜産物等の販売価格の低迷や農業

従事者の高齢化、担い手不足など、農業を取り巻く環境は非常に厳しい情勢となっ

ております。 

加えまして平成２６年度からの消費税の増税は、生産資材や生産物の販売価格等、

農林畜産業の分野にも大きく影響が及ぶものと予想されるところです。具体的には 

肥料や農薬、ガソリン等の燃油、ビニール等の生産資材、トラクターや軽トラック

等の機械など営農する上で必要となるものについては、その増税分を農家が負担す

ることとなります。一方増税分は、生産された農林畜産物の販売価格に転嫁されに
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くいことが予想され、結果として生産者へ負担が重くなってくるのではないかと危

惧されます。増税後も農家が持続的に営農していくためには、まず個々の農家が自

立した経営を目指すことはもちろんのこと、市といたしましても担い手の確保や農

地の保全のための取り組みを継続・推進するとともに、本市の農林畜産物のブラン

ド化と販路拡大をさらに進めることが重要であると考えます。さらに農業に関する

各種制度を最大限活用しながら、情報収集に努め、農業者を初めＪＡ等関係団体や

国・県としっかり連携を図っていかなければならないと考えています。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○６番（東 英俊君） いずれにしても、各分野において明るい未来は持っておられな

いというわけでございますね。ですが今後ですね、部長、自治体としても常に様々

な情報収集を行って、市内各分野のデータベース化を実施した上で国の動向そして

民間シンクタンクなどからの試算を当てはめて、本市の将来予測が速やかに実施で

きるような、そういう市独自のシステム構築を私は求めておきます。 

次の質問に移ります。学校跡地利用問題についてでございます。この問題につい

ては、今定例会において中山議員、岡﨑議員が聞いておられます。進捗状況、方向

性の質問は重複する部分でありますし、確認だけにとどめ質問のほうに移らせても

らいますが、まず、各小学校の概要と跡地利用の今後の進め方のスケジュールは、

８月中旬に地区長会議において承認済みであるということ。今後具体的には各校区

の区長会議を開催し、地元推進体制の立ち上げにつなげ、企画振興検討委員会の下

に関係課で組織する学校跡地利用専門部会を設け、地域住民の方々と協議検討を重

ねていく、であったかと思います。 

諮問機関であります学校規模適正化審議会での４小学校の統廃合の方向性を受け

て、議決を経てそして来年４月１日よりスタートいたしますが、本来、子どもの教

育環境の改善というものと、地域振興策というものについてはセットで考えておか

なくてはならなかった、いわゆる一体改革でなければならなかったのではないかと

いうことだけは一言言わせていただきたいと思います。 

冒頭から私が聞いてきた行革の成果、第２次行革大綱の主要項目の（５）の効率

的な組織体制の改革の中に、実施項目として学校規模適正化がしっかりと明記をさ

れております。ですが、その成果が対象校区の住民の方々をこれほどまでに不安に

陥れることが果たして成果と言えるのか。住民サービスの向上につながったと言え

るのか、なおかつその対象地域は高齢化率が高く、さらに今後その割合が加速度的

にその速度が増すことが予測される地域。そこで廃校舎を使った地域振興をその地
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域住民の方々にゆだねていくことが何を意味するのかを、まず市長を初めとした執

行部全員の共通認識として、そこの説明から私は入るべきであることだけは強く申

し上げておきます。そこで、当局が持っておくべき跡地利用の考え方の手法を私な

りの提案をしたいと思います。そしてそれについて当局の見解をお聞きします。 

まず、大切なのは、将来を見据えた地域振興策につなげるというふうに考えてお

くことが大事であると。２番目に、木造の校舎と鉄筋コンクリートの校舎の認識、

これにより使途の違いが当然出てくると。３番目に、廃校舎周辺の公共民間施設の

実態、その施設との関連・連携による振興が何をやるかによってつなげられる可能

性が十二分にあるというところでございます。４番目に、市内の商工、観光、中小

企業、農業団体、社会福祉事業者等々からの跡地利用の案の集約も行っておくべき

であると。５番目に、統廃合を決めた教育委員会からも、教育振興の観点というも

のから跡地利用の案の集約を出していただくと、以上の５点をじっくりと時間をか

けて情報収集に努め、素案をつくり上げ地域の住民との対話に入ること、これが大

事であるというふうに私は考えております。この庁舎を中心として、東側の方向に

４つの路線に分かれた地域でございます。龍門小、迫水小、水源、河原小と、この

４路線をいかにして光り輝く、またそこに住む地域の住民の方々が、よりよくいい

形で過ごしていくことができるか、これから市の動き次第だというふうに私は考え

ております。 

そこの部分で執行部の見解をお聞きします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 単に学校跡地の利用方法にとどまらず、校区の特性を

踏まえた案を示していかなければならないと考えております。今後の方向性と市が

主体となった活用案につきましては、現在庁内で調査を行い、幾つかの希望もあり

ましたので、まずは直接利用できるものがあるかを検証してまいりたいと思います。

そして、具体的な跡地の利用方法につきましては、これまでもお答えいたしており

ますが、各校区の代表者の皆様のご意見を伺いながら協議を進めていくことにして

おります。先ほど議員からのいろんなご提案、お話をいただきましたが、それぞれ

の地域で大切なものはそれぞれ中身は違うかもしれませんけど、思いがあられると

思いますので、そのことは大切にしてご意見をお聞きしながら十分協議を重ねてま

いりたいと思います。 

協議に当たっては、地域の皆様の意見や利活用の提案なども広く募るとともに、

市内部の検討結果も含め、各学校施設の構造、地域の施設や環境、産業、福祉など

各分野についても考慮しながらそれぞれの校区に合った跡地利用の方針を検討し、
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地域の活力が維持できるように進めてまいりたいと思います。 

教育委員会としましても、これまで統合に向けた各校区との協議の中で様々な地

域のご意見を賜っておりますので、教育的活用の検討を行い、学校跡地利用専門部

会等に提案をしてまいりたいとのことでございます。 

以上、お答えいたします。 

○６番（東 英俊君） よろしくお願いします。終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３９分 

開議 午前１０時４８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 維新の会と言いたいところでございますけれども、無所属の

坂井でございます。なるべく早く終わるよう努力しますので、よろしくお願いいた

します。 

１０年後を見据えてと、くどいように言ってきましたけれども、合併して８年を

迎えている今日、やがて１０年が経とうとしております。本市の将来に向かって何

ができたんだろうかと自問自答している昨今であります。今回は、本市の将来を見

据えて、避けては通れぬ泗水問題、庁舎問題、若者定住問題、お年寄りの生きがい

福祉問題について質問をいたします。 

それではまず初めに泗水問題についてです。現在、泗水で分離・独立運動が起き

ていますが、中間的立場の七城の議員として早く収まってくれることを祈って質問

したいと思います。 

泗水の分離・独立問題、本市にとっていいことではありません。菊池、泗水地域

の多くの方々が、よいことではありませんが、泗水地域の多くの方々が運動を展開

された、また、されている。何の原因もなく起こるわけがないと私は思いますけれ

ども、市長はなぜ泗水問題が起きたと思っておられますか。 

もう一つ、この問題について市長としてどのように考えておられるのか、１回目

の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 坂井議員のご質問にお答えをいたします。 
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本定例会の一般質問の初日の東裕人議員への答弁といろんなところで重複するか

もしれませんが、泗水をよくする会の分離・独立の運動が始まったことを市が初め

て知りましたのは、本年１月１９日の新聞報道によるものでございました。その記

載の内容につきましては、合併時に確認した新庁舎建設方針を市が変更したことな

どに反発をして、一緒にやっていく信頼関係がなくなったとの理由でありました。

また、１月２９日の決起集会が行われましたが、この際、運動の趣意書の中におき

まして、首長、いわゆる市長独自の判断で一方的に庁舎を現在の場所としたという

ことへ、行政の不信感が募るばかりであると、このように報道されておりました。 

今回の泗水をよくする会の分離・独立の運動が、庁舎等整備方針、いわゆる庁舎

建設問題でございますが、に伴いますところの庁舎の位置の変更に端を発している

ことを認識をいたしまして、整備方針の変更理由というものをご理解をいただくた

め市といたしましては、新聞報道がありました１月１９日に泗水地区の区長会長さ

んのほうに面談をしたところでありますが、報道内容の確認を行ったところ、誤解

して受けとめられている内容があるということから、泗水地区区長会へ説明会の申

し入れを行ってまいりましたが、お断りされたところでもあります。 

また、泗水をよくする会の会長宅を坂井副議長ご同行いただきまして、議長同行

いただきまして、正副議長とともに訪問して議会の皆さん方のご意思と、それから

これまでの経緯というものについて私どもと一緒に行っていただきました。その際、

「私どもは泗水町の独立を要望する会です」と、「今さら新庁舎建設の問題の説明を

受けても意義がない」ということをあの時、副議長もお聞きになったとおり、そう

いうことを理由づけとしてお断りになったということでございます。 

新庁舎建設に伴う合併協議からの経過、それから庁舎整備方針に伴いますところ

の位置の変更に至るまでの件につきましては、これまでも何度もこの答弁の中でも

答えましたし、またこの議会に対しましても説明をさせていただきましたんで省略

をさせていただきますが、私といたしましては、今回の分離・独立運動が市民の混

乱を招く恐れがあることから、引き続き、これまでの経緯と結果についてこれまで

どおりご理解をいただきたいということで、誠意をもって繰り返し丁寧な説明に努

めてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 市長から答弁をいただきました。粘り強く今までの経緯と結

果の説明を行っていきたいというような答弁だったと思います。 

私が思いますに、現在菊池市での大きな問題、一つはやはり本庁舎建設の問題。

以前は庁舎予定地の問題でございました。またこれが新庁舎建設にも問題として関



 －259－

係しているとも思います。それから九州産廃と市長の１３項目の密約による泗水の

ごみ処理問題と、それに伴う九州産廃との訴訟の問題。またそれに伴って本市の広

域菊池環境組合での可燃ごみ処理問題等いずれも旧泗水町に関しての問題でござい

まして、いずれにとっても泗水町に不利益なことが多いと。また何といっても旧泗

水町民の方々は、庁舎は花房であるという約束で合併されたと私は思います。庁舎

は花房であるとの合併協議が破られたことに対して、不満が爆発しての今の分離・

独立に及んでいると私は思います。 

将来をともに夢み、誓い合って結婚、合併したのでありますが、泗水側から離婚、

分離・独立運動が起きている深刻な事態であります。全国でも珍しいことでもあり

ますし、他の市町村からも心配をされておられます。また菊池市民も大変心配をさ

れておられます。この泗水問題、今のままではいけないと思いますけれども、市長

としてこの問題解決にどのように対処されるのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 新庁舎の建設につきましては、市の最重要な課題でありますこ

とから、新市になってからは合併協議におきますところの確認事項に沿って取り組

んできたところであります。その経緯につきましてもこれまで何度ももうご説明申

し上げておりますので省略させていただきたいと思いますが、合併当初から議会、

そして市民の皆様にも様々な意見があったことは承知をいたしております。意見の

統一というのは極めて難しいわけでありますが、大もとはやっぱり合併協議の合意

事項というのを遵守するということにおいて私は遵守することをここで誓約してま

いったとこであります。しかしながら、合併特例債の期限の問題とそれから用地の

取得、すなわち花房台地の畑総事業の進捗状況というものからしてどうしてもこれ

は変更せざるを得ないというのは、議会の皆様方のご決定によりまして凍結を解除

して、この花房台については問題が多いということで新しい一つの提案をしなさい

ということで提案申し上げて、その方向性に向かって今進んでいるということです

から、ぜひひとつその辺は再度、ご理解をお願いしたいと思います。 

これまでの庁舎整備についての判断をするのには、この議会はもちろんでありま

すが、地域審議会の委員の皆様方、あるいはまたそれぞれの区長さん方にもその場

面場面において意見を大切に伺ってまいりましたが、多くの意見がありましたこと

を承知をいたしております。こういった状況の中で、全員の方の意見が一致すれば

問題ないのでありますが、この多くの異なった意見の中から判断するためにはより

多くの情報を集めて、そして分析をしてそして議会のほうとご相談申し上げて方向

性を決めているというのが現状でありますので、市長が単独で決めるというのはあ
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り得ないことであります。全員が納得いただくことは大変難しいことだと思います

が、極力納得いけるように、これも仕方がないのかなとこういった方向もあるのか

なといったお考えいただければということで、現在泗水地区におきましては、よく

する会におきますこの分離・独立運動が引き続き行われているとなっておりますけ

れども、私としましては今、前回の答弁で申し上げましたように、ご理解をいただ

くように説明をしていく以外にはないんじゃないのかなと思います。 

また、その他の項目で産廃の問題等々が出ましたけども、それは今までどおり泗

水地区については従来どおりでありますが、全地域の加入ということは環境保全組

合のほうに、山瀬議長ともどもに議会のご意思も踏まえて、申し入れをしておりま

すのでそういった方向で審議がなされてご理解をいただけるものであろうというふ

うに思っております。泗水地区に対しまして不利益になるようなことはいささかも

ないと私は考えております。花房台の庁舎の用地につきましても昨日、森議員のほ

うにお答えしましたように、その過程というものを考えた場合に、それでほかに代

わる方法が予定地域を取得する方法が何かあるのかと、その根拠というのは何を根

拠としてそれができると言えるのかと、第三者の従前地権者の名前が変わらない限

り、権利者会が行って換地が適切に行われない限り、市の公有地にならないために

はできないと、なるまではできないということを申し上げたとおりでございますの

で、この辺もまたご理解をいただきたいと、このように思います。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） もう市長がおっしゃるのもわかります。今までの経緯、変更

せねばならなくなった経緯、これも議員でありますからもちろんわかります。しか

し、泗水問題、いわゆる庁舎問題でいろいろ今まで手順を踏んで正しく行ってきた

ということを弁明をされてこれらましたけれども、なかなか事態は解決していない

現状であります。このような事態になった今日、合併後８年を迎えていますが、よ

ければもっと紳士的に十分協議を進めるべきであったと思いますけれども、この間

市長を務められていた以上やはり市長の責任はあると思います。この問題は先送り

できないし、私は早急なる解決がやっぱり必要だと思います。 

市長はこの前の友好姉妹都市の質問に対して、「多少金はかかるが友達は多いほう

がいい」というような答弁をされました。これは、全然間違いではないと私も思い

ます。しかし、一番身近ないわゆる夫婦関係の、いわゆる一番近い身内の泗水町と

比較はできませんけれども友好姉妹都市はどっちが大事かと思います。また、泗水

町には非常に行きずらいところもあられましょうが、市長の軸足は友好姉妹都市の

ほうに向いてはいないかという心配もしております。一番身近な泗水の分離・独立
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問題を解決せずに、友好姉妹都市はないと思いますし、今まではお互いいろいろご

ざいましたけれども、どうか福村市長のご尽力によって妥協案施策を打ち出しても

らって、愛の手を差し伸べていただき、一刻も早い解決が必要と思いますけれども、

最後にお答え願いたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 友好都市と泗水町の問題とどこが一致するのかなと率直に思い

ました。今ちょうどデスクの上に子どもたちが、泗水の子ども、旭志の子ども、中

国に行ってその帰ったレポートが出されておりまして、今の休み時間に読んでおり

ましたが、本当に大変いい体験をさせていただいたと、そして自分たちは行ったと

きには大変怖さというものを感じていたけども、温かく迎えてくれた。勝負には負

けたけども心のつながり、今後ぜひ友だちとして付き合っていきたいというふうな

ものが出されておりました。それもこれもやはり合併協議におきます泗水町の姉妹

都市として締結をされたこの中国四川、泗水（シスイ）県というもの、あるいはま

た清原（チョンウォン）郡は菊池の交流都市でしたが、泗水のときの姉妹都市であ

ります金堤（キムジェ）市などにつきましても、やっぱり合併の、協議してそして

決定されたものを引き継いでいるということでもありまして、私が望んでやってい

るというわけではない。やっぱり皆さん方が承認をいただいた確認事項に基づいて

実行しているということでもあります。 

泗水問題についてはそれぞれの考え方がありますから、先ほど申し上げますよう

に、結論的には議会の皆様方のご意思というものをちゃんと把握しながら、首長と

いう立場において最終的には一つの意見にまとめていかなければならない、考え方

にまとめていかなければならない、ですからこういった方向でということで、議会

の承認を得て進めさせていただいておりますので、とりわけ坂井議員副議長という

立場であられますので、方向性についてはご理解いただいてると思っておりますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） どうぞよろしくお願いをいたします。 

続きまして、総合支所と本庁舎について質問いたします。地震・台風と自然災害、

特に今回の豪雨被害で各地域の防災復旧に重大な役目を持っているのが区長さんと

消防団の方々です。本庁総合支所、区長、消防団、地域住民との連携、また消防団

は市民環境部、区長さんは総務部です。同じ総務部がいいのではないかと。また、

本庁の被害調査等、状況把握、多少確認不足で対策本部解散がちょっと早過ぎたの
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ではないかという質問に関しては、もう今までいろいろ答弁がありましたので省か

せていただきます。 

私は、緊急大災害において、いかに総合支所の果たす役割が重大であったかは、

今議会で多くの議員が質問をされました。皆さんもわかったことだと思います。こ

の点について質問いたします。一部地域での災害、予期できる災害ならともかく、

今回のように予期せぬときに各地域での災害が同時に起こった場合、本所だけでは

地理勘、土地勘などがなく、非常に困難を極めると思います。旭志、泗水また被害

の後処理でも総合支所であり被害がひどかった各地域旭志、泗水の各職員さんだっ

たと聞いております。今回の豪雨、総合支所の存在がなかったらどのようになって

いたか、皆さん考えていただきたいと思います。そこで、改めて総合支所の必要性、

存在感、役割を痛感しましたが、執行部はどのように思われたか質問をいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） おはようございます。今回の豪雨災害における総合支

所の役割がどういうことを執行部として思ったかというご質問だと思います。今回

の豪雨災害におきまして、各総合支所も防災対策本部の総合支所長が入っておりま

す。ただ、泗水総合支所、旭志総合支所におきましては非常に雨足もひどく、道路

の崩壊等もありまして、災害対策本部にすぐ来れるような状況でございませんでし

たので、まず各総合支所長に現場の対応をお願いしたところでございます。そうい

う場合、本庁の人間といたしましては、災害待機班というのを割り当てておりまし

て、本庁勤務の人間であっても各総合支所近辺の職員を重点的に割り当てておりま

して、総合支所の勤務の人間だけじゃなくてですね、そういった形でしております

ので、本庁と各総合支所の連携は十分とっております。これが仮に支所になった場

合におきましても、その対策のあり方は一緒でございますので、まず総合支所まか

せではなく、こういう今回のような災害に関しましては全庁的に対策を行っていく

所存でございますので、今後もそういう考えでですね、総合支所まかせでなく本庁

全体として取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） もちろん部長のおっしゃるとおりです。やっぱり、本所と総

合支所は連携は、私はとれていたと思いますけれども、やはり行き来が簡単にでき

なかったとかいろんな事情はあったと思います。 

菊池１８外城のうちの７つが七城でございます。本庁と総合支所が充実してこそ
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安心して暮らせる菊池市があると思います。これが総合支所の必要性であると思い

ます。本庁と総合支所に関してですけれども、合併債の期間中にということで、１

年くらいで庁舎位置を変更になりました。そして第１案、第２案、第３案で第２案

の耐震・リニューアル、増築ということになりました。市民も投資費用も少なくて

済み、余り箱物に金を使わなくて済むので納得されたと思いますし、しかしメイン

は耐震・リニューアルだったと私は思っておりました。その後提示された庁舎案は、

私に言わせれば一極集中的に施設を集め、耐震・リニューアルというのは若干影を

ひそめ、庁舎兼生涯学習センターの鉄筋３階建てと。解体や駐車場整備、プールの

話もありますけれども、いろんなのを合わせれば五、六十万は超えはしないかと、

これは私が思っておりますけれども、億です。はい、そうでした。東君の先ほどの

質問でもありましたけれども、将来、交付税の削減、消費税増税などで大変になる

というような答弁がありました。庁舎位置決定後、１年は経っていないと思います

けれども、本庁舎建設についてはこの間、市民に丁寧なる報告、打診は少なかった

んではないかと。どちらかといえば拙速的に議員数で決めていく手法ではなかった

かなと、私は思っております。 

植木町は熊本市との合併で、ハウスの償却資産税を取らないと法定協で約束した

から合併をしました。もちろん熊本市としてもそれを守っております。しかし、し

かしですね、議員数で約束をどんどん変えていくならば、小さな町村は哀れであり

まして、吸収合併になってしまうと思います。今度の合併、対等合併だったと私は

思っております。もっと時間をかけて丁寧に説明してほしいということです。 

なお、約１年前の各地域審議会での各地の庁舎に関する意見であります。これ１

年前ですね、菊池地区審議会では、合併特例債を活用し、現庁舎の耐震補強及び総

合支所の充実を図る意見が多く出された。七城地区では、特別な意見はなかったと。

旭志地区、新市の事務所の位置については合併協議会で確認された内容を遵守すべ

きであるとの強い意見が出された。 

また一部の委員からは庁舎建設については、合併特例債を活用すべきである意見

や現庁舎の耐震補強及びリフォームの意見があった。泗水地区では、新庁舎が花房

台に予定地にできないのであれば耐震補強を実施すべきとの意見が出されたと。い

ろんな意見がたくさん出ております。菊池の意見、本庁集中ではなく、ネットワー

クにより各総合支所の充実を図り、市民が利用しやすい体制づくりを検討してはど

うか。庁舎に関しての意見です。 

また菊池の意見、現庁舎を活用すれば用地の問題もなく、特例債を利用できる。

菊池、旭志の意見、現在の本庁舎の耐震補強とリフォームだけでよいのではないか。

泗水の意見、花房台地に建設しないのであれば耐震工事のみでよいのではないか。
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泗水、本庁舎により予定の場所に新庁舎が建設できなければ、分庁についても十分

考えていただきたい。もう一つ泗水、旧市町村に温度差があれば住民投票も必要で

はないか。七城、旭志、泗水、市民への説明会を実施すべきではないか等が、いろ

んな地域審議会での意見が１年前の意見でございます。 

そのころはほとんどの人が庁舎位置が変わるなら耐震・リニューアルだったと思

います。ほとんどの人が３０億円くらいかけて庁舎兼生涯学習センター３階建てを

建てると考えてた人がいたでしょうか。そして、一極集中して総合支所は会計、民

生課の支所、窓口業務となっております。７月の集中豪雨の大災害があって、改め

て総合支所の重要性が私は見直しました。数多くの議員の方も総合支所の重要性を

訴えられました。本庁は耐震・リニューアル・スリム化し総合支所の充実が私は必

要だと思います。合併特例債５年延長になったので、もっと丁寧に市民に説明をし

て、財政健全化上も産業振興上も福祉の上にも、子育てまた防災上に対しても総合

支所の充実をお願いしたいのですけれどもご答弁をお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 何か繰り返しの答弁になりますんで、ところどころ意を得てな

いところがあるかもしれません。総合支所と本庁についてということでございます

が、花房台の予定地から現本庁舎に耐震・リニューアルそして増築に変更になった

と、この理由につきましては皆さん方に説明を申し上げてまいりましたし、また先

ほど議員数で決めるというお言葉がありましたけども、これが議会ではないのかな

と思います。それで変な話でありますが、耐震・リニューアルの設計、そして今現

在工事をやっておりますが、皆様方のご議決をいただいて予算をいただいて執行し

ております。加えてこの場所の移転の問題につきましては、既に私は議会と執行部

においては決着・解決済みだと思っております。なぜならば、現在もう既に基本構

想と基本計画に入って、他の議員の方の答弁の中にも１２月にはその構想計画が上

がりましょうということを申し上げておりますように、その予算についても全会一

致でお認めをいただいて、現庁舎の増築・耐震・リニューアルという形で行きます

ということでご承認をいただいて執行中であるということでございますので、くれ

ぐれもご理解をお願いいたしたいと思います。 

合併の目的であります、いわゆる合併によって今後大変この地方が国の財政的な

背景を持ちながら、厳しい財政運営を迫られてくると。効率性というものを求めて

いかざるを得ないということから、合併効果を上げるためのその合併になっている

ということでありますから、これを発揮するためにはこれもまた皆様方この合併当

時の議員の方々はご案内のとおり、合併協議におきまして本庁方式をもってなすと
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いうことになっております。それでこの合併の時のお約束として、本庁方式になっ

て本庁ができれば総合支所は支所とするということで、住民サービスの低下に至ら

ないような支所機能を維持するということにはなっておりますので、今後本庁がで

きるにしたがいまして、支所の機能というのをまた高めていかなきゃならないと思

います。 

また、消防防災のほうにつきましては特に支所等々については、人員配置等を考

えていかなければならないと、このように思っておりますが、その地域地域におい

て、旧市町村においての採用・雇用っていうもので職員の皆さん方が、地元の方々

という職員さん方がおられたわけでありますが、徐々ににそのバランスがどうなっ

ていくのかっていうこともちょっとあります。ですからその地域地域に根差した職

員さんが必ずおるというわけでもないわけであって、今後の状況によって変化があ

ることも想定に入れながら、配置というものを考えていかなければならないだろう

と思っております。 

現時点におきましては、庁舎の基本構想そして基本計画を策定中であるというこ

とで、支所等を含めまして職員の配置というのは、現在においては決定しておりま

せんけども、総合支所から支所とするという考えについては、私の考え方ではなく

て皆さん方の合意によって支所方式とすると、本庁方式とするとなってるんで、こ

れを変更する理由というものは現在においては考えられないのではないかなと思っ

ております。災害時の体制を含めた総合支所の職員の配置と機能、また役割につき

ましては、繰り返しですが、住民サービスの著しい低下等になりませんように検討

してまいらなければならないと思います。 

以上、お答えいたします。 

（「議長、本庁舎は議会で議決しとっじゃないですか。もう決まっとっとばいた。

副議長たる人間が発する言葉じゃないですよ。議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山瀬義也君） 静粛に。はい、坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 総合支所に関しましては、防災上検討、考えていかれるとい

うことですので、しっかりご検討よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、本市の教育と地元企業との連携について質問をいたします。 

市長、教育長がよく言われる「文教の里菊池」、本市の学力を上げ、優秀な学生・

若者を育てる観点からも非常に大事なことだと思います。菊池市の将来のためには

学校でしっかり勉強をし、菊池に住んで、菊池で働き、なるべくたくさんの若者が

残ってくれ、すばらしい菊池をつくってもらわねばなりません。つまり、私たちの

子・孫がしっかり勉強して地元に残り、将来の菊池を支えてくれる、また家を支え
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てくれる、それが理想と思います。そのことを念頭に置き質問したいと思います。 

いかに本市の学生、若者が本市に残って夢をもって頑張ってもらう、そのために

愛郷心を持ってもらう。小中高校と、地元愛着教育、特に菊池市立の小学校、中学

校の愛郷心の情操教育が必要ではないか。 

そこで一つの質問。愛郷心、菊池愛着教育等の情操教育についてどう思われます

か。２つ目、本市でそういった教育をやっていたら教えてください。また、小中高

校と本市を愛し、地元で頑張りたいと思うように、地元愛着教育等の情操教育をや

るべきだと思いますけれどもいかがですか、質問をいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、原誠也君。 

［登壇］ 

○教育部長（原 誠也君） おはようございます。菊池市で生まれ、あるいは菊池市で

教育を受ける児童生徒は、菊池市の自然、人々、文化、教育等の中で生活をし、無

意識のうちにその影響を受けながら育っております。したがいまして、教育委員会

といたしましても、児童生徒がふるさと菊池に生まれ、菊池に育ってよかった、菊

池で教育を受けてよかったと思えるような教育を推進し、ふるさと菊池市に愛着を

覚え、誇りを持つことができる児童生徒の育成を目指しております。 

まず小学校では、平成２２年度に３年生用の社会科副読本に、私たちの菊池市を

作成し、現在全ての学校で使用し、本市の各地域の様子や産業、文化財などを学習

をしております。また、各学校では総合学習の時間を中心に、特色ある地域学習体

験活動を行っております。例えば、地域の産業である米づくり、しいたけづくり、

花づくりあるいは大豆の種まきから天日干し、そして製粉、味噌づくりまで行って

いる学校もあります。地域の文化歴史ついては、狂言、獅子舞、神楽、太鼓の伝承

を初め、隧道、井手、鞠智城などの学習が行われております。また、自然保護や人々

の交流については、菊池川の水生動物の調査やホタルの保全についても学んだり、

地域の老人ホームや施設との交流も進めている学校もございます。 

また、中学校におきましては、ファームステイと申しまして、基幹産業でありま

す畜産業について、農家等に宿泊して体験する旭志中学校や、あるいは農業の勤労

体験を行っている泗水中学校や、米づくりに取り組んでいる七城中学校があります。

また全ての中学校において、地域の企業、商店、保育園などの協力を得て、職場体

験を行い、働くことの意義や地域の物産等について学んでおります。さらに食生活

改善推進であるヘルスメイトのご協力を得ながら、地元料理づくりも地域への愛着

を培うものと考えております。 

児童生徒の進路を巡る環境は、少子化、高齢化社会の到来の中で、産業、経済の

構造の変化、また雇用の多様化、流動化が進む中、大きく変化しております。この
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ような社会情勢の中で、今学校では児童・生徒が生きる力を身につけ、社会の変化

に流されることなく、各自が直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対

応し、社会人、職業人として自立していくことができるようにするキャリア教育の

推進が強く求められているところであります。キャリア教育の推進に当たっては、

中学校や高校卒業時にどこに就職するか、進学するかなどの単なる出口の問題では

なくて、小中高を通じ、組織的、継続的な取り組みでなくてはなりませ。また、望

ましい職業観、勤労観及び職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自

己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てるという総合的な教

育でなければならないと思います。したがいまして、先に申し上げましたとおり、

小学校時から地域の産業や文化、自然等に触れ、将来も菊池市で働き暮らしたいと

の思いを抱く児童生徒を育成してまいりたいと 考えております。 

教育委員会といたしましても、地元小中高校生の連携強化及び地元高校への理解

を図るために、教育支援ネットワーク菊池事業を展開をしております。その中で、

中学生の学力向上を目指し、中学校、菊池高校職員、菊朋会教員ＯＢの指導で行わ

れます拓志ゼミナール、菊池高校生の指導で行われる小学校児童への学習支援、小

中高合同ボランティア活動、また菊池農業高校で行われる小学生農業体験活動など、

様々な事業に取り組んでいるところでございます。 

また、各小中学校で行う教育課程や指導内容は、学校教育法施行規則や指導要領

によりまして、非常に厳しく制限がされておりますけれども、今後とも創意工夫を

しながらふるさと菊池市に愛着を覚え、誇りを持つことができる教育を可能な限り

積極的に進めてまいります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 文教の里菊池で優秀な若者たちが市外、都市圏へ行ってしま

ったらもったいない。どうか教育部長、よろしくお願いしたいと思います。 

勉強をし、立派な学生になって地元に残って頑張ろうと思っても、働く場所、頑

張る場所がなければどうしようもない。しかし本市には、七城、泗水、菊池、旭志

等に工場団地があります。聞いてみたところ実に１０５社が立地、進出しているそ

うでございます。７,０００人から８,０００人の方が勤めておられる。仮に８,００

０人としますと、３人家族とするならば２万４,０００人、本市が５万人として約４

８％に匹敵をいたします。しかし、実情は、本市在住の社員の割合は非常に少ない

と思いますしもったいないと思います。山鹿とか植木とか、県南市町村などは、進

出企業は非常に少ないわけですから、どうにかせねばもったいないと思います。 
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そこで、本市の高校または卒業予定の学生を対象に、本市進出企業１０５社に協

力を仰ぎ、本市の企業連絡協議会と市が連携をとっていただいて、学生と地元企業

との求人就職セミナーとかを開催し、本市に若者が残るような取り組みを行うべき

と思いますけれども、いかがですか、答弁をお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 質問にお答えします。 

企業と学校との連携につきましては、現在七城町企業連絡協議会において高校と

の情報交換会が実施をされております。市内の高校はもとより、菊池市の子どもた

ちが通う近隣高校の就職指導の先生と、地元企業が新卒者採用の動向について、情

報交換を行い、地元採用につながる機会を設定をされているところでございます。

この情報交換会が、非常に有意義な取り組みでありますので、来年度からは菊池市

全体の菊池市企業連絡協議会連合会の取り組みとして実施できればと現在考えてい

るところでございます。 

また、新しく誘致しました企業につきましても、企業連絡協議会の勧誘の中で、

地元雇用のお願いとあわせ、高校との情報交換会の取り組み内容についてもご説明

をし、ご理解をお願いいたしておるところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 現在やっていると、また今後は全体でやるということ、答弁

いただきまして、本当にこれしっかり頑張っていただきたいと思います。せっかく

文教の里として市の予算を投じ、学力ある立派な学生に育っても、その宝が市外に

流出するのではなく、なるべくその宝が本市に残り、将来の菊池を背負ってくれる

ようになるためにも、企業連絡協議会ともっと連携を持つために、協議会に市とし

て予算をつけたり、また道路等社会資本の整備等も協力すれば、企業誘致にもプラ

スになりますし、立地企業が積極的に本市の学生を受け入れてくれたら、これは私

の意見ですけれども、税の減免とか補助も考えたらどうでしょうか。例えば、１０

０人募集中に６０人、市内の学生を受け入れてくれたら、６割ですね。その年の市

税は１割から２割程度減免など、考えてみてはどうかと思いますけれども、いかが

ですか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 先ほど各部長の答弁にございましたように、小学校では地域学
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習、それからまた体験学習活動を通じまして、地域の産業とかあるいは自然・文化

に親しみを持つ。中学校におきましては地元の企業等に協力をいただいております

職場体験を通じしまして市内の企業、そして産業について小さいときから興味をも

ってもらおうということで、こうした基礎を形成する義務教育の中で、自発的に菊

池市に住み続けたいと、あるいは地元で働きたいと、親元で働きたいとこう思って

もらうことが一番望ましい形ではないのかなと、このように思います。 

また、市内及び近隣の高校と企業連絡協議会との意見交換ということにつきまし

ては、地元の採用、地元雇用につながる絶好のチャンスでありますので、大変意義

深いと思います。 

また、最近におきましては菊池市企業連絡協議会連合会というのが結成をされた

ということで、今答弁にありましたように、企業に対します税制優遇措置につきま

しては、現在におきましては、工場設置の奨励条例に基づきまして、産業の振興と

促進を図ることを目的にいたしまして、市内の工場の新しい、新設ですね、新設や

増設等に係ります固定資産税の課税免除を既に行っているところでございます。議

員お尋ねの市内在住の子どもたちの採用によりまして、その企業へ固定資産税を減

免してはとのご質問でありますが、現在のところはあらゆる産業がありますもので

すから考えの中にはありません。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 子は宝でございますし、将来の菊池を背負って立つ若者でご

ざいます。なるべく地元に就職できますように市長、よろしくお願いをいたします。 

続きまして、老人健康福祉サービスについて質問いたします。 

長い間家のために、また地域のために、また本市のために一生懸命頑張ってこら

れ激動の時代を生きてこられた先輩、お年寄りの方々、感謝の気持ちでいっぱいで

ございます。そこで本市は、他の市町村に例のないほどの温泉施設がたくさんあり

ます。本市の温泉に入れば幸せな気分にもなれますし、健康にもなれると思います。

そういう気持ちで質問をいたします。 

本市には幾つの温泉入浴施設がありますか。また、本市の７０歳以上のお年寄り

の方、何人おられますか。また本市の７０歳以上の医療費、介護費の金額をお示し

ください。また本市で、老人健康福祉サービス等、今やってるサービスを教えてく

ださい。よろしくお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 



 －270－

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。本市には、旅館、ホテル、公衆浴

場等公共施設も含めまして、３８の温泉施設がございます。また、本市における平

成２４年３月末現在の７０歳以上人口は１万１,２６３人となっております。医療費

につきましては、平成２３年度後期高齢者医療費、これは７５歳以上の方の医療費

でございますけれども、約７５億９,７００万円、平成２３年度介護サービス費の７

０歳以上の総額につきましては、約４３億８,４００万円となっております。本市の

高齢者に対する独自のサービスといたしましては、ふれあい喫茶、ふれあいサロン、

ふれあいデイ、ふれあいヘルパーサービス、養護老人ホームへのショートステイ、

配食サービス、緊急通報システム、日常生活用具給付等事業、住宅改造助成事業、

在宅介護手当があります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） 菊池市には何と３８カ所の温泉施設があります。これはもう

本当に県下で例のない数だと思います。 

これは合併前の七城の例であります。七城南小学校跡地に老人福祉目的で温泉会

館ができました。それが娯楽サービスを兼ねた七城町温泉ドームになりました。し

かし、お年寄りにはそれまでどおり福祉サービスで入浴料３００円が１５０円に割

り引かれておりました。南地区だけよすぎるということで北地区にも温泉施設ふれ

あいプラザが入浴料１,０００円でございます。また、菊池温泉福祉センターも入浴

料、あっ１００円ですね。すいません、菊池の老人福祉センターも１００円、老人

福祉にとって大変いいことだと思います。しかし、七城町温泉ドームは合併後１５

０円が３００円になりました。建設時の本来の目的の温泉会館とはその地域随分か

け離れた形になってしまったわけです。七城地区のお年寄りの方のぼやきでござい

ます。この際、何も七城だけではなくて、全市のお年寄りに今までの感謝、慰労を

含めて、また健康で長生きして幸せを感じてもらうためにも、本市の特権といいま

すか、３８カ所温泉施設があります。こんなにあるのですから、合併前の七城のお

年寄りの幸福感を全市のお年寄りに味わってもらい、温泉が多い本市のすばらしさ

を感じてもらうためにも、これは私の提案ですけれども、７０歳以上のお年寄りの

方に１００円から２００円の入浴支援サービスを全市の入浴施設対象にやったらど

うかと思います。ちなみに私が試算で計算しましたけれども、７０歳以上のお年寄

り、１万１,０００人として１回１５０円、一月は４.２週ですので４回、６６０万

円かかります。これを１年間１２で掛けますと７,９２０万円でございます。ただし、

このサービス券は全部は使われません。大体６割ぐらいと思いますけれども、４,
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７５２万円のお金は要ります。この５,０００万円で菊池のお年寄りが菊池に生まれ

て住んでよかったと、健康で元気になったと思える老人入浴支援サービスをする考

えはございませんか。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） 前回の坂井議員さんの質問にもお答えいたしましたよ

うに入浴支援サービス券の発行につきましては、高齢者の皆様の健康づくりや生き

がいづくりの上では大変有意義であると思われます。しかしながら、７０歳以上の

約１万１,０００人の方で要介護者などのご自分で入浴できない方も多数おられま

す。本市では６０歳以上の市民の方が１００円で入浴できます菊池老人福祉センタ

ーや七城ふれあいプラザ、旭志老人憩の家がございます。また、泗水地域福祉セン

ターでは大人の市民の方で２００円でご利用ができます。ぜひ、そちらの施設をご

活用いただき、健康づくりやいきがいづくりに役立てていただきたいと考えます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） １回目の答弁で、介護給付金４６億円、後期高齢の医療費７

２億円と言われました。介護と医療保険合わせますと１１８億円であります。この

入浴支援サービスで、引きこもり老人がいなくなられて、そして健康になられて元

気になられれば、この１８１億円単純に１割で１１億、１％で１億でございます。

十分その価値は私はあると思いますけれども、そういうことも考慮いただいて支援

する考えはございませんか。お答えください。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 市内に先ほど答弁の中で３８カ所ということでですね、温泉地

がある、温泉源があるということでそれだけ菊池市に住んでおられる方々は、温泉

の、坂井議員おっしゃるように恩恵を受けておられるということで、十分ではない

かもしれないけれども、やっぱり１００円という単価は非常に周囲からしますと安

い単価であります。七城地区には民営温泉がありません。しかしながらこの温泉地

に民営が、銭湯があるところ等につきましては３００円から５００円くらいは取っ

ておられると思います。そういう中で、非常に民業を圧迫してしまうということも

ありますので、維持管理費等については相当のお金を費やしながら入浴施設の今、

運営をしているという状況でありますので、現況としてはこれをさらにサービスを

提供するということは考えに入っておりません。 
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○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１９番（坂井正次君） この入浴支援サービスというのは、一般民間のあれも含んだ

ところで申したところでございます。もう時間もございません。あと一つございま

すけれども、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、暫時休憩します。 

午後の会議は、１時から始めます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４７分 

開議 午後 零時５７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ここで、発言の申し出があっておりまので、これを許します。 

市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 午前中の坂井議員のご質問に対しますお答えの中におきまして、

基本構想につきましては、予算について１２月全会一致でお認めをいただいたとい

うふうに申し上げましたが、賛成多数でございましたので訂正してお詫び申し上げ

ます。 

○議長（山瀬義也君） では次に、木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 皆さん、こんにちは。それでは通告の順に従いまして質問さ

せていただきます。 

まず、道路整備、柏木護線の整備の状況についてお尋ねをいたします。この市道

は、平成１８年の集中豪雨のときに落石があり、木護集落までの唯一の道路である

立門木護線が通行止めとなり、木護区の住民３名の方が家に帰れず、市の公共施設

の里山の家に避難され、不安な一夜を過ごされました。このように、木護区は立門

木護線が通れなくなると、迂回路がないために陸の孤島になってしまうのでありま

す。住民の不安を解消するためには、迂回路の整備を早急に進める必要がありまし

たので、その当時の木護区の内田区長また井上水迫地区長、また菊池警察署水源駐

在所の犬童様とも何度も現地調査等を行い、市に対して要望を続けてまいりました。

私もこれまで何度も一般質問させていただき、１日も早い柏木護線の全線開通を強

くお願いしてまいりました。 

市としても緊急性、必要性を十分認識していただき、これまで整備が進んでおり、
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３月の定例会では執行部としては平成２５年度の完成予定でありましたが、地元の

方々の強い要望はもちろん、経済建設常任委員会委員長報告でも指摘・要望もあり、

１年前倒しで整備完了に努めるとのことでありました。現在は、工事もおかげさま

で既に完了しておりますが、確認も含め柏木護線のこれまでの経緯、予算を詳しく

お示しいただきたいと思います。 

次に、音町桜ヶ丘線についてお尋ねをいたします。この市道は、高野瀬区内の道

路であり、菊池北小学校の通学路でもありますが、先般の７月の集中豪雨、特に７

月２３日の大雨によって高野瀬公民館の上の部分が崩壊し、土砂が公民館の駐車場

に流れ込んだり、公民館はもちろん、近くの住宅にも床下浸水したりと大変な状況

でありました。市としても通学路としての安全面の観点からも、緊急性を認識され、

地元住民が対応の早さに驚くほどの復旧工事をしていただき、大変感謝されており

ます。しかしながら、今後の想定外の雨量等を考えると、音町桜ヶ丘線については

改めて原因の調査をしていただき、抜本的な改修工事が必要だと思われますが、市

として今後の対応をお示しいただきたいと思います。 

以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

市道柏木護線につきましては、議員がおっしゃいましたように、平成２０年度よ

り木護地区の迂回路といたしまして整備を進めてきたところでございます。本年６

月末で事業完了ができたところでございます。本路線の整備概要といたしましては、

アスファルト舗装６００ｍ、コンクリート舗装１,７００ｍ、橋梁１カ所、側溝整備

６８０ｍ、事業延長２,３００ｍ、事業費といたしまして約７,２４０万円で整備を

完了いたしたところでございます。 

次に、市道音町桜ヶ丘線でございますが、７月２２日夕刻に発生いたしました局

地的なゲリラ豪雨によりまして、道路側溝のふたや歩道に埋設してございます都市

下水路のマンホールの蓋から雨水が溢れまして、高野瀬公民館はもとより、付近家

屋に床下浸水等の被害をもたらしたところでございます。土砂の撤去や通学路でご

ざいます歩道の復旧につきましては、直ちに対応しているところでございます。ま

た、路面排水が直接流れ込んだ高野瀬公民館前の道路につきましても、道路側溝を

設置いたしましてその対応に当たったところでございます。 

今後につきましては、地域一帯の排水の現状把握と原因を調査いたしまして、ま

た周辺も含めた検証をいたしまして今後に、参考にしてまいりたいというふうに考

えているところでございます。 
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以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 答弁ありがとうございました。本当に柏木護線につきまして

は、もう長い間ですね、地域住民の念願でもありましたので、無事完了して私ども

も含めて大変喜んでおります。これまでですね、担当していただいた職員の方々に

も改めて敬意を表したいと思います。 

それと、音町桜ヶ丘線につきましては、今部長答弁がございましたように抜本的

なですね、原因の調査等も必要だと思われます。高野瀬の公民館のほうはですね、

もう大変な土砂が埋まりまして、地元としても大変苦労された経緯もあります。排

水路はですね、きちんとした確認をして抜本的にやっていただきたいと思います。 

以上、お願いしときます。 

それでは、次に中山間地の振興、今回の九州北部豪雨による被災状況と対応につ

いて質問させていただきます。まずは、今回の豪雨によって被害に遭われました方々

に心よりお見舞いを申し上げますとともに、１日も早い復興を私たちも努力してい

かなければと思うものであります。 

その観点から質問をいたしますが、昨日の森清孝議員、隈部忠宗議員の質問の答

弁で、市の災害復旧補助制度については説明がありましたので割愛させていただき

ますけれども、今回、地元の小災害について質問していきたいと思います。特に私

の地元では中山間地でもありますので、農地等の災害が多く、現場を同行しながら

被災者の方々と話しますと、市の現在の小災害の補助は、補助限度額１０万円、そ

の３分の１ですので、３万３,３００円が補助となり、とてもそのくらいの補助では

個人での復旧はできないので、農地を放棄するしかない。特に後継者がいない農家

はあと何年できるかわからないので、そんな投資はできないと言われます。市の現

在の災害復旧補助制度は、小災害の場合１０万円が補助限度額ですので、国庫災害

の場合、４０万円以上ですので、その間の災害に対する補助が必要なのであります。

現場を回ってみますと、１０万円以上４０万円以下の災害が多数ありましたが、市

の現在の補助は３万３,３００円であります。市としても特に中山間地域の現状を十

分にしていただき、制度の見直しも含め検討をする必要があると思われますが、執

行部の考えをお示しいただきたいと思います。 

すみません、あと竹林整備についても質問しときます。 

すみません、次に竹林整備事業の現状と今後の対応についてお尋ねいたします。

竹は、昔から生活や農林漁業に欠かせないものであり、地域住民が竹を利用するこ

とで竹林が手入れされ、防災機能も維持されてまいりました。ところが、近年は里
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山に関心がなくなるとともに、竹を生活の中で使う機会が減り、暮らしに必要だっ

た竹林が手入れされないことで私たちの生活に様々な悪影響を与えています。 

菊池市においても、竹林の手入れをする人が減ってしまい、手入れされずに荒れ

た竹林が至る所にあり、周囲の森林や畑に広がっています。竹林整備の推進には竹

材、タケノコの利用拡大が不可欠であり、具体的な支援策が必要であります。お隣

の合志市では、市独自の支援策として合志市農村集落竹林整備事業補助金交付要綱

を定め、平成１８年４月１日から施行されております。農村集落に混在する未整備

の竹林を整備園地化し、自然的特産品の生産振興を図るとともに、集落周辺の景観

の熟成を図るため要する経費に対する補助金の交付が行われるものであります。こ

のように都市化が進む合志でさえ竹林整備を市独自の事業としてやっておられま

す。本市としても、現状は十分認識され、竹林整備に取り組んでおられると思いま

すが、具体的な施策があればお示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 木下議員の質問にお答えします。 

中山間地におきましても、災害によって耕作放棄地が増加しないよう農地の保全、

維持管理に努めていくことは重要なことであると認識をいたしております。農地及

び農業用施設の小災害に対します復旧支援としましては、菊池市農地及び農業施設

小災害復旧事業補助金交付要綱が制定をされております。その中で木下議員からも

今お話があったとおり、農業用施設につきましては５万から４０万円、２分の１補

助、限度額２０万円ということで、国庫災害に該当する金額までは対象になってお

ります。ただ、農地につきましては、現在の要綱では１カ所の工事費が５万円以上

１０万円以下につきましては補助対象経費となっており３分の１の補助で、限度額

が３万３,３００円となっておりますが、議員ご指摘のように１０万円以上４０万円

以下につきましては、補助対象経費となっておりませんので、この範囲につきまし

ても過去の実績等を踏まえ、現在あります補助要綱等の拡充も含め、今後検討して

まいりたいと考えております。 

また、竹林整備につきましては、伐採にかかる労力や伐採後の竹の処理などが要

因で、市街地はもとより中山間地におきましても管理されていない放置された竹林

が大半で、景観上の問題や杉、ヒノキ等の人工林への侵入林等が現在問題となって

おります。竹林の整備につきましては、現在林内路網整備事業等で竹林内道路につ

いては取り組んでおるところでございます。また、県の事業ということで、本年度

からの新規事業であります稼げる竹林整備推進事業また、特用林産物施設化推進事

業等にも取り組んでおります。特に特用林産物施設化推進事業におきましては、本
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年度におきましても３団体から申請があっており、取り組んでいるところでござい

ます。 

このような状況の中、竹林を適切に管理しながら収益性のあるタケノコの生産に

つきましては、中山間における貴重な産業と捉えております。しかし、竹林の伐採

のみの対象とした補助事業は現在のところ国・県事業ともございませんので、先ほ

ど申し上げました市の作業路・作業道開設事業による市有林の管理道整備や国の稼

げる竹林整備推進事業、特用林産物施設化推進事業による竹林整備、施設導入等を

活用し、今後タケノコ生産の振興という観点から竹林整備が図られますように、補

助事業のさらなる周知や生産者との連携を行い、農林家の所得向上や中山間地域の

振興を図ってまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。小災害の補助についてはですね、

先ほども申し上げましたように、一緒に回ってみますと、３万３,３００円ではどう

しようもないと、そういうのが実態でございます。ですから部長のほうでも検討し

ていくということでございますので、ぜひともですね、やっぱりその中山間地にあ

ったちょうどその１０万から４０万までの間のですね、補助制度の拡充をぜひとも

やっていただきたいと思います。強くその点はお願いしときたいと思います。 

それと竹林整備についてはですね、インターネットなんかで調べてみますと、も

う全国にこの竹林整備についての制度はいっぱいございます。私ども地元、どれだ

けの面積があるか私もちょっと確認はしておりませんけれども、日々増えているよ

うな状況だと思います。私も地元のほうでですね、今年の３月には竹林祭という形

で、地元太田区で竹を最終的には都市部の方にも知っていただきたいというような、

地域交流型のですね、イベントを開いてそして竹林の整備に結び付けたいというこ

とでイベントをやりましたけども、そういうことも含めてですね、やっぱり菊池市

としても竹林がたくさん、荒れた竹林たくさんございますのでそのような整備に対

してもですね、合志市のような市独自のですね、補助的なものを今後は考えていた

だきたいと思います。その点を踏まえてですね、市長のほうに先ほどの小災害の補

助等も含めて総括的にちょっとお答えをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 農作物の販売価格が低迷をしまして、農業従事者の高齢化、ま

た担い手不足など農業を取り巻く環境っていうのは常に述べられておりますように
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非常に厳しい情勢の中にあります。今回、豪雨災害で農地そして農業用の施設を被

災されたことが原因で耕作放棄地になるのではないかと大変心配をしているところ

でございます。市といたしましても、農家の農業経営の安定とまた農地の保全を維

持していくためにも、できる限りの支援は行ってまいりたいとこのように考えてお

ります。菊池市農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金交付要綱の見直しという

ことにつきましては、真剣に今後検討してまいりたいと考えております。 

次に、本市の中山間地域におきましては、特用林産物のシイタケ、そしてタケノ

コ等の生産が行われておりまして、シイタケにつきましてはご承知のとおり県内で

は有数の生産量を誇っております。その生産の基盤となるのは山林でありますが、

その中で特に竹林につきましては近年、非常に管理ができずに放置されて様々な問

題が生じておりますことは常々認識をいたしております。市長室から眺めます山々

がどんどんどんどん竹林に駆逐されていくような姿を、これを見ながら心を痛めて

いるところでもあります。山林や竹林を適切に管理しながら、しかも収益につなが

るというような特用林産物の生産については、中山間地域におきますところの大変

貴重な産業だと捉えてもおりますので、今後とも生産者の関係団体、また県とも十

分連携をとりまして、中山間地域の振興という面においてしっかりと取り組んでま

いりたいとこのように考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。災害復旧の制度につきましては、

市長からも補助の検討を、見直しをやっていくということでありがたく思っており

ます。しっかりお願いしたいと思います。 

それと竹林整備等については、合志市のようにですね、市独自のですね、政策と

いいますか、そういうことを含めて検討していただきたいと思います。よろしくお

願いしておきます。 

それでは次に、定住化促進、定住化事業の現状と今後の対策についてお尋ねをい

たします。定住促進、人口増につながる施策については、これまでも何回か一般質

問をさせていただきましたが、平成２３年３月定例会では特に姉妹都市西米良村、

友好都市遠野市の定住促進の成功の事例を紹介しながら、本市としても見習うとこ

ろは見習いながら積極的に取り組んでいただきたいとお願いをいたしました。市と

しても合併後も特に中山間地域においては、高齢化により急速な過疎化が進んでい

ることを十分認識し、昨年５月よりＮＰＯ法人２１世紀環境研究会と定住化に関す

る協力協定を締結して、特に中山間地域の空き屋調査を実施し、移住希望者の紹介
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を行うとともに地元への紹介などのサポートが行われているとのことであります。

そこでお尋ねをいたしますが、これまで定住化に関する協力協定によって、どのよ

うな調査が行われ、結果的に現在移住者が何名いらっしゃるか、お示しをいただき

たいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 木下議員のご質問にお答えいたします。 

空き家を活用いたしました定住化の促進事業につきましては、全庁的に取り組ん

でいるところでございます。平成２１年度からホームページ上に空き家情報を発信

する空き家・空き地情報活用制度の運用を開始しているところでございます。また、

昨年５月には議員がおっしゃいましたように、田舎暮らしを応援し、本市への移住

実績を持つＮＰＯ法人２１世紀環境研究会と協力協定を締結いたしております。そ

の締結によりまして空き家調査などを委託し、実施しているところでございます。 

数字でございますけども、８月末現在で市の空き屋・空き地情報活用制度を利用

いたしまして、５世帯１０人、ＮＰＯ法人の取り組みによりまして１３世帯４０人

の計１８世帯５０人が移住されているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。今、部長の報告によりますと、最

終的には１８世帯５０人の方が移住されてるということでございます。大変ありが

たいことでございます。今回の質問につきましてはですね、こういった形で移住さ

れた方の今後の問題についての質問をしたいということでさせていただいておりま

すけれども、こういった方々が来られた後ですね、どういう形で生活をしていかれ

るのか。それに対する対応をですね、どのように考えていかなければいけないかと

いうことでお尋ねをしていきたいと思います。 

移住された方々とですね、私も何回か個別に話したこともあるんですが、なかな

か仕事がですね、地元で見つからないと。どういう形で生活をしていくかが今後不

安であると。その取り組みとしてですね、地元、来られた移住者の方々でグループ

をつくられて、自分たちでつくった品物を販売するようなイベントをされておりま

す。先般は、８月２６日に水の駅のほうで「小人のマルシェ」という形でですね、

イベントをされて私も行きましたけれども、たくさんのそれぞれの移住された家族、

またそれと地元の方が協力されてですね、イベントをやっておられました。しかし

ながら、公共的なですね機関との連携を取らないと、私たちだけでは限界があると
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そういうお話もされましたもんですから、今回の質問に至ったわけでございます。

今後ですね、こういった移住者の方々に市としてどのようなですね、連携またその

来られた方々にフォローしていくか、そのことのお考えがあればお示しいただきた

いと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 木下議員の再質問にお答えいたします。 

移住を希望されてる方、既に移住された方の支援につきましては、ホームページ

を通して住宅支援、子育て支援、就農支援などの各課で取り組んでいる定住化促進

に向けた支援制度を一覧にして紹介をしているところでございます。この支援制度

一覧につきましては、来月１０月の広報紙にも掲載し、既に移住された方や市民の

皆様への制度周知に加え、菊池市への移住を考えている方に対しても情報発信を行

うこととしております。さらに移住者からの問い合わせにつきましては、本年７月

に設置いたしました企画振興検討委員会におきまして、今後定住化に関する関係課

の支援制度を検証し、移住者の方が、また移住を希望される方が求めておられる情

報の提供や庁内の横断的な窓口のあり方などの支援策につきましても検討してまい

りたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。今、部長が申されますようにです

ね、いろんな施策は考えていらっしゃると思いますけれども、なかなか具体的に結

びついてないっていうのが現実だと思います。私どもの地元の野菜なんかの販売所

なんかと一緒になってですね、移住者の方々と連携を取るとそういう提案もですね、

移住者の方からもあっております。ですからもう具体的にですね、やっぱりもう移

住されてしばらく経過しておりますので、そういう人達とは個別にですね、いろん

な話をしていただいて、現実的な対応をしていただきたいと思います。 

いずれにしましても、すばらしい能力のある方々がそれぞれにいらっしゃいます

ので、私たちの地域の活性化にもですね、絶対結びついてくると思いますので、し

っかりお願いをしておきます。そのことについてですね、市長のお考えが何かあれ

ば、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 定住化対策ということで、いろんなあらゆる面からこれまで取
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り組みをしてまいりましたが、何かしらその一定の効果が見え始めてきたのかなと

も思いますが、菊池市に定住しようと思って移住をされた方々が移住をした後に、

やはり住んで移転をしてきてよかったなと思われるような行政なり住民との対話と

いうものが進んでいくようにしていかなきゃならないのじゃないのかなと思っても

おります。より現実的に、そして積極的に取り組みなさいというご意見でございま

すので、十分そのことを意に介しながら取り組んでまいりたいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） よろしくお願いしておきます。 

それでは次に、老人福祉センター跡地について、高野瀬区の要望に対する対応に

ついてお尋ねをいたします。 

この件につきましては、平成２３年９月定例会において、高野瀬区の要望につい

ては、地域から老人福祉センターが移転するということも含め、具体的な要望が示

され、ある面では交換条件的なものであるとの確認も含め質問させていただきまし

た。市長は、地元の方からのご意向というものを十分受けとめておりますので、引

き続き高野瀬区と協議を進めてまいりたいと答弁されております。しかしながら、

その後も老人福祉センター跡地については、改修等も含め一切動きがないように思

われますが、市として現在、高野瀬区の老人福祉センター跡地に関する要望書に対

して、どのような対応をされているのか詳しくお示しをしていただきたいと思いま

す。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 高野瀬区にあります旧老人福祉センターの利用と、跡地の利用

につきましては、現在高野瀬の区長を初めといたしまして、区の役員の皆さん方と

協議をしながら進めているところでございます。 

当初は旧センターを改修してしばらく利用できるようにしてほしいと、こういっ

た要望でございましたが、ご案内のとおり老朽化してこれでは使えないということ

があって新たな移転、新築をしたわけであります。改修するのにも大変なこの耐震

的なものも含めまして、お金がかかるということもありまして、これは新たにつく

るべきだということで移築をしたわけであります。そこで解体する方向で進めてま

いっておりますので、このことにつきましてご理解をお願いしたいということでお

話をしております。その後の対応につきましてはまだ現在協議中でございますので、

そのようにお答えさせていただきたいと思います。 
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○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしましてもですね、交換

条件的なことも含めてですね、高野瀬の公民館についてはあそこを無償で貸してい

ただきたい、そういうことの要望はですね、前池辺区長のときに２月に出ておりま

すけど、そのときには解体をしなければいけないとか、そういう話はなかったよう

に感じておりますけども、今になったら老朽化してるから解体をしなければいけな

いと。やっぱりいろんな向こうのほうにですね、切明のほうに老人センターが移る

ときにはそういう話はなくて、移ってしまった後はもう解体をしなければいけない

と。解体した後はどういう形になるか白紙でありますと、そういう形ではやっぱり

高野瀬の住民の方々も納得できないんじゃないかと思います。私どもも老人センタ

ーについては議会もものすごくいろんな協議がありましたし、地元高野瀬区からも

いろんな現状のまま置いてくださいっていう陳情も可決されております。そういう

いきさつも含めてですね、向こうにできたからもう高野瀬のほうはどうなってもい

いと、そういうふうにとられても仕方ないような答弁でもあり、またそういう結果

が出ているようにも感じますけれども、ちょっと地元住民は納得いかないんじゃな

いかと思いますけど、そのことについては市長はどう思われますか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 高野瀬の住民の皆様方は区長さんを初めとしてご相談、ご協議

を申し上げてまいりまして、一応このことについては解体をするということでご理

解をいただいております。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 私もですね、この一般質問をする前にはやはり前区長、また

現区長ともいろいろなお話をして、解体することを納得してるっていうふうには理

解をしておりません。そのようにおっしゃるんであればまた後、この問題について

はですね、また協議をしていかなければいけないと思いますけども、そういうこと

が納得しているっていうふうには私は理解しておりません。 

じゃあ次に進みます。それでは次に、市の活性化、地域づくり推進補助金の現状

と今後の対応について質問させていただきます。 

この補助金は、平成１７年度より地域住民が実践する事業に対して経費の一部を

市が補助し、市の活性化に努めるものであり、施設整備事業、地域づくり活動事業、

人材育成事業の３つの事業となっており、各行政区やこれに準ずる団体等及び地域
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づくりを目的として活動するＮＰＯ法人及びこれに準ずる１０人以上の団体に補助

金が交付されておりますが、近年、地域づくり推進事業補助金の予算と、交付額と

申請の状況をお示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 菊池市総合計画におきまして、市民主体による自主的

で地域事情にあった地域づくりを行うため、自ら考え自ら実践する地域発案型の行

政区や、地域づくりを目的とする団体などを育成し、その活動に支援を行うことと

しております。このようなことから、菊池市地域づくり推進補助金を制定しており、

その対象事業といたしまして一つ目に、地域のために施設等の整備を図る地域づく

り施設整備事業、２つ目に、地域の特色ある様々な活動に対して補助を行う地域づ

くり活動事業、３つ目に、地域の指導者となり得る人材の育成を目的とする人材育

成事業、４つ目に、菊池遺産の保護及び活用に関する事業がございます。 

これらの平成２０年度から平成２３年度までの実績でございますが、平成２０年

度の当初予算額８１０万円、そのうち補助金交付額が５１１万５,０００円でござい

ます。内訳といたしまして、地域づくり施設整備事業が１１件で２５２万３,０００

円、地域づくり活動事業が１６件で２３９万２,０００円、人材育成事業が２件で２

０万円でございます。 

平成２１年度につきましては、当初予算額１,１７０万円、そのうち補助金交付額

が６７９万７,０００円でございます。内訳といたしまして、地域づくり施設整備事

業が１６件で４３１万３,０００円、地域づくり活動事業が１５件で２４８万４,０

００円でございます。 

平成２２年度につきましては、当初予算額１,０５０万円、そのうち補助金交付額

が５１４万２,０００円でございます。内訳といたしまして、地域づくり施設整備事

業が２０件で３２０万７,０００円、地域づくり活動事業が１５件で１５７万９,０

００円、人材育成事業が４件で３５万６,０００円でございます。 

平成２３年度につきましては、当初予算額７００万円、そのうち補助金交付額が

４５２万円でございます。内訳といたしまして、地域づくり施設整備事業が１４件

で２２８万９,０００円、地域づくり活動事業が１７件で１６６万円、人材育成事業

が２件で１７万１,０００円、菊池遺産の保護及び活用に関する事業が１件で４０万

円でございます。このように平成２０年度から平成２３年度までの４カ年間で、１

３３件の事業に総額２,１５７万４,０００円の補助金を交付し、各行政区及び各種

団体の方々にご活用いただいているところでございます。 

以上、お答えいたします。 
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○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。これまでですね、これは合併後す

ぐ始まった事業だと思いますけれども、とにかくそれぞれの地域の活性化には大変

役に立っていると思います。２０年度から２,１５７万ですかね、大体予算の７割、

８割が消化されてるような状況だと思います。 

この地域づくり推進補助金については、私どもの地元等のですね、ふるさと祭り

等を毎年やらしていただいとりますけども、先般の質問の中でも申し上げましたけ

れども、祭りの事業に対しては３年を経過すると、もう４年目からはその申請がで

きないっていうのがこの制度の現状でございます。先般も第２５回の重味のふるさ

と祭りがございました。残念ながら市長、また副市長どなたも代理でもお見えてい

ただけませんでしたので、その実情はなかなか把握できていないと思いますけれど

も、もう第２５回のふるさと祭りでございます。ましてや今回は、迫水小学校が今

年度で閉校でございますので、最後の子どもたちの参加もございました。また、災

害もございましたので、皆様に葛原議員ともどもに私も災害のお見舞いを申し上げ

るような場所でもありましたので、またそういう大切なイベントでございました。

それなのに、なかなかですね、３年間のこの地域づくりの活性化の事業が２０万円

でございますけれども、３年で打ち切りでございますもんですから、いつもこの祭

りをやるやらないのときにはこの話が話題に出てまいります。 

いずれにしましても、活性化のための補助金でございますので、本来であれば継

続することに対して、やはりまた応援をしようというような制度でなければいけな

いと思います。先般の質問のときにも、もう３年間たてばある程度の力がついたと、

後は自分たちの力でやっていただきたいというような答弁でございましたけれど

も、先ほどから中山間地の現状を申し上げているように、非常に厳しい状況でござ

います。高齢化また少子化、そして若い人たちがどんどん働く場所がなくて移住し

ていく、そういう中で祭りを継続することの大変さは十分理解していただいとると

思います。ですからこの補助金のですね、制度の見直しという形の中で３年祭りや

れば、４年目からはもうだめだっていうそういう制度のですね、改善をしていただ

きたいということも含めて、執行部にお尋ねをしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 自ら考え、自ら地域づくりについてということで、先ほど部長

のほうから答弁いたしましたが、菊池市の地域づくり推進補助金によりまして、そ

れぞれの地域のコミュニティー支援の直接的な制度として、各種事業に対しまして
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補助金を出して推進しているところでございます。 

この補助金につきましては、行政区それぞれの団体の創意工夫を引き出すために

対象事業について幅広く対応しているところでございますが、議員がご質問されま

す祭りの開催については、地域づくり活動事業の中の地域住民の融和とそして健康

と福祉を増進する活動に該当するものであって、交付要綱で祭りやイベント等の同

一事業については３年を限度として補助するとしているところでございます。 

地域づくり推進補助金については、資金の問題で事業実施ができない者に対して

補助を行うものでございまして、祭りやイベントにつきましても、その事業が地域

に密着して軌道に乗るまでの期間ということで３年という期限を定めたものでござ

います。市民の皆様のニーズに関しては、平成２１年度に菊池遺産の保護及び活用

に関する事業というものを新たに追加をしまして、また申請時期に関しても予算の

範囲内において随時募集を行うなど柔軟に対応をしているところでもございます。

地域づくり推進補助金については、菊池市が進める豊かな水と緑、光あふれる田園

文化のまちづくりの実現のために、各地域の自発的な、いわゆる内発的な取り組み

の呼び水となればと、このように考えておりますが、この補助金を活用されていな

い地域もありますので、祭りやイベントにつきましては、これまでと同様に３年と

いう補助対象期間でぜひとも活動の成果を高めていただきたい。また、継続した取

り組みや新たな展開につなげていただきたいと、このように思うところでございま

す。 

今後は幅広く活用していただくために、このことに理解をまだされてない方々も

地域もあるかと思いますので、補助事業の内容あるいは申請方法などを区長会を通

じましてより一層周知を図ってまいりたいとこのように考えております。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしましても、やはり祭り

等にですね、市長または副市長、参加をしていただいておりませんので、なかなか

現場の実情っていうのが把握できていないように感じます。また、副市長におかれ

ましては、この地域づくりのですね、補助金のその審査をする代表っていうことで

ございますので、ぜひともですね、こういった地域の祭りには足を運んでいただい

て、市長が来られないときには副市長でもですね、やっぱり参加して実情を見てい

ただくように努めていただきたいと思います。 

それでは次に、環境問題、九州産廃との協議の状況と今後の取り組みについてお

尋ねをいたします。 

九州産廃との問題については、市と結んだ最終処分場埋立期間を４年間短縮する
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協定の白紙撤回を九州産廃が主張していますが、市はこれまで平成２３年１１月に

は市が山鹿簡易裁判所に申し立てた調停協議が不調に終わり、その後は平成２４年

１月２０日短縮協定が有効であることの確認を求める訴訟を起こす方針を決め、３

月定例会において上程され採択されております。６月の定例会では訴訟の時期につ

いて質問させていただきましたが、市長は現在訴訟案について委任弁護士と協議を

行っており、時期につきましては委任弁護士や立会人でありますところの県との協

議を行い、提訴したいと答弁されております。 

地元水迫地区でも訴訟に対しての説明会が行われておりますので、私にも地元の

方々から、訴訟はいつになるのかとお尋ねがあります。そこで改めてお尋ねいたし

ますが、九州産廃を相手に提訴される環境保全協定の一部変更協定書の有効確認訴

訟の状況はどのようになっているのか、お示しをいただきたいと思います。 

次に、環境整備基金の現状と対応についてお尋ねいたします。この環境整備基金

については、これまで使途も含め何回も質問をさせていただきましたが、市として

の基金の今後の活用方法も含め、現状をお示しいただきたいと思います。 

また、今回の九州北部豪雨の被災ごみの状況も、九州産廃への搬入量も含め、ご

報告をしていただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 九州産廃株式会社を相手方としました環境保全協定の

一部変更協定書の有効確認訴訟でございますけども、このことに対しましては、本

年の３月議会において議決していただいたところでございます。 

その後は、訴訟提起の準備をしておりますが、会社との協議についてはこれまで

どおり、誠意をもって対応することを基本に、平成２５年の１１月が使用期限とな

っております溶融キルン式焼却施設の問題に向けた、水処理方法等についても市・

会社・県の三者で協議を行っているところでございます。この三者の協議の中で、

会社より白紙撤回の取り下げも考えられるような発言をしております。この三者で

の協議を重ね、また委任弁護士との意見を聞きながら提訴の時期を今まで考慮して

きたところでございます。 

現在の状況といたしましては、会社から白紙撤回の取り下げの意思はあるものの、

明確な文書での通知がまだなされていませんので、提訴を保留しているところでご

ざいます。しかし、このような状態が長く続くようであれば、期限を定めて提訴の

手続きに入りたいとも考えているところでございます。 

次に、環境整備基金の積み立て状況でございますけども、環境整備基金は内容別

に通帳を分けて管理しております。８月末現在の積立金額でございますけれども、
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環境保全協力金及び熊本県管理型最終処分場立地交付金と同額の一般財源を積み立

てているものが約３億９,２０３万円、九州産廃株式会社からの寄附金が７,５３２

万円、合わせて４億６,７３５万円となっております。この環境整備基金につきまし

ては、基金条例及び運営要綱に基づき、地域の環境整備のための財源として充てて

いきたいと考えているところでございます。 

最後に、今回の九州北部豪雨におけます九州産廃に持ち込まれました災害廃棄物

でございますけれども、これにおきましては９月１２日現在で調査しております。

搬入、地域ですけども、どういった地域から搬入されてるかと申しますと、阿蘇市、

高森町、南阿蘇村、大津町、菊陽町それと本市でございます。その総量でございま

すけども、トラック１０ｔ車とかございますけども、総数として３,９６０台で、搬

入量といたしましては１万１,０８６ｔでございます。このうち本市の量でございま

すけども、約７００台で搬入量が１,８００ｔとなっております。 

以上、お答えいたします。 

（「活用、活用方法、基金の活用」と呼ぶ者あり） 

○市民環境部長（下田俊一君） 基金の活用方法は、地元の環境整備を中心に考えてお

るところで、条例等で規定されておるところでございます。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。提訴の問題についてもですね、産

廃のほうが何か取り下げてもいいと、そういうふうな情報も今おっしゃったわけで

ございますけれども、いずれにしましてもこっちはその有効を認めて確認するため

に裁判を意気盛んにやろうという形でされておられましたのに、なかなかですね、

提訴に踏み切れないということで確認を含めて質問したわけでございますけれど

も、いずれにしましても相手がいらっしゃることでございますけれど、慎重にやっ

ていただきたいと思います。 

それと、基金についてはですね、これまで私は何度もですね、地域住民の活用方

法についてもやっぱり分離しとったほうがいいと、いう形の中で質問してまいりま

したけれども、今度は内容別に通帳を分けたとかそういう形の中で分けていらっし

ゃるということでございますけれども、そういうことができたんであれば早目にで

すね、これまでにやっていただければよかったかなというふうに感じとるところで

ございます。それと、使途目的についてはですね、九州産廃の施設の周辺地域の環

境整備等に使うということは使途目的で決まっておりますので、このことについて

もですね、改めて今後検討していく時期に来てると思います。私これまでずっとこ
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の環境整備基金については申し上げてきましたけれども、平成２１年の１０月にで

すね、その当時の山口地区長がですね、市長に対して基金の使い道については白紙

に戻していただきたいと、そういうお願いをして現在に至っているわけでございま

す。そのときにはですね、個人的なインフラ整備等も含めて、辺地債でできるとい

う間違った情報が流れまして、地域の方々はこういう九州産廃からお世話にならな

くてもその辺地債でいろんなことができるという形で理解をされて、その情報が地

域全体に広まりまして、こういった形になってそういう情報が混乱してるときには

そういう基金は使わないほうがいいという形で区長会が市長のほうに申し入れたわ

けでございます。それからもう２１年ですから大分日にちが経っておりまして、地

域の状況も徐々に変わりつつありますし、また市営牧場につきましても、この環境

整備基金を使って最終的には買い戻すっていう形になっております。ですから今後

はですね、この環境整備基金については地域も非常に衰退している状況でございま

すので、少しでもこの基金の活用によって活性化に結び付けばというふうに思って

おります。市長としてですね、この環境整備基金について市長は市長なりにずっと

地域との思い入れもあると思いますので、その点も含めて使途目的も含めてですね、

ご返答いただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 環境整備基金の運用につきましては、条例等に基づきまして、

地域の環境整備等に必要な財源に充てるほかには、九州産廃株式会社の最終処分場

の操業の短縮協定に伴う補償金の財源に充てる予定となっております。また、これ

まで産廃問題の早期解決に向けましては、地元の水迫地区の住民の皆様を初めとい

たしまして、全市民のご協力とご理解によって取り組んできてもおりますので、環

境整備基金の活用につきましても、水迫地区はもちろんでありますが、市全体の環

境整備についても活用させていただきたいと、このように考えております。 

よろしくご理解お願いいたします。 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５４分 

開議 午後２時０２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、北田彰君。 
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［登壇］ 

○２３番（北田 彰君） 議席番号２３番、北田彰でございます。通告に従いまして質

問をしたいと思います。 

まずは、花房台について。私は庁舎建設予定地であります花房台に土地の所有を

していますか、ということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 北田議員のご質問にお答えします。 

花房中部２期地区の事業区内に北田彰議員名義の土地があるかという質問でござ

いますが、事業区域内各筆調書で確認しましたところ、北田彰議員名義の土地はあ

りませんでした。 

以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 北田彰君。 

［登壇］ 

○２３番（北田 彰君） 私のはないということでございましたけど、私たち泗水地区

の４名は、花房台に土地を所有するという怪文書が流されました。心外に思ってお

るところでございます。この怪文書の内容につきましては、今部長が答弁されたと

おり、うその書面だったということであります。怪文書は立派な犯罪に当たるんじ

ゃなかろうかと思います。不特定多数の人に遺棄されるような形で社会的評価を落

とすということになれば、名誉棄損罪になるんじゃないかと思います。議員さんの

中にも怪文書の内容を言って回られる方がいらっしゃいます。実際に、議員から聞

いたという証言をもらっておりますので、心当たりの方は言うまでもなく謝罪され

て、大ごとにならんうちに私に耳打ちしてください。待っております。 

それでは続きまして、論語で文教菊池の啓発をというようなことでございます。

本年の３月定例会におきまして、隈部議員が孔子公園に併設されます地域交流セン

ターに論語教育の拠点をということで、活用しないかと、できないかということの

質問がありました。それに対しまして教育長は現時点では考えていないが、論語教

育を取り入れることは考えていると答弁されております。 

ご承知のごとく、南北朝の中心であります菊池一族は、儒学を志し、２１代重朝

公が迫間川のほとりに孔子廟を建立されて、論語の普及に努められたと伝えられて

おります。その結果、戦国時代、江戸、明治、近代へと伝えられて明治の君子西郷

隆盛等の多くの人材を輩出しました。文教菊池の名を九州一円に広げられ、菊池地

方の誇りでもあります。明治２２年に市町村制が公布されまして、新しい村ができ

たとき初代村長になられました西佐一郎氏も儒学者であったことから、新しい村が
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孔子の教えにあやかって人々の豊かな地にあるとして繁栄することを願って泗水村

と命名されました。それから１００年後の平成３年、当時の泗水町長有田氏は泗水

誕生１００周年事業として孔子公園を建設されたわけであります。皆さんもご存じ

のとおりであります。このように、孔子と菊池の関わり、南北朝時代からの明治か

ら平成に至るまで、長い歴史で受け継がれてまいったものであります。 

ここでお尋ねしますが、菊池の誇りでもあった文教菊池の名誉にかけて、孔子廟

跡地記念碑や孔子公園を儒学の祖である孔子に関わる文教施設として、全国にＰＲ

して新しく建設されました地域交流センターに論語塾を開講され、学問志向と観光

の面に活用する考えはないか、そのようなことを市長並びに教育長にお尋ねしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） 論語につきましては孔子とまたその高い位にいました弟子の

行動や行い、あるいは言葉こういうものを孔子が亡くなられた後に弟子たちが編さ

んしたものといわれております。そして儒教における四書、いわゆる大学、中庸、

論語、孟子のいわゆるこの四書の一つと数えられております。特に孔子が生まれま

した中国におきましては、古くは官吏登用試験であります科挙の重要な試験科目と

して重んじられるなど、その教えは現在でも世界の多くの国や人々の間に受け継が

れていると認識いたしております。我が国におきましても学校の授業等で学ぶなど、

いろいろなところで誰もが一度は見聞きしていると思われます。目上の人を尊ぶこ

との大切さ、そして自分自身の潔癖な生き方を説くその教えは現代社会で薄れつつ

あります人間関係の大切さ、あるいは人としての生き方の羅針盤となりますこの論

語、再認識するものとして近年、国内でも学ぶ者が多くなっていると聞いておりま

す。 

本教育委員会でも、本年５月から社団法人菊池教育会と連携しながら、市内の小

学校で取り組んでおりまして、論語の教えが児童・生徒の生活の場に役立つと考え、

期待をしているところでございます。また、学校以外でも論語を学ぶ場といたしま

して、隈府の中町区にあります社団法人菊池教育会におきましても、退職されまし

た先生方が市内の親子を対象に、毎月１回親子論語教室を開催され、約３０名の親

子が参加されております。 

現在本市は、孔子が生まれました中国の泗水県と友好都市を締結しておりまして、

去る８月１６日から２１日にかけまして日中友好交流都市卓球大会が北京において

開催されました。これは、泗水県のほうから一緒に卓球大会に出ましょうという誘

いがありまして、泗水県と菊池市が一緒になって参加するということは初めてでご
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ざいます。そこで泗水県の中学生と本市の中学生がチームを一緒につくって参加し

たわけでございますけども、そのとき全国から８３の自治体、そしてそれぞれが中

国のいろいろな都市、県と友好都市を結んでおりますので、そのチームと対戦をし

たということになります。残念ながら２試合いたしまして決勝トーナメントには進

出できませんでしたけれども、子どもたちも中国の泗水県の中学生２名とですね、

一緒になってチームをつくって言葉はうまく通じませんでしたけども、身振り手振

りで泗水県の中学生と一緒になって交流を深め、お互いの交流ができたものと思っ

ております。論語に関しましては、本年３月の定例会において隈部議員からも論語

教育の拠点とならないかという質問がありました。今後、地域交流センターの開館

に合わせまして、北田議員からご提案のありました論語塾につきましても市主催の

公民館講座の一つとして開講いたしたいと思っております。またそのためには、講

師の確保等も努めなければなりませんので、講師の確保そして開館と同時に論語塾

が開設できるように取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（山瀬義也君） 北田彰君。 

［登壇］ 

○２３番（北田 彰君） 今、教育長さんのほうから非常にありがたい、開館と同時に

開講をやるというふうなことでございまして、非常にありがたく待ち遠しく思って

おるところでございます。そういうことを踏まえまして、次に新しく建設されます

交流センターの管理運営については、市長の考えをお伺いしたいと思いますが、現

在、菊池教育団の先生方が論語塾を開講されておりまして、市内の子どもたちに論

語を教えておられますが、会場が狭く、十分な普及ができないと聞いておるところ

でございます。文教菊池のともし火を消さないためにも、活動される先生方のすば

らしいご奉仕の精神に対し、市としても全面的に援助しなければならないと私は思

っておるところでございます。そこで提案をいたしますが、交流センターの名称を

「孔子会館」と命名したらいかがでしょうかと、孔子公園と一体とした学問志向と

観光面の両面で菊池市の活性化の施設として管理運営するためには第三セクター有

朋の里に委託したらどうかと思うわけであります。今の体制では養生市場部門は経

営内容も好調でありますけど、最近はやはり売り上げが下がっておるというような

ことで、孔子公園と一体となった観光面に取り組みが低調であるんじゃなかろうか

と思います。せっかく孔子公園と一緒に併設して建設されるわけでありますけど、

交流センターの設備も孔子公園と一体と進められておりますので、この両施設を最

大限に菊池市活性化の施設として活用するためには、第三セクターを地域交流セン

ターと孔子公園の学問志向と観光部門と、市場部門の二人の支配人制によって運営

したらどうだろうかと思っておるところでございます。そのためには、行革とは逆
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行するかもしれませんけど、部長かあるいは次長か、そういう職員を第三セクター

に出向させて菊池教育団の先生方と協力しながら文教菊池を全国に啓発されるとい

うことを要望するわけであります。 

このことについて市長に対し、教育長もよございますけど、市長、教育長の考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） ２５年度から着手いたしますこの地域交流センター、これは

あくまでも仮称でございますけれども、このことにつきましては泗水地区の都市再

生整備計画に基づいて行うものでありまして、平成２３年度に住民ワークショップ

の開催、そして平成２４年度に実施計画・設計書の策定、そして平成２５年度には

センター建設となっており、現在設計を行っているところでございます。設計はワ

ークショップで取りまとめた意見や要望をできる限り反映するよう進めております

けれども、事業の規模あるいは内容によりまして全ての意見を取り上げることがで

きるのは少し難しいかと思いますので、どうぞご理解をいただければと思います。

今後、設計の概要ができましたら議会や地域住民へ説明を行う予定としております。 

ただいま、北田議員から名称について提案がございましたけども、名称につきま

しては現在、地域交流センター仮称となっておりますが、完成前までには議員から

ご提案がありました孔子会館という一つの名称も含めて、一般公募により名称を公

募するというふうに考えておりますので、ぜひ親しみのある名称ができればと思っ

ております。名称のほうにつきましては以上、私のほうから答弁させていただきま

す。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 孔子会館ということで名前をということですが、ただいま教育

長から答弁いたしましたように、これまでワークショップ等において慎重に審議を

されて、いよいよ設計が間もなく上がってくるものであろうと思います。北田議員

もワークショップのメンバーであったかなと思いますが、違いますかね。今、住民

の方々の意見を網羅しながらこの皆さん方の地域の中で親しまれる開館として、あ

るいはセンターとしてスタートしていければいいなと思います。ただ、後の運営に

ついては第三セクターで有朋の里泗水ということではどうかということであります

が、考え方としてはそれでいいのかなと思いますが、基本的には今お触れになりま

した行政改革というものを一面におきまして、今の第三セクターっていうのは確か

後残り２年間だったかなと思いますが、その契約が更新されるときはまさしく名称
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と同じように会社そのものが公募になるということで、どこの会社が受託するかわ

からないっていうことでありますので、必ずしも有朋の里泗水が受託できるとは言

えないということにおきましては、民間に公募を広くした場合におきましても、そ

ういった趣旨についてはちゃんと受けとめてくれるような条件を付して公募してま

いりたいと、このように考えております。 

○議長（山瀬義也君） 北田彰君。 

［登壇］ 

○２３番（北田 彰君） 今回の質問で、すばらしい教育長の答弁をいただきまして、

両方ともできるような感じがしました。ぜひ、ひとつ理解をして、一生懸命やって

いただくというふうに思います。市長たちの考えも取り入れてやるということであ

りますから、非常にすばらしい交流センターができると思いますけど、この会館と

これを軸にしてですね、会館とやはり論語と、教育の問題と経済と一緒にやればで

すね、すばらしい活性化事業ができると思います。そして、菊池に泊っていただい

て、また温泉に行っていただいてやるとまたまた活性化が出るというようなことで

ありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは次にいきたいと思います。それでは次に、合志川橋の架け替えについて

ということで、今後のスケジュールということで通告しておりました。最近の先日

の森清孝議員の質問の中にもふれあい橋の件が出ました。合志川橋の件が出ました。

部長の答弁がありましたけど、部長の答弁は余り聞えませんでした。今日改めて、

私がしっかり私なりにですね、質問したいと思いますので、松野部長さん、よろし

くお願いしたいと思います。 

それでは、その前にですね、本当７月１２日、北部九州の大豪雨につきまして被

災されました方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げたいと思いますとともに、

１日も早い復興ができますようにお祈りしたいと思います。 

それでは質問したいと思いますが、７月１２日の九州北部豪雨は私自身も経験し

たことのない大雨でありました。普段はおとなしい合志川でありましたけど、牙を

むけば暴れ川となり、ついにはふれあい橋を倒壊させてしましました。私も朝４時

頃から福本二区のほうに手伝いに行っておりましたが、もう既に腰あたりまで浸か

っておりました。その住民の方々に、本当におられまして、その住民の方々は本当

に命ながら遭難されたわけであります。その中にも４時半頃ですね、１人の方が、

老夫婦の方が２人で避難されました。もう私はみんな避難されておるだろうと思っ

ておりましたけど、「水かさが増えて窓が開かなかった」と、「もう少しで私たち

は命がなかった」というようなことを言ってですね、避難される方を目の当たりに

しました。消防団の方が１軒、１軒見に行ってですね、助けていただいたと。本当
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に消防団の方々には感謝申し上げたいと思います。私も車を乗っていきました。私

の愛車でありますけど、あっという間に水が浸かりました。どうも動かなくなった

状況でありまして、もうすぐあくる日のあくる日は廃車しました。まだ見舞いも何

ももらっておりませんけどですね、そういうことで加勢に行って車は失くしたとい

うことであります。今思えばですね、人命が奪われなかったことが不幸中の幸いだ

と思っております。心底思っておるところでございます。 

このような水害の原因は、合志川にかかっております県道辛川鹿本線の合志川橋

と。これは昭和１７年にできておりして、もう先ほど西暦くっておりましたがもう

７０年という橋であります。そうするとそのふれあい橋も上流のほうから流木が引

っかかってですね、川の流れを堰き止めたものでありまして、両側の堤防を越えて

周辺の住宅に流れ込んできたものでございます。このため、周辺の福本一区、福本

二区、薬師、上高江の地区の被害は相当なもんでございました。皆さんもどうぞそ

のとき来てもらえばわかったと思いますけど、もしこのままの状態が続けば大雨の

たびにですね、この地区の皆さんは毎回毎回被害を受けなきゃならないことになる

わけであります。 

ここで市長にお尋ねしますが、倒壊したふれあい橋は泗水地区の思い入れと熊本

電鉄の名残が詰まった橋でもあります。この際、いろいろありますけど、あの橋を

撤去していただきたいと、残念でありますけどそういうふうに思っております。そ

の代わりとして地域の住民の便利性を保つためには、合志川橋の架け替えというよ

うなことでお願いするならというふうに思います。上流のほうと下流のほうの両側

に歩道を付けていただいて、もちろん橋の構造ももう二度とこのような水害が起こ

らないように、橋脚を１本にしていただいて川の流れをよくしていただきたいとい

うふうに思います。合志川橋はもちろん県道ですから、まず県に対して早急に架け

替えてもらうように市長自ら頭を下げるって失礼ですけど、頭を下げていただいて

強力に真剣にお願いしていただき、この議会が終わりましたらすぐにでも県のほう

に要望していただきたいと思います。 

そして、県が副市長がおられるから無理とは思いませんけど、無理とか時間がか

かるとかいうならばですね、今、合併特例債があるわけですから、これを使ってで

も架け替えていただいたらどうですかということであります。そういうこともでき

ると思うわけであります。どうですか、市長、被害を受けられた市民の皆さんが枕

を高くして眠れるように、英断をふるってやっていただきたいと思います。どうか

答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 
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○市長（福村三男君） ８月の議会の月例会やまた、先日の森清孝議員への一般質問で

建設部長が説明をいたしましたとおり、ふれあい橋につきましては原形復旧はせず

に、現存の橋は撤去するということにいたします。また、合志川橋につきましては、

ご指摘のとおり橋脚が大変多いということでございますので、橋脚数を減らして両

側に歩道を設置した架け替えを県にご指摘のように要望していくということで説明

をいたしております。またその理由といたしましては、今後気象の変化によります

温暖化がさらに進んでいくということでございまして、本当にかつて経験したこと

のような局地的な豪雨の発生が予測される中におきまして、防災そして減災が対策

を進めなければならない重要であります。そのために流れのよい河川環境を確保す

ることが大変必要で重要であると考えております。特に当該地点は、菰原堰それか

ら合志川、ふれあい橋が近接しておりまして、大きな阻害要因になっているとこの

ように考えられますので、地元の皆さんの意向通りにふれあい橋につきましては撤

去をして、県道橋であります合志川橋につきまして流木が集積しないような橋脚数

の少ない橋に架け替えていただきたい。その際、ご指摘の両側に上流、下流側に歩

道つきの橋をつけていただきたいと、歩道橋をつけていただきたいということを県

に要望していきたいということでございます。 

また、過日災害発生後に県のほうの防災関係委員会がお見えになりましたときも、

そのことについて早期の実現ができますようによろしくお願いしますということで

現場において要望いたしたところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 北田彰君。 

［登壇］ 

○２３番（北田 彰君） 今、市長から詳しく説明がございましたけど、衆議院解散も

近いうちというような言葉が使われております。早急にと近いうちとは大分違うと

思いますが、市長も今回の豪雨におきまして非常に評判を落とされたと。私もずっ

とあそこに１日おりましたけど、朝からずっとおりました。市長さんも副市長さん

も部長さんも来られませんでした。私は泥の中、泥まみれになってですね、自分の

車はさておいて、やっぱり住民の方々のですね、災害のお助けをしたということで

あります。やはりそういうことで市長、支持率が上がる、上がらんはですね、やっ

ぱりそのときに行って、自分のやっぱり思いを伝えていただくとですね、非常に支

持率が上がるわけですから、民主党じゃありませんけど今支持率が下がったと、そ

ういう失礼なこと言うわけじゃございませんけど、やはり住民の人がですね、何を

言っていたかということは、「私たちは市からすれば子どもですよ」と。「親がです

ね、子どもがうぶくれよっとに来んてありますか」と。私はあそこにおりましたか
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ら生の声をずっと聞きました。区長さんはもう区長さんでもうかんかんです。しか

し、そのことは別にしてですね、もう皆さんが本当に泥まみれになってですね、あ

れを１日で片付けられました。すばらしい連携であったと思います。そういうこと

を見ますとですね、先ほど申しましたように、人命の被害がなかったことは幸いだ

と思いますけど、市長の名誉挽回のために、もう一度この橋に取り組むですね、大

体近いうちなのか、早急にやっぱり自分の政治生命でもかけてですね、やろうとい

う気構えはありますかということを最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 本当に想像を絶するような災害が、そして全市域に発生をいた

しておりました。そういった関係でいろんなところに細々したところに顔を出した

り、ご挨拶をし、お見舞いをするということができなかったということは本当に申

し訳ない思いであります。福本一区、二区も区長さんにお会いしてご挨拶申し上げ、

また皆さん方が泥まみれになっておられる中に行きまして、ここは住民でできると、

ここは行政でなければできないのでよろしくお願いしますという現場陳情も受けな

がら、直ちに対応してきたつもりでございますが、また他の地域におきましてはさ

らにまた災害が拡大する可能性もあるということでそちらに回ったところもありま

す。ご理解がなかなかできないところもあろうかと思いますが、余りにも広範囲で

あったということにおいて、一部においてご不満があることもやむを得ないという

ことで私は受けとめてもおりますが、いずれにいたしましても今述べられましたよ

うに、とにかく災害復旧を急いでやらなきゃならないということで、国と県に対し

まして強くまた要請・要望しながら、また行政の菊池市でやるべきものについては

行政としてお願いいたしましたように専決の報告にありますように、多くの災害に

ついて専決処分をさせていただいているということについてご理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、一般質問を終わります。 

   本日の議事日程は全部終了しました。次の会議は９月２１日午前１０時から開き、

議案の採決を行います。 

 本日は、これをもちまして散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時３４分 
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平成２４年第３回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第６号 

 

平成２４年９月２１日（金曜日）午前１０時開議 

 

第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

第２ 議員の派遣について 

第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加議事日程（第６号の追加１） 

第１ 議員提出議案第２号 菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第２ 意見書案第１号  乳幼児医療費助成拡充を求める意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第３ 決議案第２号   ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行訓

練に反対する決議 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第４ 決議案第３号   菊池市議会議員の税滞納疑惑に関する調査に関する決議 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第５ 陳情第４号    泗水町の独立を求める要望書 

 上程・付託 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

日程第２ 議員の派遣について 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

日程第４ 議員提出議案第２号 菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第５ 意見書案第１号 乳幼児医療費助成拡充を求める意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第６ 決議案第２号 ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行訓

練に反対する決議 
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 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第７ 決議案第３号 熊本市議会議員の税滞納疑惑に関する調査に関する決議 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第８ 陳情案第４号 泗水町の独立を求める要望書 

 上程・付託 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２３名） 

                     １番  工 藤 圭一郎 君 

                     ２番  城   典 臣 君 

                     ３番  大 賀 慶 一 君 

                     ４番  岡 﨑 俊 裕 君 

                     ５番  水 上 彰 澄 君 

                     ６番  東   英 俊 君 

                     ７番  東   裕 人 君 

                     ８番  泉 田 栄一朗 君 

                     ９番  森   清 孝 君 

                    １０番  中    繁 君 

                    １１番  樋 口 正 博 君 

                    １２番  二ノ文 伸 元 君 

                    １３番  中 山 繁 雄 君 

                    １４番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １５番  坂 本 昭 信 君 

                    １６番  隈 部 忠 宗 君 

                    １７番  葛 原 勇次郎 君 

                    １８番  木 下 雄 二 君 

                    １９番  坂 井 正 次 君 

                    ２０番  森   隆 博 君 

                    ２１番  山 瀬 義 也 君 

                    ２２番  境   和 則 君 

                    ２３番  北 田   彰 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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説明のため出席した者 

             市     長     福 村 三 男 君 

             副 市 長     永 田 明 紘 君 

             総務企画部長     野 口 祐 成 君 

             市民環境部長     下 田 俊 一 君 

             健康福祉部長     宮 本 誠 一 君 

             経 済 部 長     平 野 國 臣 君 

             建 設 部 長     松 野 浩 一 君 

             総務企画部統括審議員     西 浦 一 義 君 

             七城総合支所長     雲 田 哲 昭 君 

             旭志総合支所長     水 上 菊 也 君 

             泗水総合支所長     松 岡 千 利 君 

             財 政 課 長     小 川 秀 臣 君 

             総務課長兼選挙 
                         藤 本 辰 広 君 
           管理委員会事務局長 

             市 長 公 室 長      坂 康 雄 君 

             教 育 長     倉 原 久 義 君 

             教 育 部 長     原   誠 也 君 

           農業委員会事務局長     中 村 鉄 男 君 
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             議 事 課 長     宮 川 啓 子 さん 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時３４分 開議 

○議長（山瀬義也君） ただいまより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 日程に従いまして、日程第１、去る９月１０日の会議において、

各常任委員会に審査を付託しました議案第７８号から議案第８３号まで、及び議案

第９５号並びに請願第３号、陳情第３号の９案件について、各常任委員長から審査

結果の報告があっておりますので、これを一括して議題とします。 

 ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長、東英俊君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（東 英俊君） おはようございます。総務常任委員会の委員長

報告をいたします。 

本定例会で総務文教常任委員会に付託されました議案は、予算案件１件の１議案

でございます。現地視察を踏まえ慎重に審議いたしましたので、その審議の経過と

結果について報告いたします。 

議案第７８号、平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号）中、当委員会付

託分について申し上げます。今回補正の主なもので、企画費の不動産登記委託料２

１９万４,０００円は、泗水苗畑事業所跡地の分筆登記の委託料で、８月に造成工事

が終了し、確定測量を行うもので、３筆のうち２筆を合筆後分筆するとの説明があ

り、質疑を行いました。委員より、道路部分は面積が確定しなければならないが、

公園と団地部分は行政財産の区分上そういう分け方をするのかとの質疑に対して、

執行部より、道路部分、住宅用地部分、公園の部分と、また同じく開発行為をかけ

ているので開発道路が該当することになるので、その部分を分筆し、区域の確定を

するものであるとの答弁がありました。また、企画費の負担金補助及び交付金２８

万６,０００円は、熊本県が昨年１２月に策定した「政令指定都市誕生後の県内各地

域の将来像」をもとに、県北地域の将来像の実現に向け、玉名・鹿本・菊池の地域
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振興局管内５市６町全てが参加して事業に取り組むもので、具体的には実行委員会

を設立して、航空機、新幹線、高速道路等の一次交通アクセスに対応した県北地域

における二次交通アクセス、三次交通アクセスの調査分析を行うための負担金であ

ります。全体事業としては７６５万５,０００円が予定され、その内の３分の２であ

ります５１０万円を県が負担し、残りの３分の１の２５５万５,０００円を参加する

５市６町で人口割、均等割で算出し負担するとの説明を受け、質疑を行いました。

委員より、将来像を決定するとき、どういう形で決まったのかとの質疑に対して、

執行部より、昨年の１２月に県内の各地域の将来像が決まったが、各地域の首長さ

んの意見を聞いた後策定との答弁がありました。次に、学校管理費の設計管理業務

委託料３７５万円、工事請負費３,７５０万円については、水源・迫水・龍門小学校

が来年４月に菊池北小学校に統合となる中で、特別支援学級において教育を行うこ

とが適当とされる児童が現在１２名みられ、特別支援学級ごとの定員が８名のため、

新たに教室を確保する必要があるとの説明があり、質疑を行いました。委員より、

就学前の子どもが特別支援学級が適当であるとの判断・相談については、どうなっ

ているのかとの質疑に対して、子どもの状況をまずは学校側が調査を行い、医師・

福祉関係者・保健関係者らで構成されている就学指導委員会に諮問をし、教育委員

会で決定しているとの答弁がありました。 

別段、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上、本委員会に付託されました案件の審議の経過と結果についてご報告いたし

ます。議員各位におかれましては、速やかにご賛同いただきますようお願いを申し

上げまして、総務文教常任委員長の報告といたします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、福祉厚生常任委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） おはようございます。報告いたします。 

本定例会において福祉厚生常任委員会に付託されました議案は、予算案件２件、

請願１件、陳情１件の４案件であります。現地調査も踏まえ、２日間慎重審議いた

しましたので、委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

議案第７８号、平成２４年度菊池一般会計補正予算（第４号）について、主なも

のを申し上げます。賦課徴収費、ページは１０２から１０３ページでございます。

節１３委託料４３６万５,０００円は県の緊急雇用対策交付金事業で、土地台帳・家

屋台帳を紙の台帳から電子データとして整備をするものである。節２３償還金利子

及び割引料２００万円は法人市民税の還付金で、予定納税をしていた額が確定申告

で下回ったため、差額を還付するものであるとの説明がありました。 
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次に、環境衛生総務費、１０４、１０５ページです。節１８備品購入費、放射能

測定器１台を購入するもので、福島原発の放射能汚染を心配する方が多い、市でも

独自で測定し、数値を広報紙やホームページで公表するものである。県の数値とも

比較もしたいとの説明がありました。環境対策費節２５積立金管理型最終処分場立

地交付金２,０００万円の増額で、環境整備基金に積み立てるものであるとの説明を

受けました。委員より、管理型最終処分立地交付金は最終的に何億円になるのかと

の質疑に、執行部より、供用開始となった場合に５億円が限度額として交付されま

すと説明がありました。 

次に、消防施設費、１１０、１１１ページです。節１９負担金補助及び交付金の

５４万２,０００円は、旭志川辺消防詰所の倉庫整備に係る補助金である。隣地との

差が４ｍ程度あり、消防活動を行う上で大変危険であるので、フェンスの設置を行

うものである。事業費の４分の３を補助するものとの説明がありました。委員より、

老朽化した消防詰所が多い、実態を調査していただいて整備してほしい、地元負担

が大きいので補助率の上限を上げてほしいとの質疑に、実態を調査して十分対応し

ていきたいと答弁がありました。 

次に、社会福祉総務費、節１７公有財産購入費９万９,０００円は、泗水地域福祉

センターの通路が県の所有地であったため、県から購入するものである。障害者福

祉費、節１３委託料８万円は障害者虐待防止センター事業委託料で、１０月より虐

待者防止法の施行に伴いセンターを設置するようになった。委託先はコミュニティ

ハウス「あした」で１件当たり１万６,０００円である。内訳として５件×１万６,

０００円の８万円の見込みであると説明がありました。生活保護総務費、節３職員

手当等２５５万６,０００円は時間外勤務手当で、生活保護関係業務で今後も時間外

が予想されるため補正するとの説明がありました。委員より時間外で何百万円とな

るのであれば、人員を増やして時間外を減らしてはどうかとの質疑に、執行部より、

職員係にその旨協義しているとの答弁がありました。また、時間外業務の内容はど

のようなものがあるかとの質疑に、日常業務は訪問調査、窓口での対応があり、な

かなか記録する時間がないのが現状であるとの答弁がありました。生括保護者に対

するチェック機能を強化してほしい意見に、執行部より、昨年度から職員１名増で

対応しているとの答弁がありました。また、委員より生活保護の見直しを国が言っ

ているが、菊池市全体でどれくらいの金額が必要なのかとの質疑に、執行部より、

７月末で３２３世帯である。医療費が全体の６割となっているので、医療費の軽減

をどうするかが課題であるとの答弁でありました。節２０扶助費１３６万円は、障

がい者自立支援特別対策事業費であり、法律変更に伴う運営安定化のための扶助費

が予想を上回ったため、県からの補助は４分の３であるとの説明がありました。聴
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覚障がい児補聴器購入費助成事業費の３６万６,０００円は県の新規事業であり、身

体障害者手帳の対象とならない軽度・中度の１８歳未満に対する助成事業であると

の説明がありました。委員より、虐痔防止センターは相談を受けて解決まで図るも

のですか、状況によって連絡をするものなのかとの質疑に、執行部より、相談事業

もあるが、通報や届出により相談や助言などの啓発活動もありますとの答弁でござ

いました。 

次に、高齢者福祉費、節１１需用費３０万円は、菊池老人福祉センターの手すり

取り付けである。オープン後、利用者から意見があったため設置するものであると

説明がありました。節１９負担金補助及び交付金社会福祉整備補助金で、社会福祉

法人が行う施設の整備に対する補助金で、昨年民営化したふじのわ荘とコスモス荘

の分で４９万３,０００円である。ふじのわ荘は多目的トイレがなかったため新たに

設置する。コスモス荘は、洗面所が車椅子の方に適していなかったため設置すると

の説明でありました。節２８繰出金３,５８４万６,０００円は介護保険特別会計へ

の繰出金で、平成２３年度の決算見込みである。決算認定後に介護保険会計から一

般会計へ繰り出すものであるとの説明がありました。委員より、負担金補助及び交

付金ですが、施設は民間になったが民間になる前にある程度金額をかけて整備をし

たが、前もってわかっていなかったのかとの質疑に、執行部より、その時点では十

分にわかっていなかった、調査漏れもあったのではないかと考えるとの答弁であり

ました。譲渡した後と施設整備、修繕等はどんな契約になっているのか、次から次

に補助すると際限がないし、契約ではなくて別の補助制度で支出しているのかとの

質疑に、執行部から、民営化後の整備に関しての契約は存在しないと考える。民営

化後の運営の中でどうしても整備するところができた場合に申請があれば対応した

いとの答弁がありました。 

次に、児童福祉施設費、１０４、１０５ページです。節１報酬４２０万４,０００

円、共済費１５３万４,０００円は、平成２４年度より園児数の増加により非常勤職

員を雇用するもので、特に０歳児、１歳児が増えているとの説明がありました。需

用費、消耗品費と賄材料費及び備品購入費ともに園児数増によるものである。修繕

料については、電子ピアノの修繕料であるとの説明を受けました。委員より報酬の

内訳はどのようになっているかとの質疑に、執行部より、菊之池保育園が１７カ月

分、花房保育園が１３カ月分ですとの答弁でした。また、菊之池保育園は老朽化し

ているので、備品については十分対応してほしいとの質疑に、平成２５年度には大

規模改修を計画しているとの答弁がありました。菊池市全体で園児の数は増えてい

るのかとの質疑に、執行部より、定員１,６８０名に対して９月１日現在入園児が１,

９６６名であるとの説明がありました。委員より、定員より２割増しをどうするの
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か、適正な園の運営ができるのかとの質疑に、執行部より、子どもたちが増えるこ

とはいいことであるが、部屋にゆったりとした保育ができることが望ましい。しか

し、困っている人がいるなら受け入れるべきと考えるとの答弁がありました。 

次に、保健衛生総務費、節４共済費、節７賃金５７万２,０００円は、産前産後育

児休暇のため臨時職員の４カ月分の費用であるとの説明でした。次に、節１３委託

料１,１９５万６,０００円は、今までポリオは生ワクチンであったが本年９月より

不活化ポリオワクチンとなった、集団接種から個別接種となった。より安全性が高

いという説明がありました。節３母子衛生費、２３償還金利子及び割引料の７８万

７,０００円は、妊婦検診料の実績による県への返納金であるとの説明でありました。 

次に、議案第７９号、平成２４年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について申し上げます。歳入の県支出金財政安定化基金支出金交付金の３,７６

７万７,０００円は、介護保険法等の一部を改正する法律により平成２４年度に限り、

介護保険財政安定化基金を取り崩し、その取り崩し額の３分の１に相当する額を市

町村に交付するものです。繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金、事務

費繰入金の３,５８４万６,０００円は、社会保険診療報酬支払基金から交付を受け

た平成２３年度の介護給付金に対し、精算により実際の所要額が下回ったために、

支払基金へ返納する分を一般会計から繰り入れて返納するものであるとの説明であ

りました。歳出の基金積立金介護給付費準備基金積立金、積立金の３,７６７万８,

０００円は、財政安定化基金の取り崩しに伴う交付金を介護給付費積立金へ積み立

てるものである。諸支出金の償還金及び還付加算金償還金利子及び割引料の３,５８

０万５,０００円は、一般会計から繰り入れた分を支払基金へ返納するもので、支払

基金への返納期限が９月末であり、今回補正をするものとの説明がありました。委

員より、介護保険事業について市民に対する啓発が行きわたっていないとの質疑に、

執行部から、市の広報紙やホームページ等で十分周知を図っていきたいとの答弁が

ありました。 

次に、請願第３号でございます。ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県

内低空飛行訓練に反対する決議を求める請願について申し上げます。 

紹介議員より、構造的欠陥を持つオスプレイが日本に配備されると、低空飛行訓

練に菊池市の上空を含めたイエロールートが設定されている。住民の命と安全を守

るため決議を上げるべき、市長も市民の安全が保障されていないと表明された。ぜ

ひ議会として決議を上げていきたいとの説明がありました。 

次に、陳情第３号、熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充すること

を求める意見書提出に関する陳情について申し上げます。委員より、菊池市の状況

はどうなっているのかとの質疑があり、執行部から、本市は中学３年生まで助成し
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ている。県内ではトップクラスとなっている。現在、県の補助金は３歳まで２分の

１の助成を受けている。この陳情は、県に対して就学前までお願いするという内容

ですとの説明がありました。また、拡充された場合は、本市にはどういうメリット

があるのかとの質疑に、県からの補助金が今までの２倍程度になるとの説明があり

ました。 

以上、慎重審議いたしました結果、当委員会に付託されました議案第７８号、平

成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号）及び議案第７９号菊池市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）については討論もなく、採決の結果、全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

討論がありました請願第３号、ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内

低空飛行訓練に反対する請願について申し上げます。現在、日中・日韓が緊迫した

状況である。また、日米協定の中で低空飛行はしないと確認され合意もされている。

この間題は国の防衛の問題であり、市議会が言うべきものではないとの反対討論が

ありました。－方、菊池市民の命と安全を守る立場から、配備反対、訓練反対で決

議を上げるべきであるとの賛成討論がありました。 

採決の結果、賛成多数で原案のとおり採択すべきものと決しました。 

次に、陳情第３号、熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充すること

を求める意見書提出に関する陳情について申し上げます。 

反対討論では、県の施策の一つであろうと考える。県の判断に任せたいという意

見がありました。また一方、賛成討論では、県内の子ども医療費は市町村任せにな

っていて、子どもの医療費拡充が急がれる。県が助成を拡大したら、市町村の財政

負担が軽減され、さらなる子育て支援策の充実を図ることができるとの意見があり

ました。 

採決の結果、賛成多数で原案のとおり採択すべきものと決しました。 

また、総括質疑の中で、福祉厚生常任委員会の全員の意見として、今回の九州北

部豪雨災害を受け、反省を踏まえて防災、消防、交通関係部署は総務企画部に所管

替えをお願いしたい。執行部に検討をお願いするものでありますということでござ

います。 

以上、本委員会に付託されました審議の経過と結果についてご報告いたします。

議員各位におかれましては、速やかに賛同賜りますようお願い申し上げ、福祉厚生

常任委員長報告といたします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、経済建設常任委員長、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○経済建設常任委員長（泉田栄一朗君） おはようございます。経済建設常任委員会委
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員長報告をさせていただきます。 

経済建設常任委員会に付託されました案件は、予算案５件、議決案件１件です。

現地調査も踏まえ慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過並びに

結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第７８号、平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号）中付託分

について申し上げます。その主なものは、災害復旧費の中の農地等災害復旧費２億

６,２５９万５,０００円について、工事請負費２億５,１７９万５,０００円では、

国庫補助災害復旧工事として７月の豪雨により被災した堰５カ所、農地６０カ所、

農業施設４０カ所の工事請負費であり、菊池台地地区災害復旧工事負担金１,０８０

万円では、高柳四季の里線の国営管・県営管の復旧工事１億４,４００万円に対する

７.５％の市の負担金であるとの説明を受け、質疑を行いました。農地等災害復旧費

については、地元分担金が５,９９５万９,０００円とかなり負担が大きいが、激甚

指定であれば国が９０％程度補助するのではないかとの質疑があり、確かに激甚災

害の指定を受けることになっているが、予算では基本補助に加えて、被害により個

人負担が多くなる場合の補助額を増額する計算式で申請をするものである。最終的

な査定額が決まり、激甚指定で再計算をすれば９０％近くの補助になると思われる

ので、精算の段階では相当額が減額になるとの答弁がありました。 

商工費の中の商品券発行支援事業補助金１４５万７,０００円については、菊池市

商工会が行う市内共通の商品券発行を支援し、市外に流出する消費活動を市内に囲

い込むとともに、潜在需要の呼び起こしや地産地消を促進させることのほか、地域

経済の活性化を推進することを目的とし、商品券発行に係る対象経費の２分の１位

内を補助するものであるとの説明があり、地域経済活力創出事業補助金１,０１０万

円については、長引く経済不況が続く中、本市における新たな経済活力を創出し、

地域経済の活性化を推進するための事業である。住宅及び店舗のリフォームまたは

新築工事を行う方に対し、その経費により算定した額を商工会が発行する商品券に

より補助するものであり、投入額に対し１６.８倍の経済効果を見込んでいるとの説

明を受け、質疑を行いました。共通商品券をもらわれる方、補助を受けられる方に

とって使い勝手を考え、市内の全店舗で使えないといけないのではとの質疑に対し

て、商工会と打ち合わせをし、市でもＰＲをしてなるべく多くの商業者に加入して

もらい、市内全域で流通ができる体制をとっていきたい。また、もらわれる方も最

初は戸惑われるかもしれませんが、市内で使っていただきたいとの説明をし、ご理

解をお願いしながら進めたいとの答弁がありました。また、小規模店舗の換金シス

テムが確立しないと事業全体がうまくいかないため、そこは十分考えてほしいとの

意見がありました。 
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次に、土木費の中の公園費の工事請負費１１６万２,０００円については、切明の

ポケットパークで子どもたちがはしゃいで道路に飛び出す場面が見られたという市

民からの指摘があり、現地確認したところ、子どもたちの利用が多く事故の可能性

も否めないため、そこに防護柵を設置するものであるとの説明を受け、質疑を行い

ました。防護柵はどのような柵になるのかとの質疑に対して、鉄鋼造で手すり程度

のものを考えている。これはアートポリスで取り組んでいるため、普通のフェンス

というわけにはいかず、設計事務所と協議しているとの答弁がありました。 

次に、議案第８０号、平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）の主なものは、事業費の中の償還金利子及び割引料２１１万３,０００円につ

いては、浄水センター改築に伴うスクラップ（有価物）の売却が発生しており、こ

れは２分の１が国庫補助金分であり、返納対象となっている。当初、交付金事業に

その補助金分を単独費扱いとし返還処理する予定であったが、県より通知があり、

交付決定額全額を受領しているため相殺扱いは認められず、返納しなければならな

くなったものと説明を受け、特に質疑はありませんでした。 

次に、議案第８１号、平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）の主なもので、事業費の工事請負費３００万円は、公共汚水ま

す設置申請が多く増額するものとの説明を受け、特に質疑はありませんでした。 

議案第８２号、平成２４年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第

２号）の主なもので、事業費の公課費４１万３,０００円は消費税確定によるものと

の説明を受け、特に質疑はありませんでした。 

議案第８３号、平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

の主なもので、事業費の中の需用費２７８万２,０００円は七城北部浄化センターの

ポンプ修理等であるとの説明を受け、特に質疑はありませんでした。 

次に、議案第９５号、市道路線の認定については、本線は市道塚原原線の一部区

間を補足する路線として認定するものとの説明を受け、特に質疑はありませんでし

た。 

以上、現地調査を踏まえ慎重審議しました結果、当委員会に付託されました議案

第７８号を除く議案第８０号から議案第８３号及び議案第９５号については、別段

討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

討論がありました議案第７８号につきましては、商工業振興費はもう少し中身を

煮詰めて予算を上げてほしいという思いで、この部分がどうしても納得できないと

の反対討論と、地域経済活力創出事業補助金及び商品券発行支援事業補助金につい

ては、商工会が事業主体となって地域活力を引き出すということで商品券の発行を
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され、地域の内需を刺激する策であり、十分地域の商工業について商工会各支部が

協議を重ねられてこれを行うということについては、非常にいいことだと思うとの

賛成討論があり、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりご賛同いただきますようお

願いを申し上げまして、経済建設常任委員長の報告をさせていただきます。 

以上で終わります。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、委員長報告を終わります。 

 ただいまの各常任委員長の報告に対して、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから、議案・請願・陳情９案件について討論を行います。討論はありません

か。まず、反対の発言を許します。 

大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 私は、請願第３号、ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊

本県内低空飛行訓練に反対する決議を求める請願について反対討論をさせていただ

きます。オスプレイの配備・飛行に不安視される気持ちは十分理解できますが、先

日政府はオスプレイの運用の安全は十分に確認されたとの宣言がなされました。安

全宣言の危険を考える根拠は見いだし得ない。地域住民の安全に最大限の配慮がな

されるとの前提に立って飛行運用を開始されると結論が出ております。また、通常

は米軍に適用されない航空法の安全高度１５０ｍ以上を厳守され、原発や史跡、人

口密集地上空は回避するということが決定されております。また、本市上空で設定

されておりますイエロールートにつきましては、本市北東部の山間地を一部通過す

るルートでございまして、ほぼ住宅地の上空は通過しないルートでございます。今、

我が国は中国や韓国との領土問題が非常に不安な時期でございます。ましてや、中

国では開戦論まで飛び出していると言われております。このような時期に、日本の

安全は誰が守るのでしょうか。現状では、我が国の安全は日米間の揺るぎない友好

関係での日米安全保障条約の下での抑止力が最も重要なことであると思います。ま

た、非常に機能的にも優れたこのオスプレイは、他国からの我が国への侵略に対す

る抑止力でもあります。 

そこで、今しばらくの状況を見極めることが必要ではないでしょうか。 

このようなことから、私はこの請願第３号に反対するものでございます。 

○議長（山瀬義也君） ただいま請願第３号に対する反対討論がありましたので、請願
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第３号に対する賛成者の発言を許します。 

怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１４番（怒留湯健蓉さん） 誠に大賀さんに申し訳ございませんが、私は請願第３号、

ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行訓練に反対する決議の請

願に賛成する者として討論を行います。 

ただいまいろいろお話がございましたが、少し市民の立場で経緯を整理してみま

すと、アメリカ海軍省と海兵隊は、今年の４月、ＭＶ２２航空機の海兵隊普天間基

地への配備と日本での運用に関する環境報告書を作成しました。報告書を入手した

防衛省は、それを６月１３日に沖縄県へ提出しました。また、アメリカ政府は６月

２９日、日本政府に対してオスプレイ配備の接受国通報を行いました。日本政府の

発表によれば、またマスコミ報道でも明らかでしたが、オスプレイの第一陣１２機

は、７月２３日予定よりも早く山口県岩国市の岩国基地に到着し、搬入が強行され

ました。その後、岩国基地から沖縄宜野湾市の普天間基地に移動し、１０月には本

格的な運用が開始される見通しです。今朝もラジオの報道でもそのように安全は確

保されたように報告をされておりましたが、アメリカの報告書によれば、オスプレ

イの運用開始後１カ月に２、３日、２機から６機の分遣隊を山口県の海兵隊岩国基

地などに派遣して訓練を行うとしています。この訓練には、全国の６ルートでの低

空飛行が含まれています。低空飛行というのは、アメリカ軍の航空機が行う爆撃訓

練です。ルート下にある学校や病院、発電者やダムなどを仮想の攻撃目標として、

レーダーに捕捉されないように高度を１５０ｍで進入するというふうにされている

わけです。日本の航空法の施行規則では、航空機の最低安全高度を一つに、人また

は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離６

００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端、上の端から３００ｍの高度としており、

２つ目に人または家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上または水上

の人または物件から１５０ｍ以上の距離をもって飛行することのできる高度として

います。公共施設を目標にして、地上１５０ｍで進入する低空飛行訓練は、明らか

に国内法に違反するものです。過去には、低空飛行訓練による墜落事故や飛行の衝

撃波によって民家のガラスが割れる、土蔵が倒壊するなどの事故が起きています。

また、低空飛行による騒音も問題になっていますし、本市においては過去に、現に

菊池渓谷上空で低空飛行が目撃された報告もあるようです。オスプレイは、開発段

階で４回、部隊配備後も３回の墜落事故を起こして、少なくとも３６人が死亡して

いると言われています。アメリカ政府は、オスプレイの機体に不都合はないと発表

していますが、また日本政府もそれを支持する立場ですが、墜落が相次いでいる事
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実を否定することはできません。１５０ｍをクリアした飛行を保障すると最近のニ

ュースで言っていますが、これは１６０ｍであっても危険度は変わらないと思われ

ます。今回の６ルートは、今さら言うまでもありませんが、青森、岩手、宮城、福

島を結ぶグリーンルート、青森、秋田、山形を結ぶピンクルート、山形、福島、群

馬、新潟、長野、岐阜を結ぶブルールート、和歌山、徳島、高知、愛媛を結ぶオレ

ンジルート、大分、福岡、熊本、宮崎を結ぶイエロールート、それから沖縄諸島、

奄美群島、薩南諸島を結ぶパープルルートを指していますが、その中のイエロール

ートの下に本市は位置しているというわけです。 

このように、日本中に張り巡らされた低空飛行訓練ルートそのものが問題ですが、

とりわけ当該ルート下の県知事や市町村長は反対と異議申し立ての方向を明らかに

しています。先般、福村市長も本議会において住民の安全を確保するために高度の

懸念を表明され、県や関係市町村と連携して反対の方針を表明されました。我々の

議会においても、この際、行政と歩調を合わせ、また９月９日、１０万人を超える

人々がオスプレイ配備撤回を求めて行われた沖縄県民大会の思いを致し、住民の安

全を脅かすいかなる自体も排除する意思を明らかにすべきだと思います。 

よって、本請願の趣旨に心の耳を傾け、イエロールート下の市議会として全会一

致で採択すべきだと考え、その意思を表明して賛成討論といたします。 

○議長（山瀬義也君） 請願第３号について、ほかに討論はありませんか。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） おはようございます。請願第３号について、賛成討論を行いま

す。 

ただいまの怒留湯議員の賛成討論に重ならないように討論したいと思います。 

このオスプレイは、アメリカ国内では下院監視政府改革委員会でも構造的欠陥が

指摘をされ、ニューメキシコやハワイなどでオスプレイの配備見直しや訓練中止が

相次いでいます。アメリカ国内で飛べない欠陥機オスプレイが日本に配備をされ、

この菊池市上空を含めたイエロールートで低空飛行訓練をする。その直下の自治体

の議会として、住民の命と安全を守る立場から配備反対、低空飛行訓練反対の声を

上げるのは、私は当然だと考えます。政府は先日、オスプレイの安全宣言を行いま

したが、日米合同委員会でオスプレイの構造的欠陥を認めながら打ち出した安全宣

言に、住民の不安を払拭する保障は何もありません。低空飛行訓練も日米合意が１

５０ｍ以上飛ぶとする一方で、その高度を下回る飛行をせざるを得ないこともある

と述べているように、安全宣言を鵜呑みにはできないわけです。この問題は、先ほ

どもありましたが、安全保障条約や防衛などに対する立場や考えの違いを越えて、
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住民の安全・命を守るという一点で全国で声が上がっています。この菊池市では、

９月１０日に福村市長が市民の安全が保障されていないとして反対を表明し、良識

を示されました。議会も安全保障条約や防衛などに対する考え、立場の違いを越え

て、市民の安全・命を守るという一点で良識を示すべきだと考えています。 

以上を述べて、請願に賛成討論をし、皆さんの賛同をいただきたく申し上げて討

論を終わります。 

○議長（山瀬義也君） 請願第３号について、ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで請願第３号に対する討論を終わります。 

ほかに討論はありませんか。 

工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１番（工藤圭一郎君） こんにちは。私は、議案第７８号、平成２４年度菊池市一般

会計補正予算（第４号）に反対の立場で討論したいと思います。 

この中の商工業振興費、商品券のことなんですけど、この商品券、委員会でも十

分議論はしました。ただ、私、行政の税金の使い道をチェックする立場として、ど

うしても納得いかず、この思いで反対討論をしたいと思います。 

まず、商品券、これはとにかく使い勝手がよくないともらわれた方が、何だこれ

はというような話になります。その使い勝手というのが、とにかく１店舗でも多い

参加店舗を増やすこと、ただ地域振興券のときもありましたけど、換金のシステム

がスムーズにいかないとなかなか中小企業も参加できないんですよね。そのことが、

どうしてもネックになってきます。今回、行政執行部にもお話を聞きましたけど、

なかなかその中身について議論が煮詰まっていないというふうに私は判断しました。

商工会に委託するんだからというようなお話ですけど、実際、予算を計上する以上

はですね、きちっと中身を詰めて予算として上げていただきたい、そういう思いで

おります。 

この商品券が建築部門、新築リフォームというようなところで使われるという、

それは大いに結構だろうと思います。ただもう一方、商品券を一般にも出すという

話になると、それは別じゃないかなというふうに思うんです。そこをやっぱりきち

っと区分けして、建築部門の底上げ、発展を補うことであれば十分理解できますけ

ど、一般の商品券としては中身が煮詰まっていない以上はですね、結局消費者から

もそういうようなお話、商工会は一体どういう計画をしているんだというようなこ

とになりかねない、そういう思いでおります。やっぱりこういう予算の上げ方は、

民間ではとても通用しないんじゃないかなと私は思います。きちっと中身を精査し
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て、目的をしっかりもって、本当に消費者が喜ぶ商品券をつくっていただきたいと

いう思いで、反対討論とします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、議案第７８号の賛成者の発言を許します。 

東英俊君。 

［登壇］ 

○６番（東 英俊君） 私は、ただいま反対討論がありました議案第７８号、平成２４

年度菊池市一般会計補正予算（第４号）の商工業振興費に賛成の立場を表明し、討

論を行いたいと思います。 

今回の補正額１,３６９万円は、主に市内共通商品券発行支援事業に関するもので

あり、これはあくまでも構想の段階でありますが、市内共通の商品券を発行し、市

外に流出する消費活動を市で囲い込み、内需の呼び起こしや地産地消の促進により、

商工業者の所得の向上、地域の経済の活性化を推進する事業の内容となっておりま

す。そして、市内共通商品券の活用案も、贈答用、店舗の割引、イベント商品及び

特筆すべきは地域経済活力創出事業や後継者育成対策助成金等の市単独補助や費用

弁償など、市支出金のお金も商品券に転換するといった点であります。これらのこ

とからも、過去に発行をされ、１割のプレミアのついた地域振興券とは質の違う全

くの別物であるということは言うまでもありません。また、地域経済活力創出事業

補助金として１,０１０万円の予算計上がされておりますが、この事業に関しては、

住宅、店舗のリフォーム、新築に際し、工事費の補助を行うもので、本市において

毎年１００件から超す新築工事があることから推察しても、市内の住宅関連の業者

の活性化が図られることはもちろんのこと、その補助金が商品券による交付となれ

ば、おのずと予算計上された１,０１０万円は市域内での消費に回ることとなります。

商工業振興が叫ばれる今日、このような事業の創出は市の活性化に大きく寄与する

ものであるということを理由に、私は本議案に対する賛成の討論といたします。 

○議長（山瀬義也君） 議案第７８号に対して、ほかに討論はありませんか。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 議案第７８号、平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号）

について、商品券の問題で議論がありますので、その部分を上げて賛成討論を行い

たいと思います。 

この商品券発行事業は、過去２回行われた一般向け地域振興券とは性格の違う事

業、緊急経済対策として打ち出された地域経済活力創出事業に関連した事業であり

ます。商工業者向けの政策であります。この住宅リフォーム助成の助成部分を商品

券で助成するというものであって、商品券支給対象が一般市民向けでなく限定され
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る政策であります。これは、あくまで緊急経済対策、地域の仕事起こしの事業であ

って、上程前の質疑で執行部が答弁されましたが、その経済効果も１６.８倍と試算

をされている。そして、執行部自らが緊急経済対策として効果ありとして打ち出さ

れた施策であります。私はこの住宅リフォーム助成の制度については、地域の仕事

起こしの有効打となり得ると考えていますし、またこれまでこの制度を求めてきた

経過もありますので、この制度と、それに関連をした商品券事業についても、賛成

の立場であることを述べて、討論を終わります。 

○議長（山瀬義也君） 議案第７８号に対して、ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで議案第７８号に対する討論を終わります。 

ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで、討論終わります。 

これより、議案第７８号から議案第８３号まで、及び議案第９５号並びに請願第

３号、陳情第３号について採決します。ただいま討論がありました議案第７８号、

請願第３号を除き、一括採決します。 

お諮りします。議案第７９号から議案第８３号まで、及び議案第９５号並びに陳

情第３号の７案件については、各常任委員長の報告は原案のとおり可決、採択です。

各常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、以上７案件については、各常任

委員長の報告のとおり可決・採択することに決定しました。 

次に、討論がありました議案第７８号、請願第３号については、起立により採決

します。 

お諮りします。議案第７８号について、原案のとおり可決することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、議案第７８号は、可決することに決定

しました。 

次に、お諮りします。請願第３号について、採択することに賛成の方は起立願い

します。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、請願第３号は、採択することに決定し

ました。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第２ 議員の派遣について 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第２、議員の派遣についてを議題とします。議員派

遣については、会議規則第１６０条の規定により、お手元に配付しているとおりで

す。 

番号 派遣目的 派遣場所 期 日 派遣議員 

１ 
第２１回全国市町村 

交流レガッタ豊岡大会 
兵庫県豊岡市

平成２４年９月２８日

～３０日 

大賀 慶一 

岡﨑 俊裕 

東  英 俊 

樋口 正博 

二ノ文伸元 

中山 繁雄 

議員派遣については、原案のとおり派遣することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣については、原案のと

おり派遣することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第３、委員会の閉会中の継続審査並びに調査につい

てを議題とします。 

 総務文教常任委員会 

１ 一般行財政、企画開発、地域振興、情報処理、教育等に関する諸問題の調査

について 

 福祉厚生常任委員会 

  １ 国保税、福祉、環境、健康管理等に関する諸問題の調査について 

 経済建設常任委員会 

１ 農政、林業、商工振興、観光開発、土木、都市計画、公共下水道、水道等に

関する諸問題の調査について 

 議会運営委員会 

  １ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

 議会広報特別委員会 

  １ 議会広報に関すること 

 企業誘致促進特別委員会 

  １ 企業誘致に関すること 

 決算特別委員会 

  １ 平成２３年度決算認定に関すること 
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 議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査並びに調査申し出の一覧表のとおり申し出があ

っております。 

 お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長及び各常任

委員長並びに特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とす

ることに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第１ 議員提出議案第２号 菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第１、議員提出議案第２号を議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 議員提出議案第２号、菊池市政治倫理条例の一部を改正する条

例の制定について。上記議案を地方自治法第１１２条及び菊池市議会会議規則第１

４条第１項の規定により提出をします。この提案の理由としては、議員及び市長等

について、市が賦課する税等の納税状況を記載した証明書の提出を義務づけて、そ

の要旨を公表するものであります。これが本案を提出する理由であります。 

条文につきましては、お手元の資料、次のページにありますのでご覧いただきた

いと思います。 

○議長（山瀬義也君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

議員提出議案第２号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより採決します。お諮りします。議案提出議案第２号については、原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議員提出議案第２号は、原案の

とおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第２ 意見書案第１号 乳幼児医療費助成拡充を求める意見書 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第２、意見書案第１号を議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

大賀慶一君。 

［登壇］ 

○３番（大賀慶一君） 意見書案第１号、熊本県子ども医療費完全無料化を就学前まで

拡充することを求める意見書の提出についてを行います。 

上記の意見書案別紙のとおり、菊池市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提案いたします。提案理由の説明でございますが、熊本県の乳幼児医療費補助対象

は、現在４歳未満で全国最下位である。一方で、地方自治体は苦しい財政の中で努

力しております。年々医療費助成枠を広げており、平成２３年には中学３年生まで

の医療費無料化を実施している自治体は３７％となっている。同じ熊本県で子育て

をしながら受けるサービス格差が生じている。遅れている子ども医療費助成を早急

に拡充する必要があるため。 

以上、提案理由の説明といたします。 

意見書につきましては、次のページに記載されておりますので参照ください。 

○議長（山瀬義也君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

意見書案第１号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付

託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

樋口正博君。 
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［登壇］ 

○１１番（樋口正博君） 乳幼児の医療費助成拡大を求める意見書について、反対の討

論をさせていただきます。 

この中身については、私は非常におっしゃるとおりだというふうに考えておりま

す。ただ、基本的にこの提出先が熊本県知事蒲島郁夫あてであるという点でありま

す。県の助成によってスタートがなされた制度ではありますが、それぞれの４７都

道府県の財政的な体力はばらばらであり、子ども手当等の支給をするのであれば、

根本的な解決をするためには、この意見書は国に対して提出すべきものという観点

に立って、反対の討論とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） ほかに討論はありませんか。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 今、樋口議員が反対討論されましたので、賛成の討論を行いま

す。 

この意見書、今、提案でもありましたが、全県的に子どもの医療費無料化の拡大

が広がっています。１４市では阿蘇市、それから菊池市が中３まで、小学校６年生

まで助成している市が４市、小学校３年生まで助成している市が４市、小学校入学

前まで助成している市が４市という状況であります。こうした現在の子どもの医療

費への助成は、基本的に市町村任せになっていて、県としての助成拡充が急がれて

いますが、ここにもありますように、熊本県の乳幼児医療費助成は現在４歳未満、

全国最下位という水準であります。ここで、県が引き上げをする、助成を拡大すれ

ば、それだけ市町村の子どもの医療費への財政負担が軽減され、行政としてはさら

なる子育て支援策の充実を図ることもできるわけです。また、行政としては、既に

１４市で乳幼児医療費の就学前までの拡大について県に要望をしています。議会と

しても、これを後押しする必要があると考えます。よって、この意見書は採択され

るべきであると考え、討論とします。 

○議長（山瀬義也君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで討論を終わります。 

意見書案第１号は討論がありましたので、起立により採決します。 

お諮りします。意見書案第１号については、原案のとおり可決することに賛成の

方は起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、意見書案第１号は、原案のとおり可決
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することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第３ 決議案第２号 ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低

空飛行訓練に反対する決議 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第３、決議案第２号を議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 決議案第２号、ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県

内低空飛行訓練に反対する決議。 

上記の決議案を別紙のとおり菊池市議会会議規則第１４条第１項の規定により提

出をします。その理由といたしましては、現在配備が計画されているＭＶ２２オス

プレイについては、これまで数回の墜落事故が発生し、死者も多数出しているもの

であり、安全性に対する懸念が残る。墜落の危険性が強い軍用機であります。その

低空飛行訓練が行われるルートに菊池市も含まれており、菊池市民の命と安全を守

る責務があるため提出をします。決議文については、次のページに記載のとおりで

あります。 

○議長（山瀬義也君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

決議案第２号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより採決します。お諮りします。決議案第２号については、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、決議案第２号は、原案のとおり

可決することに決定しました。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第４ 決議案第３号 菊池市議会議員の税滞納疑惑に関する調査に関する

決議 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第４、決議案第３号を議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 決議案第３号、菊池市議会議員の税滞納疑惑に関する調査に

関する決議。上記の決議案を別紙のとおり菊池市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出をいたします。 

提案理由の説明としまして、先ほど議員提出議案第２号において、政治倫理の中

に議会議員の未納のない証明書の提出ということでありますが、これは当然のこと

であろうというふうに思います。まずは菊池市議会議員の税滞納のある、なし、有

無と不納欠損に至る５年間の調査を強く求めるべきであり、まずは議員の滞納疑惑

を真相究明する実態であるという考えであります。調査に関する決議といたしまし

ては、調査事項として、本議会は地方自治法第１００条の規定により、次の事項に

ついて調査するものとすると。（１）として、菊池市議会議員の税滞納疑惑に関し、

不納欠損に至る５年間の調査に関する事項及び延滞金の納付に関する事項、あと特

別委員会の設置、調査権限、調査期限、調査経費というのは、記載のとおりであり

ます。 

以上、議員各位におかれまして、自らを示し、検証するために、速やかに賛同を

賜りますようによろしくお願いを申し上げ、私の提案理由の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 提出者の森隆博議員にお尋ねをします。 

まず初めにですね、仮にこの１００条委員会が設置をされると、決議をされると

して、議員の税情報を調査する根拠となる法律や条文は何なのか、まず初めにお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 東議員にお答えしたいと思いますが、まずは報道関係のほう

からもそういった市のほうに調査依頼といいますか、開示、その税の滞納に対して

の開示請求というのが提出されておったと思います。そういったことから、やはり
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議員自らですね、やはりピシャッとした示しをして検証をすべきであるというふう

に考えております。 

以上です。 

○７番（東 裕人君） 開示請求のほうではなくて、その税情報をこれから調査される

わけですけれども、それを調査する際の根拠となる法令とか、条文とか何なのか。 

○２０番（森 隆博君） ですから、特別委員会の１００条の設置をもって調査をした

いということです。 

○７番（東 裕人君） １００条の問題は１００条設置の条文でしょう、地方自治法１

００条の。に基づいて設置をされる。それではなくて、調査をする際に根拠とする

法律がなければ調査できないわけだから、その根拠となる法律は何なのか、ちょっ

と聞かせてもらおうかなと思って質疑をしました。 

○２０番（森 隆博君） 根拠となる法律はないわけでしょう。ですから、やはり議員

の特権といいますか、議員の明答といいますか、その１００条をもって調査をした

い、心を持ってやっていきたいということです。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 仮に１００条委員会が設置をされたとして、じゃあいざ議員の

税情報を調べようとなったときに、調べる根拠となる法律はないというふうな答弁

だったと思います。 

そこで次にお聞きしますけど、先ほど森隆博議員も言われましたように、政治倫

理条例の一部改正条例が全会一致が可決をされました。これは、過去・現在・将来

において法律上、職業によって名寄せをして、税情報を明らかにすることができな

い中で、今後の問題として議員自ら明らかにしようじゃないかという趣旨の条例で

あって、それは６月の１００条委員会の到達を踏まえたものであります。そこで提

出者の森議員にお伺いしますけど、今後の問題ではなくて、過去の議員の納税状況

にこだわる理由について、ちょっとお尋ねをしたいと思います。もうちょっとわか

りやすく言うと、なぜ１００条委員会を設置してまでそうした議員の過去の納税状

況に、調査に固執をするのか、ちょっと疑問があるのでお尋ねをします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 東議員にお答えしたいと思います。 

根拠ということでお尋ねだろうと思いますが、根拠としましては３月の定例会に

おきまして、中議員の一般質問の中にも、言葉の中にもありますように、泗水を

よくする会のほうから、発端からそういった税の滞納の問題が発覚したというよう
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なことで、それを、そういった職員が漏らしたというようなことから起きたと思い

ます。ですから、やはりそういった問題をあやふやにしていくわけにはいかないと。

やはり議員は自らきちっと正すべきことは正していく。私が言いたいのは、確かに

その未納のない証明を今後出していくということに対してはですね、これは妥当な

ことだろうと思いますけれども、やはり今までのことをあやふやにしてですね、そ

ういった方向性じゃなくて、自ら議会のほうで正していきたいという思いで、この

１００条委員会の決議をお願いしているわけであります。 

以上です。 

○議長（山瀬義也君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） ちょっと今の答弁でよくわからなかったので、再度お聞きしま

す。 

ご存じのように、６月議会の１００条調査特別委員会の報告では、地方公務員の

情報漏洩守秘義務違反についての確証はなかったと、確証は得られなかったという

ふうに報告をしたと思います。それも含めて、質疑応答も踏まえて、この１００条

委員会の調査報告は全会一致で異議なしとされた。ところが、今回提出をされて、

今の答弁も聞いて、あたかも滞納議員の存在の確証を持っているかのようなことを

言われると、なかなかその６月議会の到達点をちょっと理解されていないんじゃな

いかなというふうに受け止めました。そうすると、妙な具合にいろんな疑念が再燃

しかねないと、それではよろしくないと私は思っていますので、再度お聞きします

けど、１回目、２回目の質疑を踏まえてお聞きしますが、結局を何をしたいが故に、

１回目の答弁でありましたけど、何をしたいが故に法の根拠も示せない調査をしよ

うとしているのか、その意図は何なのか、再度お答えいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 東議員にお答えいたします。 

６月から特別委員会をつくられまして、到達点として執行部のほうに２点ほどの

指摘があったと思います。それから３カ月経ちまして、どういった進捗状況で今取

り組んでおられるかということで今回の一般質問を行いましたが、今のところ何も

ないというようなことでもありますし、やはりこのままでは、やはりいろんな点か

ら考えて、もうやはり疑惑があるならばですね、あるか、なしか、ピシャッとした

ところを示すというのは、今後の議員としての姿勢じゃなかろうかということで思

っております。 

○議長（山瀬義也君） ほかに質疑はありませんか。 
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中 繁君 

［登壇］ 

○１０番（中 繁君） 森隆博議員にお尋ねをいたします。 

あなたは、議会代表の監査委員もされた経験者でもあります。そして、６月議会

においてはですね、たしか大賀議員の質問に市長が答えられとる。一切ないという

ことを聞いておられる。そしてですね、税法上の中にもですね、何人たりともです

ね、この税情報をほかにもらしてはならない、これは罰金刑まで付けてですね、厳

しく規定してある。あなたはそれをよくご存じだろうと思います。そして今、東議

員の質疑の中にもあったようにですね、法の規定も根拠もないのにですよ、それを

なぜ議員の過去をほじくって、何するつもりなのか。人間誰しも過去はありますよ。

あなたもそうでしょうが。だから、過去をほじくって何をするのか、目的と理由を

教えてください。目的と理由。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２０番（森 隆博君） 中議員にお答えいたします。 

目的と理由を示せということでありますが、確かに特別委員会の委員長報告の中

にもありましたが、職員の漏洩問題に対しまして調査した結果、職員の１３名の方

が内容は知っとったという項目がありましたね。そういうようなこともありますし、

やはり職員が漏らした問題じゃなくてですね、そういった観点から、やはり議員自

らぴしっと示していく菊池市議会でなからにゃいかんという思いでおりますので、

その点を十分ご理解いただきたいと思います。 

目的ははっきりしております。明らかにしたい、するべきだということです。し

ないほうがいいですか。 

○議長（山瀬義也君） 中 繁君 

［登壇］ 

○１０番（中 繁君） お聞きのとおりです、議長。もう何回これ議論してもですね、

平行線。行き当たりばったりで何もならんけんですね、これで終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで質疑を終わります。 

決議案第３号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに
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決定しました。 

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

まず、原案に反対の発言を許します。 

東裕人君。 

［登壇］ 

○７番（東 裕人君） 反対討論を行います。 

先ほど質疑をしましたが、根拠となる法令も示せない調査、その意図も不明確で

あります。このような１００条特別委員会は、設置する意味がありません。よって、

反対します。 

○議長（山瀬義也君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

森清孝君。 

［登壇］ 

○９番（森 清孝君） 私は、賛成の立場で私の考えを述べたいと思います。 

議会の仕事を一言で述べるとするならば、市民から預かりました税金をどう使う

かと、それを審議するのが仕事であると、このように思います。今まで調査委員会

等もつくられまして、守秘義務ということを中心に審議されてまいりました。しか

し、その過程において、市民の注目は、議員の税に対する考え方、あるいは滞納が

あるのか、ないのかというふうなことについて、非常に関心が強まったと、このよ

うに思っております。税が市政の根幹である以上、それについては私どもは真剣に

取り組まなくてはならないと、このように思います。地方税法、あるいはそれに基

づきまして税条例というのが事細かく取り定められております。読んでみますと、

本当にこんなに決めてあるのかというぐらいに条例はなされております、決められ

ております。ですから、今お話がありましたように、過去において税の延滞、滞納

というのは、それぞれ身に覚えのあることであろうと思います。私も延滞をしたこ

ともございますし、延滞金を払ったこともございます。問題は、そういうことが起

こった場合に、その条例に則って適切に処置をしてあるのかどうかであろうと、私

はこのように思います。東議員のほうから、どこにどういう根拠があるかというよ

うな話もあったわけでありますし、東議員が常々税情報の非公開が原則だというよ

うなことで、もっともだと思いますけれども、強くそれを主張されます。個人情報

と一緒で、その瀬戸際は非常に厳しいものがあるというふうに思いますけれども、

それではそれを知る立場にあるのは誰なのか、こういう観点から、議会個人個人を

どうこうするということではなくて、議会として市民の疑義に、疑問に答えるため

には、ちゃんとした調査をしなくてはならないと、私はこのように思います。その
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結果をどうこうするというのは、また別な問題でありまして、それに蓋をしたまま、

これから先のことをちゃんとやりましょうというのは、いささかおかしいんではな

かろうかなということを申し述べたいと思います。過去の検証をしっかりして、税

法・税条例に則って適切な処分がなされているのか確認して、そしてきょう皆さん

で同意されました倫理条例に続くと、これが議会のあり方であろうと、こういうこ

とで、賛成の討論としたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） ほかに討論はありませんか。 

北田彰君 

［登壇］ 

○２３番（北田 彰君） 私は、賛成の立場から討論をしたいと思います。 

それぞれ提出者の話があっておりましたし、今、森清孝議員のほうからもありま

したけれども、この問題についてはですね、市民の皆さんが疑惑があるときは、こ

れはどなたでも議員はですね、やっぱり解明せにゃならないというふうに私は思い

ます。これが政治倫理を持っとるか、持っとらんかの問題だろうと思います。そし

て、先般にはですね、１００条委員会設置されましたけれども、これは職員の守秘

義務というようなことでありましたけれども、報道では１３名の方が知っとったと

いうわけですから、それが市民の皆さんに聞こえておるわけです。だから、議員の

皆さん方はですね、疑惑があるなら疑惑を正して、それをやるのが議員の役目じゃ

ありませんか。どこから税金もらいよんなりますか、議員の皆さんは。そういうの

を考えるとですね、えらい自分の身は、やっぱり潔白を証明して、そしてから市民

の負託。だから市民の負託に応えられんでしょうが。市民の負託に応えるためには

ですね、自分自ずからやれば、なかったといえば市民の皆さんが安心されるわけで

すよ。一方的に職員だけ調べて、あるいは議員さんを調べて、何もなかったと。今

回は、議員はどうするかと。市民の皆さんは全部そう言われよるわけです。だから

そういうのに応えるためには、議員の負託に応えるためには、議員自らやっぱりた

たかにゃいかん。だから、この１００条委員会を設置して、いろいろな疑惑がなか

ったといえば安心でしょう。このためには設置していただいて、私は調査すべきだ

と思います。 

以上です。 

○議長（山瀬義也君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで討論を終わります。 

決議案第３号は討論がありましたので、起立により採決します。 

お諮りします。決議案第３号については、原案のとおり可決することに賛成の方
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は起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立少数です。よって、決議案第３号は否決されました。 

次に、お諮りします。陳情第４号、泗水町の独立を求める要望書についてを日程

に追加し、追加日程第５とし、議題とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、陳情第４号を日程に追加し、議題とす

ることに決定しました。 

ここで、陳情第４号を配付させます。 

（資料配付） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第５ 陳情第４号、泗水町の独立を求める要望書について 

○議長（山瀬義也君） 追加日程第５、陳情第４号を議題とします。陳情第４号は、お

手元に配付のとおりです。 

次にお諮りします。陳情第４号については、議長を除く全員で構成する陳情第４

号、泗水町の独立を求める要望書の審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会

中の継続審査としたいと思います。賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、陳情第４号については、議長を除く全

員で構成する陳情第４号、泗水町の独立を求める要望書の審査特別委員会を設置し、

これに付託し、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

ここで、正副委員長互選のため、暫時休憩します。午後１時３０分から再開しま

す。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後零時２２分 

開議 午後１時２６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

委員会条例第９条の規定により、先ほど設置されました特別委員会の正副委員長

の互選の結果をご報告します。委員長に、東英俊君、副委員長に葛原勇次郎君、以

上です。 

 

陳情第４号、泗水町の独立を求める要望書の審査特別委員会名簿 

◎陳情第４号、泗水町の独立を求める要望書の審査特別委員会 ２２名 
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工藤圭一郎 城  典臣 大賀 慶一 岡﨑 俊裕 

水上 彰澄 東  英俊 東  裕人 泉田栄一朗 

森  清孝 中  繁 樋口 正博 二ノ文伸元 

中山 繁雄 怒留湯健蓉 坂本 昭信 隈部 忠宗 

葛原勇次郎 木下 雄二 坂井 正次 森  隆博 

境  和則 北田  彰  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件は全

て議了しました。 

 これをもって、平成２４年第３回菊池市議会定例会を閉会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

閉会 午後１時２７分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

      菊池市議会議長  山 瀬 義 也 

 

 

 

      菊池市議会議員  水 上 彰 澄 

 

 

 

      菊池市議会議員  東   英 俊 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付     録 
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平成２４年第３回定例会付議事件一覧及び審議結果表 

（９月５日・９月２１日議決） 

議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第７１号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２４

年度菊池市一般会計補正予算（第２号）） 
原案承認

議案第７２号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２４

年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第２号）） 
原案承認

議案第７３号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２４

年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）） 
原案承認

議案第７４号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２４

年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）） 

原案承認

議案第７５号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２４

年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）） 
原案承認

議案第７６号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２４

年度菊池市一般会計補正予算（第３号）） 
原案承認

議案第７７号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて（菊池市災

害見舞金支給条例の一部を改正する条例） 
原案承認

議案第７８号 平成２４年度菊池市一般会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第７９号 
平成２４年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 
原案可決

議案第８０号 
平成２４年度菊池市公共下水道事業特別会訃補正予算 

（第３号） 
原案可決

議案第８１号 
平成２４年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 
原案可決

議案第８２号 
平成２４年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正

予算（第２号） 
原案可決

議案第８３号 
平成２４年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第３号） 
原案可決
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議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第８４号 
平成２３年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 
継続審査

議案第８５号 
平成２３年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
継続審査

議案第８６号 
平成２３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
継続審査

議案第８７号 
平成２３年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 
継続審査

議案第８８号 
平成２３年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決

算の認定について 
継続審査

議案第８９号 
平成２３年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
継続審査

議案第９０号 
平成２３年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 
継続審査

議案第９１号 
平成２３年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
継続審査

議案第９２号 
平成２３年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
継続審査

議案第９３号 
平成２３年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳

出決算の認定について 
継続審査

議案第９４号 
平成２３年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について 
継続審査

議案第９５号 市道路線の認定について 原案可決

議案第９６号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて 
原案同意

議員提出議案 

議員提出議案２号 
菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
原案可決
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議 案 番 号 件       名 審議結果

意 見 書 案 

意見書案第１号 乳幼児医療費助成拡充を求める意見書 原案可決

決 議 案 

決議案第２号 
ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行

訓練に反対する決議 
原案可決

決議案第３号 菊池市議会議員の税滞納疑惑に関する調査に関する決議 原案否決

請  願 

請願第３号 
ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備、熊本県内低空飛行

訓練に反対する決議を求める請願 
採 択 

陳  情 

陳情第３号 
熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充する

ことを求める意見書提出に関する陳情 
採 択 

陳情第４号 泗水町の独立を求める要望書 継続審査

 報  告 

報告第１６号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 原案報告

報告第１７号 平成２３年度菊池市一般会計継続費精算報告について 原案報告
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